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教 育 基 本 法（抄） 

 

（平成18年12月22日 法律第120号） 

 

 我々日本国民は，たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに，

世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 

 我々は，この理想を実現するため，個人の尊厳を重んじ，真理と正義を希求し，公共の精神を尊び，豊

かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに，伝統を継承し，新しい文化の創造を目指す教

育を推進する。 

 ここに，我々は，日本国憲法の精神にのっとり，我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し，その振

興を図るため，この法律を制定する。 

（教育の目的） 

第1条 教育は，人格の完成を目指し，平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた

心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 

（教育の目標） 

第2条 教育は，その目的を実現するため，学問の自由を尊重しつつ，次に掲げる目標を達成するよう行

われるものとする。 

1 幅広い知識と教養を身に付け，真理を求める態度を養い，豊かな情操と道徳心を培うとともに，健や

かな身体を養うこと。 

2 個人の価値を尊重して，その能力を伸ばし，創造性を培い，自主及び自律の精神を養うとともに，職

業及び生活との関連を重視し，勤労を重んずる態度を養うこと。 

3 正義と責任，男女の平等，自他の敬愛と協力を重んずるとともに，公共の精神に基づき，主体的に社

会の形成に参画し，その発展に寄与する態度を養うこと。 

4 生命を尊び，自然を大切にし，環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

5 伝統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに，他国を尊重し，国際

社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 

 

 

 

学 校 教 育 法（抄） 

 

(平成26年6月27日 法律第88号) 

 

第83条 大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，

道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。 

2 大学は，その目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社

会の発展に寄与するものとする。  



【前期】

２０２６年

【第１クォーター（1Q）】 ４月　１日（水） 前期開始日

４月　１日（水） 学部３年次編入生オリエンテーション

４月　２日（木） 入学式

４月　３日（金） 学部新入生オリエンテーション

４月　４日（土） 学部新入生健康診断（女子）

学部新入生健康診断（男子）

４月　８日（水） 前期授業開始日・第１クォーター（１Q）授業開始日

５月　７日（木） 火曜日の授業実施日

５月　８日（金） 水曜日の授業実施日

５月１５日（金） 本学創立記念日

定期試験期間（一部科目は授業実施)【１Q】

６月　９日（火） 授業・定期試験期間の予備日【１Q】

第１クォーター（１Q）終了日

【第２クォーター（2Q）】 ６月１０日（水） 第２クォーター（２Q)開始日

８月　６日（木） 授業・定期試験期間の予備日【２Q・前期】

第２クォーター（２Q）終了日

８月　７日（金）　 夏季休業開始日

９月３０日（水） 夏季休業終了日・前期終了日

【後期】

２０２６年

【第３クォーター（３Q）】 １０月　１日（木）

１０月１５日（木） 月曜日の授業実施日

１１月　６日（金） 火曜日の授業実施日

六甲祭

定期試験期間（一部科目は授業実施)【３Q】

１２月　１日（火） 授業・定期試験期間の予備日【３Q】

第３クォーター（３Q)終了日

【第４クォーター（４Q）】 １２月　２日（水） 第4クォーター（4Q)開始日

１２月２９日（火） 冬季休業開始日

２０２７年 １月　４日（月） 冬季休業終了日　

１月１３日（水） 月曜日の授業実施日

１月１４日（木） 授業の予備日【4Q・後期】

１月１５日（金） 大学入学共通テスト準備〈休講〉

１月１８日（月） 附属中等教育学校入学試験〈鶴甲第一キャンパスで実施）

※全学共通授業科目は休講（専門科目は、授業実施）

１月２５日（月）～１月２９日（金）

２月　９日（火） 授業・定期試験期間の予備日【4Q・後期】

第4クォーター（4Q)終了日

３月２５日（木）

３月３１日（水） 後期終了日

学位記授与式（全課程）

１１月　７日（土）、１１月　８日（日）

１１月２４日（火）～１１月３０日（月）

授業期間（一部科目は定期試験実施)【4Q・後期】

２月　１日（月）～２月　５日（金） 定期試験期間（一部科目は授業実施)【4Q・後期】

（※２月　２日（火）～２月　８日（月）） ※全学共通授業科目の定期試験期間

後期開始日・後期授業開始日・第３クォーター（３Q)授業開始日

７月３０日（木）～８月　５日（水） 定期試験期間（一部科目は授業実施)【２Q・前期】

２０２６年度　経営学部　授業日程表 学部　　　　

４月　７日（火）

６月　２日（火）～６月　８日（月）

７月２３日（木）～７月２９日（水） 授業期間（一部科目は定期試験実施)【２Q・前期】



２０２６年度　経営学研究科　授業日程表　　　　　　　　 大学院

【前期】

２０２６年 ３月２８日（土） 専門職学位課程新入生ガイダンス

４月 １日（水） 前期開始日

４月 ２日（木） 入学式

４月 ３日（金） 博士課程（前期・後期）新入生ガイダンス

４月 ６日（月） 博士課程（前期・後期）演習開始日

４月 ８日（水） 前期授業開始

４月 ９日（木）・４月１０日（金） 新入生（大学院生）健康診断

５月 ７日（木） 火曜日の授業実施日

５月 ８日（金） 水曜日の授業実施日

５月１５日（金） 本学創立記念日（授業は開講）

学部定期試験期間【1Q】（大学院授業は一部科目を除き授業実施）

６月 ９日（火） 授業・定期試験期間の予備日【1Q】

月曜日の授業実施日

授業期間（一部科目は定期試験実施）【2Q・前期】

定期試験期間（一部科目は授業実施）【2Q・前期】

８月 ６日（木） 授業・定期試験期間の予備日【2Q・前期】

８月 ７日（金） 夏季休業開始日

９月２５日（金） 博士課程前期課程・博士課程後期課程・専門職課程学位記授与式

９月２６日（土） 経営学研究科専門職課程学位記授与式

９月３０日（水） 夏季休業終了日・前期終了日

【後期】

２０２６年 １０月　１日（木） 後期開始日

１０月１５日（木） 月曜日の授業実施日

１１月　６日（金） 火曜日の授業実施日

１１月 ７日（土）、 １１月 ８日（日） 六甲祭

学部定期試験期間【3Q】（大学院授業は一部科目を除き授業実施）

１２月 １日（火） 授業・定期試験期間の予備日【3Q】

１２月２９日（火） 冬季休業開始日

２０２７年 １月 ４日（月） 冬季休業終了日

１月１３日（水） 月曜日の授業実施日

１月１４日（木） 授業の予備日

１月１５日（金） 大学入学共通テスト準備<休講>

１月１８日（月） 附属中等教育学校入学試験（授業は開講）

授業期間（一部科目は定期試験実施）【4Q・後期】

定期試験期間（一部科目は授業実施）【4Q・後期】

２月 ９日（火） 授業・定期試験期間の予備日【4Q・後期】

３月２５日（木） 学士課程・博士課程前期課程・博士課程後期課程・

専門職課程学位記授与式

３月３１日（水） 後期終了日

１１月２４日（火）～１１月３０日
（月）

１月２５日（月）～１月２９日（金）

２月 １日（月）～２月 ５日（金）

６月 ２日（火）～６月 ８日（月）

７月２２日（水）

７月２３日（木）～７月２９日（水）

７月３０日（木）～８月 ５日（水）
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経営学研究科・経営学部で学ぶ 

経営学研究科長・経営学部長 鈴木 竜太 

はじめに 

大学での勉強には大きく分けて2つの目的があります。ひとつは知識を習得すること，もうひとつは知

識を使いこなす理論を学ぶことです。高校までの勉強は，どちらかといえば知識の習得に重きが置かれて

きたと思いますが，大学では知識を使いこなす理論を身に付けることが大切です。これはスポーツにたと

えれば，食事をして体調を整えることと，実際の運動において体を使うことの関係のようなものです。知

識は栄養であり，理論は活動するための指針です。この両輪がうまく作動して，はじめて皆さんの知力が

向上します。 

もう一つ重要なことは，大学では明日役に立つことを学ぶのではなく，遠い将来にまでわたって役に立

つ知識や理論を学ぶということです。すぐに役に立つ知識の習得は，最初は達成感があるかもしれません

が，すぐに役に立たなくなってしまうか，他の人もその知識を習得すれば，社会の中であなたを差別化す

るためには役に立ってくれません。そうではなくて，大学を卒業してから10年でも，20年でも，場合によっ

ては50年経っても役に立つような知識と理論というものがあり，大学での教育はこのような長期のスパン

も見据えて組み立てられています。そのことは図書館に行って多くの昔の書籍に囲まれてみると，身体で

感じることでしょう。 

皆さんがこれから勉強される「経営学」とは，どういう学問でしょうか。「経営」の「經」は繊維の縦糸

が語源で，「營」にはかがり火が建物や場所を囲んでいるイメージがあります。つまり，「經」は過去から

未来へ続く時間の流れを表し，「營」は現在の空間を意味していると解釈できます。したがって，「経営」

とは，人間の営みが時空を超えて継続するには，どうすればよいのか考える学問ということができるで

しょう。 

経営学部の対象は企業です。企業活動とは，有限の生命しか持たない人間が，その活動を時間や空間を

超えて拡張し，社会の要求に応える活動と言えます。経営学部は，この企業活動全般について研究し，教

育するところです。経営学は実践性と応用性の強い学問ですので，大学で勉強するだけではなく，その内

容を社会で実践して初めて生きる面があります。そのことを常に意識して，勉強されることをお勧めしま

す。 

皆さんは，学部，大学院，MBAなどの課程に属し，それぞれの課程において所定の年度が過ぎて所定の単

位をとれば卒業することになります。しかし，大学教育の真価が発揮されるのは卒業後です。卒業後の皆

さんの人生の様々な機会で大学での勉強が生かされることが，私たちにとっての最大の希望です。卒業後

も，六甲台のキャンパスはいつでも皆さんに対して開かれています。神戸大学経営学部・経営学研究科の

－1－



研究資源は，いつまでも皆さんの共通財産です。それを十分に使いこなす力を身につけるためにも，学生

時代を有意義に過ごしてほしいです。 

皆さんがこれから学ぶ経営学についてよく知ってもらうために，以下，神戸大学経営学研究科・経営学

部の歴史から説明を始め，教育の目標について伝えたいと思います。 

1 伝統と革新：経営学研究科・経営学部の歴史 

神戸大学大学院経営学研究科・経営学部は，神戸大学の中核的部局として輝かしい伝統をもつと同時に，

伝統を大切にしつつも，絶えざる革新を通じて，広く世界の中で日本の経営学の教育と研究の中心として

の役割を果たしてきました。 

そのルーツは，1902（明治35）年3月に神戸市葺合区（現中央区）筒井ケ丘に設立され，1903（明治36）

年5月15日に開校した旧制官立神戸高等商業学校までさかのぼることができます。2002（平成14）年には，

創立百周年を祝い，次の百年の歴史を既に歩み始めているところです。 

神戸高等商業学校は，日本の産業社会の発展を支える人材の育成を目的として，1887（明治20）年に東

京に設けられた高等商業学校（神戸高等商業学校の設立に伴って1902（明治35）年に東京高等商業学校に

改称：現在の一橋大学のルーツ）に次ぐ全国で2番目，そして，西日本で最初の官立高等商業学校です（な

お，神戸高等商業学校は，兵庫県内に設けられた最初の官立高等教育機関でもありました）。高等商業学

校を含む旧制の高等専門学校は，東京や京都などに設置された帝国大学とは別に，商学・医学・薬学・工

学・農学などの特定学問分野における高等専門教育を企図した高等教育機関でした。 

西日本に官立2番目の高等商業学校を設置するにあたり，神戸市と大阪市との間で激しい誘致運動が繰

り広げられました。最終的には，1900（明治33）年1月の衆議院本会議における採決の結果，わずか1票差

で神戸市に設置することが決定されました。このため，大阪市は独自で高等商業学校を設置する途を選び，

それまでの市立大阪商業学校を改組・昇格させて，1901（明治34）年4月に市立大阪高等商業学校（1919

（大正8）年2月に大阪市立高等商業学校に改称：現在の大阪公立大学のルーツ）を設立しました。 

神戸高等商業学校は，1920（大正９）年4月に東京高等商業学校が改組されて商学・経済学系の単科大学

である東京商科大学に昇格した後を追って，1929（昭和4）年4月にその組織を変更して神戸商業大学に昇

格しました。1934（昭和9）年7月には，学舎も，かつての筒井ケ丘から，現在の灘区六甲台に新築・移転

しました。1928（昭和3）年4月には大阪市立高等商業学校が改組されて大阪商科大学が設立されています

ので，ここに「三商大」が鼎立することになりました。 

旧制の「七（九）帝大」に対して「三商大」を構成した神戸大学と一橋大学・大阪市立大学（現：大阪

公立大学）は，特に経営学（商学）や経済学の分野を中心として相互に深い関わりを持ち，現在でもこれ

ら三大学の間では，教員レベルでの研究の交流だけでなく，大学院・学部の学生レベルでの勉学やスポー

ツの定期的な交流が行われています。
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神戸商業大学は，第二次世界大戦の戦時体制が進む中で，1944（昭和19）年10月に神戸経済大学に名称

変更を迫られました（同様に，東京商科大学も東京産業大学に改称）。敗戦後の1946（昭和21）年8月に神

戸経済大学に経営学を中心に経済の実態を研究するための附属経営学専門部が設置され，翌1947（昭和22）

年6月には夜間開講の第二学部が設置されています。 

そして，1949（昭和24）年5月に，新制大学制度の下で，兵庫県下にあった旧制の姫路高等学校や神戸高

等工業専門学校などを統合して，新制神戸大学が発足するとき，神戸経済大学はその中核となり，3つの

学部に分かれました。1つは経営学部であり，他は経済学部と法学部です。 

経営学部の設立にもエピソードが残されています。多くの旧帝国大学や旧高商系の国立大学がそうであ

るように，経済学系と経営学系（商学系）を合わせた大きな経済学部とするのか，それとも経済学系と経

営学系を分離して2つの学部にするのかということが議論されました。結果的には，旧商大系の一橋大学

や大阪市立大学と同様に，経済学部とは別の学部を設置することになりました。しかし，その名称につい

ては，一橋大学や大阪市立大学が商学部としたのに対して，神戸大学では，日本で最初に経営学の講義を

開講し，経営学科を設置し，経営学士の学位を授与できるようになった伝統と実績を踏まえて，経営学部

として出発することになりました。国公私立大学を通じてわが国で最初の「経営学部」の誕生です。今日，

世界的にみれば，経営学部という名称の方が支配的になっており，当時の教授陣の先見性には敬服します。 

2 大学院重点化及び専門職大学院の設置 

 1953（昭和28）年4月に神戸大学に大学院が設けられたとき，経営学研究科も設置されました。修士課程

と博士課程を備えた経営学系の大学院としてわが国で最初のものであり，国立大学の中では唯一のもので

す。長らく日本では，「経営学博士」は，神戸大学大学院経営学研究科だけが授与できる学位でした。こ

れまでに授与した経営学博士（博士（経営学）を含む）は，2024（令和6）年3月末の時点で420人です。ま

た，商学博士（博士（商学））も119人に授与しています。 

神戸大学経営学部は，1998（平成10）年4月から2か年計画で大学院を重点化しました。大学院重点化と

は，大学院を基本とする大学を意味します。高度な研究能力をもつ研究科（学部）だけがその対象に選ば

れました。神戸大学は，経済学・経営学（商学）系では，東京大学，京都大学，一橋大学，大阪大学の各

経済学部に次いで，5番目の大学院重点化の対象となり，経営学系に限れば，日本で最初の大学院重点化

を果たしました（なお，神戸大学で大学院重点化が認められたのは，経営学研究科以外には，経済学研究

科・法学研究科・医学研究科のみです）。この時から，教員は経営学部の所属から，大学院経営学研究科

の所属になりました。経営学部は学部生対象，経営学研究科は大学院生を対象にする違いはありますが，

両者は一体のものです。 

経営学研究科は，大学院重点化が完成して以来，マネジメント・システム専攻，会計システム専攻，市

場科学専攻，現代経営学専攻の4専攻体制で運営していましたが，2012（平成24）年4月から，経営学専攻

の1専攻に改組されました。専攻の下には経営学講座，会計学講座，商学講座，研究科共通講座の4つの講
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座が設けられています。なお，この4つの講座に加えて，経済経営研究所との協力講座と，民間企業（株式

会社野村総合研究所，アクセンチュア株式会社，株式会社日本M&Aセンターホールディングス，株式会社

三菱UFJ銀行，株式会社インソース，株式会社アンカーシップ・パートナーズ）との連携講座が設けられて

います。 

経営学研究科は，1953（昭和28）年4月に設置されて以来，伝統的に大学その他の研究機関において経営

学の高度な研究教育に従事できる人材の育成を主たる目的としてきました。経営学研究科では，現在，こ

のような研究者育成コースのことを特に「PhDコース」と呼んでいます。PhDコースのカリキュラムは，こ

れまでに数度大きく改革され，現在では，総合学力試験の導入等と併せて，一定の客観的水準を維持しつ

つ，学位（課程博士）の取得という最終成果への大学院学生（一般院生）の到達を円滑に促進できるよう

に設計されています。 

従来，大学院教育と言えば，もっぱら研究者の育成に主眼を置いてきました。しかし，近年，日本企業

とそれを取り巻く国内外の社会経済環境が著しく変化する中で，社会人（ビジネスパーソン）に対するよ

り高度な経営教育を求める社会的ニーズがますます高まってきています。この社会的ニーズに対応すべく，

1989（平成元）年，経営学研究科では，既存の「PhDコース」とは別に，社会人を正規の大学院学生（社会

人院生）として受け入れ，ビジネス経験を有する社会人を対象に大学院教育を実施する「社会人MBAコー

ス（社会人MBAプログラム）」（ビジネススクール）を，全国の国立大学に先駆けて開設しました。ここで

も，わが国初というフロンティア・スピリットが示されています。これは，伝統を大切にしつつも，絶え

ざる革新をおこなうことを通じて，広く世界の中で日本の経営学における教育と研究の中心的役割を果た

してきたことを示す１つの証拠と言えるでしょう。 

神戸大学経営学研究科のMBAプログラムは，開設当初より「研究に基礎を置く教育」（Research- based 

Education）という基本コンセプトを掲げてきました。そこでは，実践に耐えうるものこそよい理論であ

るという考えから，わが国企業の経営教育を支えてきた従来の企業内研修や企業外の各種セミナーと異な

る，大学院が経営教育において果たすべき役割を構想しました。この構想のもとで，大学ならではのアカ

デミックな研究を基礎とした高度な経営教育に基づく高度専門職業人（経営のプロフェッショナル）の育

成を新たな大学院教育の目的とする社会人教育を昼夜開講制のもとで実験的に開始したのです。 

その中で，「プロジェクト方式」と呼ぶ経営学研究科特有の新たなビジネス教育の方法を開発し，その

実績を踏まえ，2002（平成14）年4月に経営管理のための高度専門職業人の育成を目的にした「専門大学

院」が設置されました。これは，制度上は，先に掲げた経営学研究科を構成する4つの専攻のうちの現代経

営学専攻を改組し，その博士課程前期課程（修士課程）の部分を「専門大学院」に改組したものです。な

お，文部科学省による制度改編のため「専門大学院」は2003（平成15）年4月から「専門職大学院」へ移行

しました。その意味で，「専門職大学院」の設置は，「社会人MBAプログラム」の発展・拡充への新スター

トと位置づけられます。専門職大学院となって以降も，絶えざる革新と拡充を続けています。 

最近では，経済のグローバル化に適応できる人材の育成にも，経営学研究科は力を注いでいます。神戸

大学大学院経営学研究科では，2013（平成25）年より開始した博士課程前期課程・後期課程一貫の教育プ
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ログラム「戦略的共創経営イニシアティブ」(SESAMI: Strategic Entrepreneurship and Sustainability 

Alliance Management Initiatives) プログラム，さらに，2015（平成27）年4月より開始した法学研究科

と経済学研究科と連携・統合した「グローバルマスター・プログラムス」(GMAPs: Global Master 

Programs) の一翼を担う，GMAP in Management (SESAMI)の成功を経て，2023（令和5）年10月から

は，これらのプログラムをさらに進化させて，法学研究科と経済学研究科との融合度を高めた新たなプロ

グラム「異分野共創型卓越人材育成プログラム」（KIMAP: Kobe University Interdisciplinary Master 

Program）を開始しました。その経営学研究科の担当プログラムはKIMAP in Managementです。KIMAP 

in Managementでは，International Business，Entrepreneurship & Finance，Sustainable Development 

& Public Policy の3つのフィールド（領域）を設定し，経営学，経済学，法学の専門知識と分析スキルを

兼ね備え，有機的にそれらを統合し，経済発展と社会的課題解決とを実現に導く能力を育成することを目

的としています。 

2024（令和6）年4月からは，文部科学省「人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築事業」の支援を

受けて，価値共創の手法として創造的対話を用いて，様々な利害関係者と協力して地域や社会における課

題を解決できる人材の養成を目的とする「対話型ビジネス価値共創人材養成プログラム」が開始されまし

た。本プログラムでは，経営学の全領域にわたる科目を幅広くそろえる本研究科に，新規事業化ならびに

地域課題の解決に特化したプログラムを持つ小樽商科大学大学院と和歌山大学大学院が加わり，創造的か

つ実践的な教育を提供します。さらに，連携機関の三菱UFJ銀行，日本M&Aセンター，インソース，神戸市,

アンカーシップ・パートナーズと協力して，共同研究を通じて地域/社会課題を特定し，それをPBL

（Project Based Learning）やインターンシップ教育により，学ぶ機会を提供します。 

 

3 学部教育の改革 

 

 大学院重点化の実現に伴い，専門的な研究教育活動の中心が大学院へと移行する中で，学部の学科体制

は，経営学の総合的教育体制を確立するために，従来の経営学科，会計学科，市場システム学科，国際経

営環境学科4学科制から，経営学科1学科制に再編しました。学部の修業年限は4年です。 

企業に代表されるさまざまな組織の経営（マネジメント）は大変複雑な現象です。経営学部では，経営

にかかわる問題をあらゆる角度から考え，学ぶことができるように，広い意味での「経営学」を構成する

経営学（狭義），会計学，商学（市場科学）という3つの主要分野にわたって，包括的で体系的なカリキュ

ラムが編成されています。経営学部に入学すればいずれの専門科目も自由に履修できます。同じルーツを

もつ経済学部と法学部で開講される科目も履修することができます。所定の課程を修了した者には，学士

（経営学）または学士（商学）の学位が授与されます。 

2023（令和5）年4月には，「経営学の理論に基づき，データの意味を理解し，データを用いて理論を検

証し，検証結果から実践的示唆を導き出せる人材」を輩出することを目指したプログラムとして「経営デー

タ科学特別学修プログラム」が開設されました。この教育プログラムは，社会の様々な場面でデータを使っ
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て経営に役立てる分析を行う能力を身につけることを目指すプログラムであり，1年次後期から3年次にか

けて開講される関連科目（4年次後期まで履修可能）を履修，合格することで修了します。この教育プログ

ラムを修了した学生には，認定証を発行します。このプログラムを修了したうえで学部を早期卒業（3.5

年）し，大学院博士課程前期課程の早期修了（1.5年）と組み合わせることで，5年一貫教育で高度データ

分析スキルを持つ人材を教育する「経営データ分析教育プログラム」も開設されます。 

研究教育のグローバル化に対応すべく策定された「グローバル・リンク計画」のもとで交流協定を結ん

でいる海外の主要提携大学については，在学期間中に海外大学の授業料などを負担することなく留学する

機会も設けられています。特に，2011（平成23）年4月から導入されたKIBER（Kobe International Business 

Education and Research）プログラムでは，3年次後期からの1年間の交換留学を充実した学習機会とする

ように，経営学部2年生を対象とした英語でのコミュニケーションスキルの授業を追加して，グローバル

な社会で活躍できる経営人材を育成しています。この交換プログラムで1年間留学しても4年間で修了要件

を満たすことができるように，カリキュラムは整備されています。さらに，学部を早期卒業し，博士課程

前期課程KIMAP in Managementに編入することで，5年間のうちに，海外留学を行い，修士号を取得できる

KIMERAプログラムも開設しています。 

さらに，学部においてより専門性の高い教育を実現するために，2001（平成13）年4月から，公認会計士

や税理士などの会計高度専門職業人を育成することを企図とした「会計プロフェッショナル育成プログラ

ム」を開設しています。このプログラムは，会計学だけでなく経営学の全般に関する高度な専門知識を有

する公認会計士等を育成し，社会に送り出すことを目的としています。在学中に公認会計士試験に合格す

る学生も多数います。 

2026年度からは、事業創造から事業承継までを統合する「ビジネス価値共創・起業家教育プログラム（通

称KEEL（Kobe Effectual Entrepreneurship Launchpad））プログラム」がスタートします。KEELプログ

ラムは、大学院の「対話型ビジネス価値共創人材養成プログラム（BVCC）」を学部へ教育プログラムを展

開させ、起業家として新規事業を創造あるいは承継するまでの一貫教育を、学部・大学院博士課程を通じ

て実施させるものです。 

 

4 オープン・アカデミズム 

 

 経営学研究科では，学部も含めた研究教育活動全体を統合する基本理念として「オープン・アカデミズ

ム」を掲げています。これは，旧制神戸高等商業学校時代の「学問の応用」，あるいは，神戸商業大学時

代の「学理と実際との調和」という理念を現代的に再解釈したものであり，学理の探求のみに興じるので

はなく，実学を重んじる伝統を背景に，常に時代のニーズを先取りし，大学としての主体性と自律性を保

ちながら，社会，特に産業界との連携と相互交流の中で，「理論知」と「実践知」とを融合させ，現実の

企業経営に根ざした「経営学」の創造とその社会的還元を目指そうとするものです。 

このような理念を達成するために，経営学研究科では，次のようなさまざまな施策を講じています。 
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① 産業界からの寄附講義

 1987（昭和62）年から，企業経営のトップとして活躍されている方々を非常勤講師（社会人講師）

として任用し，講義を通じて現実の企業経営に裏打ちされた経験とその背後にある考え方（経営哲学）

を直接披瀝してもらう「トップ・マネジメント講座」を開設してきました。最近は，産業界から協力

を得て開講する講義さらに充実させて「寄附講義」という形で開講しています。 

② 企業の寄附による研究教育センターの設置

経営学の研究・教育には産業界との連携が欠かせません。経営学研究科では，企業等からの寄附に

よって，経営学の研究・教育を促進するセンターを設置しています。現在のセンターは，すでに以下

の６つです。これらのセンターは，経営学研究科の産学連携の中核として，経営学研究科の研究・教

育活動に大いに貢献しています。

・ファミリービジネス研究教育センター（株式会社三菱UFJ銀行寄附，2022年設置）

・中小M&A研究教育センター（株式会社日本M&Aセンター寄附，2022年設置）

・人的資本経営研究教育センター（株式会社インソース創業者寄附，2023年設置）

・ビジネス価値共創研究教育センター（「対話型ビジネス価値共創人材養成（BVCC）プログラム」と

連携，株式会社船井総研寄附，2023年設置）

・地域創生と観光経営研究教育センター（株式会社アンカー・シップ・パートナーズ寄附，2025年設

置）

・エントリー・マネジメント研究教育センター（株式会社ZENKING寄附，2025年設置）

③ 現代経営学研究所

社会人を対象とした大学院レベルでの経営教育を展開するにあたり，企業経営に関する産学官民の

連携と情報交流のプラットフォームを構築するために，1993（平成5）年に，経営学研究科の教員が主

体となって「現代経営学研究学会」を設立しました。詳しくは，「６ 経営学研究科(経営学部)関係

の団体」をご覧ください。

5 どのような人材を育成するか：経営学研究科の教育目標 

 経営学研究科の大学院と学部におけるさまざまな活動を支えるのは研究活動です。企業その他の組織の

現実の経営を無視できない学際的・応用的学問領域である経営学の特質をふまえて，「研究に基礎を置く

教育」（Research-based Education）を展開するためには，経営学研究科が標榜している「オープン・ア

カデミズム」の理念のもとで，産業界との連携関係を深めることにより，経営に関する先端的問題を取り

上げる研究を推進すると同時に，先端的研究の基盤となる基礎研究も重視する総合的な研究能力の向上が

不可欠です。 

学部・大学院における教育活動は，経営学研究科に所属する教員個々の多様な研究活動と，その結果と

して研究科に蓄積された研究成果の社会的還元活動の一環として位置づけられるものです。 
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(1) 大学院教育 

 大学院重点化に伴い，専門的な研究教育活動の中心は学部から大学院へ移行することになりました。

経営学研究科の場合，大学院での教育活動では，研究科の創設当初から重視されてきた研究者育成とい

う機能に加えて，先に述べたように，近年，社会的ニーズが増大してきた社会人教育の機能が重視され

るようになりました。したがって，経営学研究科の大学院教育のカリキュラムも，これら2つの機能を

果たすために大きく二分されています。つまり，前者の機能は「PhDコース」の教育プログラムにより担

われ，後者の機能は「社会人MBAコース」（ビジネススクール）の教育プログラムにより担われていま

す。 

これらの2つのコースで育成しようとしている人材は異なります。ただし，言うまでもなく経営学（広

義）の分野では理論と応用は相互不可欠であり，両者の相違はその重点の置き方にあります。すなわち

PhDコースでは理論により重点を置き，社会人MBAコースでは応用により重点を置いています。 

① PhDコース 

 PhDコースの教育は，大学や研究機関等で高度な研究と教育に従事できる専門職業人の育成を目標

としており，より具体的にいえば，以下のような能力を備えた人材の育成ということになります。す

なわち， 

○ 広義の経営学（経営学（狭義）・会計学・商学）の全般ならびに関連する基礎的な学問分野の理

論について高度な専門知識をもち， 

○ 経営学のある特定分野においてさらに深い専門知識に精通し， 

○ 当該分野において独創的な研究をおこなうことができる科学的方法論を修得した人材 

 このような目標を達成するために，PhDコースでは，博士課程前期課程2年＋同後期課程3年，計5年

一貫教育を基本としています。ただし，前期課程の2年間で修士の学位を取得し，公認会計士や税理

士などの高度専門職に就くことも，また，民間の企業や研究機関，官庁等に就職することも可能です。

このコースで要求される基本的能力は，広い意味での「経営学」の全般ならびに関連する基礎的な学

問分野についての専門知識と科学的方法論です。 

② 社会人MBAコース 

 もう1つの大学院教育である社会人MBAコース（ビジネススクール）の教育目標は，知識・産業社会

の中核となるビジネス・エリートの育成に尽きます。より具体的には，以下のような能力を備えた人

材の育成にあります。すなわち， 

○ 経営学（広義）の全般についての高度な専門知識をもち， 

○ 経営学のある特定分野について深い専門知識に精通し， 

○ 長期的でグローバルな視野から，具体的な経営上の問題を捉えることができ， 

○ 創造的な解決策を自ら提示し，適切な判断を下すことができる人材 

 このような教育目標を達成するため，経営学研究科では，先に述べた「研究に基礎を置く教育」
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（Research-based Education）のもとで，「プロジェクト方式」と呼ばれる，他大学のビジネススクー

ルに例をみない独特の教育方法を考案し，実践しています。 

 このように，経営学研究科におけるPhDコースと社会人MBAコースという二つの教育プログラムは，

それぞれ異なった目標のもとで教育がおこなわれています。しかし，経営学という学問分野の特質を

考えれば，両コースを一つの研究科内に併置することの意義は大きく，両コース併置のシナジー効果に

より，企業経営に関する「理論知」と「実践知」の融合もまた期待できるものと考えられます。した

がって，社会人MBAコースの学生（社会人院生）によるPhDコースの授業履修についても，逆に，PhD

コースの学生（一般院生）による社会人MBAコースの授業履修についてもその途が開かれています。

さらに，社会人MBAコースの学生が当該コース修了後にPhDコースの博士課程後期課程に編入学するこ

とも可能です。 

 

(2) 学部教育 

 大学院重点化の実現とともに，専門的な研究教育活動の中心は学部から大学院へと移行しましたが，

経営学研究科では，神戸高等商業学校から神戸商業大学以来の伝統を受け継いで，日本の産業社会を支

える有為な人材を育成するという学部教育の重要性も常に認識しています。 

 学部教育の目標は，端的にいえば，将来の日本の知識・産業社会をさまざまな側面で支える人材の育

成，つまり21世紀の日本の知識・産業社会にあって，創造力に富み知的リーダーシップを発揮できる人

材を育成することに尽きます。もう少し具体的に述べれば，次のような能力を備えた人材の育成という

ことになります。すなわち， 

○ 企業その他の組織とそれを取り巻く環境との相互依存関係の本質を理解できるように，豊かな一

般教養と経営学（広義）の全般にわたる基本的知識をもち， 

○ 経営に関する問題を把握し，それを解決するため，戦略的な意思決定を行える思考力と判断力を

もち， 

○ 経営に関する自分自身の考えを，国内だけでなく，海外の人々にも適切に伝えることができる表

現力をもつ人材 

 このような人材を育成するために，経営学研究科が学部教育で特に重視している教育方法が2つあり

ます。 

もっとも重要なものは「ゼミナール」（研究指導）です。ゼミナールは，1人の指導教員のもとで少人

数の学生が相互に討論しながら共同で学習を進める制度です。これは神戸高等商業学校以来の伝統をも

つ教育方法であり，学部のみならず大学院を含めた経営学研究科の教育の根幹をなすものです。ゼミ

ナールの目的は，問題を的確に把握し，それを解決するための思考力，判断力，さらに自分自身の考え

を人に伝えるための表現力を養成することにあります。そのために，少人数での発表と討論を中心とし

た教育が行われます。大学は単に知識を獲得するための場所ではありません。知識という材料を基にし

て思考力や判断力などを身につける場所です。ゼミナールはそのための基本的なトレーニングの機会を
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提供するものです。 

ゼミナールに所属しなくても卒業することは可能です。しかし，ゼミナールに所属せずに卒業するこ

とは，神戸ステーキの店に行ってステーキを食べずに帰るようなものです。必ずゼミナールに所属する

ようにしてください。ただし，2年次の後期にゼミナール所属学生を募集するとき，もし特定のゼミナー

ルについて応募者が募集定員を上回った場合には選考がおこなわれます。ゼミナールの選考はそれまで

の成績をもとにしておこなわれることが多いことも申し添えておきます。 

学部教育で重視されている第二の教育はグローバル科目群です。これは専門分野でのコミュニケー

ション能力を養成するための授業科目であり，4科目が必修になっています。例えば，外国書講読や外

国文献講義では，外国の主要な文献を英語で読み，経営学の基本を理解するとともに，英語での考え方

や表現方法を学習します。 

グローバル化が著しく進展する中で，ビジネスの分野でも国際的に活躍できる人材が求められていま

す。経営学研究科では，既述の「グローバル・リンク計画」のもとで，アメリカ・ヨーロッパ・アジア

の主要大学と提携し，在学中に留学できる機会（留学先の大学の授業料免除など）を設けています。派

遣学生の選考にあたっては，英語能力試験の点数が重視されます。外国語（特に英語）によるコミュニ

ケーション能力に磨きをかけておいてください。 

 

6 経営学研究科（経営学部）関係の団体 

 

 経営学研究科（経営学部）に関係する二つの組織を紹介しておきましょう。 

(1) 現代経営学研究所 

 現代経営学研究所(Rsearch Institute of Advanced Management: RIAM)は，1993（平成5）年に経営

学研究科の教員が中心となって設立した現代経営学研究学会を2004（平成16）年4月にNPO法人化した組

織です。現代経営学研究所は，研究者（学界人）だけでなく，ビジネスの実務家や，学生（大学院・学

部）の間での人的交流・情報交流のプラットフォームとして設立された，社会に開かれた研究組織です。

経営学研究科とともに，「産学連携による実践的・先端的経営学の創造」をコンセプトに活動を行って

います。 

現在，現代経営学研究所は，その主たる事業として，①わが国の企業経営を取り巻く先端的テーマを

取り上げ，産業界のトップによる基調講演，研究科教員による問題提起，学界・産業界・官界等の専門

家によるパネル討議を含めた比較的大規模なシンポジウムを年1回開催するとともに，②テーマと対象

を絞り，より深く議論する機会を提供するためのワークショップを年3回の頻度で，原則として経営学

研究科の学舎内で開催しています。 

また，③研究所の機関誌として『ビジネス・インサイト』（季刊）を刊行し，ビジネスの実務家が直

面する問題を広く深く考える材料を提供することを目的として，企業のトップのインタビューや直近の

ワークショップで取り上げられたテーマについて毎号特集を組んでいます。 
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『ビジネス・インサイト』の目次や，シンポジウムおよびワークショップのテーマなどを参照してい

ただければわかると思いますが，経営にかかわるカレントなトピックスを取り上げ，広く深く考えるた

めの研究組織です。詳細は，https://riam.jp/を参照ください。『ビジネス・インサイト』の論文やケー

スは講義でも取り上げられます。学部・大学院の学生諸君は現代経営学研究所の活動にも注目してくだ

さい。 

(2) 神戸大学経済経営学会 

 もう1つは，神戸大学経済経営学会です。この学会は，神戸大学の経営学研究科，経済学研究科，経済

経営研究所，国際協力研究科の教員と学生から構成される学会です。その主たる事業は，1906（明治39）

年に日本で最初に創刊され，100年以上の歴史をもつ社会科学系の学術雑誌である『国民経済雑誌』の

刊行です。現在，『国民経済雑誌』は季刊発行されています。 

学生会員の皆さんには，この『国民経済雑誌』の季刊発行に加えて，入学時に経営学（広義）の内容

を体系的・網羅的に解説した『経営学の歩き方』が配布されます。さらに，随時，経済経営学会主催の

講演会が開催されます。 

詳細は，https://www.rieb.kobe-u.ac.jp/kkg/をご覧ください。 

 

7 「凌霜会」（同窓会）：優れた先輩たちとのネットワーク 

 

 経営学研究科・経営学部は，そのルーツにあたる神戸高等商業学校から，神戸商業大学，神戸経済大学，

そして，現在の神戸大学に至るまで，日本の知識・産業社会を支える人材の育成をその教育の基本として

きました。実際に，卒業生の多くは，実業界のみならず，学界・官界・政界などで活躍し，社会の発展に

貢献しています。 

実業界では，経営学部の卒業生は，有能で頼もしいという評価を受けています。日本の主要な大企業の

ほとんどで，皆さんの先輩たちが働いています。自分たちの能力をフルに発揮し，仕事をしています。大

企業だけでなく，自らベンチャーを起こして成功した先輩もいます。また，公認会計士や税理士，証券ア

ナリストといった高度専門職業人として活躍している先輩が多いのも経営学部卒業生の特徴です。 

さらに，国内外の学界で活躍している先輩が多いのも誇るべき特徴です。これまでに大学院のPhDコー

スで学び，日本や海外の大学で教授・准教授等の教員として経営学の研究と教育に携わっている研究者は

500人を超えています。 

そして，実業界や学界その他の世界で活躍している先輩たちは，卒業後も，経済学研究科・経済学部と

法学研究科・法学部の卒業生とともに，「凌霜会」という同窓会を組織し，緊密な人的ネットワークのも

とで交流活動を続けています。さらに，凌霜会は，卒業生の交流活動だけではなく，在学生の学習その他

の活動を支援し，就職相談にも協力しています。在学生は，準会員として凌霜会に加入できますので，是

非，先輩や同級生との間の交流と情報交換の場として凌霜会を活用してください。 

皆さんには，経営学研究科・経営学部というアカデミック・コミュニティの一員として，在学中のみな
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らず，卒業後も生涯にわたって，このようなすばらしい伝統を受け継いでいただきたいと思います。凌霜

会についての詳細は，https://ryosokai.net/wp/をご覧ください。 

 以上述べてきたように，経営学研究科・経営学部は，研究と教育を通じて，皆さんの将来の大きな夢を

実現するお手伝いしたいと考えています。 

 

        ホームページアドレス 

神戸大学大学院経営学研究科 

神戸大学経営学部 
https://b.kobe-u.ac.jp/ 

神戸大学大学院 

MBAプログラム(専門職学位課程) 
https://mba.kobe-u.ac.jp/ 
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沿革 及び 概要 

 

1902年3月（明，35） 神戸高等商業学校（修業年限：予科1年，本科3年）を設置，水島銕也校長就任 

1903年5月（明，36） 入学式（15日） 授業開始（16日） 

1914年8月（大，3） 神戸高等商業学校に調査課を設置 

1919年10月（大，8） 調査課を商業研究所に改称 

1929年4月（昭，4） 神戸商業大学（修業年限3年）を設置（昇格），田崎慎治学長就任 

神戸商業大学附属商学専門部を設置 

商業研究所を神戸商業大学商業研究所に改称 

1932年4月（昭，7） 神戸商業大学附属商学専門部を廃止 

1934年7月（昭，9） 神戸市葺合区（現，中央区）筒井ケ丘より灘区六甲台へ学舎移転 

1940年4月（昭，15） 神戸商業大学予科（修業年限3年）を設置 

1944年4月（昭，19） 神戸商業大学商業研究所を神戸商業大学大東亜研究所に改称，経営計録講習所を

設置 

1944年8月（昭，19） 神戸商業大学経営機械化研究所を設置 

1944年10月（昭，19） 神戸経済大学に改称 

神戸商業大学予科を神戸経済大学予科に改称 

1945年10月（昭，20） 神戸商業大学大東亜研究所を神戸経済大学経済研究所に改称 

1946年4月（昭，21） 神戸商業大学経営機械化研究所を神戸経済大学経営機械化研究所に改称 

1946年8月（昭，21） 神戸経済大学附属経営学専門部（修業年限：本科3年，専攻科1年）を設置 

1947年3月（昭，22） 経営計録講習所を廃止 

1947年6月（昭，22） 第二学部（修業年限3年）を設置（わが国最初の官立大学夜間部） 

1949年5月（昭，24） 神戸大学を設置，田中保太郎学長就任 

〔文理学部・教育学部・法学部・経済学部（同第二課程）・経営学部（同第二課

程）・工学部〕 

神戸大学経済経営研究所を附置 

経営学部（同第二課程）については経営学科・商業科の2学科を設置 

1950年3月（昭，25） 神戸経済大学予科を廃止 

1951年3月（昭，26） 神戸経済大学附属経営学専門部を廃止 

1953年4月（昭，28） 神戸大学に大学院を設置 

（経営学，法学，経済学の3研究科にそれぞれ博士課程・修士課程を置き，経営

学研究科には経営学・会計学専攻と商学専攻の2専攻を設置） 

1953年12月（昭，28） 古林喜楽学長就任（昭，28.12.16～昭，34.12.15） 

1959年12月（昭，34） 福田敬太郎学長就任（昭，34.12.16～昭，38.12.15） 

1968年3月（昭，43） 経営学部に会計学科が新設され，経営学科・会計学科・商学科の3学科体制に移

行 
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経営学研究科の経営学・会計学専攻が経営学専攻と会計学専攻に分かれ，既存の

商学専攻と合せて3専攻を設置 

1971年2月（昭，46） 戸田義郎学長就任（昭，46.2.16～昭，50.2.15） 

1989年4月（平，元） 経営学研究科でわが国の国立大学大学院として最初の社会人MBAプログラムを開

始 

1991年4月（平，3） 経営学研究科に日本企業経営専攻（独立専攻・修士課程）を設置 

1993年4月（平，5） 昼夜開講制度（昼間主コース，夜間主コース）を導入 

経営学部の3学科を再編し,経営学科・会計学科・市場システム学科・国際経営環

境学科の4学科体制に移行 

経営学研究科の博士課程後期課程に日本企業経営専攻を設置 

1995年4月（平，7） 経営学部昼間主コースに3年次編入制度を導入 

経営学研究科の3専攻をマネジメント・システム専攻，企業システム専攻，経営

総合分析専攻に再編し，既存の日本企業経営専攻と合わせて4専攻体制に移行 

1998年4月（平，10） 大学院重点化の年次計画（2か年）にしたがい，マネジメント・システム専攻と

会計システム専攻（経営総合分析専攻が母体）を大学院講座化 

経営学部の4学科体制を経営学科1学科体制に再編（修学指導の区分として，経営

学・財務会計・管理会計・市場科学の4分野を設定） 

1999年4月（平，11） 大学院重点化の年次計画にしたがい，市場科学専攻（企業システム専攻が母体）

と現代経営学専攻（日本企業経営専攻が母体）が大学院講座化，大学院重点化を

完成 

2001年4月（平，13） 学部3年・大学院（博士課程前期課程）2年の5年一貫教育による会計専門職業人

の育成を目的とした「会計プロフェッショナル育成プログラム」を発足 

2002年3月（平，14） 経営学部第二課程を廃止 

2002年4月（平，14） 1989年（平成元年）以降の大学院における社会人MBA教育の実績をふまえて，経

営学研究科の4専攻のうち現代経営学専攻を改組し，その修士課程部分に社会人

を受け入れて経営管理のための高度専門職業人を育成する「専門大学院」（ビジ

ネス・スクール）を設置 

2003年4月（平，15） 文部科学省による制度改編のため「専門大学院」を「専門職大学院」に移行 

2004年3月（平，16） 大阪経営教育センターおよび中国コラボレーションセンターを開設 

2004年4月（平，16） 国立大学法人法の施行に伴い，設置者が「国」から「国立大学法人神戸大学」に

移行 

2006年4月（平，18） 専門職大学院の拡充（学生定員の増加），夜間主コース学生の募集停止 

2011年4月（平，23） 経営学部でKIBERプログラムを開始 

2012年4月（平，24） 経営学研究科博士課程後期課程の4専攻を経営学専攻の1専攻に改組 

 経営学研究科博士課程前期課程の3専攻を経営学専攻の1専攻に改組 

2013年4月（平，25） 経営学研究科博士課程前期課程にSESAMIプログラム履修コースを設置 
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2015年4月（平，27） 経営学研究科博士課程前期課程SESAMIプログラム履修コースを経営学研究科博

士課程前期課程GMAP in Management (SESAMI)プログラム履修コースに改称 

2016年4月（平，28） 経営学部で経営学特別学修プログラムを開始 

経営学部・経営学研究科国際経営5年プログラム（KIMERA）を開始 

2023年4月（令，5） 経営学部で経営データ科学特別学修プログラムを開始 

2023年10月（令，5） 経営学研究科博士課程前期課程にKIMAP in Management履修コースを設置 

2024年4月（令，6） 経営学研究科で対話型ビジネス価値共創人材養成(BVCC)プログラムを開始 

2026年4月（令，8） 経営学部でビジネス価値共創・起業家教育プログラム（KEEL）を開始 
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経営学研究科 ディプロマ・ポリシー（DP） 

神戸大学大学院経営学研究科は、経営学・会計学・商学の領域において深い学識と高度で卓越した専門

的能力を身につけ、人間性、創造性、国際性において優れた研究者および専門的職業人を育成することを

目指し、以下に示した方針に従って学位を授与する。 

博士課程前期課程  

学位：修士（経営学） 

・本研究科博士課程前期課程に所定の期間在学し、本研究科の定める博士課程前期課程修了に必要な単

位を修得し、本研究科の定める修士論文の審査及び最終試験に合格する。

・修了までに、神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、経営学・会計学に関連する学問

分野の高度な専門知識を身につけ、科学的な研究方法を修得する。

学位：修士（商学） 

・本研究科博士課程前期課程に所定の期間在学し、本研究科の定める博士課程前期課程修了に必要な単

位を修得し、本研究科の定める修士論文の審査及び最終試験に合格する。

・修了までに、神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、商学に関連する学問分野の高度

な専門知識を身につけ、科学的な研究方法を修得する。

博士課程後期課程 

学位：博士（経営学） 

・本研究科博士課程後期課程に所定の期間在学し、本研究科の定める博士課程後期課程修了に必要な単

位を修得し、本研究科の定める博士論文の審査及び最終試験に合格する。

・修了までに、神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、経営学・会計学に関連する学問

分野の高度かつ先端的な専門知識に精通し、科学的な研究方法を駆使して独創的研究を行う能力を身

につける。

学位：博士（商学） 

・本研究科博士課程後期課程に所定の期間在学し、本研究科の定める博士課程後期課程修了に必要な単

位を修得し、本研究科の定める博士論文の審査及び最終試験に合格する。

・修了までに、神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、商学に関連する学問分野の高度

かつ先端的な専門知識に精通し、科学的な研究方法を駆使して独創的研究を行う能力を身につける。 
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専門職学位課程 

学位：経営学修士（専門職） 

・本研究科専門職学位課程に所定の期間在学し、本研究科の定める専門職学位課程修了に必要な単位を

修得し、本研究科の定める専門職学位論文の審査及び最終試験に合格する。

・修了までに、神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、経営学の全般についての高度な

専門知識と特定分野についての深い専門知識、論理的思考能力と実践への適用能力、国際社会に通用

する思考力、判断力およびコミュニケーション能力を修得する。
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経営学部 ディプロマ・ポリシー（DP）

 神戸大学経営学部は、経営学・会計学・商学の領域において幅広い知識とそれを基盤とした専門的能力

を身につけ、人間性、創造性、国際性に優れ、次世代の知識・産業社会において知的リーダーシップを発

揮できる人材を育成することを目的としている。この教育の目的を達成するため本学部は、神戸大学が定

める学位授与に関する方針に基づき、神戸大学経営学部は以下のように学位授与に関する方針を定める。 

学位：学士（経営学） 

１．本学部は学修の目標を、神戸大学の学位授与基準に関する方針で定められた能力等に加え、以下の

能力等を身につけることとする。 

・企業に代表される組織とそれを取り巻く社会や環境との相互依存関係の本質を理解できるような、

豊かな一般教養と高い倫理性

・経営に関する実際と問題を把握し、それを実践的かつ革新的に解決するための意思決定をおこなえ

る思考力と判断力をもつことができるような、経営学・会計学領域の基本および専門的知識

・経営に関する自分自身の考えを、国内だけでなく海外の人々にも適切に伝えることができる表現力

およびコミュニケーション力

２．本学部は、学士（経営学）の学位を授与するための卒業の要件を、本学の所定の期間在学し、学部

規則に定められた単位を修得して、神戸大学及び本学部の定める学修の目標を達成することとする。 

学位：学士（商学） 

１．本学部は学修の目標を、神戸大学の学位授与基準に関する方針で定められた能力等に加え、以下の

能力等を身につけることとする。 

・企業に代表される組織とそれを取り巻く社会や環境との相互依存関係の本質を理解できるような、

豊かな一般教養と高い倫理性

・経営に関する実際と問題を把握し、それを実践的かつ革新的に解決するための意思決定をおこなえ

る思考力と判断力をもつことができるような、商学領域の基本および専門的知識

・経営に関する自分自身の考えを、国内だけでなく海外の人々にも適切に伝えることができる表現力

およびコミュニケーション力

２．本学部は、学士（商学）の学位を授与するための卒業の要件を、本学の所定の期間在学し、学部規

則に定められた単位を修得して、神戸大学及び本学部の定める学修の目標を達成することとする。 
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経営学研究科 カリキュラム・ポリシー（CP） 

神戸大学大学院経営学研究科は、神戸大学のカリキュラム・ポリシーに基づき、経営学・会計学・商学

の領域において深い学識と高度で卓越した専門的能力を身につけ、人間性、創造性、国際性において優れ

た研究者および専門的職業人を育成することを目指し、以下に示した方針に従ってカリキュラムを編成す

る。 

なお、以下の科目は、講義・演習等の授業形態に応じて、アクティブラーニング、体験型学習などを適

宜組み合わせて行う。学修成果の評価は、次の方法で行う。 

・講義科目については、筆記試験、レポート、参加度等により、学修目標に即して多元的、包括的な方

法で到達度を判定する。

・演習等の科目については、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多元

的、包括的な方法で到達度を判定する。

博士課程前期課程 

学位：修士（経営学） 

１．「人間性」を学生に身につけさせるため、第2群科目（方法論科目）、第6群科目（演習）、第K2群科

目（KIMAP方法論科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。 

２．「創造性」を学生に身につけさせるため、第1群科目（特論科目）、第6群科目（演習）、第K1群科目

（KIMAP社会科学基礎科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。 

３．「国際性」を身につけさせるため、第3群科目（特殊研究科目）、第6群科目（演習）、第K3群科目（KIMAP

選択科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。 

４．「専門性」を身につけさせるため、以下の科目を開設する。 

・経営学・会計学に関連する学問分野の高度な専門知識を身につけることができるよう、第1群科目（特

論科目）、第3群科目（特殊研究科目）、第6群科目（演習）、第K3群科目（KIMAP選択科目）、第K6

群科目（KIMAP演習）を開設する。

・科学的な研究方法を身につけることができるよう、第2群科目（方法論科目）、第6群科目（演習）、

第K2群科目（KIMAP方法論科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。

学位：修士（商学） 

１．「人間性」を学生に身につけさせるため、第2群科目（方法論科目）、第6群科目（演習）、第K2群科

目（KIMAP方法論科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。 

２．「創造性」を学生に身につけさせるため、第1群科目（特論科目）、第6群科目（演習）、第K1群科目

（KIMAP社会基礎科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。 

３．「国際性」を身につけさせるため、第3群科目（特殊研究科目）、第6群科目（演習）、第K3群科目（KIMAP
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選択科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。 

４．「専門性」を身につけさせるため、以下の科目を開設する。 

・商学に関連する学問分野の高度な専門知識を身につけることができるよう、第1群科目（特論科目）、

第3群科目（特殊研究科目）、第6群科目（演習）、第K1群科目（KIMAP社会基礎科目）、第K3群科目

（KIMAP選択科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。

・科学的な研究方法を身につけることができるよう、第2群科目（方法論科目）、第6群科目（演習）、

第K2群科目（KIMAP方法論科目）、第K6群科目（KIMAP演習）を開設する。

博士課程後期課程 

学位：博士（経営学） 

「人間性」「創造性」「国際性」「専門性」を学生に身につけさせるため、以下の科目を開設する。 

・第4群科目（論文作成セミナー）は、1年次の学生を対象として、2年次以上の学生による博士候補者

資格論文の公開発表会及びそのディスカッションに参加することにより、博士論文の作成に必要な知

識および技法を修得する。

・第4群科目（博士候補者ワークショップ）は、2年次以上の学生を対象として、総合学力試験第3群に

合格した博士候補者資格論文（博士論文の一部）の内容を本研究科の教員および学生などが参加する

公開の場で発表し、その内容について指導教員以外の参加者とディスカッションすることを通じて、

博士論文の水準向上とプレゼンテーション能力の改善を図る。

・第6群科目（演習）は、研究指導の継続性を重視して、同じ指導教員のもとで、経営学・会計学に関

連する博士論文を作成する。

学位：博士（商学） 

「人間性」「創造性」「国際性」「専門性」を学生に身につけさせるため、以下の科目を開設する。 

・第4群科目（論文作成セミナー）は、1年次の学生を対象として、2年次以上の学生による博士候補者

資格論文の公開発表会及びそのディスカッションに参加することにより、博士論文の作成に必要な知

識および技法を修得する。

・第4群科目（博士候補者ワークショップ）は、2年次以上の学生を対象として、総合学力試験第3群に

合格した博士候補者資格論文（博士論文の一部）の内容を本研究科の教員および学生などが参加する

公開の場で発表し、その内容について指導教員以外の参加者とディスカッションすることを通じて、

博士論文の水準向上とプレゼンテーション能力の改善を図る。

・第6群科目（演習）は、研究指導の継続性を重視して、同じ指導教員のもとで、商学に関連する博士

論文を作成する。
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専門職学位課程 

学位：経営学修士（専門職） 

１．「人間性」「創造性」を学生に身につけさせるため、ケースプロジェクト研究、テーマプロジェクト

研究、現代経営学演習を開設する。 

２．「国際性」を学生に身につけさせるため、5つのコア科目（「Sales and Marketing」「Technology and 

Operations Management」「Individuals and Groups」「Controlling and Reporting」「Strategy」）

を開設する。 

３．「専門性」を学生に身につけさせるため、以下の科目を開設する。 

・経営学全般についての高度な専門知識を身につけることができるよう、5つのコア科目を開設する。

・経営学の特定分野についての深い専門知識を身につけることができるよう、応用研究その他の専門科

目を開設する。

・論理的思考能力と実践への適用能力を身につけることができるよう、ケースプロジェクト研究、テー

マプロジェクト研究、現代経営学演習を開設する。

・国際社会に通用する思考力、判断力およびコミュニケーション能力を身につけることができるよう、

5つのコア科目、現代経営学演習を開設する。
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経営学部 カリキュラム・ポリシー（CP） 

神戸大学経営学部は、本学部が定める学位授与に関する方針および神戸大学が定める教育課程の編成及

び実施に関する方針に基づき、以下の方針に則り教育課程を編成及び実施する。 

学位：学士（経営学） 

１．幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、本学のすべての学生に共通する

学修の目標を達成するため、教養科目を開設する。 

２．深い学識と高度な専門技能を培い、本学のすべての学生に共通する学修の目標および本学部が定める

学修の目標を達成するため、専門科目を開設する。 

・企業に代表される組織とそれを取り巻く社会や環境との相互依存関係の本質を理解できるような、

豊かな一般教養と高い倫理性を身につけることができるよう、第1群科目（基礎論科目）、第2群科

目（基本科目）、共通専門基礎科目、初年次セミナーを開設する。

・経営に関する実際と問題を把握し、それを実践的かつ革新的に解決するための意思決定をおこなえ

る思考力と判断力をもつことができるような、経営学・会計学領域の基本および専門的知識を身に

つけることができるよう、第2群科目（基本科目）、第3群科目（応用・発展科目）を開設する。

・経営に関する自分自身の考えを、国内だけではなく海外の人々にも適切に伝えることができる表現

力およびコミュニケーション力を身につけることができるよう、グローバル科目群、研究指導を開

設する。

３．授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

４．成績評価は、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多元的、包括的な

方法で行う。 

学位：学士（商学） 

１．幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養し、本学のすべての学生に共通する

学修の目標を達成するため、教養科目を開設する。 

２．深い学識と高度な専門技能を培い、本学のすべての学生に共通する学修の目標および本学部が定める

学修の目標を達成するため、専門科目を開設する。 

・企業に代表される組織とそれを取り巻く社会や環境との相互依存関係の本質を理解できるような、

豊かな一般教養と高い倫理性を身につけることができるよう、第1群科目（基礎論科目）、第2群科

目（基本科目）、共通専門基礎科目、初年次セミナーを開設する。

・経営に関する実際と問題を把握し、それを実践的かつ革新的に解決するための意思決定をおこなえ

る思考力と判断力をもつことができるような、商学領域の基本および専門的知識を身につけること

ができるよう、第2群科目（基本科目）、第3群科目（応用・発展科目）を開設する。
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・経営に関する自分自身の考えを、国内だけではなく海外の人々にも適切に伝えることができる表現

力およびコミュニケーション力を身につけることができるよう、グローバル科目群、研究指導を開

設する。

３．授業は、講義、演習、実験、実習、実技のいずれか、又はこれらの併用により行う。 

４．成績評価は、筆記試験、レポート、参加度、発表内容等により、学修目標に即して多元的、包括的な

方法で行う。 
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前期 後期 前期 後期

学位：修士（経営学）のカリキュラムマップ
１年次 ２年次

人間性

様々な場面におい
て、状況を適切に
把握し、主体的に
判断する力

専門性や価値観を
異にする人々と協
働して課題解決に
あたるチームワー
ク力

（第２群科目）
数学的方法論研究，統計的方法論研究，定性的方法論研究

（第６群科目）
演習

（第K2群科目）
Qualitative Method,Econometrics for Business Economics,
Econometric Analysis I, Research Method IA, Research Method IB,
Research Method Ⅱ

（第K6群科目）
Seminar

創造性

他の学問分野の基
本的なものの考え
方を学び、自らの
専門分野との違い
を理解する力

能動的に学び、新
たな発想を生み出
す力

（第１群科目）
経営管理特論，経営制度特論，決定分析特論，財務会計特論，会計制
度特論，管理会計特論，マーケティング特論，ファイナンス特論，市
場経済分析特論

（第６群科目）

（第K1群科目）
Japanese Legal System I, Japanese Legal System Ⅱ
KIMAP Intermediate Microeconomics, KIMAP Intermediate
Macroeconomics

（第K6群科目）

（第６群科目）

国際性

文化、思想、価値
観の多様性を受容
し、地球的課題を
理解する力

複数の言語で異な
る文化の人々と意
思を通じ合うこと
ができる力

（第３群科目）
経営管理特殊研究，経営制度特殊研究，決定分析特殊研究，財務会計特殊研究，会計制
度特殊研究，管理会計特殊研究，マーケティング特殊研究，ファイナンス特殊研究，市
場経済分析特殊研究，統計的方法論特殊研究，経営データ分析特殊研究，経営学特殊研
究

（第６群科目）

（第K3群科目）
KIMAP Introduction to Finance, KIMAP Introduction to Marketing,
Business Economics, Econometric Analysis Ⅱ, International Trade,
Financial Management, Corporate Finance, Advanced International Business,
Public Administration and Project Evaluation,Sustainability Accounting and
Reporting, Advanced Entrepreneurial Finance

（第K6群科目）

（第K2群科目）

（第K6群科目）

専門性

経営学・会計学に
関連する学問分野
の高度な専門知識

（第１群科目）

（第３群科目）

（第６群科目）

（第K3群科目）

（第K6群科目）

科学的な研究方法

（第２群科目）
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前期 後期 前期 後期

学位：修士（商学）のカリキュラムマップ
１年次 ２年次

人間性

様々な場面におい
て、状況を適切に
把握し、主体的に
判断する力

専門性や価値観を
異にする人々と協
働して課題解決に
あたるチームワー
ク力

（第２群科目）
数学的方法論研究，統計的方法論研究，定性的方法論研究

（第６群科目）
演習

（第K2群科目）
Qualitative Method,Econometrics for Business Economics,
Econometric Analysis I, Research Method IA, Research Method IB,
Research Method Ⅱ

（第K6群科目）
Seminar

創造性

他の学問分野の基
本的なものの考え
方を学び、自らの
専門分野との違い
を理解する力

能動的に学び、新
たな発想を生み出
す力

（第１群科目）
経営管理特論，経営制度特論，決定分析特論，財務会計特論，会計制
度特論，管理会計特論，マーケティング特論，ファイナンス特論，市
場経済分析特論

（第６群科目）

（第K1群科目）
Japanese Legal System I, Japanese Legal System Ⅱ
KIMAP Intermediate Microeconomics, KIMAP Intermediate
Macroeconomics

（第K6群科目）

国際性

文化、思想、価値
観の多様性を受容
し、地球的課題を
理解する力

複数の言語で異な
る文化の人々と意
思を通じ合うこと
ができる力

（第３群科目）
経営管理特殊研究，経営制度特殊研究，決定分析特殊研究，財務会計特殊研究，会計制
度特殊研究，管理会計特殊研究，マーケティング特殊研究，ファイナンス特殊研究，市
場経済分析特殊研究，統計的方法論特殊研究，経営データ分析特殊研究，経営学特殊研
究

（第６群科目）

（第K3群科目）
KIMAP Introduction to Finance, KIMAP Introduction to Marketing,
Business Economics, Econometric Analysis Ⅱ, International Trade,
Financial Management, Corporate Finance, Advanced International Business,
Public Administration and Project Evaluation,Sustainability Accounting and
Reporting, Advanced Entrepreneurial Finance

（第K6群科目）

（第K2群科目）

（第K6群科目）

専門性

商学に関連する学
問分野の高度な専
門知識

（第１群科目）

（第３群科目）

（第６群科目）

（第K3群科目）

（第K6群科目）

科学的な研究方法

（第２群科目）

（第６群科目）
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様々な場面において、状況を適切に把握し、主体的に判
断する力

専門性や価値観を異にする人々と協働して課題解決にあ
たるチームワーク力

他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専
門分野との違いを理解する力

能動的に学び、新たな発想を生み出す力

文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理
解する力

複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことが
できる力

経営学・会計学に関連する学問分野の高度かつ先端的な
専門知識

科学的な研究方法を駆使して独創的研究を行う能力

様々な場面において、状況を適切に把握し、主体的に判
断する力

専門性や価値観を異にする人々と協働して課題解決にあ
たるチームワーク力

他の学問分野の基本的なものの考え方を学び、自らの専
門分野との違いを理解する力

能動的に学び、新たな発想を生み出す力

文化、思想、価値観の多様性を受容し、地球的課題を理
解する力

複数の言語で異なる文化の人々と意思を通じ合うことが
できる力

商学に関連する学問分野の高度かつ先端的な専門知識

科学的な研究方法を駆使して独創的研究を行う能力

専門性

１年次 ２年次 ３年次

１年次 ２年次 ３年次

専門性

学位：博士（経営学）のカリキュラムマップ

学位：博士（商学）のカリキュラムマップ

人間性

（第４群科目）
　論文作成セミナー

（第６群科目）
　演習

（第４群科目）
　博士候補者ワークショップ

（第６群科目）
　演習

（第６群科目）
　演習

創造性

国際性

人間性

（第４群科目）
　論文作成セミナー

（第６群科目）
　演習

（第４群科目）
　博士候補者ワークショップ

（第６群科目）
　演習

（第６群科目）
　演習

創造性

国際性
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前期 後期 前期 後期

様々な場面において、状況を適切に把握
し、主体的に判断する力

専門性や価値観を異にする人々と協働して
課題解決にあたるチームワーク力

他の学問分野の基本的なものの考え方を学
び、自らの専門分野との違いを理解する力

能動的に学び、新たな発想を生み出す力

文化、思想、価値観の多様性を受容し、地
球的課題を理解する力

複数の言語で異なる文化の人々と意思を通
じ合うことができる力

経営学全般についての高度な専門知識

経営学の特定分野についての深い専門知識

論理的思考能力と実践への適用能力
ケースプロジェクト研究 テーマプロジェクト研究

現代経営学演習 現代経営学演習 現代経営学演習

現代経営学演習 現代経営学演習 現代経営学演習

学位：経営学修士（専門職）のカリキュラムマップ
１年次 ２年次

人間性

ケースプロジェクト研究 テーマプロジェクト研究
現代経営学演習 現代経営学演習 現代経営学演習

創造性

国際性 (コア科目)
Sales and Marketing,Technology and Operations
Management,Individuals and Groups,Controlling and
Reporting,Strategy

専門性

(専門科目)
ビジネスエコノミクス応用研究,ファイナンス応用研究,統計解析応用研究,経営史応用研究,経営倫理,
需要予測と意思決定,グローバル経営学応用研究,現代経営学応用研究

国際社会に通用する思考力、判断力および
コミュニケーション能力

(コア科目)
Sales and Marketing,Technology and Operations
Management,Individuals and Groups,Controlling and
Reporting,Strategy
(専門科目)
グローバル経営学応用研究
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第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ 第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ 第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ 第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ

情報基礎 情報科学1 情報科学2

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科
学実習1

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科
学実習2

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科
学講義A・B

初年次セミナー

専門性や価値観を異にする人々と協働して
課題解決にあたるチームワーク力

他の学問分野の基本的なものの考え方を学
び、自らの専門分野との違いを理解する力

能動的に学び、新たな発想を生み出す力

初年次セミナー

教養科目

学位：学士（経営学）のカリキュラムマップ

1年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専門科目（演習科目）

創造性 教養科目

人間性

様々な場面において、状況を適切に把握
し、主体的に判断する力

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学
実習基礎

国際性

複数の言語で異なる文化の人々と意思を通
じ合うことができる力

外国語第I 第III外国語

Advanced English

外国語第II初級 外国語第II中級 教養科目

文化、思想、価値観の多様性を受容し、地
球的課題を理解する力

専門性

企業に代表される組織とそれを取り巻く社
会や環境との相互依存関係の本質を理解で
きるような、豊かな一般教養と高い倫理性

教養科目

経営に関する自分自身の考えを、国内だけ
ではなく海外の人々にも適切に伝えること
ができる表現力およびコミュニケーション
力

研究指導

（グローバル科目群）
外国書講読，外国文献講義，Introduction to Management，Introduction to Accounting，Introduction to Finance，Globalization and
International Trade

経営に関する実際と問題を把握し、それを
実践的かつ革新的に解決するための意思決
定をおこなえる思考力と判断力をもつこと
ができるような、経営・会計学領域の基本
および専門的知識

（第３群科目）
（会計プロフェッショナル育成プログラム）実践簿記1，実践簿記2，実践簿
記3，実践簿記4

（共通専門基礎科目）

（第３群科目）
経営科学の基礎
（経営データ科学特別学修プログラム）経営データ分析

（第３群科目）
人的資源管理，工業経営，戦略マネジメント，公益事業経営，ゲーム理論，組織と情報，監査
論，国際会計，税務会計，原価計算，社会環境会計，流通システム，マーケティング・マネジ
メント，顧客関係管理，金融機関，リスク・マネジメント，証券市場，国際交通，経営学特殊
講義，会計学特殊講義，市場システム特殊講義，経営学入門演習，研究指導，卒業論文，経営
データ分析

（第１群科目）
経営学基礎論，会計学基礎論，市場システム基礎論

（第２群科目）
経営管理，経営戦略，経営史，経営数学，経営統計，
コーポレートファイナンス，簿記，財務会計，管理会
計，マーケティング，金融システム，交通論
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第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ 第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ 第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ 第1ｸｫｰﾀｰ 第2ｸｫｰﾀｰ 第3ｸｫｰﾀｰ 第4ｸｫｰﾀｰ

情報基礎 情報科学1 情報科学2

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科
学実習1

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科
学実習2

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科
学講義A・B

初年次セミナー

専門性や価値観を異にする人々と協働して
課題解決にあたるチームワーク力

他の学問分野の基本的なものの考え方を学
び、自らの専門分野との違いを理解する力

能動的に学び、新たな発想を生み出す力

初年次セミナー

学位：学士（商学）のカリキュラムマップ

1年次 2年次 3年次 4年次

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

人間性

様々な場面において、状況を適切に把握
し、主体的に判断する力

健康・ｽﾎﾟｰﾂ科学
実習基礎

教養科目

専門科目（演習科目）

国際性

複数の言語で異なる文化の人々と意思を通
じ合うことができる力

外国語第I 第III外国語

Advanced English

外国語第II初級

創造性 教養科目

外国語第II中級 教養科目

文化、思想、価値観の多様性を受容し、地
球的課題を理解する力

教養科目

専門性

企業に代表される組織とそれを取り巻く社
会や環境との相互依存関係の本質を理解で
きるような、豊かな一般教養と高い倫理性

（共通専門基礎科目）

（第１群科目）
経営学基礎論，会計学基礎論，市場システム基礎論

（第２群科目）
経営管理，経営戦略，経営史，経営数学，経営統計，
コーポレートファイナンス，簿記，財務会計，管理会
計，マーケティング，金融システム，交通論

経営に関する自分自身の考えを、国内だけ
ではなく海外の人々にも適切に伝えること
ができる表現力およびコミュニケーション
力

経営に関する実際と問題を把握し、それを
実践的かつ革新的に解決するための意思決
定をおこなえる思考力と判断力をもつこと
ができるような、商学領域の基本および専
門的知識

（第３群科目）
（会計プロフェッショナル育成プログラム）実践簿記1，実践簿記2，実践簿
記3，実践簿記4

（第３群科目）
経営科学の基礎
（経営データ科学特別学修プログラム）経営データ分析

（第３群科目）
人的資源管理，工業経営，戦略マネジメント，公益事業経営，ゲーム理論，組織と情報，監査
論，国際会計，税務会計，原価計算，社会環境会計，流通システム，マーケティング・マネジ
メント，顧客関係管理，金融機関，リスク・マネジメント，証券市場，国際交通，経営学特殊
講義，会計学特殊講義，市場システム特殊講義，経営学入門演習，研究指導，卒業論文，経営
データ分析

研究指導

（グローバル科目群）
外国書講読，外国文献講義，Introduction to Management，Introduction to Accounting，Introduction to Finance，Globalization and
International Trade
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１．教 学 規 則 関 係 



神戸大学教学規則 

(平成 16 年 4 月 1 日制定) 

改正 平成 17 年 3月 17 日 平成 17 年 11 月 22 日 平成 17 年 12 月 20 日 

平成 18 年 3 月 22 日 平成 18 年 12 月 26 日 平成 19 年 3 月 20 日 

平成 19 年 3 月 20 日 平成 19 年 3 月 27 日 平成 19 年 12 月 25 日 

平成 20 年 3 月 18 日 平成 21 年 3 月 18 日 平成 22 年 3 月 23 日 

平成 22 年 10 月 26 日 平成 23 年 3 月 22 日 平成 24 年 3 月 21 日 

平成 24 年 9 月 26 日 平成 25 年 3 月 27 日 平成 25 年 10 月 29 日 

平成 26 年 3 月 26 日 平成 26 年 5 月 20 日 平成 27 年 3 月 23 日 

平成 27 年 9 月 29 日 平成 28 年 3 月 22 日 平成 28 年 6 月 21 日 

平成 29 年 3 月 21 日 平成 30 年 3 月 30 日 平成 31 年 2 月 26 日 

令和 2年 3月 24 日 令和 2年 7月 28 日 令和 2年 9月 29 日 

令和 2 年 12 月 1 日 令和 3 年 3 月 30 日 令和 4 年 3 月 29 日 

令和 4年 5月 24 日 令和 5年 3月 28 日 令和 5年 9月 26 日 

令和 6年 3月 25 日 令和 7年 3月 24 日 令和 8年 3月 31 日 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条－第 9 条) 

第 2 章 学部 

第 1 節 入学(第 10 条－第 21 条) 

第 2 節 修業年限，教育課程，課程の履修等(第 22 条－第 39 条) 

第 3 節 留学及び休学(第 40 条－第 44 条) 

第 4 節 退学及び除籍(第 45 条－第 47 条) 

第 5 節 卒業要件及び学士の学位(第 48 条・第 49 条) 

第 6 節 授業料(第 50 条－第 54 条) 

第 7 節 賞罰(第 55 条・第 55 条の 2) 

第 3 章 大学院 

第 1 節 入学(第 56 条－第 62 条) 

第 2 節 修業年限，教育方法，修了要件等(第 63 条－第 71 条) 

第 3 節 準用規定(第 72 条－第 77 条) 

第 4 章 学位プログラム(第 77 条の 2) 

第 5 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生(第 78 条－第 83

条) 

第 6 章 特別の課程(第 83 条の 2) 

第 7 章 授業料，入学料及び検定料の額(第 84 条・第 84 条の 2) 

第 8 章 教育職員免許状(第 85 条) 

附則 

第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「学則」という。)第 29 条の規定に基づ

き，学生の修学に関し必要な事項を定めるものとする。 
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(教育憲章) 

第 2 条 本学の教育は，神戸大学教育憲章(平成 14 年 5 月 16 日制定)に則り，行うものとする。 

(学部) 

第 3 条 本学の学部に置く学科は，次のとおりとする。 

文学部 人文学科 

国際人間科学部 グローバル文化学科，発達コミュニティ学科，環境共生学科，子ども教育学科 

法学部 法律学科 

経済学部 経済学科 

経営学部 経営学科 

理学部 数学科，物理学科，化学科，生物学科，惑星学科 

医学部 医学科，医療創成工学科，保健学科 

工学部 建築学科，市民工学科，電気電子工学科，機械工学科，応用化学科 

システム情報学部 システム情報学科

農学部 食料環境システム学科，資源生命科学科，生命機能科学科 

海洋政策科学部 海洋政策科学科 

(大学院) 

第 4 条 本学の大学院研究科に置く専攻及びその課程は，次の表に掲げるとおりとする。 

研究科名 専攻名 課程の別 

人文学研究科 文化構造専攻，社会動態専攻 博士課程 

国際文化学研究科 文化相関専攻，グローバル文化専攻 博士課程 

人間発達環境学研究科 人間発達専攻，人間環境学専攻 博士課程 

法学研究科 法学政治学専攻 博士課程 

実務法律専攻 専門職学位課程 

経済学研究科 経済学専攻 博士課程 

経営学研究科 経営学専攻 博士課程 

現代経営学専攻 専門職学位課程 

理学研究科 数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生物学専攻，惑星学専攻 博士課程 

医学系研究科 医科学専攻 博士課程 

先進生命医科学系専攻 博士課程 

医療創成工学専攻  博士課程 

健康科学専攻 博士課程 

未来社会医学専攻 博士課程 

工学研究科 建築学専攻，市民工学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専攻， 

応用化学専攻 

博士課程 

システム情報学研究科 システム情報学専攻 博士課程 

農学研究科 食料共生システム学専攻，資源生命科学専攻，生命機能科学専攻 博士課程 

海事科学研究科 海事科学専攻 博士課程 

国際協力研究科 国際開発政策専攻，国際協力政策専攻，地域協力政策専攻 博士課程 

科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 博士課程 

2 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究科，理学研究科，

医学系研究科(医科学専攻を除く。)，工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究科，国際協力研

究科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程は，これを前期 2 年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期 3

年の課程(以下「後期課程」という。)に区分し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

3 法学研究科実務法律専攻及び経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程は，学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号。

以下「法」という。)第 99 条第 2 項に規定する専門職大学院の課程とし，法学研究科の専門職学位課程は，専門職大学

院設置基準(平成 15 年文部科学省令第 16 号)第 18 条第 1 項に規定する法科大学院とする。 

(乗船実習科) 

第 5 条 本学に置く乗船実習科に関することは，神戸大学乗船実習科規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)で定める。 
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(収容定員) 

第 6 条 本学の収容定員は，別表のとおりとする。 

(学年) 

第 7 条 学年は，4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終る。 

(学期・クォーター) 

第 8 条 学年を分けて，次の 2 期とする。 

前期  4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

後期  10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

2 前項に定める各学期に二つの期間（以下「クォーター」という。）を置くことができる。 

3 各クォーターの始期及び終期については，別に定める。 

(休業日) 

第 9 条 定期の休業日は，次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

夏季休業 8 月 8 日から 9 月 30 日まで 

冬季休業 12 月 25 日から翌年 1 月 7 日まで 

2 臨時の休業日は，学長が定める。 

3 教育上必要と認めるときは，第 1 項の規定にかかわらず，夏季及び冬季休業の期間は，各学部及び各研究科において学

長の承認を得て変更することができる。 

4 教育上必要と認めるときは，第 1 項から前項までの規定にかかわらず，休業日において授業等を行うことができる。 

第 2 章 学部 

第 1 節 入学 

(入学許可) 

第 10 条 学長は，次の各号のいずれかに該当し，入学試験に合格した者で，第 17 条に規定する入学手続を完了した者(第

18 条の規定により入学料の免除を申請している者及び第 19 条の規定により入学料の徴収猶予を申請している者を含

む。)に対し，入学を許可する。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により，前号に相当する学校教育を修

了した者 

(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で

文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 23 年文部省告示第 47 号)

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17 年文部科学省令第 1 号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同

規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和 26 年文部省令第 13 号。以下「旧規程」という。)

による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。) 

(8) 法第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者であって，高等学校卒業程度認定審査規則(令和 4 年文部科学省令

第 18 号)による高等学校卒業程度認定審査に合格したもの 

(9) 法第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者であって，本学において，大学における教育を受けさせるにふさ

わしい学力があると認めたもの 

(10) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，18 歳

に達したもの 
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(早期入学) 

第 11 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める分野において特に優れた資

質を有すると認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 高等学校に 2 年以上在学した者

(2) 中等教育学校の後期課程，高等専門学校又は特別支援学校の高等部に 2 年以上在学した者

(3) 外国において，学校教育における 9 年の課程に引き続く学校教育の課程に 2 年以上在学した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設(高等学校の課程に相当す

る課程を有するものとして指定したものを含む。)の当該課程に 2 年以上在学した者 

(5) 学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令第 11 号。以下「施行規則」という。)第 150 条第 3 号の規定により文部科

学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規定する文部科学大臣が定める日以後において 2 年以上在学した

者 

(6) 文部科学大臣が指定した者(平成 13 年文部科学省告示第 167 号)

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則第 4 条に定める試験科目の全部(試験の免除を受けた試験科目を除く。)について合

格点を得た者(旧規程第 4 条に規定する受検科目の全部(旧検定の一部免除を受けた者については，その免除を受けた

科目を除く。)について合格点を得た者を含む。)で，17 歳に達したもの 

2 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(入学期) 

第 12 条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，学年の途中においても，学期の区分に従い，学生を入学させること

ができる。 

(編入学) 

第 13 条 次の各号のいずれかに該当する者で，本学に編入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかかわらず，

学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(1) 大学を卒業した者

(2) 法第 104 条第 7 項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 施行規則附則第 7 条に定める従前の規定による学校の課程を修了し，又は卒業した者

2 前項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で法学部，経済学部，経営学部又は工学部電気電子工学科

に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(1) 大学に 2 年以上在学し，所定の単位を修得した者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 高等専門学校を卒業した者

(4) 外国において，前 3 号と同程度の課程を修了した者

3 第 1 項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で国際人間科学部，理学部，医学部医療創成工学科，農

学部又は海洋政策科学部に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(1) 大学に 2 年以上在学し，所定の単位を修得した者

(2) 短期大学を卒業した者

(3) 高等専門学校を卒業した者

(4) 外国において，前 3 号と同程度の課程を修了した者

(5) 専修学校の専門課程(修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を

修了した者(第 10 条各号のいずれかに該当する者に限る。) 

(6) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程(修業年限が 2 年以上であ

ることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第 10 条各号のいずれかに該当する

者に限る。) 
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4 第 1 項に規定する者のほか，次の各号のいずれかに該当する者で工学部建築学科，市民工学科，機械工学科又は応用化

学科に編入学を志望する者があるときは，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(1) 高等専門学校を卒業した者

(2) 外国において，前号と同程度の課程を修了した者

第 13 条の 2 高等専門学校を卒業した者で，システム情報学部に編入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかか

わらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(転入学) 

第 14 条 他の大学に現に在学する者で，本学に転入学を志望する者があるときは，第 10 条の規定にかかわらず，学期の

初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(再入学) 

第 15 条 本学を第 45 条の規定により中途退学した者又は除籍された者で，再び同一の学部に入学を志望する者があると

きは，第 10 条の規定にかかわらず，学期の初めにおいて，教授会の議を経て，入学を許可することがある。 

(入学志願) 

第 16 条 入学を志願する者は，所定の日までに，検定料を納付したうえ，入学願書，検定料払込証明書及び別に指定する

書類を提出しなければならない。 

2 既納の検定料は，還付しない。ただし，次の各号のいずれかに該当するときは，当該額に相当する額を還付するものと

する。 

(1) 学部の入学試験において出願書類等により第一段階目の選抜を行い，その合格者に限り学力検査その他により第二

段階目の選抜を行う場合において，第一段階目の選抜で不合格となった者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申し

出たとき。 

(2) 学部の入学試験において入学の出願を受理した後に本学が大学入学共通テストにおいて受験することを課した教

科・科目を受験していないことにより，出願の資格がないことが判明した者が第二段階目の選抜に係る額の返還を申

し出たとき。 

(3) 検定料を納付した者が，所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において，返還を申し出たとき。

(4) 検定料を納付し，入学願書を提出した者が，受験を認められなかった場合において，返還を申し出たとき。

(入学者選抜) 

第 16 条の 2 入学者の選抜は，学則第 27 条の 2 第 3 号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥当な方法により，適

切な体制を整えて行うものとする。 

(入学手続) 

第 17 条 入学試験に合格した者は，所定の期日までに，入学料を添えて入学手続を行わなければならない。 

2 既納の入学料は，還付しない。 

(入学料の免除) 

第 18 条 入学料の納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の全部又は一部を免除することがある。 

2 入学料の免除の取扱いについては，別に定める。 

(入学料の徴収猶予等) 

第 19 条 入学料の納付期限までに納付が困難な者に対しては，本人の申請により入学料の徴収を猶予することがある。 

2 前条第 1 項の入学料の免除又は前項の入学料の徴収猶予を申請した者に係る入学料は，免除又は徴収猶予を許可し，又

は不許可とするまでの間は，徴収を猶予する。 

3 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者(次項により徴収猶予の申請をした

者を除く。)は，免除若しくは徴収猶予の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して 14 日以内に納付すべき

入学料を納付しなければならない。 

4 入学料の免除を不許可とされた者又は一部免除の許可をされた者が，第 1 項に規定する徴収猶予を受けようとする場合

は，免除の不許可又は一部免除の許可を告知した日から起算して 14 日以内に徴収猶予の申請を行わなければならない。 
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5 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第 8 号。以下「修学支援法」という。)第 12 条第 1 項の規定に

より入学料減免の認定を取り消された者は，取消しを告知した日から起算して 14 日以内に納付すべき入学料を納付しな

ければならない。 

6 入学料の徴収猶予の取扱いについては，別に定める。 

(死亡等による入学料の免除) 

第 20 条 前条第 1 項又は前条第 2 項の規定により入学料の徴収を猶予されている者が，その期間内において死亡したこと

により除籍された場合は，未納の入学料の全部を免除する。 

2 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者が，前条第 3 項に規定する入学料の納

付期間内において死亡したことにより除籍された場合又は第 47 条第 1 項第 1 号の規定により除籍された場合は，その者

に係る未納の入学料の全部を免除する。 

3 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により入学料減免の認定を取り消された者が，前条第 5 項に規定する入学料の納付期

間内において死亡したことにより除籍された場合又は第 47 条第 2 項の規定により除籍された場合は，その者に係る未納

の入学料の全部を免除する。 

(宣誓) 

第 21 条 入学者は，所定の方法により宣誓を行わなければならない。 

第 2 節 修業年限，教育課程，課程の履修等 

(修業年限) 

第 22 条 学部の修業年限は，4 年とする。ただし，本学に 3 年以上在学した者(施行規則第 149 条に規定する者を含む。)

が，卒業の要件として学部規則に定める単位を優秀な成績で修得したものと認められ，かつ，学生が卒業を希望する場

合には卒業することができる。 

2 前項ただし書に規定する卒業の認定の基準は，学部規則において定め，公表するものとする。 

3 医学部医学科については，第 1 項の規定にかかわらず，その修業年限は 6 年とする。 

4 学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業する

ことを希望する旨を申し出たときは，教授会の議を経て，その計画的な履修を認めることができる。 

5 前項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(修業年限の通算) 

第 23 条 大学の学生以外の者のうち科目等履修生又は第 83 条の 2 に規定する特別の課程の履修生(以下「特別の課程履修

生」という。)として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合においては，当該単位の修得により本

学の教育課程の一部を履修したと認められるときは，教授会の議を経て，修得した単位数その他の事項を勘案して前条

の修業年限の 2 分の 1 を超えない期間を修業年限に通算することができる。 

(在学年限) 

第 24 条 学生は，修業年限の 2 倍を超えて在学することはできない。 

2 第 22 条第 4 項の規定により履修を認められた学生(以下「長期履修学生」という。)の在学年限については，関係の学

部規則で定める。 

(教育課程) 

第 25 条 学部は，学則第 27 条の 2 第 1 号及び第 2 号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科目を次条第 1 項に

定める区分に従って開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

(授業科目の区分) 

第 26 条 授業科目の区分は，次のとおりとする。 

 教養科目 

 専門科目(専門基礎科目及び共通専門基礎科目を含む。) 

 関連科目 

 資格免許のための科目 

 その他必要と認める科目 
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2 前項に規定するもののほか，外国人留学生のための授業科目として，日本語及び日本事情に関する科目を置くことがで

きる。 

(授業の方法) 

第 27 条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 

2 前項に規定する授業は，文部科学大臣が別に定めるところにより，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う

教室等以外の場所で履修させることができる。 

3 第 1 項に規定する授業は，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に利用し

て，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

4 第 1 項に規定する授業の一部は，文部科学大臣が別に定めるところにより，校舎及び附属施設以外の場所で行うことが

できる。 

5 前 4 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(履修方法及び試験) 

第 28 条 第 26 条第 1 項の区分に従って開設される授業科目及びその履修方法並びに試験に関することは，各学部規則及

び神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「履修規則」という。)で定める。 

2 第 26 条第 2 項の規定により開設される授業科目(以下「日本語等授業科目」という。)及びその履修方法並びに試験に

関することは，各学部規則及び神戸大学日本語等授業科目履修規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)で定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第 29 条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修得すべき単位数について，

学生が 1 年間に履修科目として登録することができる単位数の上限は各学部規則において定めるものとする。 

2 各学部規則の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項に定める上限を超

えて履修科目の登録を認めることができる。 

(成績評価基準) 

第 30 条 各学部は，各授業における学修目標や目標達成のための授業の方法及び計画を明示するとともに，学生の授業へ

の取組状況等を考慮した多元的な成績評価基準を定め，公表するものとする。 

(単位の授与) 

第 31 条 一の授業科目を履修した者に対しては，試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して，単位を与える。 

(単位の基準) 

第 32 条 各授業科目の単位数を定めるに当たっては，1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもって構成す

ることを標準とし，第 27 条第 1 項に規定する授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時間外に必要な学修等

を考慮して，おおむね 15 時間から 45 時間までの範囲で各学部規則で定める時間の授業をもって 1 単位として単位数を

計算するものとする。ただし，芸術等の分野における個人指導による実技の授業については，当該学部規則で定める時

間の授業をもって 1 単位とすることができる。 

2 全学共通授業科目(履修規則で定める全学に共通する授業科目をいう。)については，次の基準により単位数を計算する

ものとする。 

(1) 講義については，15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

(2) 演習，実験，実習及び実技については，30 時間の授業をもって 1 単位とする。 

(3) 一の授業について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち 2 以上の方法の併用により行う場合については，その

組み合わせに応じ，前 2 号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって 1 単位とする。 

3 日本語等授業科目については，30 時間の授業をもって 1 単位とする。 

4 第 1 項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目については，これらの学修の成果を評価して

単位を授与することが適当と認められる場合には，これらに必要な学修等を考慮して，単位数を各学部規則で定めるこ

とができる。 

(他学部の授業科目の履修) 
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第 33 条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。この場合は，所属学部長を経て，当該学部長の許可を受

けなければならない。 

(大学院授業科目の履修) 

第 33 条の 2 教育上有益と認めるときは，学生に本学の大学院(博士課程後期課程及び医学系研究科医科学専攻の博士課程

を除く。)の授業科目を履修させることがある。 

2 前項の履修は，大学院の科目等履修生として行うものとする。 

3 前 2 項に関して必要な事項は，神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程(令和 5 年 9 月 26 日制定)で

定める。 

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修) 

第 34 条 教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)との協定に基づき，学生

に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，協定に基づかずに学生に外国の大学又

は短期大学の授業科目を履修させることがある。 

3 前 2 項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，60 単位を超えない範囲で本学において修得したものと

みなすことがある。 

4 前 3 項の規定は，外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修させる場合及び外国

の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ

て，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合について準用

する。 

5 前 4 項に関して必要な事項は，協定に定めるもののほか，関係の学部規則で定める。 

(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第 34 条の 2 教育上有益と認めるときは，学生が休学期間中に本学と協定を締結している外国の大学又は短期大学におい

て履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，教授会の議を経て，学生が休学期間中に協定に基づかずに

外国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，本学において修得したものとみなすこと

ができる。 

3 前 2 項により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第 3 項及び第 4 項により本学において修得したものと

みなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

4 前 3 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 35 条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が

別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

2 前項により与えることができる単位数は，第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに前条第 1 項及び第 2 項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

3 前 2 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 36 条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)に

おいて履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生又は特別の課程履修生として修得した単位を含む。以下

「既修得単位」という。)を，本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができ

る。 

2 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第 1 項に規定する学修を，本学における授業科目の

履修とみなし，単位を与えることができる。 
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3 前 2 項により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転入学及び再入学の場合を除き，本

学において修得した単位以外のものについては，第 34 条第 3 項及び第 4 項，第 34 条の 2 第 1 項及び第 2 項並びに前条

第 1 項により本学において修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数と合わせて 60 単位を超えないものと

する。 

4 前 3 項に関して必要な事項は，関係の学部規則で定める。 

(編入学，転入学，再入学者の修業年数等) 

第 37 条 第 13 条から第 15 条までの規定により入学する者の修業すべき年数，履修すべき科目及びその単位については，

教授会の議を経て，これを定める。 

(転学部) 

第 38 条 学長は，学生で所属学部長の承認を得て転学部を希望する者があるときは，志望学部の教授会の議を経て，許可

することがある。 

(転学科) 

第 39 条 学長は，学生で転学科を希望する者があるときは，教授会の議を経て，許可することがある。 

第 3 節 留学及び休学 

(留学) 

第 40 条 第 34 条第 1 項又は第 2 項の規定に基づき，外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，所属学部長の許

可を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，第 22 条の修業年限に算入するものとする。 

(休学の許可) 

第 41 条 学生が，疾病その他の理由により，3 か月以上修学を休止しようとするときは，所属学部長の許可を得て休学す

ることができる。 

2 前項の休学期間は，1 年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，学部長は，更に１年を超えない範囲

内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において，これを更に延長しよ

うとするときも，同様とする。 

第 41 条の 2 前条の規定にかかわらず，医学部医学科の学生であって，第 60 条第 1 項の規定により医学系研究科医科学専

攻の博士課程に早期入学するときは，医学部長の許可を得て，休学することができる。 

2 前項の休学期間は，4 年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，医学部長は，更に 1 年を超えない範

囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合において，これを更に延長し

ようとするときも，同様とする。 

(休学の解除) 

第 42 条 前条の休学期間中にその理由が消滅したときは，所属学部長の許可を得て，復学することができる。 

(休学の命令) 

第 43 条 学生で，疾病により 3 か月以上修学を休止させることが適当と認められる者があるときは，学部長の申請によ

り，学長が休学を命ずる。 

(休学期間の取扱い) 

第 44 条 休学の期間は，通算して 3 年を超えることはできない。ただし，第 41 条の 2 に規定する学生の休学期間の通算

については，8 年を限度として，医学部において別に定める。 

2 休学期間は，在学年数に算入しない。 

第 4 節 退学及び除籍 

(退学) 

第 45 条 学生が，退学しようとするときは，その理由を具し，所属学部長に願い出て許可を受けなければならない。 

(疾病等による除籍) 
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第 46 条 学生が，疾病その他の理由により，成業の見込みがないと認められるときは，学部長の申請により，学長がこれ

を除籍する。 

(入学料等未納による除籍) 

第 47 条 学生が次の各号のいずれかに該当するときは，学部長がこれを除籍する。 

(1) 第 18 条又は第 19 条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，免除若しくは徴収猶予が不許可にな

ったもの又は一部免除若しくは徴収猶予が許可になったものが，その者に係る納付すべき入学料を納付期限内に納付

しないとき。 

(2) 授業料の納付を怠り，督促を受けても，納付期限の属する学期の末日までに納付しないとき。 

2 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により入学料又は授業料の減免の認定を取り消された者が，その者に係る納付すべき

入学料又は授業料を納付期限内に納付しないときは，当該認定に係る年度末をもって学部長がこれを除籍するものとす

る。 

第 5 節 卒業要件及び学士の学位 

(卒業要件) 

第 48 条 卒業の要件は，第 22 条に定める期間在学し，124 単位(医学部医学科にあっては，188 単位。以下同じ。)以上を

各学部規則の定めるところにより修得することとする。 

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき 124 単位のうち，第 27 条第 2 項の授業の方法により修得する単位数は 6

0 単位を超えないものとする。ただし，124 単位を超える単位数を卒業の要件としている場合においては，同条第 1 項に

規定する授業により 64 単位(医学部医学科にあっては，128 単位)以上を修得しているときは，60 単位を超えることがで

きることとする。 

(学士の学位授与) 

第 49 条 前条の規定により，学部所定の課程を修めて本学を卒業した者に対しては，学士の学位を授与する。 

第 6 節 授業料 

(授業料の納期) 

第 50 条 授業料は，次の 2 期に分け，年額の 2 分の 1 に相当する額をそれぞれその納付期間中に納付しなければならな

い。 

期別  納付期間 

前期(4 月から 9 月まで)  4 月 1 日から 4 月 30 日まで 

後期(10 月から 3 月まで)  10 月 1 日から 10 月 31 日まで 

2 前項の規定にかかわらず，前期に係る授業料を納付するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することが

できる。 

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，第 1 項の規定にかかわらず，入学を許可されるときに納付

することができる。 

4 第 1 項の納付期間を経過した後において入学した者のその期の授業料は，入学の日の属する月に納付しなければならな

い。 

5 学年の中途において卒業する者の授業料は，その卒業の月までの分を，月割をもって在学する期の納付期間内に納付し

なければならない。 

6 修学支援法第 12 条第 1 項の規定により授業料減免の認定を取り消された者の授業料は，取消しを告知した日から起算

して 14 日以内に納付しなければならない。 

7 既納の授業料は，還付しない。ただし，第 2 項又は第 3 項の規定により授業料を納付した者が，次の各号のいずれかに

該当する場合は，納付した者の申出により当該各号に定める授業料相当額を還付するものとする。 

(1) 第 2 項の規定により授業料を納付した者が，後期に係る授業料の納付期間前に休学又は第 45 条の規定により退学

した場合 後期分の授業料に相当する額 
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(2) 第 3 項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学を辞退した場合 入学年度の前期

分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

(3) 第 3 項の規定により授業料を納付した者が，入学年度の前年度の末日までに入学年度の初日からの休学を申し出，

第 41 条第 1 項の規定により休学を許可された場合 入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料に相当する額 

(授業料の免除) 

第 51 条 経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その他特別な事情がある者に

対しては，本人の申請により授業料の全部又は一部を免除することがある。 

2 前項に規定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。 

(授業料の徴収猶予及び月割分納) 

第 52 条 経済的理由により授業料の納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀である者その

他特別な事情がある者に対しては，本人の申請により授業料の徴収猶予又は月割分納を許可することがある。 

2 前項に規定する授業料の徴収猶予及び月割分納の取扱いについては，別に定める。 

(休学者の授業料) 

第 53 条 学生が授業料の納付期限までに休学を許可された場合又は授業料の徴収猶予を受けていた者が休学を許可された

場合は，月割計算により休学当月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たる場合は，その月)から復学当月の前月ま

での授業料を免除する。 

2 休学中の者が復学した場合は，復学当月以後のその期の授業料を月割をもって復学の際に納付しなければならない。 

(退学者等の授業料) 

第 54 条 第 50 条に定める期の中途において，第 45 条の規定により退学し，第 55 条の 2 第 1 項の規定により停学若しく

は懲戒退学を命ぜられ，又は除籍された者は，その期の授業料を納付しなければならない。ただし，死亡し，若しくは

行方不明となったことにより除籍された場合又は第 47 条の規定により除籍された場合は，その者に係る未納の授業料の

全額を免除することがある。 

2 授業料の徴収猶予又は月割分納を許可されている者が退学を許可された場合は，月割計算により退学の翌月以後に納付

すべき授業料の全額を免除することがある。 

第 7 節 賞罰 

(表彰) 

第 55 条 学生として表彰に値する行為があったときは，所属学部長等の推薦により，学長は，これを表彰することがあ

る。 

2 前項に関し必要な事項は，神戸大学学生表彰規程(平成 17 年 2 月 17 日制定)で定める。 

(懲戒) 

第 55 条の 2 本学の規定に違背し，学生の本分を守らない者があるときは，所定の手続により学長が懲戒する。 

2 懲戒は，訓告，停学及び懲戒退学とする。 

3 停学 3 か月以上にわたるときは，その期間は，第 22 条の修業年限に算入しない。 

4 前 3 項に関し必要な事項は，神戸大学学生懲戒規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)で定める。 

第 3 章 大学院 

第 1 節 入学 

(修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格) 

第 56 条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とす

る。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 法第 104 条第 7 項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 
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(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 1

6 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとされるも

のに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣

が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認

証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）にお

いて，修業年限が 3 年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で

あって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与さ

れた者 

(7) 専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で

文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者(昭和 28 年文部省告示第 5 号) 

(9) 法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教育を受けるにふさ

わしい学力があると認めたもの 

(10) 本学において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，22 歳に達

したもの 

(修士課程，前期課程及び専門職学位課程への早期入学) 

第 57 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優秀な成績で修得し

たと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 大学に 3 年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 1

5 年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 15 年の課程を修了したとされるも

のに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣

が別に指定するものの当該課程を修了した者 

2 前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。 

(後期課程の入学資格) 

第 58 条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位(法第 104 条第 3 項の規定に基づき学位規則(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 5 条の 2 に規

定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者 

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位

を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施

設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授

与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律第 72 号）第 1

条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学（次号及び第 74 条にお

いて「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 
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(6) 外国の学校，第 4 号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基準(昭和 49 年文

部省令第 28 号)第 16 条の 2 に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第 118 号) 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認め

た者で，24 歳に達したもの 

(医学系研究科医科学専攻の博士課程の入学資格) 

第 59 条 医学系研究科医科学専攻の博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学，薬学（修業年限が 6 年であるものに限る。以下同じ。）又は獣医学（修業年限が 6 年であるも

のに限る。以下同じ。）を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において，学校教育における 18 年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 1

8 年の課程(最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学)を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課程(最終の課程は，医

学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又は関係機関の認

証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）にお

いて，修業年限が 5 年以上である課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)を修了すること（当該

外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該

外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了すること

を含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者(昭和 30 年文部省告示第 39 号) 

(7) 法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって，本学において，大学院における教育を受けるにふさ

わしい学力があると認めたもの 

(8) 本学において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同

等以上の学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

(医学系研究科医科学専攻の博士課程への早期入学) 

第 60 条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，本学の定める単位を優秀な成績で修得し

たと認めるものを，教授会の議を経て，入学させることができる。 

(1) 大学(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に 4 年以上在学した者 

(2) 外国において学校教育における 16 年の課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を

修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 1

6 年の課程(医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程(最終の課程は，医

学，歯学，薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

2 前項に関して必要な事項は，関係の研究科規則で定める。 

(進学) 

第 61 条 本学大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，引き続き後期課程又は医学系研究科医科学専攻

の博士課程に進学を志望する者については，当該研究科の定めるところにより，選考の上，進学を許可する。 

(入学者選抜) 
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第 62 条 大学院の入学者の選抜は，学則第 27 条の 2 第 3 号の規定により定める方針に基づき，公正かつ妥当な方法によ

り，適切な体制を整えて行うものとする。 

2 大学院の入学志願者に対する選考方法は，各研究科において別に定める。 

第 2 節 修業年限，教育方法，修了要件等 

(標準修業年限) 

第 63 条 修士課程の標準修業年限は，2 年とする。 

2 前項の規定にかかわらず，修士課程においては，主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって，教

育研究上の必要があり，かつ，昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切

な方法により教育上支障を生じないときは，各研究科の定めるところにより，専攻又は学生の履修上の区分に応じ，標

準修業年限を 1 年以上 2 年未満の期間とすることができる。 

3 前項に規定する修士課程を置く研究科，専攻又は学生の履修上の区分及びその標準修業年限は，次のとおりとする。 

 人間発達環境学研究科 人間発達専攻(1 年履修コース)1 年 

4 人文学研究科，国際文化学研究科，人間発達環境学研究科，法学研究科，経済学研究科，経営学研究科，理学研究科，

医学系研究科(医科学専攻を除く。),工学研究科，システム情報学研究科，農学研究科，海事科学研究科，国際協力研究

科及び科学技術イノベーション研究科の博士課程の標準修業年限は，前期課程 2 年，後期課程 3 年の 5 年とする。 

5 医学系研究科医科学専攻の博士課程の標準修業年限は，4 年とする。 

6 経営学研究科現代経営学専攻の専門職学位課程の標準修業年限は，2 年とする。ただし，教育研究上の必要があると認

められるときは，研究科の定めるところにより，学生の履修上の区分に応じ，標準修業年限を 1 年以上 2 年未満の期間

とすることができる。 

7 法学研究科実務法律専攻の専門職学位課程(以下「法科大学院」という。)の標準修業年限は，3 年とする。 

(教育課程) 

第 63 条の 2 大学院(専門職大学院を除く。)は，学則第 27 条の 2 第 1 号及び第 2 号の規定により定める方針に基づき，必

要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し，体

系的に教育課程を編成するものとする。 

2 専門職大学院は，学則第 27 条の 2 第 1 号及び第 2 号の規定により定める方針に基づき，必要な授業科目を，産業界等

と連携しつつ，自ら開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

(教育方法等) 

第 64 条 大学院の教育は，授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。 

2 専門職大学院においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究，現地調査，双方向

又は多方向に行われる討論又は質疑応答その他の適切な方法により授業を行うものとする。 

3 研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究

指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

4 各研究科における授業科目，その単位数及び研究指導並びにそれらの履修方法については，当該研究科規則で定める。 

(他大学大学院等の研究指導) 

第 65 条 教育上有益と認めるときは，他大学(外国の大学を含む。)の大学院又は研究所等(外国の研究機関を含む。)との

協定に基づき，学生に当該大学の大学院又は当該研究所等において必要な研究指導を受けさせることがある。ただし，

修士課程及び前期課程の学生については，当該研究指導を受けさせる期間は，1 年を超えないものとする。 

2 教育上有益と認めるときは，外国の大学院又は研究所等との協定に基づき，後期課程の学生に，本学と当該外国の大学

院又は研究所等において，共同の研究指導を受けさせることがある。 

(研究指導のための留学) 

第 66 条 前条の規定に基づき，外国の大学又は研究機関に留学しようとする者は，所属研究科長の許可を受けなければな

らない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，第 63 条の標準修業年限に算入する。 
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(修士課程及び前期課程の修了要件) 

第 67 条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に 2 年(人間発達環境学研究科人間発達専攻(1 年履修コース)にあ

っては，1 年)以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ修士論文又

は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた

業績を上げた者については，当該課程に 1 年以上在学すれば足りるものとする。 

2 第 75 条において読み替えて準用する第 36 条（第 2 項を除く。）の規定により本学に入学する前に修得した単位（第 56

条又は第 57 条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学において修得したものとみなす場合で

あって，当該単位の修得により本学の修士課程又は前期課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位

数，その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことがで

きる。ただし，この場合においても，当該課程に少なくとも 1 年以上在学するものとする。 

(博士課程の修了要件) 

第 68 条 博士課程(医学系研究科医科学専攻の博士課程を除く。)の修了要件は，後期課程に 3 年以上在学し，所定の単位

を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間

に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に 1 年(2 年未満の在学期間をもって修士課程又は前期課

程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて 3 年)以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，施行規則第 156 条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が，博士課程の後期 3 年の課程に入

学した場合の博士課程の修了の要件は，大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に 3 年(専門職大学院

設置基準第 18 条第 1 項の法科大学院の課程を修了した者にあっては，2 年)以上在学し，必要な研究指導を受けた上，

当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上

げた者については，大学院に 1 年(標準修業年限が 1 年以上 2 年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては，3 年か

ら当該 1 年以上 2 年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。 

3 医学系研究科医科学専攻の博士課程の修了要件は，当該課程に 4 年以上在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な研

究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業

績を上げた者については，当該課程に 3 年以上在学すれば足りるものとする。 

4 第 75 条において読み替えて準用する第 36 条（第 2 項を除く。）の規定により医学系研究科医科学専攻の博士課程に入

学する前に修得した単位（第 59 条又は第 60 条の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学にお

いて修得したものとみなす場合であって，当該単位の修得により医学系研究科医科学専攻の博士課程の教育課程の一部

を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えない範囲で研究科が定め

る期間在学したものとみなすことができる。 

(専門職学位課程の修了要件) 

第 69 条 専門職学位課程(法科大学院を除く。以下この条において同じ。)の修了要件は，当該課程に 2 年(2 年以外の標準

修業年限を定める研究科，専攻又は学生の履修上の区分にあっては，当該標準修業年限)以上在学し，所定の単位を修得

することとする。 

2 専門職学位課程の在学期間に関しては，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第 102 条第 1 項の規定

により入学資格を有した後，修得したものに限る。)を，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して当該課程

の標準修業年限の 2 分の 1 を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場

合においても，当該課程に少なくとも 1 年以上在学するものとする。 

3 法科大学院の修了要件は，当該課程に 3 年以上在学し，所定の単位を修得することとする。 

4 法科大学院の在学期間については，第 75 条の規定により認定された入学前の既修得単位(法第 102 条第 1 項の規定によ

り入学資格を有した後，修得したものに限る。)を，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えな

い範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。 
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5 法科大学院は，法学の基礎的な学識を有すると認める者に関しては，第 3 項に規定する在学期間については，前項の規

定により在学したものとみなす期間と合わせて 1 年を超えない範囲で研究科が認める期間在学したものと，第 3 項に規

定する単位については，第 74 条，第 74 条の 2，第 74 条の 3 及び第 75 条の規定により修得したものとみなす単位数と

合わせて 30 単位を超えない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし，93 単位を超え

る単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30 単位を超えてみな

すことができる。 

6 認定連携法曹基礎課程(本学法科大学院以外の法科大学院のみと認定法曹養成連携協定を締結している大学の課程を含

む。)を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研究科が認める者に関する前項の規定

の適用については，「30 単位」とあるのは, 「46 単位」とする。 

(学位論文及び最終試験) 

第 70 条 学位論文及び最終試験に関することは，学位規程に定めるところによる。 

(修士及び博士の学位並びに専門職学位の授与) 

第 71 条 各研究科において，所定の課程を修了した者に対しては，その課程に応じて修士若しくは博士の学位又は専門職

学位を授与する。 

2 前項の学位に関することは，学位規程に定めるところによる。 

第 3 節 準用規定 

(準用規定) 

第 72 条 第 12 条(入学期)，第 14 条(転入学)，第 15 条(再入学)，第 16 条(入学志願)，第 17 条(入学手続)，第 18 条(入

学料の免除)(第 2 項を除く。)，第 19 条(入学料の徴収猶予等)，第 20 条(死亡等による入学料の免除)，第 21 条(宣

誓)，第 22 条(修業年限)(第 1 項，第 2 項及び第 3 項を除く。)，第 24 条(在学年限)，第 27 条(授業の方法)，第 31 条

(単位の授与)，第 32 条(単位の基準)(第 2 項及び第 3 項を除く。)，第 33 条(他学部の授業科目の履修)，第 38 条(転学

部)，第 39 条(転学科)，第 45 条(退学)，第 46 条(疾病等による除籍)，第 47 条(入学料等未納による除籍)，第 50 条か

ら第 54 条まで(授業料)，第 55 条(表彰)及び第 55 条の 2(懲戒)の規定は，大学院に準用する。ただし，第 24 条を準用

する場合において，医学系研究科医科学専攻の博士課程以外の博士課程にあっては，標準修業年限を前期課程と後期課

程に分ける。 

(履修科目の登録の上限) 

第 73 条 専門職大学院学生の履修科目の登録の上限に関しては，第 29 条第 1 項を準用する。この場合において，「学部

規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(成績評価基準) 

第 73 条の 2 大学院(専門職大学院を除く。)の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合において，「各学

部」とあるのは「各研究科」と，「授業の方法及び計画」とあるのは「授業及び研究指導の方法及び計画」と読み替え

るものとする。 

2 専門職大学院の成績評価基準に関しては，第 30 条を準用する。この場合において，「各学部」とあるのは「専門職大

学院」と読み替えるものとする。 

(他大学大学院の授業科目の履修) 

第 74 条 大学院学生の他大学(外国の大学を含む。)の大学院の授業科目の履修に関しては，第 34 条を準用する。この場

合において，同条第 3 項中「60 単位」とあるのは，「15 単位(法科大学院学生にあっては 30 単位(ただし，93 単位を超

える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30 単位を超えてみ

なすことができる。))」と，同条第 4 項中「及び外国の」とあるのは「，外国の」と，「当該教育課程における授業科

目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修させる場合及び国際連合大学

の教育課程における授業科目を」と，同条第 5 項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い) 
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第 74 条の 2 大学院学生が休学期間中に外国の大学において履修した授業科目について修得した単位に関しては，第 34 条

の 2 を準用する。この場合において，同条第 1 項及び第 2 項中「外国の大学又は短期大学」とあるのは「外国の大学の

大学院」と，同条第 3 項中「60 単位」とあるのは，「15 単位(法科大学院学生にあっては 30 単位(ただし，93 単位を超

える単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30 単位を超えてみ

なすことができる。))」と，同条第 4 項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(大学院が編成する特別の課程における学修) 

第 74 条の 3 第 83 条の 2 の規定により大学院が編成する特別の課程における学修については，第 35 条を準用する。この

場合において，同条第 1 項中「短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学

修」とあるのは「第 83 条の 2 の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が，第 56 条の規定により

大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修」と，同条第 2 項中「第 34 条第 3 項及び第 4 項並

びに前条第 1 項及び第 2 項」とあるのは「第 74 条の 3 において読み替えて準用する第 34 条第 3 項及び第 4 項並びに前

条第 1 項及び第 2 項」と，「60 単位」とあるのは「15 単位(法科大学院学生にあっては 30 単位(ただし，93 単位を超え

る単位の修得を修了要件とする場合は，その超える部分の単位数に限り，研究科が認める範囲で，30 単位を超えてみな

すことができる。))」と，同条第 3 項中「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(入学前の既修得単位の認定) 

第 75 条 大学院学生の入学前の既修得単位の認定に関しては，第 36 条(第 2 項を除く。)を準用する。この場合におい

て，同条第 1 項中「大学又は短期大学」とあるのは「大学院」と，同条第 3 項中「前 2 項」とあるのは「第 75 条におい

て読み替えて準用する第 1 項」と，「第 34 条第 3 項及び第 4 項，第 34 条の 2 第 1 項及び第 2 項並びに前条第 1 項によ

り本学において修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数と合わせて 60 単位」とあるのは，「15 単位を

超えないものとし，かつ，第 74 条において読み替えて準用する第 34 条第 3 項及び第 4 項，第 74 条の 2 において読み替

えて準用する第 34 条の 2 第 1 項及び第 2 項並びに第 74 条の 3 において読み替えて準用する前条第 1 項の規定により本

学において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単位(ただし，専門職大学院学生(法科大学院学生を除く。)にあ

っては 15 単位，法科大学院学生にあっては 30 単位(第 74 条，第 74 条の 2 及び第 74 条の 3 の規定により 30 単位を超え

てみなす単位を除く。))」と，同条第 4 項中「前 3 項」とあるのは「第 75 条において読み替えて準用する第 1 項及び前

項」と，「学部規則」とあるのは「研究科規則」と読み替えるものとする。 

(留学) 

第 76 条 大学院学生の外国の大学への留学に関しては，第 40 条を準用する。この場合において，同条第 1 項中「第 34 条

第 1 項又は第 2 項」とあるのは「第 74 条」と，「所属学部長」とあるのは「所属研究科長」と，同条第 2 項中「第 22

条」とあるのは「第 63 条」と読み替えるものとする。 

(休学) 

第 77 条 大学院学生の休学に関しては，第 41 条第 1 項，第 42 条，第 43 条及び第 44 条第 2 項を準用するほか，各研究科

規則で定める。 

第 4 章 学位プログラム 

(学位プログラム) 

第 77 条の 2 各学部及び各研究科において編成する教育課程のほか，明確な人材養成目的に基づき，学部又は研究科の枠

を超えた組織的な指導体制で展開される体系性・一貫性ある教育を実施するため，学位の取得を目的とする学位プログ

ラムを置くことができる。

2 学位プログラムの実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第 5 章 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生，専攻生及び外国人特別学生 

(特別聴講学生) 

第 78 条 他の大学，短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)又は高等専門学校との協定に基づき，当該大学(大学院

を含む。)，短期大学又は高等専門学校の学生で，本学の授業科目又は別に定める教育プログラムを履修しようとする者

があるときは，特別聴講学生として許可することがある。 
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2 特別聴講学生については，協定に定めるもののほか，関係の学部規則，研究科規則等で定める。 

(特別研究学生) 

第 79 条 他大学(外国の大学を含む。)の大学院との協定に基づき，当該大学院の学生で，本学において研究指導を受けよ

うとする者があるときは，特別研究学生として許可することがある。 

2 特別研究学生については，協定に定めるもののほか，関係の研究科規則で定める。 

(科目等履修生) 

第 80 条 本学が開設する 1 又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは，科目等履修生として許可することが

ある。 

2 科目等履修生に対しては，単位を与えることができる。 

3 科目等履修生については，関係の学部規則及び研究科規則で定める。 

(聴講生，研究生及び専攻生) 

第 81 条 本学が開設する 1 又は複数の授業科目を聴講しようとする者があるときは，聴講生として許可することがある。 

2 特定の事項について研究しようとする者があるときは，研究生として許可することがある。 

3 本学学部卒業者で，特定の専門事項について攻究しようとする者があるときは，専攻生として許可することがある。 

4 聴講生，研究生及び専攻生については，それぞれ関係の学部規則，研究科規則及び専攻生規則で定める。 

(授業料の納期) 

第 82 条 特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻生の授業料については，それぞれの在学

予定期間に応じ，3 か月分又は 6 か月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付するものとし，在学予定期間

が 3 か月未満又は 6 か月未満であるときは，その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければな

らない。 

(外国人特別学生) 

第 83 条 外国人で，第 10 条，第 56 条，第 58 条又は第 59 条の規定によらないで，外国人特別学生として本学の学部又は

大学院に入学を志願する者があるときは，教授会の議を経て許可する。 

2 前項の学生で，学部又は大学院の課程を修了した者には，第 49 条又は第 71 条に定める学位を授与する。 

第 6 章 特別の課程 

(特別の課程) 

第 83 条の 2 本学の学生以外の者を対象として，法第 105 条に規定する特別の課程（以下「特別の課程」という。）を編

成することができる。 

2 特別の課程の編成及び実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第 7 章 授業料，入学料及び検定料の額 

(授業料，入学料及び検定料の額) 

第 84 条 本学の授業料，入学料及び検定料(以下「授業料等」という。)の額は，神戸大学における授業料，入学料，検定

料及び寄宿料の額に関する規程(平成 16 年 4 月 1 日制定)に定められた額とする。 

(授業料等の不徴収) 

第 84 条の 2 国費外国人留学生制度実施要項(昭和 29 年 3 月 31 日文部大臣裁定)に基づく国費外国人留学生の授業料等に

ついては，前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

2 特別聴講学生及び特別研究学生の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，第 78 条第 1 項又は第 79

条第 1 項の協定に基づき，不徴収とすることができる。 

3 科目等履修生のうち，教育公務員特例法(昭和 24 年法律第 1 号)第 22 条第 2 項又は第 3 項の規定に基づき本学に派遣さ

れた教育職員(以下「現職教育職員」という。)の入学料及び検定料については，前条の規定にかかわらず，不徴収とす

ることができる。 

4 科目等履修生のうち，第 33 条の 2 第 2 項の規定に基づき大学院の授業科目を履修する者の授業料等については，第 82

条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 
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5 聴講生及び研究生のうち，現職教育職員の授業料等については，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする

ことができる。 

6 学長の承認に基づき現職のままで科目等履修生，聴講生又は研究生として入学した本学の附属学校教員の授業料等につ

いては，第 82 条及び前条の規定にかかわらず，不徴収とする。 

7 外国人特別学生の授業料等については，学長が認めたときは，前条の規定にかかわらず，不徴収とすることができる。 

第 8 章 教育職員免許状 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 85 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)及び教育職員

免許法施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)に定める所要の単位を修得しなければならない。 

2 前項の規定により所要資格を取得できる教員の免許状の種類等については，関係の学部規則及び研究科規則の定めると

ころによる。 

附 則 

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。ただし，別表第 1 学部の表の規定中海事科学部の第 3 年次編入学定員

に係る部分は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

2 神戸大学学則等を廃止する規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 1 条の規定による廃止前の神戸大学学則(以下「旧学則」と

いう。)第 2 条第 2 項に規定する法学研究科経済関係法専攻，公共関係法専攻及び政治社会科学専攻は，改正後の神戸大

学教学規則(以下「新規則」という。)第 4 条第 1 項の規定にかかわらず，平成 16 年 3 月 31 日に当該専攻の前期課程又

は後期課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 旧学則の規定により存続するものとされた学部の学科及び研究科の専攻のうち，平成 16 年 3 月 31 日において現に学生

が在学する学科又は専攻は，新規則第 3 条及び第 4 条第 1 項の規定にかかわらず，平成 16 年 3 月 31 日に当該学科若し

くは当該専攻の前期課程又は後期課程に在学する者が当該学科又は当該課程に在学しなくなる日までの間，存続するも

のとする。 

4 国立大学法人法(平成 15 年法律第 112 号)附則第 17 条の規定に基づき，神戸商船大学において同大学を卒業するため又

は同大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を引き続き本学において行うため，平成 16 年 3 月

31 日において現に神戸商船大学に在学する者(以下「在学者」という。)が在学しなくなるまでの間，海事科学部及び自

然科学研究科に次に掲げる課程及び専攻を置く。 

 海事科学部 商船システム学課程，輸送情報システム工学課程，海洋電子機械工学課程，動力システム工学課程 

 自然科学研究科 

   前期 2 年の課程 商船システム学専攻，輸送情報システム工学専攻，海洋電子機械工学専攻，動力システム工学専

攻 

   後期 3 年の課程 海上輸送システム科学専攻，海洋機械エネルギー工学専攻 

5 前項に規定する課程及び専攻における教育課程の履修その他在学者の教育に関し必要な事項は，海事科学部教授会及び

自然科学研究科教授会が定めるものとする。 

附 則(平成 17 年 3 月 17 日) 

1 この規則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。ただし，別表第 1 学部の表の規定中発達科学部の第 3 年次編入学定員

に係る部分は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

2 第 34 条第 3 項，第 56 条，第 58 条及び第 59 条の改正規定は，平成 16 年 12 月 13 日から適用する。 

3 国際文化学部コミュニケーション学科及び地域文化学科並びに発達科学部人間発達科学科，人間環境科学科及び人間行

動・表現学科は，改正後の第 3 条の規定にかかわらず，平成 17 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学

しなくなる日までの間，存続するものとする。 

4 文学研究科哲学専攻，芸術学芸術史専攻，社会学専攻，史学専攻，国文学専攻及び英米文学専攻は，改正後の第 4 条の

規定にかかわらず，平成 17 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するも

のとする。 
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附 則(平成 17 年 11 月 22 日) 

この規則は，平成 17 年 12 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 12 月 20 日) 

1 この規則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行し，改正後の第 13 条第 1 項第 2 号及び第 56 条第 2 号の規定については，平

成 17 年 10 月 1 日から適用する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 18 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次

に編入学，転入学又は再入学する者は，改正後の第 26 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 18 年 3 月 22 日) 

1 この規則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 18 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次

に編入学，転入学又は再入学する者は，改正後の第 47 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 18 年 12 月 26 日) 

この規則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 3 月 20 日) 

この規則は，平成 19 年 3 月 20 日から施行し，改正後の神戸大学教学規則の規定は，平成 19 年 3 月 1 日から適用する。 

附 則(平成 19 年 3 月 20 日) 

1 この規則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 19 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次

に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の第 67 条の規定を除き，なお従前の例による。 

3 工学部建設学科は，改正後の第 3 条の規定にかかわらず，平成 19 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在

学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

4 文学研究科文化基礎専攻及び文化動態専攻，総合人間科学研究科コミュニケーション学専攻，地域文化学専攻，人間発

達科学専攻，人間環境科学専攻，人間行動・表現学専攻，人間形成科学専攻，コミュニケーション科学専攻及び人間文

化科学専攻，文化学研究科文化構造専攻及び社会文化専攻並びに自然科学研究科数学専攻，物理学専攻，化学専攻，生

物学専攻，地球惑星科学専攻，建設学専攻，電気電子工学専攻，機械工学専攻，応用化学専攻，情報知能工学専攻，応

用動物学専攻，植物資源学専攻，生物環境制御学専攻，生物機能化学専攻，食料生産環境工学専攻，海事技術マネジメ

ント学専攻，海上輸送システム学専攻，マリンエンジニアリング専攻，数物科学専攻，分子物質科学専攻，地球惑星シ

ステム科学専攻，情報・電子科学専攻，機械・システム科学専攻，地域空間創生科学専攻，食料フィールド科学専攻，

海事科学専攻，生命機構科学専攻及び資源生命科学専攻は，改正後の第 4 条の規定にかかわらず，平成 19 年 3 月 31 日

に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

附 則(平成 19 年 3 月 27 日) 

この規則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 12 月 25 日) 

この規則は，平成 19 年 12 月 25 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 3 月 18 日) 

1 この規則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行し，改正後の第 4 条第 3 項，第 10 条第 8 号，第 11 条第 1 項第 5 号，第 13 条

第 1 項第 2 号及び第 3 号，第 22 条第 1 項，第 56 条第 2 号及び第 8 号，第 58 条第 1 号，第 59 条第 6 号，第 68 条第 2 項
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並びに第 69 条第 2 項及び第 4 項の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から適用する。ただし，別表第 1 学部の表の規定中農

学部及び海事科学部の第 3 年次編入学定員に係る部分は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 農学部応用動物学科，植物資源学科，生物環境制御学科，生物機能化学科及び食料生産環境工学科並びに海事科学部海

事技術マネジメント学課程，海上輸送システム学課程及びマリンエンジニアリング課程は，改正後の第 3 条の規定にか

かわらず，平成 20 年 3 月 31 日に当該学科又は課程に在学する者が当該学科又は課程に在学しなくなる日までの間，存

続するものとする。 

3 経済学研究科経済システム分析専攻及び総合経済政策専攻並びに医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻，医科学

専攻及び保健学専攻は，改正後の第 4 条の規定にかかわらず，平成 20 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻

に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

附 則(平成 21 年 3 月 18 日) 

この規則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 3 月 23 日) 

1 この規則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 工学研究科情報知能学専攻は，改正後の第 4 条第 1 項の規定にかかわらず，平成 22 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する

者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

附 則(平成 22 年 10 月 26 日) 

この規則は，平成 22 年 10 月 26 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 3 月 22 日) 

この規則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 3 月 21 日) 

1 この規則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 経営学研究科博士課程マネジメント・システム専攻，会計システム専攻，市場科学専攻及び現代経営学専攻は，改正後

の第 4 条第 1 項の規定にかかわらず，平成 24 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日まで

の間，存続するものとする。 

附 則(平成 24 年 9 月 26 日) 

この規則は，平成 24 年 9 月 26 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 3 月 27 日) 

1 この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

2 海事科学部海事技術マネジメント学科及び海洋ロジスティクス科学科は，改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」

という。)第 3 条の規定にかかわらず，平成 25 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日まで

の間，存続するものとする。 

3 人間発達環境学研究科心身発達専攻，教育・学習専攻，人間行動専攻及び人間表現専攻は，改正後の新規則第 4 条第 1

項の規定にかかわらず，平成 25 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続す

るものとする。 

附 則(平成 25 年 10 月 29 日) 

この規則は，平成 25 年 11 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 3 月 26 日) 
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この規則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 5 月 20 日) 

この規則は，平成 26 年 5 月 20 日から施行し，改正後の神戸大学教学規則の規定は，平成 26 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(平成 27 年 3 月 23 日) 

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

2 理学部地球惑星科学科は，改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」という。)第 3 条の規定にかかわらず，平成 27

年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 理学研究科博士課程地球惑星科学専攻は，新規則第 4 条第 1 項の規定にかかわらず，平成 27 年 3 月 31 日に当該専攻に

在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

4 平成 27 年度から平成 29 年度までの理学部の惑星学科及び地球惑星科学科の総定員，平成 27 年度から平成 31 年度まで

の医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員，平成 27 年度から平成 36 年度までのこれらの総定員並びに平成 27

年度の海事科学部グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科，マリンエンジニアリング学科，海事技術マネジメ

ント学科及び海洋ロジスティクス科学科の総定員は，新規則別表の規定にかかわらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

5 平成 27 年度から平成 28 年度までの理学研究科の惑星学専攻及び地球惑星科学専攻の博士課程の専攻別の総定員は，新

規則別表の規定にかかわらず，附則別表第 2 に掲げるとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 4 項関係) 

年度 区分 入学定員 総定員 

平成 27 年度 理学部 惑星学科 35 35 

地球惑星科学科 - 105 

医学部 医学科 112 675 

計 272 1,335 

海事科学部 グローバル輸送科学科 80 240 

海洋安全システム科学科 40 120 

マリンエンジニアリング学科 80 300 

海事技術マネジメント学科 - 90 

海洋ロジスティクス科学科 - 50 

全学部合計 2,547 10,705 

平成 28 年度 理学部 惑星学科 35 70 

地球惑星科学科 - 70 

医学部 医学科 112 684 

計 272 1,344 

全学部合計 2,547 10,714 

平成 29 年度 理学部 惑星学科 35 105 

地球惑星科学科 - 35 

医学部 医学科 112 691 

計 272 1,351 

全学部合計 2,547 10,721 

平成 30 年度 医学部 医学科 112 695 

計 272 1,355 

全学部合計 2,547 10,725 

平成 31 年度 医学部 医学科 112 697 

計 272 1,357 

全学部合計 2,547 10,727 

平成 32 年度 医学部 医学科 100 685 
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計 260 1,345 

全学部合計 2,535 10,715 

平成 33 年度 医学部 医学科 100 673 

計 260 1,333 

全学部合計 2,535 10,703 

平成 34 年度 医学部 医学科 100 661 

計 260 1,321 

全学部合計 2,535 10,691 

平成 35 年度 医学部 医学科 100 649 

計 260 1,309 

全学部合計 2,535 10,679 

平成 36 年度 医学部  医学科 100 637 

計 260 1,297 

全学部合計 2,535 10,667 

附則別表第 2(附則第 5 項関係) 

年度 区分 

総定員 

博士課程 

前期 後期 

専攻別 専攻別 

平成 27 年度 理学研究科 惑星学専攻 24 7 

地球惑星科学専攻 24 14 

平成 28 年度 理学研究科 惑星学専攻 48 14 

地球惑星科学専攻 - 7 

附 則(平成 27 年 9 月 29 日) 

この規則は，平成 27 年 9 月 29 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 22 日) 

1 この規則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 28 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年

次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の第 26 条の規定にかかわらず,なお従前の例による。 

3 科学技術イノベーション研究科科学技術イノベーション専攻及び別表の改正規定により入学定員を改める博士課程前期

課程の専攻の平成 28 年度の総定員は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表に掲げるとおりとする。 

附則別表(附則第 3 項関係) 

年度 区分 

総定員 

修士 

課程 

博士 

課程 

前期 

専攻別 専攻別 

平成 28 年度 

人文学研究科 
文化構造専攻   37 

社会動態専攻   57 

国際文化学研究科 
文化相関専攻   38 

グローバル文化専攻   59 

人間発達環境学研究科 
人間発達専攻   103 

人間環境学専攻   76 
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法学研究科 理論法学専攻 53 

保健学研究科 保健学専攻 110 

工学研究科 

建築学専攻 129 

市民工学専攻 85 

電気電子工学専攻 129 

機械工学専攻 154 

応用化学専攻 143 

システム情報学研究科 情報科学専攻 49 

農学研究科 
食料共生システム学専攻 53 

生命機能科学専攻 109 

科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻 40   

附 則(平成 28 年 6 月 21 日) 

この規則は，平成 28 年 6 月 21 日から施行し，改正後の神戸大学教学規則の規定は，平成 28 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(平成 29 年 3 月 21 日) 

1 この規則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 国際文化学部国際文化学科並びに発達科学部人間形成学科，人間行動学科，人間表現学科及び人間環境学科は，改正後

の第 3 条の規定にかかわらず，平成 29 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，

存続するものとする。 

3 平成 29 年度から平成 31 年度までの国際人間科学部及び別表の改正規定により入学定員を改める学科の総定員並びに学

部の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

4 平成 29 年度から平成 31 年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計

は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2 のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 3 項関係) 

年度 区分 総定員 

平成 29 年度 文学部 人文学科 445 

国際人間科学部 

グローバル文化学科 140 

発達コミュニティ学科 100 

環境共生学科 80 

子ども教育学科 50 

学部計 370 

理学部 

数学科 103 

化学科 105 

生物学科 85 

学部計 623 

工学部 

建築学科 363 

市民工学科 243 

電気電子工学科 363 

機械工学科 403 

応用化学科 406 

情報知能工学科 407 

学部計 2,225 

農学部 
食料環境システム学科 141 

資源生命科学科 214 
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生命機能科学科 255 

学部計 630 

全学部合計 10,638 

平成 30 年度 文学部 人文学科 430 

国際人間科学部 

グローバル文化学科 280 

発達コミュニティ学科 200 

環境共生学科 160 

子ども教育学科 100 

学部計 740 

理学部 

数学科 106 

化学科 110 

生物学科 90 

学部計 636 

工学部 

建築学科 366 

市民工学科 246 

電気電子工学科 366 

機械工学科 406 

応用化学科 412 

情報知能工学科 414 

学部計 2,250 

農学部 

食料環境システム学科 142 

資源生命科学科 216 

生命機能科学科 262 

学部計 640 

全学部合計 10,621 

平成 31 年度 文学部 人文学科 415 

国際人間科学部 

グローバル文化学科 420 

発達コミュニティ学科 300 

環境共生学科 240 

子ども教育学科 150 

学部計 1,120 

理学部 

数学科 109 

化学科 115 

生物学科 95 

学部計 649 

工学部 

建築学科 369 

市民工学科 249 

電気電子工学科 369 

機械工学科 409 

応用化学科 418 

情報知能工学科 421 

学部計 2,275 

農学部 

食料環境システム学科 143 

資源生命科学科 218 

生命機能科学科 269 

学部計 650 

全学部合計 10,604 
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附則別表第 2(附則第 4 項関係) 

年度 区分 

総定員 

博士課程 

前期 後期  

専攻別 専攻別 専攻別 

平成 29 年度 経済学研究科 経済学専攻   64  

医学研究科 医科学専攻    334 

海事科学研究科 海事科学専攻 135   

国際協力研究科 

国際開発政策専攻   26  

地域協力政策専攻   26  

研究科計  73  

全博士課程合計  2,427 893 334 

平成 30 年度 経済学研究科 経済学専攻   62  

医学研究科 医科学専攻    356 

国際協力研究科 

国際開発政策専攻   25  

地域協力政策専攻   25  

研究科計  71  

全博士課程合計   889 356 

平成 31 年度 医学研究科 医科学専攻    378 

全博士課程合計    378 

附 則(平成 30 年 3 月 30 日) 

1 この規則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 法学研究科理論法学専攻及び政治学専攻は，改正後の神戸大学教学規則(以下「新規則」という。)第 4 条第 1 項の規定

にかかわらず，平成 30 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものと

する。 

3 平成 30 年度の医学部及び医学部保健学科の総定員並びに全学部総定員は，新規則別表の規定にかかわらず，附則別表

第 1 に掲げるとおりとする。 

4 平成 30 年度から平成 31 年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び全博士課程の総定員の合

計は，新規則別表の規定にかかわらず，附則別表第 2 に掲げるとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 3 項関係) 

年度 区分 総定員 

平成 30 年度 医学部 保健学科 650 

学部計 1,275 

全学部合計 10,577 

附則別表第 2(附則第 4 項関係) 

年度 区分 

総定員 

博士課程 

前期 後期 

専攻別 専攻別 

平成 30 年度 法学研究科 法学政治学専攻 37 18 

経営学研究科 経営学専攻   100 

理学研究科 生物学専攻   20 
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惑星学専攻   20 

研究科計   85 

保健学研究科 保健学専攻 118   

システム情報学研究科 計算科学専攻   22 

農学研究科 食料共生システム学専攻   17 

生命機能科学専攻   32 

研究科計   73 

科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻   10 

全博士課程合計   2,412   

平成 31 年度 法学研究科 法学政治学専攻   36 

経営学研究科 経営学専攻   98 

理学研究科 生物学専攻   19 

惑星学専攻   19 

研究科計   83 

システム情報学研究科 計算科学専攻   20 

農学研究科 食料共生システム学専攻   16 

生命機能科学専攻   31 

研究科計   71 

科学技術イノベーション研究科 科学技術イノベーション専攻   20 

附 則(平成 31 年 2 月 26 日) 

この規則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 3 月 24 日) 

1 この規則は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 2 年度から令和 8 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別表の規定にかかわ

らず，附則別表のとおりとする。 

附則別表（附則第 2 項関係） 

年度 区分   入学定員 総定員 

令和 2 年度 
医学部 

医学科 112 697 

計 272 1,337 

全学部合計 2,530 10,639 

令和 3 年度 
医学部 

医学科 112 697 

計 272 1,337 

全学部合計 2,530 10,639 

令和 4 年度 
医学部 

医学科 100 685 

計 260 1,325 

全学部合計 2,518 10,627 

令和 5 年度 
医学部 

医学科 100 673 

計 260 1,313 

全学部合計 2,518 10,615 

令和 6 年度 
医学部 

医学科 100 661 

計 260 1,301 

全学部合計 2,518 10,603 

令和 7 年度 
医学部 

医学科 100 649 

計 260 1,289 

全学部合計 2,518 10,591 

令和 8 年度 医学部 
医学科 100 637 

計 260 1,277 
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全学部合計 2,518 10,579 

附 則(令和 2 年 7 月 28 日) 

この規則は，令和 2 年 7 月 28 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 9 月 29 日) 

この規則は，令和 2 年 9 月 29 日から施行し，改正後の神戸大学教学規則の規定は，令和 2 年 6 月 30 日から適用する。 

附 則(令和 2 年 12 月 1 日) 

この規則は，令和 2 年 12 月 1 日から施行し，改正後の神戸大学教学規則の規定は，平成 31 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(令和 3 年 3 月 30 日) 

1 この規則は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。ただし，第 13 条の改正規定中，工学部に係る部分は令和 4 年 4 月 1 日

から，海洋政策科学部に係る部分は令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則による改正後の第 19 条，第 20 条，第 47 条及び第 50 条の規定は，令和 3 年 3 月 1 日から適用する。 

3 海事科学部グローバル輸送科学科，海洋安全システム科学科及びマリンエンジニアリング学科は，改正後の第 3 条の規

定にかかわらず，令和 3 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間，存続するものと

する。 

4 令和 3 年度から令和 5 年度までの海洋政策科学部海洋政策科学科，海事科学部グローバル輸送科学科，海洋安全システ

ム科学科及びマリンエンジニアリング学科の総定員及び学部の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附

則別表のとおりとする。 

附則別表(附則第 4 項関係) 

年度 区分 総定員 

令和 3 年度 

海洋政策科学部 

海洋政策科学科 200 

3 年次編入学定員 ― 

学部計 200 

海事科学部 

グローバル輸送科学科 240 

海洋安全システム科学科 120 

マリンエンジニアリング学科 240 

3 年次編入学定員 20 

学部計 620 

全学部合計 10,639 

令和 4 年度 

海洋政策科学部 

海洋政策科学科 400 

3 年次編入学定員 ― 

学部計 400 

海事科学部 

グローバル輸送科学科 160 

海洋安全システム科学科 80 

マリンエンジニアリング学科 160 

3 年次編入学定員 20 

学部計 420 

全学部合計 10,627 

令和 5 年度 

海洋政策科学部 

海洋政策科学科 600 

3 年次編入学定員 10 

学部計 610 

海事科学部 
グローバル輸送科学科 80 

海洋安全システム科学科 40 

－58－



マリンエンジニアリング学科 80 

3 年次編入学定員 10 

学部計 210 

全学部合計 10,615 

附 則(令和 4 年 3 月 29 日) 

1 この規則は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に EU エキスパート人材養成プログラムを履修している者については，改正後の第 77 条の 2 の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

3 令和 4 年度から令和 9 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別表の規定にかかわ

らず，附則別表のとおりとする。 

附則別表（附則第 3 項関係） 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 4 年度 
医学部 

医学科 112 697 

計 272 1,337 

全学部合計 2,530 10,639 

令和 5 年度 
医学部 

医学科 100 685 

計 260 1,325 

全学部合計 2,518 10,627 

令和 6 年度 
医学部 

医学科 100 673 

計 260 1,313 

全学部合計 2,518 10,615 

令和 7 年度 
医学部 

医学科 100 661 

計 260 1,301 

全学部合計 2,518 10,603 

令和 8 年度 
医学部 

医学科 100 649 

計 260 1,289 

全学部合計 2,518 10,591 

令和 9 年度 
医学部 

医学科 100 637 

計 260 1,277 

全学部合計 2,518 10,579 

附 則(令和 4 年 5 月 24 日) 

この規則は，令和 4 年 5 月 24 日から施行する。 

附 則(令和 5 年 3 月 28 日) 

1 この規則は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

2 システム情報学研究科システム科学専攻，情報科学専攻及び計算科学専攻は，改正後の第 4 条第 1 項の規定にかかわら

ず，令和 5 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 令和 5 年度から令和 10 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別表の規定にかか

わらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

4 令和 5 年度から令和 6 年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計

は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2 のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 3 項関係) 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 5 年度 医学部 医学科  112  697 
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計 272 1,337 

全学部合計 2,530 10,639 

令和 6 年度 
医学部 

医学科 100 685 

計 260 1,325 

全学部合計 2,518 10,627 

令和 7 年度 
医学部 

医学科 100 673 

計 260 1,313 

全学部合計 2,518 10,615 

令和 8 年度 
医学部 

医学科 100 661 

計 260 1,301 

全学部合計 2,518 10,603 

令和 9 年度 
医学部 

医学科 100 649 

計 260 1,289 

全学部合計 2,518 10,591 

令和 10 年度 
医学部 

医学科 100 637 

計 260 1,277 

全学部合計 2,518 10,579 

附則別表第 2(附則第 4 項関係) 

年度 区分 

総定員 

博士課程 

前期 後期 

専攻別 専攻別 

令和 5 年度 

医学研究科 医療創成工学専攻 15 8 

システム情報学研究科 

システム情報学専攻 80 12 

システム科学専攻 28 6 

情報科学専攻 21 6 

計算科学専攻 24 12 

全博士課程合計 2,484 893 

令和 6 年度 

医学研究科 医療創成工学専攻   16 

システム情報学研究科 

システム情報学専攻   24 

システム科学専攻   3 

情報科学専攻   3 

計算科学専攻   6 

全博士課程合計   901 

附 則(令和 5 年 9 月 26 日) 

この規則は，令和 5 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 3 月 25 日) 

1 この規則は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 6 年度から令和 11 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別表の規定にかか

わらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

3 令和 6 年度から令和 8 年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計

は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2 のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 2 項関係) 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 6 年度 医学部 医学科 112 697 

－60－



計 272 1,337 

全学部合計 2,530 10,639 

令和 7 年度 
医学部 

医学科 100 685 

計 260 1,325 

全学部合計 2,518 10,627 

令和 8 年度 
医学部 

医学科 100 673 

計 260 1,313 

全学部合計 2,518 10,615 

令和 9 年度 
医学部 

医学科 100 661 

計 260 1,301 

全学部合計 2,518 10,603 

令和 10 年度 
医学部 

医学科 100 649 

計 260 1,289 

全学部合計 2,518 10,591 

令和 11 年度 
医学部 

医学科 100 637 

計 260 1,277 

全学部合計 2,518 10,579 

附則別表第 2(附則第 3 項関係) 

年度 区分 

総定員 

博士課程 

前期   

専攻別 専攻別 

令和 6 年度 

医学研究科 医科学専攻   420 

保健学研究科 保健学専攻 143   

システム情報学研究科 システム情報学専攻 175   

全博士課程合計 2,536 420 

令和 7 年度 
医学研究科 医科学専攻   440 

全博士課程合計     440 

令和 8 年度 
医学研究科 医科学専攻   460 

全博士課程合計   460 

附 則(令和 7 年 3 月 24 日) 

1 この規則は，令和 7 年 4 月 1 日から施行する。ただし，第 13 条の改正規定中，文学部に係る部分は令和 8 年 4 月 1 日

から，工学部及び医学部医療創成工学科に係る部分並びに第 13 条の 2 の改正規定は令和 9 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 7 年 4 月 1日以後において在学者の属する年次に

編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の第 26 条及び第 28 条の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。 

3 工学部情報知能工学科は，改正後の第 3 条の規定にかかわらず，令和 7 年 3 月 31 日に当該学科に在学する者が当該学

科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

4 令和 7 年度から令和 9 年度までのシステム情報学部及び医学部医療創成工学科並びに別表の改正規定により入学定員又

は編入学定員を改める学科の総定員，令和 7 年度から令和 12 年度までの医学部医学科の入学定員及び総定員並びに全学

部の総定員は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

5 令和 7 年度の別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員及び博士課程の総定員の合計は，改正後の別表の規

定にかかわらず，附則別表第 2 のとおりとする。 

附則別表第 1(附則第 4 項関係) 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 7 年度 国際人間科学部 
発達コミュニティ学科 100 410 

子ども教育学科 50 204 
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学部計 370 1,500 

医学部 

医学科 113 698 

医療創成工学科 25 25 

保健学科 
看護学専攻 70 - 

学科計 - 630 

学部計 288 1,353 

工学部 

建築学科 90 369 

市民工学科 60 249 

電気電子工学科 90 369 

機械工学科 100 409 

応用化学科 103 421 

情報知能工学科 - 321 

学部計 443 2,178 

システム情報学部
システム情報学科 150 150 

学部計 150 150 

全学部合計 2,574 10,683 

令和 8 年度 

国際人間科学部 

発達コミュニティ学科 100 410 

子ども教育学科 50 204 

学部計 370 1,500 

医学部 

医学科 100 686 

医療創成工学科 25 50 

保健学科 
看護学専攻 70 - 

学科計 - 620 

学部計 275 1,356 

工学部 

建築学科 90 366 

市民工学科 60 246 

電気電子工学科 90 366 

機械工学科 100 406 

応用化学科 103 418 

情報知能工学科 - 214 

学部計 443 2,056 

システム情報学部
システム情報学科 150 300 

学部計 150 300 

全学部合計 2,561 10,714 

令和 9 年度 

国際人間科学部 

発達コミュニティ学科 100 407 

子ども教育学科 50 202 

学部計 370 1,495 

医学部 

医学科 100 674 

医療創成工学科 25 80 

保健学科 
看護学専攻 70 - 

学科計 - 610 

学部計 275 1,364 

工学部 

建築学科 90 363 

市民工学科 60 243 

電気電子工学科 90 363 

機械工学科 100 403 

応用化学科 103 415 

情報知能工学科 - 107 

学部計 443 1,931 

システム情報学部 システム情報学科 150 453 
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学部計 150 453 

全学部合計 2,561 10,745 

令和 10 年度 
医学部 

医学科 100 662 

学部計 275 1,372 

全学部合計 2,561 10,776 

令和 11 年度 
医学部 

医学科 100 650 

学部計 275 1,360 

全学部合計 2,561 10,764 

令和 12 年度 
医学部 

医学科 100 638 

学部計 275 1,348 

全学部合計 2,561 10,752 

附則別表第 2(附則第 5 項関係) 

年度 区分 

総定員 

博士課程 

前期 

専攻別 

令和 7 年度 
システム情報学研究科 システム情報学専攻 198 

全博士課程合計 2,574 

 

附 則(令和 8 年 3 月 31 日) 

1 この規則は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

2 医学研究科バイオメディカルサイエンス専攻，医科学専攻，医療創成工学専攻及び保健学研究科保健学専攻は，改正後

の第 4 条第 1 項の規定にかかわらず，令和 8 年 3 月 31 日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの

間，存続するものとする。 

3 令和 8 年度から令和 13 年度までの医学部及び医学部医学科並びに全学部の入学定員及び総定員は，別表の規定にかか

わらず，附則別表第 1 のとおりとする。 

4 令和 8 年度から令和 10 年度までの別表の改正規定により入学定員を改める専攻の総定員並びに修士課程及び博士課程

の総定員の合計は，改正後の別表の規定にかかわらず，附則別表第 2 のとおりとする。 

 

附則別表第 1(附則第 3 項関係) 

年度 区分 入学定員 総定員 

令和 8 年度 

医学部 医学科 113 699 

計 288 1,369 

全学部合計 2,574 10,727 

令和 9 年度 

医学部 医学科 100 687 

計 275 1,377 

全学部合計 2,561 10,758 

令和 10 年度 

医学部 医学科 100 675 

計 275 1,385 

全学部合計 2,561 10,789 

令和 11 年度 

医学部 医学科 100 663 

計 275 1,373 

全学部合計 2,561 10,777 

令和 12 年度 

医学部 医学科 100 651 

計 275 1,361 

全学部合計 2,561 10,765 
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令和 13 年度 

医学部 医学科 100 638 

計 275 1,348 

全学部合計 2,561 10,752 

 

附則別表第 2(附則第 4 項関係) 

年度 区分 

総定員 

修士 

課程 

博士課程 

前期 後期  

専攻別 専攻別 専攻別 専攻別 

令和 8 年度 

医学研究科 

バイオメディカルサイエンス専攻 25    

医科学専攻    340 

医療創成工学専攻  15 16  

研究科計 25 15 16 340 

医学系研究科 

医科学専攻    120 

先進生命医科学系専攻  119   

医療創成工学専攻   8  

健康科学専攻   17  

未来社会医学専攻   5  

研究科計  119 30 120 

保健学研究科 保健学専攻  79 50  

農学研究科 

食料共生システム学専攻  54   

資源生命科学専攻  88   

生命機能科学専攻  110   

研究科計  252   

全博士課程合計  25 2,619 906 460 

令和 9 年度 

医学研究科 

医科学専攻    240 

医療創成工学専攻   8  

研究科計   8 240 

医学系研究科 

医科学専攻    240 

医療創成工学専攻   16  

健康科学専攻   34  

未来社会医学専攻   10  

研究科計   60 240 

保健学研究科 保健学専攻   25  

全博士課程合計    903 480 

令和 10 年度 
医学研究科 

医科学専攻    120 

研究科計    120 

医学系研究科 
医科学専攻    360 

研究科計    360 

全博士課程合計     480 

 

別表 

収容定員 

1 学部 

区分 
入学定員 2 年次編入学定員  3 年次編入学定員 総定員 

学科別 計 学科別  計  学科別 計 学科別 計 

文学部 人文学科 100 100         400 400 

国際人間科学部 グローバル文化学科 140 370    
  

560 1,490 
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発達コミュニティ学科 100 2 2 404 

環境共生学科 80 3 3 326 

子ども教育学科 50 200 

法学部 法律学科 180 180 20 20 760 760 

経済学部 経済学科 270 270 20 20 1,120 1,120 

経営学部 経営学科 260 260 20 20 1,080 1,080 

理学部 数学科 28 153 学科共通 25 112 662 

物理学科 35 25 140 

化学科 30 120 

生物学科 25 100 

惑星学科 35 140 

医学部 医学科 100 275 5 5 625 1,335 

医療創成工学科 25 5 5 110 

保健学科 看護学専攻 70 600 

検査技術科学専攻 40 

理学療法学専攻 20 

作業療法学専攻 20 

工学部 建築学科 90 443 3 3 386 1,806 

市民工学科 60 3 3 246 

電気電子工学科 90 4 4 368 

機械工学科 100 4 4 408 

応用化学科 103 3 3 418 

システム情報学部 システム情報学科 150 150 3 3 606 606 

農学部 食料環境システム学科 36 160 学科共通 10 144 660 

資源生命科学科 55 10 220 

生命機能科学科 69 276 

海洋政策科学部 海洋政策科学科 200 200 10 10 820 820 

合計 2,561  5 135 10,739 

2 大学院 

区分 

入学定員 総定員 

修士課

程 

博士課程 
専門職学

位課程 

修士課

程 

博士課程 専門職

学位課

程 
前期 後期 前期 後期 

専

攻

別 

計 
専攻

別 
計 

専

攻

別 

計 
専攻

別 
計 

専攻

別 
計 

専

攻

別 

計 

専

攻

別 

計 

専

攻

別 

計 

専

攻

別 

計 
専攻

別 
計 

人文学研究科 文化構造専攻 17 44 8 20 34 88 24 60 

社会動態専攻 27 12 54 36 

国際文化学研

究科 

文化相関専攻 18 47 6 15 36 94 18 45 

グローバル文

化専攻 

29 9 58 27 

人間発達環境

学研究科 

人間発達専攻 51 91 11 17 102 178 33 51 

(1 年履修コー

ス) 

4 4 

人間環境学専

攻 

36 6 72 18 

法学研究科 法学政治学専

攻 

37 37 18 18 74 74 54 54 

実務法律専攻 80 80 240 240 

経済学研究科 経済学専攻 83 83 20 20 166 166 60 60 
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経営学研究科 経営学専攻   51 51 32 32       102 102 96 96     

現代経営学専

攻 

  69 69 
  

  138 138 

理学研究科 数学専攻   22 122 4 27       44 244 12 81     

物理学専攻 24 5 48 15 

化学専攻 28 6 56 18 

生物学専攻 24 6 48 18 

惑星学専攻 24 6 48 18 

医学系研究科 医科学専攻 
  

  120 120   
 

    480 480   

先進生命医科

学系専攻 

 119 119    238 238   

医療創成工学

専攻 

  
 8 8       24 24  

健康科学専攻  
 

 17 17     
  

51 51    

未来社会医学

専攻 
 

  5 5  
  

  15 15 
  

工学研究科 建築学専攻   64 316 8 42       128 632 24 126     

市民工学専攻 42 6 84 18 

電気電子工学

専攻 

64 8 128 24 

機械工学専攻 76 10 152 30 

応用化学専攻 70 10 140 30 

システム情報

学研究科 

システム情報

学専攻 
  

103 103 12 12 
      

206 206 36 36 
    

農学研究科 食料共生シス

テム学専攻 

  28 132 5 23       56 264 15 69     

資源生命科学

専攻 

46 8 92 24 

生命機能科学

専攻 

58 10 116 30 

海事科学研究

科 

海事科学専攻   75 75 11 11       150 150 33 33     

国際協力研究

科 

国際開発政策

専攻 

  26 70 8 23       52 140 24 69     

国際協力政策

専攻 

22 7 44 21 

地域協力政策

専攻 

22 8 44 24 

科学技術イノ

ベーション研

究科 

科学技術イノ

ベーション専

攻 

  40 40 10 10       80 80 30 30         

合計  1,330 300 120 149  2,656 900 480 378 
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神戸大学学位規程 

(平成 16 年 4 月 1 日制定) 

最終改正 令和 8 年 3 月 31 日

(趣旨) 

第 1 条 学位規則(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 13 条第 1 項の規定により，神戸大学(以下「本学」という。)が授与する

学位については，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。)に定めるもののほか，この規

程の定めるところによる。 

(学位) 

第 2 条 本学において授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。 

(学士の学位の授与の要件) 

第 3 条 学士の学位は，本学を卒業した者に授与する。 

(修士の学位の授与の要件) 

第 4 条 修士の学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。 

(1) 本学大学院研究科(以下「研究科」という。)の修士課程を修了した者 

(2) 研究科の博士課程の前期課程を修了した者 

(博士の学位の授与の要件) 

第 5 条 博士の学位は，研究科の博士課程を修了した者に授与する。 

2 博士の学位は，次の要件を満たす者にも授与する。 

(1) 研究科において前項に該当する者と同等以上の学力があると確認されたこと。(この確認を以下「学力の確認」と

いう。) 

(2) 研究科において行う博士論文の審査及び試験に合格したこと。 

(専門職学位の授与の要件) 

第 6 条 専門職学位は，次の各号のいずれかに該当する者に授与する。 

(1) 研究科の専門職大学院の課程(次号の課程を除く。)を修了した者 

(2) 研究科の法科大学院の課程を修了した者 

(研究科の在学者の論文等提出手続) 

第 7 条 研究科に在学する者の学位論文又は教学規則第 67 条に規定する特定の課題についての研究の成果(以下「研究の

成果」という。)は，当該研究科長に提出するものとする。 

2 博士論文は，学位論文審査願，論文目録及び履歴書とともに提出しなければならない。 

3 学位論文の提出は，1 編とする。ただし，参考として他の論文を付加して提出することを妨げない。 

4 審査のため必要があるときは，提出論文の数を増加し，又は論文の訳本，模型若しくは標本等の資料その他を提出させ

ることがある。 

5 本条に定めるもののほか，学位論文及び研究の成果の提出に関することは，各研究科において別に定める。 

(研究科の在学者の論文等審査) 

第 8 条 研究科長は，前条の規定による博士論文の提出があったときは，教授会において当該研究科の教授のうちから 2

人以上の審査委員を選定して，博士論文の審査を行わせるものとする。 

2 研究科長は，前条の規定による修士論文又は研究の成果の提出があったときは，教授会において当該研究科の教授及び

准教授のうちから 2 人以上の審査委員を選定して，修士論文又は研究の成果の審査を行わせるものとする。ただし，少

なくとも教授 1 人を含めなければならない。 

3 教授会において審査のため必要があると認めるときは，博士論文の審査にあっては第 1 項の審査委員のほか，当該研究

科の教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を，修士論文又は研究の成果の審査にあっては
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前項の審査委員のほか，当該研究科の教授及び准教授以外の研究科の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を

審査委員に加えることができる。 

4 教授会において審査のため必要があると認めるときは，当該研究科の教授以外の者(修士論文又は研究の成果の審査の

ため必要があると認めるときは，当該研究科の教授及び准教授以外の者)にも調査を委嘱することができる。 

(研究科の在学者の最終試験) 

第 9 条 審査委員及び前条第 4 項の規定により調査を委嘱された者は，学位論文又は研究の成果を中心として，これに関

連ある科目について，筆答又は口頭により最終試験を行う。 

2 最終試験の期日は，その都度公示する。 

(博士課程を経ない者の学位論文の提出手続) 

第 10 条 第 5 条第 2 項の規定による学位申請者の学位論文は，論文審査料 57,000 円を添え，学位申請書，論文目録及び

履歴書とともに，その申請に応じた研究科長を経て学長に提出するものとする。 

2 本条の規定による論文の提出については，第 7 条第 3 項及び第 4 項の規定を準用する。 

(博士課程を経ない者の論文審査及び試験) 

第 11 条 学長は，前条第 1 項の規定による学位論文の提出があったときは，当該研究科長にその論文の審査を付託し，研

究科長は，第 8 条の規定に準じて論文の審査を，第 9 条の規定に準じて試験を行わせるものとする。 

2 前項の学位論文は，それを受理した日から 1 年以内に審査を終了するものとする。ただし，特別の理由があるときは，

研究科長は，教授会の議を経て審査期限を延長することができる。 

(博士課程を経ない者の学力の確認) 

第 12 条 研究科長は，前条第 1 項の規定により学長から論文審査を付託されたときは，教授会において学位申請者の学力

の確認を行わせるものとする。 

2 学力の確認は，筆答又は口頭による試問の結果に基づいて行う。ただし，学位申請者の学歴，業績等に基づいて学力の

確認を行うことができる場合は，試問を省略することができる。 

3 学力の確認のため必要があるときは，学位申請者にその著書，論文その他を提出させることがある。 

4 教授会が学力の確認の議決をする場合には，第 15 条第 2 項の規定を準用する。 

(退学者の学位論文の提出手続，論文審査，試験及び学力の確認) 

第 13 条 研究科の博士課程において所定の期間在学し，所定の単位を修得し，かつ，必要な博士論文の作成等に対する指

導を受けて退学した者が，再入学しないで学位の授与を受けようとするときは，前 3 条の規定による。 

2 前項に該当する者が，退学後 5 年以内に学位論文を提出して審査を受けるときは，第 5 条第 1 項に該当する者と同等以

上の学力を有するものとみなす。 

(論文及び審査料の不返還) 

第 14 条 提出された修士論文又は博士論文及び納入した審査料は，その理由のいかんを問わず返還しない。 

2 提出された研究の成果の返還に関することは，各研究科において別に定める。 

(修士及び博士の学位授与の審議) 

第 15 条 研究科長は，研究科に在学する者については，論文審査及び最終試験の結果報告に基づいて，また第 12 条の規

定により学力を確認された者及び第 13 条第 2 項に該当する者については，論文審査及び試験の結果報告に基づいて，教

授会において学位を授与すべきか否かの審議を行わせるものとする。 

2 前項の教授会は，当該教授会構成員の 3 分の 2 以上の出席があることを要し，学位を授与すべきものと議決するには，

無記名投票の方法により，出席者の 3 分の 2 以上の賛成があることを要する。 

(学位授与の申請) 

第 16 条 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべき者について，教授会の議を経て，学長に申請

するものとする。 

2 前項の申請に当たっては，次に掲げる事項を記載した書類を添えるものとする。 

(1) 授与しようとする学位(専攻分野の名称を付記したもの) 
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(2) 授与しようとする年月日 

(3) 博士の場合は，第 5 条第 1 項又は第 2 項のいずれの規定によるかの別 

(4) 博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験の結果の要旨 

(5) 博士の場合は，論文審査及び最終試験又は試験を担当した機関に関する事項 

(6) 第 5 条第 2 項による博士の場合は，学力の確認の結果及び学力の確認を担当した機関に関する事項 

3 研究科長は，修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与すべきでない者については，教授会の議を経て，その旨を

学長に申請するものとする。 

(学位の授与) 

第 17 条 学長は，第 3 条に規定する者に対しては，学位記を交付して学士の学位を授与する。 

2 学長は，前条に規定する申請に基づき，修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与をすべきか否かを決定し，当該

学位を授与すべきものと決定した者に対しては，学位記を交付して当該学位を授与し，当該学位を授与できないと決定

した者に対しては，その旨を通知する。 

3 前項の規定により博士の学位を授与したときは，学位簿に登録し，文部科学大臣に報告する。 

(審査要旨の公表) 

第 18 条 本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3 月以内に，当該博士の学位の授与に

係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表する。 

(学位論文の公表) 

第 19 条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1 年以内に，当該博士の学位の授与に係る論

文の全文を公表しなければならない。ただし，当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りではな

い。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，当該教授会の議を経て，やむを得ない理由があると認められ

た場合は，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場

合において，本学は，その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

3 博士の学位を授与された者が行う前 2 項の規定による公表は，原則として神戸大学学術成果リポジトリの利用により行

うものとする。 

(専攻分野等の名称等) 

第 20 条 学士の学位を授与するに当たっては，別表第 1 に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。 

2 修士又は博士の学位を授与するに当たっては，別表第 2 に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。 

3 専門職学位の名称は，別表第 3 に掲げるとおりとする。 

4 教学規則第 65 条第 2 項の規定に基づき，共同の研究指導を受けた者に博士の学位を授与するに当たっては，博士論文

共同指導により授与する旨を付記するものとする。 

(学位の名称) 

第 21 条 本学において学位の授与を受けた者が，学位の名称を用いるときは，神戸大学の文字を付記するものとする。 

(修士及び博士の学位並びに専門職学位の取消し) 

第 22 条 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，不正の方法により当該学位の授与を受けた事実が判

明したときは，学長は，当該教授会及び教育研究評議会の議を経て，その学位を取り消し，学位記を返還させ，かつ，

その旨を公表する。 

2 修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が，その名誉を汚す行為があったときは，前項の規定に準じて

その学位を取り消すことができる。 

3 教授会が前 2 項の規定による議決をする場合には，第 15 条第 2 項の規定を準用する。 

(様式) 

第 23 条 学位記，学位簿その他の様式は，別記様式のとおりとする。 

(補則) 
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第 24 条 この規程の施行に必要な事項は，各学部又は各研究科においてこれを定める。 

附 則 

1 この規程は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2 神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)附則第 4 項に規定する海事科学部の課程を卒業した者及び自然科学研究科

の専攻を修了した者に授与する学位に付記する専攻分野の名称は，別表の規定にかかわらず，商船学又は工学とするも

のとする。 

附 則(平成 16 年 12 月 28 日) 

この規程は，平成 17 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 12 月 20 日) 

この規程は，平成 18 年 3 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 3 月 20 日) 

1 この規程は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 19 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次

に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 20 年 3 月 18 日) 

1 この規程は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 20 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次

に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の別表の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 21 年 3 月 18 日) 

1 この規程は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

2 文学研究科及び文化学研究科が存続する間，改正後の第 8 条第 1 項中「教授会」とあるのは「教授会又は研究科委員会

(以下「教授会等」という。)」と，同条第 3 項及び第 4 項並びに第 11 条から第 22 条までの規定中「教授会」とあるの

は「教授会等」と読み替えて適用する。 

附 則(平成 22 年 3 月 23 日) 

この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 11 月 24 日) 

この規程は，平成 23 年 11 月 24 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 4 月 23 日) 

1 この規程は，平成 25 年 4 月 23 日から施行する。 

2 この規程による改正後の神戸大学学位規程(以下「新学位規程」という。)第 18 条の規定は，平成 25 年 4 月 1 日以後に

博士の学位を授与した場合について適用し，同日前に博士の学位を授与した場合については，なお従前の例による。 

3 新学位規程第 19 条の規定は，平成 25 年 4 月 1 日以後に博士の学位を授与された者について適用し，同日前に博士の学

位を授与された者については，なお従前の例による。 

附 則(平成 25 年 10 月 29 日) 

この規程は，平成 25 年 11 月 1 日から施行する。 
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附 則(平成 27 年 3 月 31 日) 

この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 9 月 29 日) 

この規程は，平成 27 年 9 月 29 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 22 日) 

この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 3 月 21 日) 

1 この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 29 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年次

に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 1 の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 30 年 3 月 30 日) 

この規程は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 30 日) 

1 この規程は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 3 年 4 月 1日以後において在学者の属する年次に

編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 1 の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 4 年 3 月 29 日) 

1 この規程は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程施行の際現に EU エキスパート人材養成プログラムを履修している者については，改正後の第 20 条の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 5 年 3 月 28 日) 

この規程は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 6 月 25 日) 

この規程は，令和 6 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 7 年 3 月 24 日) 

この規程は，令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和8年3月31日) 

1 この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規程施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 8 年 4 月 1日以後において在学者の属する年次に

転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 2 の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

別表第 1(第 20 条第 1 項関係) 

学士の学位に付記する専攻分野の名称 

学部名等 専攻分野の名称 
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文学部 文学 

国際人間科学部 学術又は教育学 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

経営学部 経営学又は商学 

理学部 理学 

医学部医学科 医学 

医学部医療創成工学科 医工学 

医学部保健学科 看護学，保健衛生学又は保健学 

工学部 工学 

システム情報学部 システム情報学 

農学部 農学 

海洋政策科学部 海洋政策科学又は商船学 

別表第 2(第 20 条第 2 項関係) 

修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称 

研究科名 
専攻分野の名称 

修士 博士 

人文学研究科 文学 文学又は学術 

国際文化学研究科 学術 学術 

人間発達環境学研究科 学術，教育学又は理学 学術，教育学又は理学 

法学研究科 法学又は政治学 法学又は政治学 

経済学研究科 経済学 経済学 

経営学研究科 経営学又は商学 経営学又は商学 

理学研究科 理学 理学又は学術 

医学系研究科 
バイオメディカルサイエンス，医工学，保健学又は公

衆衛生学 

医学，医工学，保健学又は公衆衛生

学 

工学研究科 工学 工学又は学術 

システム情報学研究科 システム情報学又は工学 
システム情報学，工学，学術又は計

算科学 

農学研究科 農学 農学又は学術 

海事科学研究科 海事科学 海事科学，工学又は学術 

国際協力研究科 国際学，経済学，法学又は政治学 学術，法学，政治学又は経済学 

科学技術イノベーション研

究科 
科学技術イノベーション 科学技術イノベーション 

 

 

 

別表第 3(第 20 条第 3 項関係) 

専門職学位の名称 

研究科名 学位の名称 

法学研究科 法務博士(専門職) 

経営学研究科 経営学修士(専門職) 
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別記様式第1（第3条により学位を授与する場合） 

別記様式第2（第4条第1号により学位を授与する場合） 

○第   号 

学  位  記 

氏  名 

年 月 日生 

 本学○○学部○○○○所定の課程を修め本学を卒業した 

ので学士（○○）の学位を授与する 

年  月  日 

神 戸 大 学 長  氏 名 印 

大

学

印

修

第

号

学

位

記
氏

名

年

月

日
生

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
修
士
課
程
を
修
了

し
た
の
で
修
士
（
○
○
）
の
学
位
を
授
与
す
る

年

月

日

神

戸

大

学

大

学

印
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別記様式第3（第4条第2号により学位を授与する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第5（第5条第1項により学位を授与する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
修

第 
 

 

号 

 
学

位

記 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

氏 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

名 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年 
 

 
 
月 

 
 
 

日
生 

  

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
の
前
期 

課
程
を
修
了
し
た
の
で
修
士
（
○
○
）
の
学
位
を
授
与
す
る 

 

年 
 

月 
 

日 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神 

戸 

大 

学 

大 

学 

印 

 

博 

い
第 

 
 

号 

 

学

位

記 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

氏 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

名 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

年 
 

 
 

月 
 

 
 

日
生 

  

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了 

し
た
の
で
博
士
（
○
○
）
の
学
位
を
授
与
す
る 

 

年 
 

月 
 

日 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

神 

戸 

大 

学 

大 

学 

印 
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別記様式第6(第5条第2項により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文共同指導により学位

を授与する旨を付記するもの)  

別記様式第7（第5条第2項により学位を授与する場合） 

博

い
第

号

学

位

記
氏

名

年

月

日
生

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
博
士
課
程
を
修
了

し
た
の
で
博
士
（
○
○
）
の
学
位
を
授
与
す
る

こ
の
学
位
は

と
の
博
士
論
文
共
同
指
導
に
よ
る

も
の
で
あ
る

年

月

日

神

戸

大

学

大

学

印

博

ろ
第

号

学

位

記
氏

名

年

月

日
生

本
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審
査
及
び
試
験
に

合
格
し
た
の
で
博
士
（
○
○
）
の
学
位
を
授
与
す
る

年

月

日

神

戸

大

学

大

学

印
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別記様式第8（第6条第1号により学位を授与する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第9（第6条第2号により学位を授与する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専
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号 

 
学

位
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月 

 
 
 

日
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本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
専
門
職
大
学
院
の
課
程 

を
修
了
し
た
の
で
○
○
修
士
（
専
門
職
）
の
学
位
を
授
与
す
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年 
 

月 
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神 

戸 

大 

学 

大 

学 

印 

 

専

第 
 
 

号 

 

学

位
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氏 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

名 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

年 
 

 
 

月 
 

 
 

日
生 

  

本
学
大
学
院
○
○
研
究
科
○
○
専
攻
の
法
科
大
学
院
の
課
程 

を
修
了
し
た
の
で
法
務
博
士
（
専
門
職
）
の
学
位
を
授
与
す
る 

 

年 
 

月 
 

日 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

神 

戸 

大 

学 

大 

学 

印 
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別記様式第10（第4条から第6条により学位を授与する場合（英文学位記）） 

別記様式第12（第5条第1項により学位を授与する場合で，外国の大学院等との博士論文共同指導により学

位を授与する旨を付記するもの（英文学位記）） 

KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF 

○○○○○○○ of ○○○○○○○○

UPON 

○○○○ ○○○○

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM 
IN THE FIELD OF  ○○○○○○○○ 

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF 
○○○○○○○○

ON THIS ○○○○ DAY OF ○○○○ IN THE YEAR ○○○○

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
President of Dean of Graduate School of
Kobe University ○○○○○○○○

学 章 

大学印 

KOBE UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF 

○○○○○○○ of ○○○○○○○○

UPON 

○○○○ ○○○○

FOR HAVING SUCCESSFULLY COMPLETED THE ○○○○ PROGRAM 
IN THE FIELD OF  ○○○○○○○○ 

ADMINISTERED BY THE GRADUATE SCHOOL OF 
○○○○○○○○

THIS DEGREE IS THE RESULT OF JOINT SUPERVISION WITH ○○○○
ON THIS ○○○○ DAY OF ○○○○ IN THE YEAR ○○○○ 

○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○
President of Dean of Graduate School of
Kobe University ○○○○○○○○

学 章 

大学印 
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別記様式第13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 

 ○○研究科長 殿 
学籍番号 

氏     名 

 

学 位 論 文 審 査 願 
 

 神戸大学学位規程第７条の規定により下記の書類を提出いたし 

ますから審査をお願いします。 

 

記 

学位論文         通 

論文目録         通 

年  月  日 

 神戸大学長 殿 
氏     名 

 

学 位 申 請 書 

 

 神戸大学学位規程第10条の規定により学位論文に論文目録及び 

履歴書を添え博士（○○）の学位の授与を申請いたします。 

 

 

備考 退学者が再入学しないで学位を申請する場合には「第10条」 

を「第13条」に読み替えるものとする。 
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別記様式第15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年  月  日 

論  文  目  録 

氏          名 

 

論 文 

1 題 目 

2 印刷公表の方法及び時期 

方  法 

時  期 

3 冊 数       冊 

参考論文 

1 題 目 

2 冊 数       冊 

 

 

学

位

簿 

博
士
（
○
○
） 

            

備
考 

学
位
簿
の
表
紙
に
は
，
学
位
簿
と
標
記
し
，
博
士
の 

専
攻
分
野
の
名
称
の
順
に
登
録
す
る
。 

    契
印 

    番
号 

    

授
与
年
月
日 

    

氏

名 

    

論 

文 

題 

目 

    取
扱 

者
印 
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神戸大学共通細則 

(平成 16 年 4 月 1 日制定) 

改正 平成 16 年 7 月 29 日 平成 16 年 12 月 21 日 

平成 17 年 6 月 30 日 平成 17 年 12 月 28 日 

平成 19 年 3 月 30 日 平成 20 年 3 月 18 日 

平成 21 年 12 月 8 日 平成 23 年 3 月 31 日 

平成 24 年 3 月 14 日 平成 25 年 3 月 27 日 

平成 26 年 3 月 26 日 平成 26 年 9 月 30 日 

平成 27 年 3 月 31 日 平成 28 年 3 月 31 日 

平成 31 年 3 月 5 日 令和 3 年 3 月 1 日 

令和 3年 9月 15 日 令和 7年 11 月 27 日 

(入学志願) 

第 1 条 入学志願者は，所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。 

入学願書 

出身学校長の調査書又はこれに代わる書類 

 写真 

その他の書類 

(合否の判定) 

第 2 条 入学試験の合否の判定は，学力試験及び出身学校長の調査書又はこれに代わる書類の成績等を総合して行う。 

(宣誓) 

第 3 条 入学者は，次の誓詞により学長に対し宣誓書を提出しなければならない。 

私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規律を守ることを誓います。 

(成績) 

第 4 条 授業科目の成績は，100 点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，不可を不合格とする。 

秀（90 点以上） 

優（80 点以上 90 点未満） 

良（70 点以上 80 点未満） 

可（60 点以上 70 点未満） 

不可（60 点未満） 

2 秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。 

(1) 秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。

(2) 優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。

(3) 良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。

(4) 可 学修の目標を達成している。

(5) 不可 学修の目標を達成していない。

(学生証) 

第 5 条 学生は，学生証の交付を受け，これを携行し本学職員の請求があったときは，いつでも，これを提示しなければ

ならない。 

2 学生証は，入学したときに学長が発行する。 

3 学生証を携帯しない場合には，教室，研究室，図書館その他学内施設の利用を許さないことがある。 

4 学生証を紛失したとき若しくは使用に耐えなくなったとき，又は休学等によりその有効期間が経過したときは，速やか

に発行者に届け出て再交付を受けなければならない。 
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5 学生は，卒業，退学等により学籍を離れた場合は，速やかに学生証を発行者に返納しなければならない。 

6 学生証の再交付手続き及び返納は，学生の所属学部又は研究科において行うものとする。 

(欠席届) 

第 6 条 学生が，2 週間以上欠席するときは，理由を具し，欠席届を学部長又は研究科長に提出しなければならない。 

(学生登録票) 

第 7 条 学生は，入学したときは，速やかに学生登録票を学部長又は研究科長に提出しなければならない。 

(身上異動・住所変更届) 

第 8 条 学生は，改姓，改名等，身上に異動があったとき，又は住所(保護者等の住所等を含む。)を変更したときは，速

やかに身上異動・住所変更届を学部長又は研究科長に提出しなければならない。 

第 9 条 大学院における入学志願及び合否の判定については，第 1 条及び第 2 条の規定にかかわらず，各研究科において

定めるものとする。 

2 大学院における授業科目の成績については，第 4 条に定めるもののほか，必要があると認めるときは，各研究科におい

て定めることができる。 

(健康診断) 

第 10 条 学生は，毎年本学で行う健康診断を受けなければならない。 

(様式) 

第 11 条 諸願届等の様式は，別紙様式のとおりとする。ただし，インターネットを利用した登録に係る入力項目等につい

ては，別紙様式に準じて別に定める。 

附 則 

この細則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 7 月 29 日) 

この細則は，平成 16 年 7 月 29 日から施行する。 

附 則(平成 16 年 12 月 21 日) 

この細則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 6 月 30 日) 

この細則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 12 月 28 日) 

この細則は，平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 3 月 30 日) 

この細則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 3 月 18 日) 

この細則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 21 年 12 月 8 日) 

この細則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 3 月 31 日) 

1 この細則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 23 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年

次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の第 4 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24 年 3 月 14 日) 

1 この細則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成 24 年 4 月 1 日以後において在学者の属する年

次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附 則(平成 25 年 3 月 27 日) 

この細則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行し，改正後の別紙様式第 9 号の改正規定(「外国人登録原票記載事項証明書」

を「住民票」に改める部分に限る。)は，平成 24 年 7 月 9 日から適用する。 

附 則(平成 26 年 3 月 26 日) 

1 この細則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者で神戸大学共通細則の一部を改正する細則(平成 24 年 3 月 14 日制定)附則第 2 項の規

定により，なお従前の例によるとされた者に係るこの細則による改正後の神戸大学共通細則の規定の適用については，

第 4 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 26 年 9 月 30 日) 

この細則は，平成 26 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 3 月 31 日) 

この細則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 28 年 3 月 31 日) 

この細則は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 31 年 3 月 5 日) 

この細則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 1 日) 

この細則は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する 

附 則(令和 3 年 9 月 15 日) 

この細則は，令和 4 年 4 月 1 日から施行し，様式 8 号の改正規定中生年月日に係る部分は，平成 30 年 4 月 1 日から適用

する。 

附 則(令和 7 年 11 月 27 日) 

この細則は，令和 7 年 12 月 1 日から施行する。 
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式1号 様式2号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４（297㎜×210㎜） Ａ４（297㎜×210㎜） 

様式3号 様式4号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験番号       番 

氏  名 

 

 

神戸大学    学部に入学を許可する。 

  年  月  日 

 

 

 

神戸大学長 

宣 誓 書 

 

私は，神戸大学の学生として学業に励み，本学の規 

律を守ることを誓います。 

 

 

年  月  日 

 

 

神 戸 大 学 長 殿 

 

 

署  名 

年  月  日 

神 戸 大 学  殿 

学部 

   学科 

学籍番号         番 

住  所 

氏  名         ○印 

 

休   学   願 

下記のとおり休学したいので御許可願います。 

記 

１．理 由 

２．期 間  自  年  月  日 

       至  年  月  日 

年  月  日 

神 戸 大 学  殿 

学部 

   学科 

学籍番号         番 

住  所 

氏  名         ○印 

復   学   願 

下記のとおり復学したいので御許可願います。 

記 

１．理   由 

２．復学年月日       年  月  日 

 

注 病気の場合は診断書添付のこと， Ａ４（297㎜×210㎜） 注 病気の場合は健康診断書（復学意見書）添付のこと。 

Ａ４（297㎜×210㎜） 
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（裏） 

（表） 

神 戸 大 学 学 生 証

上記の者は、本学の学生であることを証明する。

年 月 日
年 月 日

神 　　戸 　　大 　　学 　　長 印

（生協組合員番号）

(図書館利用ID）

有 効 期 限

写
真

所 属
学 籍 番 号
氏 名
生 年 月 日

発 行 年 月

１　本学学生は常にこの学生証を携帯し、次の場合は、
　　これを提示しなければならない。
 (1)本学教職員の請求があった場合

(2)通学定期乗車券又は学生用割引乗車券の購入及び
これによって乗車船し、係員の請求があった場合

(3)本学図書館を利用する場合
（表面顔写真下の数字は図書館利用IDです。） 　

２　本証は他人に貸与又は譲渡してはならない。
３　本証を紛失したとき、又は記載内容に変更が生じた
　　ときは、直ちに発行者に届け出ること。

４　卒業、退学等により学籍を離れたときは、直ちに発行者に返納すること。

神戸大学 〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 TEL(078)881-1212(大代表)

（シール貼付スペース）

■　注 意 事 項

様式5号 様式6号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 病気の場合は診断書添付のこと。 Ａ４（297㎜×210㎜） 

様式7号                    様式8号、9号 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４（297㎜×210㎜  

年  月  日 

神 戸 大 学  殿 

学部 

   学科 

学籍番号         番 

本人住所 

氏  名         ○印 

退   学   願 

下記のとおり退学したいので御許可願います。 

記 

１．理   由 

２．退学年月日       年  月  日 

 

年  月  日 

神 戸 大 学  殿 

学部 

   学科 

学籍番号         番 

住  所 

氏  名 

 

欠   席   届 

下記のとおり欠席しますからお届けします。 

記 

１．理 由 

２．期 間  自  年  月  日 

       至  年  月  日 

－84－



神戸大学における大学院授業科目の先行履修に関する規程 

(令和 5 年 9 月 26 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「規則」という。)第 33 条の 2 第 3 項の規定に基

づき，神戸大学(以下「本学」という。)の学部生が本学の大学院(博士課程後期課程及び医学系研究科医科学専攻の博士

課程を除く。以下同じ。)の授業科目を履修すること(以下「先行履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(目的) 

第 2 条 先行履修は，大学院に進学を志望する学業優秀な学部生に対して，本学の大学院の授業科目を履修する機会を提

供し，学部教育と大学院教育との円滑な接続を図ることを目的とする。 

(授業科目) 

第 3 条 先行履修をすることができる授業科目は，各研究科が定めるものとする。 

(申請資格) 

第 4 条 先行履修を申請することができる者は，規則第 80 条第 3 項の規定に基づき関係の研究科規則で定める科目等履修

生の入学資格に関する規定にかかわらず，大学院に進学を志望する本学の学部生であって，かつ，前条の授業科目を履

修するために必要な学力を有する者とする。 

(申請手続き) 

第 5 条 先行履修を希望する者は，履修しようとする授業科目を開講する研究科が定めるところにより，当該研究科の長

に申請するものとする。 

2 前項により申請できる授業科目は，当該研究科が開講する科目に限るものとする。 

(履修の許可) 

第 6 条 前条の申請があったときは，各研究科の定めるところにより，所定の手続を経て，当該研究科の長が授業科目の

履修を許可するものとする。 

(履修単位数の上限) 

第 7 条 履修科目として申請することができる単位数の上限は，各研究科が定める。 

(修得した単位の取扱い) 

第 8 条 先行履修した学部生が当該授業科目を開講した研究科に入学した場合は，当該学生の申請に基づき，先行履修に

より修得した単位を規則第 75 条の規定に準じて，15 単位の範囲内で当該研究科が定める単位数を限度として，当該研

究科の修了要件単位に含めることができる。 

2 前項の申請は，当該研究科が定めるところにより，当該研究科長に申請するものとする。 

3 第 1 項の規定に基づき，先行履修により修得した単位を研究科の修了要件単位に含める場合は，当該授業科目の成績は，

原則として，修得時の成績とする。 

4 先行履修により修得した単位は，所属学部の卒業要件単位に含めることはできない。 

(雑則) 

第 9 条 この規程に定めるもののほか，先行履修に関し必要な事項は，先行履修を実施する研究科が，募集要項等におい

て定めるものとする。 

附 則 

この規程は，令和 5 年 10 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 8 年 3 月 31 日) 

  この規程は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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神戸大学学生懲戒規則

(平成 16 年 4 月 1 日制定) 

 改正 平成 17 年 3 月 17 日  平成 19  年 12 月 25 日  

平成 22 年  3 月 23 日  平成 27 年 3 月 31 日     

令和  6 年 3 月 25 日  令和 8 年 3 月 31 日

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 55 条の 2(第 72 条において準用する場合を含む。)に

規定する学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この規則において，「部局等」とは，学部，研究科その他学生の所属する組織をいう。 

(学生懲戒の基本的な考え方) 

第 3 条 懲戒は，学生による事件事故等に係る行為の悪質性，結果の重大性等を踏まえ，教育的指導の観点から慎重かつ

総合的に勘案して決定するものとする。 

(懲戒の対象となる行為) 

第 4 条 懲戒の対象となりうる行為は，次の行為とする。 

(1) 刑罰法令に触れる行為

(2) 本学の教育・研究活動及び管理運営に対する重大な妨害行為

(3) 本学の名誉・信用を著しく失墜させる行為

(4) その他前各号に準ずる不適切な行為

(試験等における不正行為) 

第 5 条 試験等において不正行為を行った場合の取扱いについては，高等教育推進機構教養教育院及び部局等の定めると

ころによる。ただし，当該行為が懲戒の対象となりうる行為と判断された場合にこの規則を適用することを妨げない。 

(懲戒の内容) 

第 6 条 懲戒の内容は，次のとおりとする。 

(1) 訓告 文書により注意を与え，将来を戒めること。

(2) 停学 次のとおり登校を停止させること。

イ 有期の停学 期限を付すもの

ロ 無期の停学 期限を付さず，指導による効果等の状況を勘案しながらその解除の時期を決定するもの

(3) 懲戒退学 命令により退学させ，再入学を認めないこと。

(停学期間中の措置) 

第 7 条 停学期間中における次に掲げる事項は，認めない。 

(1) 授業科目の履修及び定期試験の受験

(2) 学位論文審査の受審

(3) 本学の施設及び設備の利用

(4) 課外活動団体での活動

2 前項の規定にかかわらず，次に掲げる事項については，停学期間中であっても認めるものとする。 

(1) 停学期間終了後の授業科目履修及び学位論文審査受審のために必要な手続

(2) 特に退去を命ぜられない場合の本学の学生寮又は外国人留学生宿舎への居住

(3) 部局等の長が特に必要と認める本学の施設及び設備の利用

(4) 本学学生であることを資格要件としない課外活動団体での活動

3 当該学生が所属する部局等は，停学期間中の学生に対し，面談等により，更生に向けた指導を適宜行うものとする。 

(無期の停学の解除) 
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第 8 条 無期の停学の処分を下された学生が所属する部局等の教授会(教授会としての運営委員会等を含む。以下同じ。)

は，当該学生について，その発効日から起算して 6 月を経過した後，前条第 3 項の規定による指導の結果，停学の解除

が妥当であると認めたときは，学長に停学の解除を発議することができる。 

2 学長は，前項の発議に基づき，停学を解除する。 

(登校の停止) 

第 9 条 部局等の長は，学生の行為が懲戒対象行為に該当することが明白であり，かつ，懲戒処分がなされることが確実

である場合は，懲戒処分の決定前に当該学生に対して登校の停止を命ずることができる。この場合において，登校停止

の期間は，停学期間に算入することができる。 

2 登校停止期間中の措置は，第 7 条の規定に準ずるものとする。 

(部局等の長の指導) 

第 10 条 学生による事件事故等が懲戒に至らない程度のものである場合は，部局等の長は，学生に対し，教育的措置とし

て文書又は口頭により厳重注意その他の指導を行うことができる。 

(自主退学・休学) 

第 11 条 部局等の長は，懲戒の対象となる行為を行ったとされる学生が，懲戒処分の決定前に退学を願い出た場合は，こ

れを受理しないものとする。 

2 部局等の長は，懲戒処分の決定後は，休学期間が停学期間と重複する休学の願い出は，受理しないものとする。 

(懲戒の発議) 

第 12 条 部局等の長は，懲戒の対象となりうる行為があったと認めるときは，速やかに学長に報告するものとする。 

2 前項の行為を行った学生の所属する部局等の教授会は，当該行為に係る事実関係を調査し，懲戒処分の要否等について

審議するものとする。 

3 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成 18 年 1 月 24 日制定。以下「規程」という。)

第 2 条第 1 号に規定する行為を行った場合は，規程第 6 条第 8 項に定める調査報告をもって事実関係の調査に代えるも

のとする。 

4 学長が指名した理事は，第 2 項の調査及び審議に際し，必要に応じて，教授会に対し意見を述べることができる。 

5 教授会は，懲戒処分の必要があると認めたときは，事実関係についての調査報告書及び懲戒処分案を作成し，学長に懲

戒の発議を行わなければならない。 

(複数の部局等に係わる場合の懲戒手続) 

第 13 条 懲戒の対象となりうる行為が，異なる部局等に所属する複数の学生によって引き起こされた場合は，教授会は，

事実関係の調査及び審議に際して，相互に連絡し，調整するものとする。 

(弁明) 

第 14 条 教授会は，第 12 条第 2 項の事実関係の調査を行うに当たり，当該学生にその旨を告知し，口頭又は文書による

弁明の機会を与えなければならない。 

2 当該学生は，弁明の際，必要な証拠を提出し，証人の喚問を求めることができるとともに，補佐人を指名し，その補佐

を受けることができる。 

3 弁明の機会を与えられたにもかかわらず，正当な理由もなく当該学生が欠席し，又は弁明書を提出しなかった場合は，

この権利を放棄したものとみなす。 

(懲戒処分の決定) 

第 15 条 学長は，第 12 条第 5 項により教授会から発議があったときは，教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議

を経て，懲戒処分を決定する。 

2 評議会は，前項の審議において必要があると認め，改めて事実関係の調査及び審議を行う場合においては，前条の規定

を準用する。 

(懲戒処分の通知) 

第 16 条 学長は，懲戒処分を決定した場合は，当該学生に通知しなければならない。 
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2 懲戒処分の通知は，処分理由を記載した懲戒処分書を当該学生に交付することにより行う。ただし，交付の不可能な場

合には，他の適当な方法により通知する。 

(懲戒の発効) 

第 17 条 懲戒の発効日は，懲戒処分書の交付日とする。ただし，やむをえない場合は，この限りでない。 

(懲戒に関する記録) 

第 18 条 懲戒を行った場合は，当該学生の学籍簿にその内容を記録するものとする。 

2 証明書その他修学状況に関する文書については，原則として懲戒の内容を記載しないものとする。 

(異議申立て) 

第 19 条 懲戒処分を受けた者は，事実誤認，新事実の発見その他の正当な理由があるときは，懲戒の発効日から起算して

14 日以内に，文書により学長に異議申立てを行うことができる。 

2 学長は，前項の異議申立てがあったときは，再審査の要否を評議会に付議するものとする。 

3 評議会が再審査の必要があると認めたときは，学長は，教授会に再審査を要請するものとする。 

(守秘義務) 

第 20 条 学生の懲戒に関する事項に関わった職員は，その地位にあることから知り得た情報に関する守秘義務を負う。こ

の義務は，その地位を解かれた後も継続する。 

(雑則) 

第 21 条 この規則に定めるもののほか，学生の懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則の施行前に神戸大学学則等を廃止する規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)の規定による廃止前の神戸大学学生懲戒

規則の規定によりなされた処分その他の行為は，この規則の規定によりなされた処分その他の行為とみなす。 

附 則(平成 17 年 3 月 17 日) 

この規則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年 12 月 25 日) 

この規則は，平成 19 年 12 月 25 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 3 月 23 日) 

この規則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行し，改正後の神戸大学学生懲戒規則の規定は，施行日以後に第 7 条第 1 項の規

定により決定される懲戒処分から適用する。 

附 則(平成 27 年 3 月 31 日) 

この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 6 年 3 月 25 日) 

1 この規則は，令和 6 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則の施行前に行われた学生の行為に対する懲戒処分の適用については，なお従前の例による。 

附 則(令和 8 年 3 月 31 日) 

この規則は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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ＧＰＡについて 

Ⅰ．ＧＰＡとは 

ＧＰＡとは、下記「成績評価基準」（秀、優、良、可、不可）に基づいて評価した成績の単位数に、それぞれのＧＰ

（Grade Point）を掛けて合計したものを、履修登録を行った単位数の合計で割って計算した、１単位あたりのＧＰ

平均値（Average）です。 

Ⅱ．ＧＰＡ計算について 

１．履修登録した科目のうち、ＧＰＡ計算式に入らない科目があります。 

① 成績を「合格」で評価する科目 

② 他大学等で単位修得し、神戸大学が「認定」とした科目 

③ 履修取り消しをした科目（以下「Ⅲ．履修取消制度について」参照） 

④ 資格免許のための科目（教職科目、学芸員関連科目）(*) 

(* 一部の学部・研究科では計算式に入る科目があります。所属学部、研究科毎にお知らせします。) 

⑤ 所属学部・研究科で指定した科目（所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

2．再履修をした場合、過去の「不可」の成績は、原則としてＧＰＡ計算式に入りません。 

・「不可」（不合格）と成績評価された科目を、再び履修登録した場合、再履修した時の「不可～秀」（ＧＰ

=0～４.3）の成績がＧＰＡ計算式に入り、当該科目について過去に付いた「不可」（GP=0）の成績が、

再履修した学期以降のＧＰＡ計算式から除外されます。ただし、過去に計算されたＧＰＡ（学期）の値は

変更されません。 

※所属学部・研究科によっては「除外されない科目」がありますので注意してください。 

（所属学部・研究科毎にお知らせします。） 

Ⅲ．履修取消制度について 

学期初めに履修登録を行った科目について、途中で履修を中止したい場合、クォーター毎に設けられる履修取消

期間中に、履修を取り消すことができます。 

〔履修取消期間〕 

各クォーターの履修取消期間は別途掲示等でお知らせします。 

〔取消の対象となる科目〕 

以下のとおり、授業が始まるクォーターの履修取消期間に取消が可能です。 

評語名 

（和文） 

評語名 

（英文） 
最小点 最大点 ＧＰ 

秀 Ｓ 90 100 ４.３ 

優 Ａ 80 89 ４ 

良 Ｂ 70 79 ３ 

可 Ｃ 60 69 ２ 

不可 Ｆ 0 59 ０ 

［履修登録した科目の単位数×当該科目のＧＰ］の合計 

履修登録した科目の単位数合計（不可を含む）  

※「可」以上が「合格」となり、単位が修得できる。

「成績評価基準」 

ＧＰＡ＝
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 取消の対象となる開講科目 

第1 クォーター履修取消期間 第1 クォーター開講科目、前期開講科目、通年開講科目 

第2 クォーター履修取消期間 第2 クォーター開講科目 

第3 クォーター履修取消期間 第3 クォーター開講科目、後期開講科目 

第4 クォーター履修取消期間 第4 クォーター開講科目 

       

☆履修登録や履修取消は、原則として学生自らが「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で行います。 

 

・取り消した科目は、「履修科目一覧表」や「学業成績表」で確認でき、ＧＰＡ計算式に入りません。 

 

・履修取消期間中に取り消さなかった科目は、成績評価の対象となります。取り消さずに途中で履修を中止した場合、

成績評価は「不可」（不合格）となり、ＧＰＡ計算式に入りますので、注意してください。 

 

・取り消した科目も「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」(*)の単位数に入ります。 

履修登録前までに、各授業科目のシラバスで授業内容を必ず確認し、年間の履修計画をしっかりと立てた上で、履

修登録と履修取消を行ってください。 

(*「履修登録単位の上限（ＣＡＰ制）」とは、年間又は学期毎に履修登録できる単位数の上限のことです。上限の単位数

については、所属学部・研究科毎にお知らせします。) 

 

・取り消した科目は、履修取消期間終了後、その開講期間中に再び受講（履修）することはできません。 

 

※修学上の理由から、「履修取消ができない科目」と「履修取消期間中に取消ができない科目」があります。詳細につ

いては、所属学部・研究科毎にお知らせします。 

 

Ⅳ．ＧＰＡの通知について(対象：学部生、一部の大学院生) 
 

・成績評価及び「ＧＰＡ」は学期毎に通知されます。併せて「科目ＧＰ(単位数×ＧＰ)」と「ＧＰＡ（学期）」も通知さ

れます。 

 

 ・通知されたＧＰＡにより、学期毎及び在学中の成績評価の平均値を確認し、学修成果の指標とすることができます。 

 

  ☆成績評価とＧＰＡは、学生自ら「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）で確認できます。 

 

  例えば、下記の成績照会画面（例）では、ＧＰＡは「3.11」です。2026 年度前期のＧＰＡは「3.00」でしたが、 

2026 年度後期のＧＰＡは「3.22」でしたので、後期の成績評価（平均）が、前期の成績評価（平均）より上昇した 

ことがわかります。 

 

 

 

   ※ＧＰＡは小数点第３位を四捨五入して表示されます。 

 

 

■ＧＰＡ 

ＧＰＡ 科目ＧＰ合計 計算単位数 計算日 

3.11 118.0 38 2027 年3 月5 日 

■ＧＰＡ（学期） 

年度 
前期 後期 

ＧＰＡ（学期） 科目ＧＰ合計 計算単位数 計算日 ＧＰＡ（学期） 科目ＧＰ合計 計算単位数 計算日 

2026 年度 3.00 60.0 20 2026 年9 月5 日 3.22 58.0 18 2027 年3 月5 日 

No 区 分 科目大区分 科目中区分 科目 単位数 修得年度 修得学期 評価 評語 科目ＧＰ 合否 

1 全学共通授業科目 教養科目 総合系 ○○○○○ 2.0 2026 前期 S 秀 8.6 合 

成績照会画面（例）：「うりぼーネット」（Ｗｅｂ）単位修得状況照会 
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試験等における不正行為に対する成績の措置についての申合せ 

 

平成 28 年 4 月 28 日 

全学教務委員会決定 

平成 28 年 9 月 28 日 

全学教務委員会一部改正  

令和元年 9 月 18 日 

全学教務委員会一部改正 

 

授業科目の試験等において不正行為を行った場合の成績については下記のとおり措置するも

のとする。 

 

記 

 

１． 試験及びレポート等において不正行為を行った場合，当該科目を開講する学期に履修し

た授業科目（通年科目，セメスター開講科目及びクォーター開講科目）の成績を全て無効

とする。 

   ただし，成績を無効としない科目は各部局が定めることができる。 

 

２． この申合せにおけるレポート等とは，成績評価のために課す提出物をいう。 

レポート等において不正とみなす行為については，各部局で定めるものとする。 

 

 

 

 附 則(平成 28 年 9 月 28 日) 

 この申合せは，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和元年 9 月 18 日) 

 この申合せは，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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２．全学共通授業科目関係 



神戸大学全学共通授業科目履修規則 

(平成 16 年 4 月 1 日制定) 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は，神戸大学教学規則(平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「教学規則」という。)第 28 条第 1 項の規定に基

づき，全学に共通する授業科目(以下「全学共通授業科目」という。)の履修方法，試験等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第 2 条 削除 

(全学共通授業科目及び単位数) 

第 3 条 全学共通授業科目及び単位数は，別表のとおりとする。 

2 前項に規定するもののほか，臨時に全学共通授業科目を開設することがある。 

3 前項の授業科目及び単位数は，開設の都度定める。 

(全学共通授業科目の年次配当) 

第 4 条 全学共通授業科目の各年次の配当は，各学部規則の定めるところによる。 

(履修要件) 

第 5 条 全学共通授業科目の履修要件は，各学部規則の定めるところによる。 

(履修手続) 

第 6 条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする全学共通授業科目を所属学部長に届け出なければならな

い。 

(試験) 

第 7 条 試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学期末及びクォーター末

以外の時期に行うことがある。 

2 前項の規定にかかわらず，平常の成績をもって試験に代えることがある。 

3 不合格となった全学共通授業科目については，再試験を行わない。ただし，別に定める条件を満たす場合は，この限り

でない。 

4 試験に欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，神戸大学高等教育推進機構教養教育院において特別の理由

があると認めた場合は，この限りでない。 

(成績評価基準) 

第 8 条 教学規則第 30 条に規定する成績評価基準については，別に定める。 

(雑則) 

第 9 条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，神戸大学高等教育推進機構教養教育院長が

定める。 

附 則 

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成 16 年 4 月 1 日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，神戸大学学則等を廃止する規則(平成 16 年 4 月 1 日制

定)第 2 条の規定による廃止前の神戸大学全学共通授業科目履修規則の規定の例による。 

附 則(令和 8 年 3 月 31 日) 

この規則は，令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 
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数学Ａ 1

数学Ｂ 1

教養とは何か 1 数学Ｃ 1

多言語と多文化の世界 1 数学Ｄ 1

情報基礎 1 統計学Ａ 1

データサイエンス基礎学 1 統計学Ｂ 1

哲学 1 物理学Ａ 1

論理学 1 物理学Ｂ 1

倫理学 1 現代物理学が描く世界 1

科学技術と倫理 1 身近な物理法則 1

心理学Ａ 1 化学Ａ 1

心理学Ｂ 1 化学Ｂ 1

教育学Ａ 1 生物学A 1

教育学Ｂ 1 生物学B 1

教育と人間形成 1 生物学C 1

言語科学Ａ 1 生物学D 1

言語科学Ｂ 1 生命科学Ａ 1

文学Ａ 1 生命科学Ｂ 1

文学Ｂ 1 医学Ａ 1

芸術と文化Ａ 1 医学Ｂ 1

芸術と文化Ｂ 1 保健学Ａ 1

芸術史Ａ 1 保健学Ｂ 1

芸術史Ｂ 1 健康科学Ａ 1

美術史Ａ 1 健康科学Ｂ 1

美術史Ｂ 1 惑星学A 1

科学史Ａ 1 惑星学B 1

科学史Ｂ 1 情報学Ａ 1

日本史Ａ 1 情報学Ｂ 1

日本史Ｂ 1 ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり）基礎 1

東洋史Ａ 1 ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり）Ａ 1

東洋史Ｂ 1 ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり）Ｂ 1

アジア史Ａ 1 環境学入門Ａ 1

アジア史Ｂ 1 環境学入門Ｂ 1

西洋史Ａ 1 海への誘い 2

西洋史Ｂ 1 瀬戸内海学入門 2

考古学Ａ 1 社会と人権Ａ 1

考古学Ｂ 1 社会と人権Ｂ 1

法学Ａ 1 社会と人権C 1

法学Ｂ 1 ジェンダーとセクシュアリティＡ 1

社会生活と法 1 ジェンダーとセクシュアリティＢ 1

国家と法 1 阪神・淡路大震災と都市の安全 1

政治学Ａ 1 ボランティアと社会貢献活動Ａ 1

政治学Ｂ 1 ボランティアと社会貢献活動Ｂ 1

政治と社会 1 地域社会形成基礎論 1

経済学Ａ 1 ひょうご神戸学 1

経済学Ｂ 1 日本酒学入門 1

現代の経済Ａ 1 神戸大学史 1

現代の経済Ｂ 1 神戸大学研究最前線 1

経済社会の発展 1 社会基礎学 2

経営学 1 職業と学び-キャリアデザインを考えるA 1

社会学 1 職業と学び-キャリアデザインを考えるＢ 1

教育と社会 1 価値創造論基礎 1

地理学 1 価値創造論A 1

社会思想史 1 価値創造論Ｂ 1

文化人類学 1 価値創造論C 1

現代社会論Ａ 1 アントレプレナーシップ入門 1

現代社会論Ｂ 1

越境する文化 1

生活環境と技術 1

総
合
系

別表（第３条関係）
　全学共通授業科目及び単位数

教
養
科
目

単位 備　考授　　業　　科　　目授業科目の区分等

基
盤
系

人
文
系

教
養
科
目

社
会
系

自
然
系

社
会
と
環
境

価
値
と
創
造
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食と健康Ａ 1 多言語セミナー３（ラテン語） 1

食と健康Ｂ 1 多言語セミナー４（ラテン語） 1

生物資源と農業Ａ 1 複言語共修セミナー（タンデム） 1

生物資源と農業Ｂ 1 複言語共修セミナー（外国語としての日本語） 1

生物資源と農業Ｃ 1 グローバルリーダーシップ育成基礎演習 2

生物資源と農業Ｄ 1 多文化共生のための日本語コミュニケーション 1

科学技術と社会Ａ 1 海外留学のすすめA 1

科学技術と社会Ｂ 1 海外留学のすすめB 1

科学技術と社会Ｃ 1 グローバルラーニングスキルズ 1

科学技術と社会Ｄ 1 グローバルエキスパートセミナー 1

カタチの文化学 1 グローバルチャレンジ実習 1又は2

カタチの自然学Ａ 1 国際共修プロジェクト 1又は2

カタチの自然学Ｂ 1 国際協力の現状と課題Ａ 1

カタチの科学 1 国際協力の現状と課題Ｂ 1

放射線科学 2 国際協力アクティブ・ラーニングＡ 2

データサイエンス概論Ａ 1 国際協力アクティブ・ラーニングＢ 2

データサイエンス概論Ｂ 1 国際協力アクティブ・ラーニングＣ 2

データサイエンス基礎演習 1 Academic English Communication A1 0.5

データサイエンスPBL演習 1 Academic English Communication A2 0.5

外国語セミナーＡ（英語） 1 Academic English Communication B1 0.5

外国語セミナーＢ（英語） 1 Academic English Communication B2 0.5

外国語セミナーＣ（英語） 1
Academic English Communication
B1 （ACE）

0.5

外国語セミナーＤ（英語） 1
Academic English Communication
B2 （ACE）

0.5

外国語セミナーＡ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy A1 0.5

外国語セミナーＢ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy A2 0.5

外国語セミナーＣ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy B1 0.5

外国語セミナーＤ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy B2 0.5

外国語セミナーＥ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy B1 （ACE） 0.5

外国語セミナーＦ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy B2 （ACE） 0.5

外国語セミナーＡ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ａ１ 0.5

外国語セミナーＢ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ａ２ 0.5

外国語セミナーＣ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ｂ１ 0.5

外国語セミナーＤ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ｂ２ 0.5

外国語セミナーＥ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ａ３ 0.5

外国語セミナーＦ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ａ４ 0.5

外国語セミナーＡ（中国語） 1 ドイツ語初級Ｂ３ 0.5

外国語セミナーＢ（中国語） 1 ドイツ語初級Ｂ４ 0.5

外国語セミナーＣ（中国語） 1 ドイツ語初級ＳＡ３ 0.5

外国語セミナーＤ（中国語） 1 ドイツ語初級ＳＡ４ 0.5

外国語セミナーＥ（中国語） 1 ドイツ語初級ＳＢ３ 0.5

外国語セミナーＦ（中国語） 1 ドイツ語初級ＳＢ４ 0.5

外国語セミナーＡ（ロシア語） 1 ドイツ語中級Ｃ１ 0.5

外国語セミナーＢ（ロシア語） 1 ドイツ語中級Ｃ２ 0.5

外国語セミナーＣ（ロシア語） 1 フランス語初級Ａ１ 0.5

外国語セミナーＤ（ロシア語） 1 フランス語初級Ａ２ 0.5

外国語セミナーＥ（ロシア語） 1 フランス語初級Ｂ１ 0.5

外国語セミナーＦ（ロシア語） 1 フランス語初級Ｂ２ 0.5

多言語セミナー１（スペイン語） 1 フランス語初級Ａ３ 0.5

多言語セミナー２（スペイン語） 1 フランス語初級Ａ４ 0.5

多言語セミナー３（スペイン語） 1 フランス語初級Ｂ３ 0.5

多言語セミナー４（スペイン語） 1 フランス語初級Ｂ４ 0.5

多言語セミナー1（イタリア語） 1 フランス語初級ＳＡ３ 0.5

多言語セミナー２（イタリア語） 1 フランス語初級ＳＡ４ 0.5

多言語セミナー３（イタリア語） 1 フランス語初級ＳＢ３ 0.5

多言語セミナー４（イタリア語） 1 フランス語初級ＳＢ４ 0.5

多言語セミナー１（韓国語） 1 フランス語中級Ｃ１ 0.5

多言語セミナー２（韓国語） 1 フランス語中級Ｃ２ 0.5

多言語セミナー３（韓国語） 1 中国語初級Ａ１ 0.5

多言語セミナー４（韓国語） 1 中国語初級Ａ２ 0.5

多言語セミナー１（ラテン語） 1 中国語初級Ｂ１ 0.5

多言語セミナー２（ラテン語） 1 中国語初級Ｂ２ 0.5
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中国語初級Ａ３ 0.5 基礎無機化学１ 1

中国語初級Ａ４ 0.5 基礎無機化学２ 1

中国語初級Ｂ３ 0.5 基礎物理化学１ 1

中国語初級Ｂ４ 0.5 基礎物理化学２ 1

中国語初級ＳＡ３ 0.5 基礎有機化学１ 1

中国語初級ＳＡ４ 0.5 基礎有機化学２ 1

中国語初級ＳＢ３ 0.5 化学実験１ 1

中国語初級ＳＢ４ 0.5 化学実験２ 1

中国語中級Ｃ１ 0.5 生物学概論Ａ１ 1

中国語中級Ｃ２ 0.5 生物学概論Ａ２ 1

ロシア語初級Ａ１ 0.5 生物学概論Ｂ１ 1

ロシア語初級Ａ２ 0.5 生物学概論Ｂ２ 1

ロシア語初級Ｂ１ 0.5 生物学概論Ｃ１ 1

ロシア語初級Ｂ２ 0.5 生物学概論Ｃ２ 1

ロシア語初級Ａ３ 0.5 生物学概論Ｄ１ 1

ロシア語初級Ａ４ 0.5 生物学概論Ｄ２ 1

ロシア語初級Ｂ３ 0.5 生物学各論Ａ１ 1

ロシア語初級Ｂ４ 0.5 生物学各論Ａ２ 1

ロシア語中級Ｃ１ 0.5 生物学各論C１ 1

ロシア語中級Ｃ２ 0.5 生物学各論Ｃ２ 1

第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 0.5 生物学各論Ｄ１ 1

第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 0.5 生物学各論Ｄ２ 1

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３ 0.5 生物学各論Ｅ１ 1

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４ 0.5 生物学各論Ｅ２ 1

第三外国語（フランス語）Ｔ１ 0.5 生物学実験１ 1

第三外国語（フランス語）Ｔ２ 0.5 生物学実験２ 1

第三外国語（フランス語）Ｔ３ 0.5 基礎地学１ 1

第三外国語（フランス語）Ｔ４ 0.5 基礎地学２ 1

健康・スポーツ科学講義Ａ 1 日本国憲法１ 1

健康・スポーツ科学講義Ｂ 1 日本国憲法２ 1

健康・スポーツ科学実習基礎 1

健康・スポーツ科学実習１ 0.5

健康・スポーツ科学実習２ 0.5

情報科学１ 1

情報科学２ 1

心と行動 2

線形代数入門１ 1

線形代数入門２ 1

線形代数１ 1

線形代数２ 1

線形代数３ 1

線形代数４ 1

微分積分入門１ 1

微分積分入門２ 1

微分積分１ 1

微分積分２ 1

微分積分３ 1

微分積分４ 1

数理統計１ 1

数理統計２ 1

物理学入門 1

力学基礎１ 1

力学基礎２ 1

電磁気学基礎１ 1

電磁気学基礎２ 1

連続体力学基礎 1

熱力学基礎 1

量子力学基礎 1

相対論基礎 1

物理学実験基礎 1

物理学実験 2
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教養教育院開講科目の追試験に関する内規 
 

(平成 16 年 4 月 1 日 制定)   

最終改正 令和 8 年 1月 22 日 

 

第 1 条 神戸大学全学共通授業科目履修規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)第 7 条第 4 項の規定に基づ

き，追試験に関する事項について定める。 

第 2 条 追試験は原則として行わないが，次の各号の一に該当する場合は，高等教育推進機構教養

教育院教養教育委員会の議を経て行うことがある。 

 (1) 急性の病気 

 (2) 忌引(配偶者，二親等内の親族) 

 (3) 不慮の事故(自損，他損を問わない。) 

  (4) 公共交通機関の運休又は大幅な遅延 

  (5) 大学の授業科目として行われる実習（教育実習，介護体験，学外での調査・見学等） 

  (6) その他やむを得ない事由 

2  前項第 1号に規定する「急性の病気」については，医師の診断書（治療期間の明記されたもの

に限る）又は診断書に準ずるものが提出された場合，あるいは提出することを条件に，これを認め

るものとする。 

3 第 1 項第 2 号の忌引の期間は，次の各号に掲げる親族に応じ，当該各号に定める期間とする。 

 (1) 配偶者又は父母 7 日以内 

 (2) 子 5 日以内 

 (3) 配偶者の父母 3 日以内 

 (4) 二親等の親族 3 日以内 

第 3 条 追試験受験の願い出は，事由を明記した追試験受験願(所定の用紙)に診断書又は証明書等

を添付して教養教育院長に提出するものとする。 

第 4 条 追試験受験願の提出期限は当該定期試験終了後 1 週間以内とする。 

第 5 条 追試験の実施時期は原則として，許可後 1 週間以内とする。 

第 6 条 定期試験期間以外に実施される期末試験についても取扱いを同じとする。 

第 7 条 休学及び欠席届の期間中に実施された試験科目については，追試験を行わない。 

 

   附 則 

 この内規は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

 この内規は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

 附 則 

 この内規は，令和 4年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この内規は，令和 7年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この内規は，令和 8年 4 月 1 日から施行する。 
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協定等に基づき留学する学生の教養教育院開講科目の定期試験の取扱いに関する申合せ 

                                (平成 16 年 4 月 1 日 制定) 

                              最終改正 令和 8 年 1 月 22 日 

 

l． 協定に基づき留学（短期海外研修等を含む。）する学生または神戸大学の教育プログラム（海外

で実施されるものに限る。）に参加する学生が，教養教育院開講科目の定期試験を受験できない場

合には，定期試験の実施日の変更を認めることがある。 

2． 前項に該当する学生で定期試験の実施日の変更を希望する者は，原則として出発日の属する月

の前々月の 10 日までに高等教育推進機構教養教育院長に別紙様式により申し出るものとする。な

お，特別な事情により，期日までに申し出ることができない場合は，理由書（様式自由）を添付

し，その旨を申し出るものとする。 

3． 定期試験の実施日の変更は，高等教育推進機構教養教育院教養教育委員会の了承を経て，行う

ものとする。 

4． 定期試験の実施は，担当教員の指示する方法によるものとする。 

 

   附 則 

この申合せは，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，平成 29 年 6 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，令和 4年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，令和 8年 4 月 1 日から施行する。 
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学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申合せ 

（平成 26 年 1 月 23 日 制定） 

最終改正 令和 4 年 1月 27 日 

 
 
 この申合せは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，厳格性を

確保するため，その手続きについて定める。 
 
（申し立ての理由） 
 学生は受講した教養教育院開講科目に関する成績評価について，当該授業科目の成績評価基準

に照らして疑義がある場合は，教養教育院長に申し立てを行い，成績評価について，担当教員に説

明を求めることができるものとする。 
 
（申し立ての手続き） 
 成績評価に対する申し立ては，所属学部での成績発表後１週間以内に行うこととし，申し立てを

行う授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の用紙に記入し，学務課共通

教育グループに提出することとする。 
 
（申し立てへの対応） 
 申し立てを受けた当該授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について速やか

に学務課共通教育グループを通じ，回答を行うものとする。 
また，その結果については，授業担当教員等は書面により，教養教育院長に報告することとする。 

 
附 則 

この申合せは，平成 26 年 2 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この申合せは，令和 4年 4 月 1 日から施行する。 
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全学共通授業科目におけるＧＰＡの対象外科目について 

（令和７年度入学者から適用） 

 

    （平成 24 年 5 月 31 日 運営協議会決定） 

最 終 改 正  令 和 6 年 1 2 月 2 6 日 

適用年月日  令 和 7 年 4 月  1 日 

 

全学共通授業科目におけるＧＰＡの対象外科目は，次の表のとおりとする。 

 

授業科目の区分等 授 業 科 目 単位 備  考 

教養科目 基盤系 教養とは何か 1 合否評価 

多言語と多文化の世界 1 合否評価 

情報基礎 1 合否評価 

総合系 世界と日本 国際共修プロジェクト 1 認定科目 

共通専門基礎科目 物理学入門 1 合否評価 

資格免許のための科目 日本国憲法 1 1  

日本国憲法 2 1  
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全学共通授業科目に係る大学以外の教育施設等における学修等に関する内規 

（平成 29 年 1 月 26 日 制定） 

最終改正 令和 8 年 1月 22 日  

（趣旨） 

第 1 条 この内規は，神戸大学教学規則（平成 16 年 4 月 1 日制定。以下「規則」という。）第 35 条第 1項及

び第36条第2項に規定する大学以外の教育施設等における学修及び入学前の大学以外の教育施設等におけ

る学修について必要な事項を定める。 

 

(定義) 

第 2 条 この内規において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) ギャップターム 在学中に授業を履修せず，大学以外で学修する期間をいう。 

(2) 海外学修 ギャップタームにおいて，海外で，語学学校における研修，インターンシップ及びボラン

ティア活動等の学修を行うことをいう。 

 

（単位授与を行う学修等） 

第 3 条 規則第 35 条第 1 項及び第 36 条第 2 項により全学共通授業科目の履修とみなし，単位授与を行うこ

とができる学修等は，別表第 1 及び別表第 2 のとおりとする。 

 

（申請手続等） 

第 4 条 別表第 1 及び別表第 2 に定める学修について単位授与を受けようとする者は，全学共通授業科目の

単位授与申請書により，大学が定める期日までに所属学部長に申請するものとする。申請手続きは以下に

示す。 

（１）学生は，原則として海外学修開始の 2 月前までに，「海外渡航届」を提出のうえ「ギャップタームに

おける海外学修計画書」（別記様式第１号）に海外学修予定がわかる書面を添えて，所属学部長に事前

に報告するものとする。 

（２）所属学部長は，学生が行う活動を海外学修と認める場合には，「ギャップタームにおける海外学修計

画書」の写しを添えて，教養教育院長に報告するものとする。 

（３）所属学部長からの報告を受け，教養教育院長は，当該クォーターに履修する科目の事前履修登録は

行わないものとする。 

（４）学生は海外学修終了後定められた期限までに，英語外部試験のスコアを添付して「海外学修実施報

告書兼全学共通授業科目の単位授与申請書」（別記様式第２号）を，所属学部長に提出するものとする。 

2 休学中の者は，別表第 1 に定める科目の申請はできない。 

 

（審査及び単位授与） 

第 5 条 各学部長は，前条の規定による申請があった場合は，教授会の議を経て単位授与を行い，所定の期

日までに神戸大学高等教育推進機構教養教育院長（以下「教養教育院長」という。）へ報告するものとする。 

2 既に単位を修得済みの授業科目について，重複して単位授与を行うことはできない。 

3 この内規により全学共通授業科目の単位授与を受けた際の英語外部試験の成績をもって他の全学共通授

業科目及び専門科目の単位授与を受けることはできない。 

4 別表第 2に定める学修に関する単位授与は，1回に限るものとする。 

 

（申請者への通知） 

第 6 条 単位授与の結果は，成績証明書への記載により申請者に通知するものとする。 

 

（雑則） 

第 7 条 この内規に定めるもののほか，この内規の実施に関し必要な事項は，教養教育院長が定める。 

 

附 則 

この内規は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この内規は，平成 30 年 4 月 1 日から施行し，改正後の全学共通授業科目に係る大学以外の教育施設等にお 

ける学修等に関する内規の規定は，平成 29 年度に入学した者から適用する。 
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附 則 

1 この内規は，平成 31 年 4 月 1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成 31 年 4 月 1 日以後において在学者

の属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

この内規は，令和 2年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

1 この内規は，令和 3年 4 月 1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 3年 4 月 1日以後において在学者の

属する年次に転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附 則 

この内規は，令和 4年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

1 この内規は，令和 5年 4 月 1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 5年 4 月 1日以後において在学者の

属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 2 の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

附 則 

1 この内規は，令和 7年 4 月 1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和 7年 4 月 1日以後において在学者の

属する年次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第 2 の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

附 則 

この内規は，令和 8年 4月 1 日から施行する。 
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別表第 1(第 3 条関係) 単位授与の対象とする学修等 

申請時期

※1 

対象とする英語外部試験の得点又は級  対象学部（学科） 授業科目名 単位数 単位授与の時期 

※1 

評価 受験年月日 ※1 

入学年度

の 6 月中

の内、指

定する期

日 

TOEFL-ITP 560 以上 

TOEFL-iBT 83 以上 

TOEIC Listening & Reading Test(-IP) 800 以上 

IELTS 6.0 以上 

実用英語技能検定 １級 

全学部 Academic English Literacy B1 

Academic English Literacy B2 

Academic English Communication B1 

Academic English Communication B2 

2 1 年次前期 秀 入学前年度 6 月 1 日

以降に受験したもの 

※1 入学月より休学し，在学期間のない学生が４月より復学する場合は，申請時期を「復学直後の 6月中の内、指定する期日」，単位授与の時期を「復学年度の前期」，受験年

月日を「復学前年度 6月 1 日以降に受験したもの」とする。 

 

別表第 2(第 3 条関係) 単位授与の対象とする学修等 

配当年次等 対象とする英語外部試験の得

点 

対象学部 授業科目名 単位数 単位授与の時期 評価 申請期限 受験年月日 

1 年次第 1

クォーター 

TOEFL-ITP 480 以上 

TOEFL-iBT 55 以上 

TOEIC Listening & Reading 

Test(-IP) 650 以上 

全学部 Academic English Literacy A1 

Academic English Communication A1 

1 海外学修を行っ

た年度の前期 

合格 海外学修を

行った年度

の前期末 

申請の 1年前から，海

外学修を行った年度

の前期末までに受験

したもの 

1 年次第 2

クォーター 

全学部 Academic English Literacy A2 

Academic English Communication A2 

1 合格 海外学修を

行った年度

の第3クォー

ター末 

申請の 1年前から，海

外学修を行った年度

の第3クォーター末ま

でに受験したもの 

1 年次第 3

クォーター 

TOEFL-ITP 490 以上 

TOEFL-iBT 58 以上 

TOEIC Listening & Reading 

Test(-IP) 680 以上 

全学部 Academic English Literacy B1 

Academic English Communication B1 

1 海外学修を行っ

た年度の後期 

合格 海外学修を

行った年度

の後期末 

申請の 1年前から，海

外学修を行った年度

の後期末までに受験

したもの 

1 年次第 4

クォーター 

全学部 Academic English Literacy B2 

Academic English Communication B2 

1 合格 海外学修を

行った翌年

度の第1クォ

ーター末 

申請の 1年前から，海

外学修を行った翌年

度の第1クォーター末

までに受験したもの 
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３．学 部 規 則 関 係 



神戸大学経営学部規則 

（平成16年4月1日制定） 

改正 平成18年3月17日 平成18年5月12日 

平成19年2月27日   平成21年2月6日 

平成21年12月16日 平成22年3月12日 

平成23年3月31日 平成24年3月21日 

平成25年3月27日 平成26年3月26日 

平成26年6月26日 平成27年3月31日 

平成28年3月31日 平成28年9月30日 

平成29年3月31日 平成30年3月30日 

平成31年3月29日   令和2年3月31日 

令和3年3月31日   令和4年3月31日 

令和4年5月31日   令和5年3月31日 

令和6年3月29日   令和7年3月31日 

令和8年3月31日  

（趣旨） 

第1条 この規則は，神戸大学教学規則（平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。）に基づき，神

戸大学経営学部（以下「本学部」という。）に関する必要な事項について定めるものとする。 

（教育研究上の目的） 

第1条の2 本学部は，わが国における経営学・会計学・商学の中核的教育研究拠点(Center of 

Excellence)(以下「COE」という。)として，その各分野における先端的な教育研究を行い，経営学・会

計学・商学の領域において幅広い知識とそれを基盤とした専門的能力を身に付け，人間性，創造性，国

際性に優れ，次世代の知識・産業社会において知的リーダーシップを発揮できる人材の育成を目的とす

る。 

（学科） 

第2条 本学部に経営学科を置く。 

（学科目） 

第2条の2 本学部の学科に次の学科目を置く。 

経営学 

  会計学 

  商学 

（専攻分野） 

第3条 経営学科に次の専攻分野を置く。 

経 営 学 分 野 

会 計 学 分 野 

市場科学分野 

（専攻分野の届け出） 

第4条 学生は，前条に定める専攻分野のいずれかに所属しなければならない。 

－105－



2 学生は，入学後指定の期日までに志望する専攻分野を神戸大学経営学部長（以下「学部長」という。）

に届け出なければならない。ただし，研究指導を選択した者は，指導教員が属する分野を志望したもの

とみなす。 

3 所属した専攻分野は，特別の理由がない限り，その変更を認めない。 

（授業科目及び単位数） 

第5条 本学部における授業科目及び単位数は，別表第1のとおりとする。 

2 前項の授業科目の各年次の配当は，別に定める。 

3 第1項に規定するもののほか，臨時に授業科目を開設することがある。 

4 前項の授業科目及び単位数並びに授業科目の各年次の配当は，開設の都度定める。 

5 教学規則第27条第2項の規定により開設する授業科目については，別に定める。 

（単位の基準） 

第6条 各授業科目の単位の計算は，15時間の授業をもって1単位とする。 

（履修要件） 

第7条 学生は，別表第2に定めるところに従い，所定の単位を修得しなければならない。 

2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき所定の単位のうち，第5条第5項の授業科目の履修によ

り修得する単位数は，60単位を超えないものとする。ただし，第5条第5項の授業科目を除く授業科目の

履修により64単位以上を修得しているときは，この限りではない。 

3 学生は，入学後1年6月を経過した時において，別に定める単位修得基準を満たさなければ研究指導を

履修することができない。 

4 外国人留学生が教学規則第26条第2項の規定により開設された授業科目の単位を修得したときは，別に

定めるところによりこれらの単位数を前項に規定する修得すべき単位数に算入することができる。 

（履修科目の登録の上限） 

第8条 教学規則第29条第1項の規定に基づく履修科目の登録の上限は，49単位とする。 

2 前条第1項の定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，第1項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることがある。 

3 前項に規定する履修科目の登録の上限を超える者の基準については，別に定める。 

（授業科目の履修） 

第9条 学生は，毎学期指定の期日までに，履修しようとする授業科目を学部長に届けなければならない。 

2 他学部等の授業科目の履修については，学部長を経て，当該学部長の許可を受けなければならない。 

3 研究指導は，第3年次の前期から2年にわたり行う。 

4 研究指導に関する事項は，別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修） 

第10条 学生は，神戸大学経営学部教授会（以下「教授会」という。）の議を経て，本学部と協定している

他大学（外国の大学を含む。以下同じ。）の授業科目を履修することができる。 
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2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づか

ずに外国の大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。 

3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，教授会の議を経て，60単位を限度とし

て本学部において修得したものとみなし，別表第2の必要修得単位数に算入することができる。 

(休学期間中に外国の大学又は短期大学において履修した授業科目の単位の取扱い) 

第10条の2 学生が教授会の議を経て，休学期間中に本学部と協定を締結している外国の大学又は短期大

学において履修した授業科目について修得した単位を，本学部において修得したものとみなすことがで

きる。  

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生が休学期間中に協定に基づかずに外

国の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を，教授会の議を経て，本学部

において修得したものとみなすことができる。 

3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第3項により本学部において修

得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として，別表第2の必要修得単位数に算入すること

ができる。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第10条の3 教学規則第35条第1項に規定する単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 前項の規定により認定された単位数は，第10条第3項並びに前条第1項及び第2項により本学部において

修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として，別表第2の必要修得単位数に算入するこ

とができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第11条 教学規則第36条第1項に規定する既修得単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った教学規則第35条第1項に規定する学修を，

本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができる。 

3 既修得単位の認定を受けようとする者は，指定の期日までに必要な書類を学部長に提出しなければな

らない。 

4 第1項の規定により認定された単位数は，編入学，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修得

した単位以外のものについては，第10条第3項,第10条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により

本学部において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を限度として，別表第2の必要修得単位

数に算入することができる。 

（試験） 

第12条 試験は，科目試験及び論文試験とする。 

2 前項の規定にかかわらず, レポート試験その他の評価方法をもって，科目試験に代えることがある。 

（科目試験） 

第13条 科目試験は，授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。ただし，必要がある場合は，学期
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末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。 

2 科目試験を欠席した者に対しては，追試験を行わない。ただし，教授会の議を経て，特別の理由がある

と認めた場合は，この限りでない。 

3 不合格となった授業科目については，再試験は行わない。 

（論文試験） 

第14条 論文試験は，研究指導の終了する学期末に行う。 

2 研究指導を受けた者は，指定の期日までに論文を提出しなければならない。 

3 指定の期日までに論文を提出しない者又は不合格となった者は，次学期以後の学期末に論文を提出し，

論文試験を受けることができる。 

（成績評価基準） 

第15条 教学規則第30条に規定する成績評価基準については，別に定める。 

（卒業） 

第16条 教学規則第22条第1項に規定する期間在学し，第7条に規定する要件を満たした者について，卒業

を認定する。 

2 教学規則第22条第2項に規定する早期卒業の認定の基準は，別に定める。 

（専攻分野の名称） 

第17条 学士の学位を授与するに当たっては，次の区分に従い，神戸大学学位規程第20条に定める専攻分

野の名称を付記するものとする。 

  経 営 学 分 野   経 営 学 

  会 計 学 分 野   経 営 学 

  市場科学分野   商  学 

（特別聴講学生） 

第18条 本学部と協定している他大学の学生で，本学部の特別聴講学生を志願する者は，別に定めるとこ

ろにより，所属大学を経由して学部長に願い出るものとする。 

2 特別聴講学生の許可の時期は，その履修しようとする授業科目が開講される学期の初めとし，在学期

間は，履修する授業科目が開講される期間とする。 

(特別教育プログラム) 

第19条 本学部に，経営学の各分野における，より高度な知識を有する人材を育成するため，特別教育プ

ログラムを置く。 

2 特別教育プログラムに関し必要な事項は，別に定める。 

(数理・データサイエンス・AI教育プログラム) 

第19条の2 数理的思考，データ分析・活用力及びAI活用能力に関する基礎的素養を有する人材を育成す

るため，本学部に数理・データサイエンス・AI教育プログラムを置く。 

2 数理・データサイエンス・AI教育プログラムに関し，必要な事項は，別に定める。 
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（雑則） 

第20条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は，教授会の議を経て, 学部長

が定める。 

 

 

   附 則(平成26年3月26日) 

1 この規則は，平成26年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

   附 則(平成26年6月26日) 

この規則は，平成26年6月26日から施行し，改正後の神戸大学経営学部規則の規定は，平成26年4月1日から適用する。 

 

   附 則(平成27年3月31日) 

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。 

2 平成27年3月31日において現に在学する者（以下この項において「在学者」という｡）については，なお従前の例による。ただし，

改正後の別表第1ロ（外国書講読の単位数に限る。）の規定は除く。 

 

   附 則(平成28年3月31日) 

1 この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，改正後の別表1（基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。）及び別表第2の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則(平成28年9月30日) 

この規則は，平成28年10月1日から施行する。 

 

   附 則(平成29年3月31日) 

1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

   附 則(平成30年3月30日) 

1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

   附 則(平成31年3月29日) 

1 この規則は，平成31年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

附 則(令和2年3月31日) 

1 この規則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転入

学又は再入学する者については，改正後の別表第1及び別表第2の規定に関わらず，なお従前の例による。 

 

   附 則(令和3年3月31日) 

1 この規則は，令和3年4月1日から施行する。  

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転入

学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

附 則(令和4年3月31日) 

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。  

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

   附 則(令和4年5月31日) 

この規則は，令和4年5月31日から施行し，改正後の神戸大学経営学部規則の規定は，令和4年4月1日から適用する。 

 

附 則(令和5年3月31日) 
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1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。  

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転

入学又は再入学する者については，なお従前の例による。ただし，改正後の第9条及び第12条の規定は除く。 

附 則(令和6年3月29日) 

1 この規則は，令和6年4月1日から施行する。  

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転入

学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附 則(令和7年3月31日) 

1 この規則は，令和7年4月1日から施行する。  

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学，転入

学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

附 則(令和8年3月31日) 

1 この規則は，令和8年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和8年4月1日以降において在学者の属する年次に編入学，転入

学又は再入学する者については，なお従前の例による。 
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別表第１　授業科目及び単位数（第5条第1項関係）

イ　専門科目以外の科目

数学Ａ 1

数学Ｂ 1

教養とは何か 1 数学Ｃ 1

多言語と多文化の世界 1 数学Ｄ 1

情報基礎 1 統計学Ａ 1

データサイエンス基礎学 1 統計学Ｂ 1

哲学 1 物理学Ａ 1

論理学 1 物理学Ｂ 1

倫理学 1 現代物理学が描く世界 1

科学技術と倫理 1 身近な物理法則 1

心理学Ａ 1 化学Ａ 1

心理学Ｂ 1 化学Ｂ 1

教育学Ａ 1 生物学Ａ 1

教育学Ｂ 1 生物学Ｂ 1

教育と人間形成 1 生物学Ｃ 1

言語科学Ａ 1 生物学Ｄ 1

言語科学Ｂ 1 生命科学Ａ 1

文学Ａ 1 生命科学Ｂ 1

文学Ｂ 1 医学Ａ 1

芸術と文化Ａ 1 医学Ｂ 1

芸術と文化Ｂ 1 保健学Ａ 1

芸術史Ａ 1 保健学Ｂ 1

芸術史Ｂ 1 健康科学Ａ 1

美術史Ａ 1 健康科学Ｂ 1

美術史Ｂ 1 惑星学Ａ 1

科学史Ａ 1 惑星学Ｂ 1

科学史Ｂ 1 情報学Ａ 1

日本史Ａ 1 情報学Ｂ 1

日本史Ｂ 1 ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり）基礎 1

東洋史Ａ 1 ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり）Ａ 1

東洋史Ｂ 1 ＥＳＤ論（持続可能な社会づくり）Ｂ 1

アジア史Ａ 1 環境学入門Ａ 1

アジア史Ｂ 1 環境学入門Ｂ 1

西洋史Ａ 1 海への誘い 2

西洋史Ｂ 1 瀬戸内海学入門 2

考古学Ａ 1 社会と人権Ａ 1

考古学Ｂ 1 社会と人権Ｂ 1

法学Ａ 1 社会と人権Ｃ 1

法学Ｂ 1 ジェンダーとセクシュアリティＡ 1

社会生活と法 1 ジェンダーとセクシュアリティＢ 1

国家と法 1 阪神・淡路大震災と都市の安全 1

政治学Ａ 1 ボランティアと社会貢献活動Ａ 1

政治学Ｂ 1 ボランティアと社会貢献活動Ｂ 1

政治と社会 1 地域社会形成基礎論 1

経済学Ａ 1 ひょうご神戸学 1

経済学Ｂ 1 日本酒学入門 1

現代の経済Ａ 1 神戸大学史 1

現代の経済Ｂ 1 神戸大学研究最前線 1

経済社会の発展 1 社会基礎学 2

社会学 1 職業と学び-キャリアデザインを考えるＡ 1

教育と社会 1 職業と学び-キャリアデザインを考えるＢ 1

地理学 1 価値創造論基礎 1

社会思想史 1 価値創造論Ａ 1

文化人類学 1 価値創造論Ｂ 1

現代社会論Ａ 1 価値創造論Ｃ 1

現代社会論Ｂ 1 アントレプレナーシップ入門 1

越境する文化 1

生活環境と技術 1

基
盤
系

授業科目の区分等

人
文
系

社
会
系

自
然
系

社
会
と
環
境

価
値
と
創
造

教
養
科
目

授　　業　　科　　目 単位 備　考

教
養
科
目

総

合

系

－111－



食と健康Ａ 1 多言語セミナー１（ラテン語） 1

食と健康Ｂ 1 多言語セミナー２（ラテン語） 1

生物資源と農業Ａ 1 多言語セミナー３（ラテン語） 1

生物資源と農業Ｂ 1 多言語セミナー４（ラテン語） 1

生物資源と農業Ｃ 1 複言語共修セミナー（タンデム） 1

生物資源と農業Ｄ 1 複言語共修セミナー（外国語としての日本語） 1

科学技術と社会Ａ 1 グローバルリーダーシップ育成基礎演習 2

科学技術と社会Ｂ 1 多文化共生のための日本語コミュニケーション 1

科学技術と社会Ｃ 1 海外留学のすすめＡ 1

科学技術と社会Ｄ 1 海外留学のすすめＢ 1

カタチの文化学 1 グローバルラーニングスキルズ 1

カタチの自然学Ａ 1 グローバルエキスパートセミナー 1

カタチの自然学Ｂ 1 グローバルチャレンジ実習 1又は2

カタチの科学 1 国際共修プロジェクト 1又は2

放射線科学 2 国際協力の現状と課題Ａ 1

データサイエンス概論Ａ 1 国際協力の現状と課題Ｂ 1

データサイエンス概論Ｂ 1 国際協力アクティブ・ラーニングＡ 2

データサイエンス基礎演習 1 国際協力アクティブ・ラーニングＢ 2

データサイエンスＰＢＬ演習 1 国際協力アクティブ・ラーニングＣ 2

外国語セミナーＡ（英語） 1 Academic English Communication Ａ１ 0.5

外国語セミナーＢ（英語） 1 Academic English Communication Ａ２ 0.5

外国語セミナーＣ（英語） 1 Academic English Communication Ｂ１ 0.5

外国語セミナーＤ（英語） 1 Academic English Communication Ｂ２ 0.5

外国語セミナーＡ（ドイツ語） 1 Academic English Communication Ｂ１（ACE） 0.5

外国語セミナーＢ（ドイツ語） 1 Academic English Communication Ｂ２（ACE） 0.5

外国語セミナーＣ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy Ａ１ 0.5

外国語セミナーＤ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy Ａ２ 0.5

外国語セミナーＥ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy Ｂ１ 0.5

外国語セミナーＦ（ドイツ語） 1 Academic English Literacy Ｂ２ 0.5
外国語セミナーＡ（フランス語） 1 Academic English Literacy Ｂ１（ACE） 0.5
外国語セミナーＢ（フランス語） 1 Academic English Literacy Ｂ２（ACE） 0.5
外国語セミナーＣ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ａ１ 0.5
外国語セミナーＤ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ａ２ 0.5
外国語セミナーＥ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ｂ１ 0.5
外国語セミナーＦ（フランス語） 1 ドイツ語初級Ｂ２ 0.5

外国語セミナーＡ（中国語） 1 ドイツ語初級Ａ３ 0.5

外国語セミナーＢ（中国語） 1 ドイツ語初級Ａ４ 0.5

外国語セミナーＣ（中国語） 1 ドイツ語初級Ｂ３ 0.5

外国語セミナーＤ（中国語） 1 ドイツ語初級Ｂ４ 0.5

外国語セミナーＥ（中国語） 1 ドイツ語初級ＳＡ３ 0.5

外国語セミナーＦ（中国語） 1 ドイツ語初級ＳＡ４ 0.5

外国語セミナーＡ（ロシア語） 1 ドイツ語初級ＳＢ３ 0.5

外国語セミナーＢ（ロシア語） 1 ドイツ語初級ＳＢ４ 0.5

外国語セミナーＣ（ロシア語） 1 ドイツ語中級Ｃ１ 0.5

外国語セミナーＤ（ロシア語） 1 ドイツ語中級Ｃ２ 0.5

外国語セミナーＥ（ロシア語） 1 フランス語初級Ａ１ 0.5

外国語セミナーＦ（ロシア語） 1 フランス語初級Ａ２ 0.5
多言語セミナー１（スペイン語） 1 フランス語初級Ｂ１ 0.5
多言語セミナー２（スペイン語） 1 フランス語初級Ｂ２ 0.5
多言語セミナー３（スペイン語） 1 フランス語初級Ａ３ 0.5
多言語セミナー４（スペイン語） 1 フランス語初級Ａ４ 0.5
多言語セミナー１（イタリア語） 1 フランス語初級Ｂ３ 0.5
多言語セミナー２（イタリア語） 1 フランス語初級Ｂ４ 0.5
多言語セミナー３（イタリア語） 1 フランス語初級ＳＡ３ 0.5
多言語セミナー４（イタリア語） 1 フランス語初級ＳＡ４ 0.5

多言語セミナー１（韓国語） 1 フランス語初級ＳＢ３ 0.5

多言語セミナー２（韓国語） 1 フランス語初級ＳＢ４ 0.5

多言語セミナー３（韓国語） 1 フランス語中級Ｃ１ 0.5

多言語セミナー４（韓国語） 1 フランス語中級Ｃ２ 0.5

中国語初級Ａ１ 0.5

中国語初級Ａ２ 0.5

教
養
科
目

世
界
と
日
本

総
合
系

外
国
語
系

総
合
系

外
国
語
第
Ⅰ

外
国
語
第
Ⅱ

科
学
と
技
術

教
養
科
目

世
界
と
日
本
系
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中国語初級Ｂ１ 0.5

中国語初級Ｂ２ 0.5

中国語初級Ａ３ 0.5

中国語初級Ａ４ 0.5

中国語初級Ｂ３ 0.5

中国語初級Ｂ４ 0.5

中国語初級ＳＡ３ 0.5

中国語初級ＳＡ４ 0.5

中国語初級ＳＢ３ 0.5

中国語初級ＳＢ４ 0.5

中国語中級Ｃ１ 0.5

中国語中級Ｃ２ 0.5

ロシア語初級Ａ１ 0.5

ロシア語初級Ａ２ 0.5

ロシア語初級Ｂ１ 0.5

ロシア語初級Ｂ２ 0.5

ロシア語初級Ａ３ 0.5

ロシア語初級Ａ４ 0.5

ロシア語初級Ｂ３ 0.5

ロシア語初級Ｂ４ 0.5

ロシア語中級Ｃ１ 0.5

ロシア語中級Ｃ２ 0.5

第三外国語（ドイツ語）Ｔ１ 0.5

第三外国語（ドイツ語）Ｔ２ 0.5

第三外国語（ドイツ語）Ｔ３ 0.5

第三外国語（ドイツ語）Ｔ４ 0.5

第三外国語（フランス語）Ｔ１ 0.5

第三外国語（フランス語）Ｔ２ 0.5

第三外国語（フランス語）Ｔ３ 0.5

第三外国語（フランス語）Ｔ４ 0.5

健康・スポーツ科学講義Ａ 1

健康・スポーツ科学講義Ｂ 1

健康・スポーツ科学実習基礎 1

健康・スポーツ科学実習１ 0.5

健康・スポーツ科学実習２ 0.5

教
養
科
目

外
国
語
系

健
康
・
ス

ポ
ー

ツ
科
学

系

外
国
語
第
Ⅲ

外
国
語
第
Ⅱ
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ロ　専門科目

授　業　科　目 単位 備考 授　業　科　目 単位 備考

情報科学１ 1 原価計算 2

情報科学２ 1 社会環境会計 2

線形代数入門１ 1 流通システム 2

線形代数入門２ 1 マーケティング・マネジメント 2

線形代数１ 1 顧客関係管理 2

線形代数２ 1 金融機関 2

線形代数３ 1 リスク・マネジメント 2

線形代数４ 1 証券市場 2

微分積分入門１ 1 国際交通 2

微分積分入門２ 1 経営学特殊講義 1～2

微分積分１ 1 会計学特殊講義 1～2

微分積分２ 1 市場システム特殊講義 1～2

微分積分３ 1 経営学入門演習 1～2

微分積分４ 1 経営科学の基礎 2

初年次セミ
ナー 初年次セミナー 1

経営学基礎論 2

会計学基礎論 2

市場システム基礎論 2

経営管理 2 研究指導 8

経営戦略 2 卒業論文 4

経営史 2 実践簿記１ 2

経営数学 2 実践簿記２ 2

経営統計 2 実践簿記３ 2

コーポレートファイナンス 2 実践簿記４ 2

簿記 2

財務会計 2

管理会計 2 外国書講読 1～4

マーケティング 2 外国文献講義 2

金融システム 2 Introduction to Management 2

交通論 2 Introduction to Accounting 2

人的資源管理 2 Introduction to Finance 2

工業経営 2 Introduction to Marketing 2

戦略マネジメント 2

公益事業経営 2

ゲーム理論 2

組織と情報 2

監査論 2

国際会計 2

税務会計 2

Globalization and
International Trade

2

経営データ分析

（上級科目）

本学部生の履修を許可された法学
部・経済学部の専門科目で当該学
部の卒業要件に含まれる授業科目

（臨時増設科目） 1～4

会計プロフェッ
ショナル育成プロ
グラム授業科目

（臨時増設科目）

（上級科目）

1～4

2

科目名は開講の都
度定める。

科目名は開講の都
度定める。

授業科目の
区分等

授業科目の
区分等

第１群
科目

第２群
科目

共通専門
基礎科目

専

門

科

目

第３群
科目

専

門

科

目

第３群
科目

グロー
バル
科目群

関連
科目

経営学データ科学
特別学修プログラ
ム授業科目

1～2

科目名は開講の都
度定める。

1～4

1～2

科目名は開講の都
度定める。
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授業科目等 備　考

Academic English Communication A1

Academic English Communication A2

Academic English Communication B1

Academic English Communication B2

Academic English Literacy A1

Academic English Literacy A2

Academic English Literacy B1

Academic English Literacy B2

ドイツ語初級A1，フランス語初級A1，

中国語初級A1，ロシア語初級A1

ドイツ語初級A2，フランス語初級A2，

中国語初級A2，ロシア語初級A2

ドイツ語初級B1，フランス語初級B1，

中国語初級B1，ロシア語初級B1

ドイツ語初級B2，フランス語初級B2，

中国語初級B2，ロシア語初級B2

ドイツ語初級A3，フランス語初級A3，

中国語初級A3，ロシア語初級A3

ドイツ語初級A4，フランス語初級A4，

中国語初級A4，ロシア語初級A4

ドイツ語初級B3，フランス語初級B3，

中国語初級B3，ロシア語初級B3

ドイツ語初級B4，フランス語初級B4，

中国語初級B4，ロシア語初級B4

0.5単位

0.5単位

0.5単位

全
学
共
通
授
業
科
目

教
養
科
目

8単位以上
選択必修

12単位
選択必修

外
国
語
系

0.5単位

0.5単位

外国語
第Ⅱ

0.5単位

4単位
必修

0.5単位

外国語
第Ⅰ

Academic English Communication B1（ACE），B2
（ACE），Academic English Literacy B1（ACE），
B2（ACE）を修得した場合は，それぞれAcademic
English Communication B1,B2，Academic English
Literacy  B1,B2に代えることができる。

0.5単位

4単位
必修

0.5単位

0.5単位

４か国語のうち，１か国語を選択。

SA3，SA4，SB3，SB4を修得した場
合は，それぞれA3，A4，B3，B4に代
えることができる。

外国語第Ⅱ（C1，C2），外国語第Ⅲ
の修得単位は「その他必要と認める
科目」として卒業必要修得単位に算
入することができる。

※２
※３

0.5単位

0.5単位

0.5単位

0.5単位

0.5単位

0.5単位

基盤系

教養とは何か
多言語と多文化の世界
情報基礎
データサイエンス基礎学

4単位必修

「社会系」の授業科目のうち，「経営学」は修
得しても卒業必要修得単位数に含まない。

※１

自然系 「自然系」の授業科目

社会系 「社会系」の授業科目

人文系 「人文系」の授業科目

別表第2　履修要件（第７条関係）

授業科目の区分等 必要修得単位数

総合系 「総合系」の授業科目
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初年次セミナー

経営学基礎論，会計学基礎論，
市場システム基礎論

第３群科目に掲げる授業科目
（研究指導・卒業論文を含む※４）

外国書講読，外国文献講義，その他
グローバル科目群に掲げる授業科目

・全学共通授業科目のうち，外国語第
Ⅱ（C1，C2），外国語第Ⅲ，健康・ス
ポーツ科学系の授業科目

・本学部生の履修を許可された他学部
(法学部・経済学部を除く。)の専門科
目(共通専門基礎科目を除く。)
・共通専門基礎科目を２単位まで（６単
位以上修得分）

グローバル科目群
4単位以上
選択必修

専
門
科
目

卒業に必要な修得単位数の合計 128単位以上

※１　必要修得単位数を超えて修得した単位は，どの区分にも算入できない。
※２　外国語第Ⅱでドイツ語またはフランス語の単位を修得した者は，外国語第Ⅲで同じ言語を単位取得した場合も卒業必要修得単位に算入できない。
※３　外国人留学生で，外国人留学生のための日本語・日本事情科目の単位を修得した者は，教養科目（外国語系）の必要修得単位数のうち，６単位まで算
入することができる。
※４　研究指導を履修する場合は，「研究指導」及び「卒業論文」を単位修得しなければならない。

その他必要と認める科目
自由選択

（12単位以内）

経営管理，経営戦略，経営史，
経営数学，経営統計，
コーポレートファイナンス，
簿記，財務会計，管理会計，
マーケティング，
金融システム，交通論

・本学部生の履修を許可された法学
部・経済学部の専門科目(共通専門基
礎科目を除く。)

・共通専門基礎科目を６単位以上修得した
場合，2単位まで「その他必要と認める科目」
に算入することができる。

第１群科目 6単位必修

第２群科目
12単位以上
選択必修

初年次セミナー 1単位必修

98単
位以
上選
択必
修

「研究指導（８単位）」，「卒業論文（４単位）」
の単位は同時に認定し，どちらか一方のみ
を修得することはできない。
「卒業論文」は，第８条に規定する「履修科
目の登録の上限」に含まない。

※４

55単
位以
上選
択必
修

関連科目 自由選択

第３群科目 自由選択

全
学
共
通
授
業
科
目

共通専門
基礎科目

情報科学１，情報科学２，線形代数入
門1，線形代数入門2，線形代数1，線
形代数2，線形代数3，線形代数4，微
分積分入門1，微分積分入門2，微分
積分1，微分積分2，微分積分3，微分
積分4

6単位
選択必修
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科目ナンバリングの導入について 

 

神戸大学では、各学部および研究科における教育課程の系統性、順次性及び科目の水準を明らかにし、

学生の履修計画、学修活動の手助けとなるように、平成28年度の入学者対象のカリキュラムから、科目ナ

ンバリングを導入します。 

 

1．基本方針 

 

 各授業科目のナンバリングコードは、以下のとおり７桁の英数字で構成されます。 

 

（例）Ｂ １ Ｂ Ｂ １ ０ １ 

 

第1桁 第2桁 第3～第4桁 第5桁 第6～第7桁 

アルファベット 数字 アルファベット 数字 数字 

科目提供母体の
部局 

課程 学科、専攻等 科目のカテゴリー 科目のナンバー 

部局コード 
（経営学研究科：Ｂ） 

1：学士課程 
2：博士課程前期課程 
3：博士課程後期課程 

専攻コード 
（経営学専攻： 
BB） 

別表のとおり 開講部局毎に設定 

（例）B 1 BB 1 01 

経営学部 学士課程 経営学科 初級レベルの科目 第１群科目 

 

 

第5桁 科目のカテゴリー 

● 5桁目は「ナンバリング導入のための基本方針」に沿って，科目のカテゴリーごとに付番している。 

 

 別表 

1 学

士

課

程 

全学共通授業科目・専門授業科目 

初級レベルの科目 

2 中級レベルの科目 

3 上級レベルの科目 

4 最上級レベルの科目（卒業論文関連科目を含む） 

5 大
学
院
課
程 

博士課程前期課程、専門職学位課程の
専門授業科目 

博士課程前期課程、専門職学位課程の基礎科目 

6 
博士課程前期課程、専門職学位課程の発展科目 
（修士論文関連科目） 

7 博士課程後期課程の専門授業科目 

0 卒業要件外の科目（教職科目等資格関連科目） 
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第6桁～第7桁 開講部局で設定 

● 経営学部授業科目の6，7桁目については，原則第1群科目は01，第2群科目は02,第3群科目及びグロー

バル科目群は03，それ以外の科目は04を,それぞれ振っている｡第1群科目は1年次，第2群科目は2年次，

第3群科目は3年次以降に，主として履修することが推奨される科目である｡ 

 

2．科目ナンバリングの確認方法及び活用方法 

  ・各授業科目のナンバリングコードは、シラバスで確認してください。 

   

3．科目ナンバリング一覧表 

 

桁 経営学部 

第 1･2 桁 B1 

第 3･4 桁 BB 

第 5～7 桁 

初年次セミナー 100 

第 1 群科目 101 

第 2 群科目 202 

第 3 群科目 

①経営学入門演習 300 

②研究指導 
400 

③卒業論文 

④上級科目 403 

⑤会計プロフェッショナル育成プログ

ラム授業科目 
103 

⑥経営データ科学特別学修プログラム 

授業科目 

①～⑥を除く第 3 群科目 203,303 

グローバル科目群 203,303 

他学部生のみ履修を許可された本学部の専門科目 204 
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履修科目の登録の上限に関する細則 

 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

平成18年5月12日改正 

平成23年1月19日改正 

平成24年3月6日改正 

令和5年2月8日改正 

 

第1条 神戸大学経営学部規則（平成16年4月1日制定。以下「本学部規則」という。）第8条に規定する履修

科目の登録の上限については，この細則の定めるところによる。 

第2条 本学部規則第8条第1項に規定する履修科目の登録の上限については，各学期毎の履修科目の登録

の上限の枠は設けない。 

第3条 本学部規則第8条第2項に規定する履修科目の登録の上限を超えて履修科目の登録を認めることが

できる者は，本学部規則第16条第2項に規定する早期卒業を希望する者で，2年次終了時に，修得単位の

うち50単位以上が「優」以上で，教授会が「成績優秀」と認めた者とする。 

 ただし，本学部に編入学又は転入学した者には適用しない。 

2 前項の2年次終了時の修得単位には，必修科目を含むものとする。 

3 成績優秀と認められた者は，3年次の履修科目の登録の上限は設けない。 

第4条 本学部規則第8条第2項に規定する履修科目の登録の上限を超えて履修科目の登録を認めることが

できる者は，前条の規定にかかわらず，教授会が指定する交換留学プログラムに参加する者で，1年次

終了時に，修得単位のうち25単位以上が「優」以上で，教授会が「成績優秀」と認めた者とする。 

2 前項の1年次終了時の修得単位は，次の単位を含むものとする。 

 外国語第Ⅰ4単位，外国語第Ⅱ4単位。 

3 本条第1項の条件を満たし，成績優秀と認められた者は，交換留学プログラムに参加する初年度の履修

科目の登録の上限を6単位まで緩和する。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成16年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の履修科目の登録の上限に関

する細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則（平成18年3月17日） 
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1 この細則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成18年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の履修科目の登録の上限に関する

細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則（平成18年5月12日） 

1 この細則は，平成18年5月12日から施行し，改正後の履修科目の登録の上限に関する細則（以下「改正

後の細則」という。）の規定は，平成18年4月1日から適用する。 

2 改正後の細則適用の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成18年4月1日以後において在

学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

 

   附 則（平成23年1月19日） 

1 この細則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成23年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の履修科目の登録の上限に関する

細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則（平成24年3月6日） 

 この細則は，平成24年4月1日から施行する。 

 

   附 則（令和5年2月8日） 

 この細則は，令和5年4月1日から施行する。 
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単位修得状況審査細則 

 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

令和2年3月12日改正 

 

第1条 神戸大学経営学部規則（平成16年4月1日制定）第7条第2項に規定する単位修得基準については，

この細則の定めるところによる。 

第2条 教授会は，学生が入学後1年6月を経過した時に，次に定める単位修得基準を満たしているか否か

を審査し，単位修得基準を満たした者には研究指導の履修を認める。 

(1) 第1群に掲げる基礎論科目6単位のうち4単位以上の修得。 

(2) 上記(1)を含み，総単位数40単位以上の修得。 

2 単位修得基準を満たさなかった者で研究指導の履修を希望する者は，次年度以降の同時期に再び単位

修得基準の審査を受ける必要がある。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成16年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の単位修得状況審査細則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則 

1 この細則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成18年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の単位修得状況審査細則の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

   附 則 

1 この細則は，令和2年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和2年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の単位修得状況審査細則の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 
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既修得単位の認定に関する細則 

 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

平成28年1月20日改正 

平成29年2月6日改正 

令和6年12月18日改正 

 

第1条 神戸大学教学規則（平成16年4月1日制定）第36条第1項及び神戸大学経営学部規則（平成16年4月1

日制定）第11条に規定する既修得単位の認定については，この細則の定めるところによる。 

第2条 認定できる授業科目区分及び認定単位の最高限度は，次のとおりとする。 

(1) 教養科目（人文系・自然系）      8単位 

(2) 教養科目（社会系・総合系）      4単位 

(3) 教養科目（基盤系）の「データサイエンス基礎学（1単位）」 

(4) 教養科目（外国語系・外国語第Ⅰ）   4単位 

(5) 教養科目（外国語系・外国語第Ⅱ）   4単位 

(6) 健康スポーツ科学           2単位 

(7) 共通専門基礎科目 6単位 

第3条 既修得単位の認定を受けようとする者は，入学した年度の指定の期日までに，次の書類を学部長

に提出しなければならない。 

(1) 申請書（本学部所定の用紙） 

 申請授業科目は認定単位の最高限度に限る。 

(2) 卒業証明書又は在籍期間証明書 

(3) 成績証明書及び講義内容を明示できる書類（講義要綱等） 

第4条 認定試験は，申請をした授業科目ごとに試験（筆記又は口頭）を行う。 

第5条 認定された授業科目の成績の表示は「認定」とする。 

 

   附 則 

1 この細則は，令和7年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和6年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の既修得単位の認定に関する細

則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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早期卒業に関する細則 

 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

平成23年1月19日改正 

令和6年1月17日改正 

令和7年3月14日改正 

 

第1条 神戸大学経営学部規則（平成16年4月1日制定。以下「学部規則」という。）第16条第2項に規定する

早期卒業については，この細則の定めるところによる。 

第2条 早期卒業の認定基準は，次の各号に掲げる条件を満たしていなければならない。 

(1) 本学部に3年以上在学していること。 

(2) 学部規則第7条に定める単位を修得していること。 

(3) 卒業時点で共通専門基礎科目を除いた専門科目の修得単位のうち秀・優・良・可に占める秀・優の

割合が4／5以上であること。 

(4) 教授会が「極めて優秀な成績」と認めた者。 

(5) 学生が早期卒業を希望していること。 

2 国際経営5年プログラム（以下，「KIMERAプログラム」という。）により，入学後継続して3年半で早

期卒業を希望する学生は，第1項第3号の代わりに次の条件を満たさなければならない。 

 成績の優秀（経営学部の専門科目で3年生後期までに修得した単位のうち秀・優・良・可に占める秀・優

の割合が1／2以上。）な学生で，学部を3年半で早期卒業し，推薦入試により大学院に入学を希望する者。 

3 経営データ分析教育プログラム5年一貫コースにより，入学後継続して3年半で早期卒業を希望する学

生は，第1項第3号の代わりに次の条件を満たさなければならない。 

 成績の優秀（経営学部の専門科目で3年生後期までに修得した単位のうち秀・優・良・可に占める秀・優

の割合が1／2以上。）な学生で，3年生後期までに経営データ科学特別学修プログラムを修了し，学部を

3年半で早期卒業し，推薦入試により大学院に入学を希望する者。 

 

   附 則（平成23年1月19日） 

1 この細則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成23年4月1日以後において在学者の属する

年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の早期卒業に関する細則の規定にかかわらず，なお

従前の例による。 

   附 則（令和28年6月15日） 

この細則は，平成28年6月15日から施行する。 

  附 則（令和6年1月17日） 

この細則は，令和6年4月1日から施行し，改正後の第2条第3項の規定は令和5年度に入学した者から適用する。 

  附 則（令和7年3月14日） 

 この細則は，令和7年4月1日から施行する。 
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成績評価基準に関する細則 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

第1条 神戸大学経営学部規則（平成16年4月1日制定。）第15条に規定する成績評価基準については，この

細則の定めるところによる。 

第2条 成績評価基準は，授業科目毎に授業担当教員が定める。 

第3条 成績評価基準は，シラバス（講義要綱）に記入し公表する。 

附 則 

1 この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成16年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の成績評価基準に関する細則

の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成18年3月17日） 

1 この細則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成18年4月1日以後において在学

者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の成績評価基準に関する細則

の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申し合わせ 

平成25年11月13日 教授会制定 

（趣旨） 

第 1 条 経営学研究科（経営学部）において開講している授業科目の成績評価について，次のとおり申し

立てができるものとする。 

この申し合わせは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，厳格性を

確保するため，必要な事項を定めるものとする。 

（申し立ての理由） 

第2条 学生は受講した授業科目の成績評価について，当該授業科目の成績評価基準等に照らして疑義が

ある場合は，経営学研究科長（経営学部長）に申し立てを行い，授業担当教員に説明を求めることがで

きるものとする。 

（申し立ての手続き） 

第3条 成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として1週間以内に行うこととし，申し立てを行う

授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の様式により，経営学研究科の学部・

大学院教務係に提出することとする。 

（申し立てへの対応） 

第4条 申し立てを受けた授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について速やかに経営

学研究科の学部・大学院教務係を通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，授業担当教員等が書面により経営学研究科長（経営学部長）に報告する

こととする。 
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追試験に関する内規 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

平成20年7月16日改正 

平成29年6月21日改正 

令和5年9月6日改正 

第1条 神戸大学経営学部規則（平成16年4月1日制定。）第13条第2項に規定する追試験についてはこの内

規の定めるところによる。 

第2条 追試験は原則として行わないが，学生が次の各号の一に該当し，担当教員が承認した場合は，教

授会の議を経て行うものとする。 

(1) 二親等以内の親族の死亡による忌引き

(2) 入院又は自宅療養を伴う疾病，負傷等

(3) 公共交通機関の運休又は大幅な遅延

(4) 大学間交流等による留学

(5) 大学院入試，税理士試験及び公認会計士試験

(6) 公務員試験

(7) 災害及び不慮の事故

(8) その他やむを得ない事由

2 前項第1号に規定する忌引きの期間は，死亡日から告別式の日までとする。 

第3条 追試験の願い出は，当該事実発生後，直ちに経営学部教務係に電話等により連絡のうえ，次の各

号に掲げる期間内に所定の追試験願に診断書，証明書等を添付し，学部長に提出するものとする。ただ

し，第2条第1項第4号，第5号及び第6号においては，当該定期期末試験前までに願い出るものとする。 

(1) 第2条第1項第1号，第2号，第7号及び第8号 5日（土曜日，日曜日及び休日を除く。）以内

(2) 第2条第1項第3号 2日（土曜日，日曜日及び休日を除く。）以内

第4条 追試験実施の可否及び実施時期等については，速やかに掲示等により通知するものとする。 

附 則 

1 この内規は，平成16年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成16年4月1日以

後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の追試験に関

する内規の規定にかかわらず，従前の例による。 
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   附 則（平成18年3月17日） 

1 この内規は，平成18年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下この項において「在学者」という。）及び平成18年4月1日以

後において在学者の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の追試験に関

する内規の規定にかかわらず，従前の例による。 

 

   附 則（平成20年7月16日） 

この内規は，平成20年7月16日から施行する。 

 

附 則（平成29年6月21日） 

この内規は，平成29年6月21日から施行する。 

 

附 則（令和5年9月6日） 

この内規は，令和5年9月6日から施行する。 
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定期試験・到達度確認等における不正行為に関する措置についての内規 

平成 30 年 2 月 5 日制定 

令和 3年 11 月 17 日改正 

令和 4年 3月 7 日改正 

本学部在籍学生の授業科目の定期試験・到達度確認及びそれに代わるレポート試験における不正行為に関

し，不正事実の確認とその措置について次のとおり定める。 

第 1 条 不正行為の事実確認は，授業担当者が行う。 

第 2 条 不正行為の事実確認に基づき，教務委員は当該学生と面談を行い，不正行為を認定する。 

第 3 条 不正行為が認定された場合，教授会は以下の措置をとるものとする。 

(1) 不正を行った学生に反省文を提出させる。

(2) 当該学期に履修した授業科目（セメスター科目，クォーター科目）の成績を全て無効とする。

(3) 全学共通授業科目の不正行為については，教養教育院の申合せを適用することができる。

第 4 条 意図的で計画的な不正行為を企てる等，悪質と認められた場合には，追加で以下の措置をとるこ

とがある。 

(1) 研究指導を除く，次学期の成績をすべて無効とする。（休学をした場合には復学後の半期に本措置

をとる。） 

(2) 保護者等に対し不正行為の事実とその措置について文書で通告する。

(3) 特に悪質と認められた場合には，神戸大学学生懲戒規則による懲戒処分（訓告，停学又は懲戒退

学）の手続きに付する。 

附 則 

1 この内規は，平成 30 年 4 月 1日から施行する。 

2 平成 28 年 12 月 14 日制定の定期試験，定期試験に代わるレポートの不正行為に関する措置について

の内規は，これを廃止する。 

  附 則（令和 3年 11 月 17 日） 

この内規は，令和 3年 11 月 17 日から施行する。 

附 則（令和 4 年 3月 7日） 

この内規は，令和 4年 4月 1 日から施行する。 
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研究指導細則 

 

（平成16年4月1日制定） 

平成18年3月17日改正 

平成20年12月17日改正 

平成26年10月15日改正 

平成28年3月7日改正 

 

第1条 神戸大学経営学部規則第9条第4項に定める研究指導については，この細則の定めるところによる。 

第2条 研究指導及び卒業論文の単位修得のためには，2年以上（早期卒業の場合は1年又は1年半）にわた

り，少なくとも1回2時間30回以上の研究指導を受けた上，論文試験に合格しなければならない。 

第3条 研究指導所属学生の募集については，毎年11月教授会で要項を決定し公示する。 

第4条 研究指導は，学部規則第7条第2項に定める基準を満たさなければ受けることはできない。 

2 研究指導を受けようとする学生は，研究指導志望申請書を指定の期日までに提出しなければならない。 

第5条 指導教員の決定は，前条の申請により教授会が行う。 

第6条 学生の申し出を教授会が承認した場合に，その研究を中止することができる。ただし，論文提出

締切前に教授会の承認を得なければならない。 

第7条 学生が休学した場合は，休学期間に応じて研究指導の期間を延長するものとする。学部の都合に

より指導教員の研究指導を継続することができなくなったときには教授会はその指導教員の変更を命ず

ることがある。 

第8条 学生がその研究をおこたり成果を挙げることができないと認められたときは，教授会の議を経て

その者を研究指導より除名することがある。 

第9条 論文は所定の用紙を用いて提出する事を要し，2万字以上とする。ただし，その一部を所定用紙以

外のもので代替するには，あらかじめ指導教員の承認を得なければならない。 

第10条 論文の提出期限は，研究指導を終了する学期の1月20日若しくは8月20日とする。ただし，提出期

限が休日に当たるときはその翌日とし，土曜日に当たるときは次の月曜日とする。 

2 前項に定める期日は，提出期限までに論文を提出しなかった者又は不合格となった者が次学期以降に

提出する場合においても適用する。 

第11条 研究指導の出席回数が少ない学生に対しては，論文試験を受けさせないことがある。 

 

   附 則（平成20年12月17日） 

1 この細則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という）及び平成21年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の研究指導細則の規定にかかわ
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らず，なお従前の例による。 

 

  附 則（平成26年10月15日） 

1 この細則は，平成27年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という）及び平成27年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の研究指導細則の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

 

   附 則（平成28年3月7日） 

1 この細則は，平成28年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という）及び平成28年4月1日以後において在学者

の属する年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の規定にかかわらず（第2条の

卒業論文の記述を除く）なお従前の例による。 
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卒業論文提出要領

卒業論文は，下記の要領で提出すること。

卒業論文 

卒業論文には表紙，要旨，目次，本文を付し，それぞれの間でページを改めること。なお，表紙は1ペー

ジ，要旨は1ページまたは2ページ，目次は1ページで作成すること。また，表紙には論文題目，提出年月

日，学籍番号，氏名，指導教員名を明記すること。

ページ番号は本文1枚目から開始し，1，2，･･･のようにアラビア数字を用いること。表紙，要旨，目次

にはページ番号をつけないこと。

〇注意事項

1. 別途指定するウェブサイトを通じてファイルを提出すること。

2. 提出できるのは１つのPDFファイルのみである。PDFに変換する際に表記のずれ等が生じる可能性が

あるので，提出前によく確認すること。

3. 提出できるのは１回のみである。

4. 提出できるファイルサイズには上限（5MB）があるので注意すること。やむを得ない理由でファイ

ルサイズが上限を超える場合は，事前に教務グループに相談すること。

5. 期限を過ぎた提出は救済されない。ネットワークのトラブル等があり得るので，早めに提出すること。 

6. ネットワークのトラブル等により指定するウェブサイトから論⽂を提出できない場合，提出期間内

に教務グループに連絡すること。

※状況によってはシステムの操作履歴等を調査します。

7. 書式に不備があれば論文は不受理となる。不備が期限前に見つかれば，教務グループが連絡するので， 

元の期限までに再提出すること。不備の修正には時間がかかるかもしれないので，余裕をもって提出

すること。
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卒業論文の書式等について 

（平成15年3月6日 教授会) 

最近改正 令和7年6月18日 

外国語による場合 

１．事前に指導教員に論文が要領にしたがっていることを確認してもらうこと。 

２．ワードプロセッサーを使用すること。 

図表はファイル上で挿入し，切り貼りや手書きは極力避けること。 

３．用紙はＡ４サイズ（長辺綴），無地，白色とすること。 

４．文字サイズは10ポイントから12ポイントとすること。 

５．概ね，１頁300語から600語で，30行から40行とすること。 

６．総単語数は8,000語以上とすること。 

文字数カウントにはスペースは含めない。 

表紙，要旨，目次，参考文献は字数にカウントしない。 

なお，図表，数式等については，指導教員の承認を得て，単語数に含めることができる。 

日本語の場合 

１．事前に指導教員に論文が要領にしたがっていることを確認してもらうこと。 

２．ワードプロセッサーを使用すること。 

図表はファイル上で挿入し，切り貼りや手書きは極力避けること。 

３．用紙はＡ４サイズ（長辺綴），無地，白色とすること。 

４．文字サイズは10ポイントから12ポイントとすること。 

５．横書きとし，概ね，１頁1,000字から1,600字で，30行から40行とすること。 

６．総文字数は20,000字以上とすること。 

文字数カウントにはスペースは含めない。 

表紙，要旨，目次，参考文献は字数にカウントしない。 

なお，図表，数式等については，指導教員の承認を得て，文字数に含めることができる。 

 附   則（平成 27 年 10 月 21 日） 

この申合せは，平成27年11月１日より施行する。 

附   則（平成 30 年 9 月 12 日） 

この申合せ は，平成 30 年 10 月１日より 施行する。 

附   則（令和4年 9 月 12 日） 

この申合せは，令和４年４月１日より施行する。 

附   則（令和7年 6 月 18 日） 

この申合せは，令和７年 7 月１日より施行する。 
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４．経営学部学生関係 



経営学部学生のための学習の手引き 

皆さんを取り巻く社会環境は厳しくなっています。単に大学を卒業したという肩書きだけでは通用しな

い時代です。真の意味で社会に貢献できる社会人となるためには，大学に在学している間に，広い知識と

豊かな教養を身に付け，それらに裏付けられた専門的知識ならびに判断力や思考力をしっかりと修得し，

自分自身のブランドを高める必要があります。 

そのためには，大学生活をどのように過ごせばよいでしょうか。大学生活に関する各種規則は，この学

生便覧に記載されています。その内容は，毎年改訂され，新しい規則が適用されます。入学年度が異なる

と，異なる規則が適用されることに十分注意してください。学生便覧は，いわば皆さんと経営学部との間

に交わされる契約書であり，きわめて重要なものですから，適宜参照し，紛失しないように保管してくだ

さい。 

しかし，それほど重要でありながら，学生便覧は堅苦しく規則集の色彩が強いために，これまで学生諸

君にはあまり活用されてこなかったようです。この手引では，学生便覧を大いに活用してもらうために書

かれたものです。この手引をもとに各種のルールに目を通して欲しいと思います。 

修業年限・専攻分野 

学部の修業年限は原則4年間です。この修業年限の2倍の期間（8年間）を超えて在学することはできませ

ん。但し，休学（3か月～）を行えば，当該期間の分だけ在学年限は延長されます。また，3年次編入生の

修業年限は2年間，在学年限は4年間となっています。 

授業時間は，8時50分から20時20分までで，この時間帯に1限を90分とする授業が，1時限目から6時限目

まで行われています。 

学部では経営学の専門分野の内容に応じて，経営学分野，会計学分野，市場科学分野という3つの専攻分

野が設けられています。皆さんがどの専攻分野に所属するかは，研究指導（ゼミナール）所属についての募

集が行われる2年次後期に決まります。卒業に際しては，経営学分野，会計学分野に所属した場合には「学

士（経営学）」，市場科学分野に所属した場合には「学士（商学）」の学位が授与されます。 

なお，研究指導（ゼミナール）に所属せずに卒業する場合も，「学士（経営学）」「学士（商学）」のいず

れかの学位が授与されます。 

学部の修業年限は原則4年間ですが，3年間で卒業に必要な単位数を修得した上で，本人が希望し，教授会

が特に優秀であると認めた学生については，4年を経過する前に学部を正規に卒業することができます（早

期卒業制度））。この制度は，優秀な学生を早期に卒業させ，主として大学院などの高度な教育機関で学習

することを可能にするために設けられたものです。早期卒業のための詳しい条件については，この便覧の早

期卒業制度の項を参考にしてください。 
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授業とは 

大学での授業は，原則として前期・後期の授業期間をそれぞれ半分に分け，各8週で授業を行います。授

業期間は次のとおりです 

前期：第1クォーターと第2クォーター，後期：第3クォーターと第4クォーターに分けて行われます（2学

期クォーター制）。各学期のはじめにWeb上で履修登録を行う必要がありますが，前期のはじめに第1クォ

ーターと第2クォーターの両方の履修登録を行う必要がありますので注意してください。後期についても

同様です。履修登録の仕方は，シラバス（講義要綱）及び「教務情報システム利用の手引き（学生用）」を

参照してください。大学の授業は単位制となっています。1単位は，標準的には15時間の授業を受け，30時

間の予習復習をすることを前提に設定されています。単に授業を聞くだけでなく，授業時間外でも積極的

に勉学に取り組んでください。なお，毎週1回の講義が半年間（1学期間）行われるセメスター開講の授業

の場合，その単位は2単位となります。経営・経済・法の3学部の専門科目については、令和4年度からセメ

スター開講に移行しました。卒業には128単位を修得することが必要です。授業の内容は，シラバスに詳

しく示されています。また，シラバスには教科書や参考文献が示されていますので，それを参考に予習復

習を行ってください。 

高等学校とは異なって，大学の授業科目の多くは選択制です。どのような授業科目を選べばよいかにつ

いては，自分自身の関心とシラバスに書かれている授業の内容を参考にしてください。しかし，選択の余

地のない必修科目や，選択の範囲が限られている選択必修科目がいくつかあります。卒業のためには必修

科目の単位を修得していることが必要ですから，必修科目を優先して履修してください。 

高等教育推進機構教養教育院での学習 

大学入学当初は，高等教育推進機構教養教育院の全学共通授業科目を中心に学びます。全学共通授業科

目は，教養科目（人文系，自然系，社会系，総合系，基盤系，外国語系，健康スポーツ科学系），共通専門

基礎科目に分かれます。経営学は応用的色彩の強い学問ですから，その内容を十分に理解するためには幅

広い基礎科目を履修しておく必要があります。 

経営学部の専門分野は，大きく3つに分かれています。第1は，狭い意味での経営学の分野です。企業を

はじめとした組織体の管理・運営に必要な知識を学びます。第2は，会計学の分野です。この分野では，企

業をはじめとしたさまざまな事業体が健全に経営されているかどうかを測定・伝達，あるいは分析するた

めの方法を学びます。第3は，市場科学（商学）の分野です。この分野では，流通，金融，交通，保険など

の市場と制度について学びます。いずれの分野を学ぶにしても，その学びを実り多いものにするために，

論理学，数学，情報などの基礎科目，また，経済学，社会学，心理学，法学などの隣接分野についても勉

強しておいてください。 

専門の授業科目の履修の仕方 

経営学部の専門科目は原則として2単位の授業科目として開講されます。専門科目は，初年次セミナー，
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第1群科目，第2群科目，第3群科目および，グローバル科目群の5種類に分類されます。 

初年次セミナーでは，特に経営学をどのように学べば良いかについての正しい理解を育み，さらにその学

び方ができるように準備するものです。 

第1群科目は，経営学を学びはじめる1年生に必要な基礎知識を提供しようとする科目であり，経営学基礎

論，会計学基礎論，市場システム基礎論の3つの基礎論があります。3科目すべてが必修科目となります。 

第2群科目は基礎的な科目であり，第2年次および第3年次で履修するのが望ましい科目です。12科目提供

されるうち，12単位を修得する必要があります。 

第3群科目は，応用的な科目であり，第2群科目をある程度履修したあとで，第3年次および第4年次で履修

することが望ましいものです。第3群科目の中には，臨時増設科目として随時開講される科目もいくつかあ

ります。 

グローバル科目群は，4単位が選択必修になっています。 

この科目群には2年生以上の学生を対象とする外国書講読と外国文献講義も含まれます。 

授業の選択に関しては，経営学を体系的に学ぶカリキュラムを自ら作り上げることも意識してください。 

大学のカリキュラムは必修科目を適切に設けることで，体系的な学修ができるように設計されていますが，

皆さんの裁量に任されている部分も多くあります。経営学を体系的に学ぶということには2つの意味があり

ます。 

 経営学の幅広い分野を横断的に勉強する

 特定の専門分野の科目を集中的に勉強する

初年次セミナー，第1群科目は必修としていますが，第2群科目は選択必修です。しかし，経営学部では，

経営学部のすべての学生ができるだけ多くの第2群科目を卒業までに履修することを推奨しています。12単

位を超える第2群科目の修得単位は，卒業に必要な修得単位数に加算されます。できるだけ，第2群科目を優

先的に履修するようにしてください。これにより，「経営学の幅広い分野を横断的に勉強する」という意味

での体系的な学修ができます。第3群科目（研究指導を含む）の担当教員は，経営学部のすべての学生が第2

群科目を優先的に履修していることを前提として講義を設計しています。特に，研究指導担当教員は，第2

群科目と関連する第3群科目の履修を前提として，ゼミの研究分野を体系的に学ぶための指導をしてくれる

はずです。これにより，「特定の専門分野の科目を集中的に勉強する」という意味での体系的な学修ができ

ます。各学期の履修登録を，あなたが経営学部で何を勉強したいかを考える機会として捉え，大学生活の過

ごし方と将来の進路を考える機会にしてもらいたいと思います。 

キャップ制について

これまで，できる限り多様な科目をとることを勧める記述をしてきましたが，多様な科目をとることは可

能な限り多くの講義を履修することを意味しません。無系統に多くの講義を履修するのではなく，4年間を

通して無理なく系統的に授業を履修し，その内容を十分身につけることが必要です。このため，経営学部で

は1年間の履修単位の上限を49単位と定めています。この制度をキャップ制と言います。たとえば3年生が終
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了した時点で，修得した単位が74単位以下ならば，4年生でたとえ1年間の履修単位の上限である49単位(研

究指導の8単位を含みますが，2年間で8単位の研究指導は，1年間では4単位として換算します)にすべて合格

し，卒業論文の4単位を認められたとしても，卒業要件である128単位に満たないため，わずか1単位の不足

ですが，4年間で卒業することはできません。このため，シラバスの標準的な履修順序を参考にして4年間の

履修計画を立て，着実に単位を修得していくことが必要です。 

経営学部では，より積極的に経営学を勉強しようとする学生のために，キャップ制限を解除することがあ

ります。詳しくは履修科目の登録の上限に関する細則を参照してください。 

定期試験について 

経営学部専門科目では，各クォーター末又は学期末に定期試験を行います。定期試験は，原則的に筆記試

験の形式又はレポート試験で行われます。試験室はすべて座席指定になっており，その都度，掲示される試

験室の決められた座席で受験してください。受験には学生証の携帯が必要です。また，経営学部では，試験

途中の退出は認められない決まりになっていますので注意してください。 

なお，特別な理由がある場合に限り，教授会の承認を得て追試験が行われることがあります。追試験に関

する内規を参照してください。 

また，定期試験で不正行為を行った場合は，厳重な措置がとられます。たとえば，カンニング・ペーパー

を準備するなど不正行為を行った場合には，その学期の単位がすべて無効となるとともに，次学期も単位

を修得できません。不正行為は絶対にしないでください。 

研究指導について 

研究指導（ゼミナール）は，3年次から同一の指導教員のもとに行われる少人数教育のことです。研究指

導の期間は，2年間です。この制度は経営学部が伝統的に重視しているもので，全員が履修することが望ま

しいと考えているものです。その成果は，卒業論文として実を結ぶことになります。研究指導を受けた場合

には，卒業論文を提出しなければなりません。卒業論文は，2年間の研究指導の成果を示す論文で，所定の

様式に従って執筆します。最低字数は2万字となっています。 

卒業論文の単位は4単位で，卒業論文の審査の結果，論文試験に合格した後に成績評価が行われます。 

研究指導を履修しないこともできますが，その場合には, 研究指導8単位，卒業論文4単位相当分の，合計

12単位を他で修得しないと卒業できません。研究指導の募集は，通常2年次後期に行われます。研究指導は，

いったん所属が決まれば，その変更はできません。研究を怠れば，指導教員から除名される場合があります。 

単位修得状況審査 

単位修得状況審査は，入学後1年6ヶ月を経過した時期に，研究指導を履修する資格があるかどうかを審査

するものです。具体的には，この便覧の単位修得状況審査細則に定められている単位修得基準を満たしてい
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るか否かが審査されます。単位修得基準は，語学や基礎論などの必修科目を含めて十分な単位を修得し，研

究指導で専門的知識を深めるために必要な基礎学力を備えているか否かを見極めるために設けられている

ものです。 

定められた基準に満たない場合は，研究指導を履修することはできません。単位修得基準を満たさなかっ

た人が研究指導を履修しようとする場合は，1年後にあらためて単位修得状況審査を受け，審査をパスしな

ければなりません。研究指導の期間は2年間ですから，この場合は，確実に卒業が1年遅れることになります。

つまり1年の留年が確定します。前にも説明したように，研究指導を履修しなくても合計で12単位を他で修

得すれば卒業することは可能です。しかしながら，この時点で単位修得基準を満たしていない場合には，た

とえ研究指導を履修しなくても，先に説明したキャップ制のため，4年間で卒業することは非常に困難にな

ることに注意してください。 

 

留学のために 

経営学部は海外の大学と交流協定を結んでいます。学部の学生の場合，協定を結んでいる大学等に入学料

および授業料を負担することなく留学する機会が設けられています。また，協定校で修得した単位のうち，

所定の条件に合致するものは，経営学部の単位として認定され，卒業要件に組み入れることができます。留

学に際して，JASSOの短期留学推進制度を利用することにより，奨学金を得ることも可能です。留学希望者

の中から候補者の選考を行う際には，学業成績に加えて英語能力試験（TOEFLまたはIELTS）の点数が参

考にされます。また，留学を希望する学生のためのプログラム（KIBERプログラム）も用意されていますの

で，積極的に利用してください。 

 

大学院進学のために 

神戸大学大学院には，経営学研究科（博士課程前期課程・後期課程および専門職学位課程）が設置されて

います。最近では，日本の企業も大学院レベルの教育を受けた人材を求める傾向が強くなっています。また，

大学院を修了した人々のみを採用する研究所やシンクタンク，コンサルティング会社もあります。 

学校教育法では，大学院は「学術の理論および応用を教授研究し，その深奥をきわめ，文化の進展に寄与

すること」を目的としています。経営学研究科もその目的にそって，教育カリキュラムを提供しています。 

本研究科が提供するカリキュラムは，2つのコースに分かれています。1つは，大学やシンクタンクなどで

研究や教育に従事する研究者を養成するためのコースです。これをPhDコースと呼んでいます。もう1つは，

経営のプロフェッショナル（高度専門職業人）を養成するコースで，社会人MBAコースと呼んでいます。こ

の2つのコースで育成しようとしている人材は異なっています。前者は，理論により重点を置き，後者は応

用に重点を置いています。もちろん，理論とその応用は一体の関係にあり，違いは重点の置き方です。 

PhDコースでは，前期課程2年間は経営学・会計学・商学に関連する学問分野の高度な専門知識を身につ

け、科学的な研究方法を修得し、大学、研究機関及び産業界で当該分野の発展に寄与する人材の育成を目

的とし、後期課程3年間はわが国における経営学・会計学・商学のCOE（Center of Excellence）として研
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究科で行われる先端的研究を通じて、経営学・会計学・商学に関連する学問分野の高度かつ先端的な専門

知識に精通し、科学的な研究方法を駆使して独創的研究を行う能力を身につけ、大学や研究機関等におい

て当該分野の高度な研究・教育に従事し、その発展に主導的役割を果たすとともに、その成果を世界に及

ぼし、人類の進歩と発展に寄与する人材の育成を目的としています。 

PhDコースでは5年間の一貫教育を基本としていますが，2年間で修士号を修得し，研究所やシンクタンク，

コンサルティング会社などで高度な専門職に就くことも可能です。一般の企業でも調査・企画部門では修士

号を取得した学生を求める傾向が強まっています。 

なお，PhDコースは，上記にある人材を養成する「本科コース」に加え，異分野共創型卓越人材として，

経営学，経済学，法学の専門知識と分析スキルを兼ね備え，有機的にそれらを統合し，経済発展と社会的課

題解決とを実現に導く能力を育成することを目的とした「KIMAP in Management コース」（前期課程）を令

和5年10月に開設しました。 

もう1つの社会人MBAコースでは，経営学の全般についての高度な専門知識と特定分野についての深い専

門知識、論理的思考能力と実践への適用能力、国際社会に通用する思考力、判断力およびコミュニケーショ

ン能力を修得し、日本のビジネス社会の中核となる人材の育成を目的としています。 

MBAコースは，入学時において最低1年以上の実務経験をもつ人を対象としたコースです。なお，このコ

ースは，平成14年（2002年）4月から，経営学の分野では国立大学で2番目の「専門大学院」として運営され，

平成15年（2003年）4月から「専門職大学院」となっています。したがって，大学卒業後すぐに進学できるの

は，PhDコースということになります。また，成績の優秀な学生は，先に説明した早期卒業の制度を利用し

て，学部3年から大学院へ進学することも可能です。 

 

トップマネジメント講座科目 

臨時増設科目のうち授業担当を各企業，団体等が行う授業科目（以下「トップマネジメント講座科目」

という。）については，授業科目名は開講の都度定めるものとし，卒業要件の取扱いは第3群の授業科目と

して扱うものとしています。なお，履修年次について，本学部生については3年次から履修することがで

きます。 
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会計プロフェッショナル育成プログラム 

プログラムの目的と特色 

神戸大学経営学部会計プロフェッショナル育成プログラムは，学部在学中における公認会計士試験また

は税理士試験合格を目指しています。また，職業会計人に要求される高度専門知識を修得するために，大

学院へ進学するという道もあります。 

このプログラムの特色は，簿記検定試験のための準備を大学の授業の中で行えることです。真摯な姿勢

で授業に取り組めば，授業の単位が修得できるだけでなく，国家試験の合格にもつながります。 

詳しくは https://b.kobe-u.ac.jp/cpa/ を見てください。 

プログラムの内容 

会計プロフェッショナル育成プログラムとしての開講科目以外も含めた学習の進め方の目安は次の表

に示した通りです。学部の3年間は公認会計士や税理士となるための基礎固めです。簿記や会計学を理解

するためにはその方法を学ぶだけでなく，その背後にある専門的な考え方を十分に理解する必要がありま

す。学部の3年間はこの理解を促進するための期間です。 

年 次 学 期 授  業  内  容  等 

1 年 次 

第1 

クォーター

「実践簿記1」（2単位）：2026年6月14日(日)の日商簿記検定試験で3級合格を目

指します。 

第2・3 

クォーター

「実践簿記2」・「実践簿記3」・「実践簿記4」（各2単位）：2026年11月15日（日）

の日商簿記検定試験で2級合格を目指します。 

2 年 次 

以 降
前期・後期 

経営学部で専門科目として開講されている講義のうち，公認会計士や税理士の 

試験に役立つ次のような科目を受講します（各2単位）。 

「簿記」「財務会計」「管理会計」「監査論」「国際会計」「税務会計」「原価計算」

「会計学特殊講義」ほか 

3年・4年次 通年 
「研究指導」：会計学のゼミナールに所属し，公認会計士試験の合格を目指しま

す。 

大学院修士 2年間 

公認会計士試験や税理士試験に合格を目指すとともに，会計プロフェッショナ

ルとしての専門能力を身につけます。

1．企業会計に関する高度専門知識の修得

2．ビジネス・コンサルティング・スキルの修得
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会計プロフェッショナル育成プログラム 

令和8年度 開講科目 

1．公認会計士試験の早期合格者を増やすという目標に向け，1年次の第1クォーターに実践簿記1，第2ク

ォーターに実践簿記2，9月に集中講義で実践簿記3，第3クォーターに実践簿記4を，それぞれ1クラス開

講します（各200人程度）。

2．実践簿記1から4までのすべての科目に記帳練習が含まれています。各科目のクォーター末（実践簿記3

は最後の授業時間内）に試験が行われ，その合格者に各2単位が与えられます。 

3．それぞれの科目の開講時期に，受講生の募集が行われます。募集要項をよく読んで，履修手続きをして

ください。 

令和8年度 授業計画（予定） 

科目名 開講学期 受講者数 担 当 者 

実 践 簿 記 1 第1クォーター 200 玉野 里佳 非常勤講師 

実 践 簿 記 2 第2クォーター 200 
玉野 里佳 非常勤講師 
村上 勝之 非常勤講師 

実 践 簿 記 3 夏期集中 200 
玉野 里佳 非常勤講師 
村上 勝之 非常勤講師 

実 践 簿 記 4 第3クォーター 200 
玉野 里佳 非常勤講師 
村上 勝之 非常勤講師 
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経営データ科学特別学修プログラム 
（神戸経営 DSP） 

（プログラムの運営上、内容や要件等が変更される可能性があります）

神戸経営 DSP とは 

2023 年度より始まった「経営データ科学特別学修プログラム」（以下「神戸経営 DSP」という。）は、 

「経営学の理論に基づき、データの意味を理解し、データを用いて理論を検証し、検証結果から実践的

示唆を導き出せる人材を輩出することを目指したプログラム」

です。企業を含め、社会の様々な場面でデータを使って経営に役立てる分析を行うことのできる人材が求

められています。このプログラムは、単にデータ分析ができるだけでなく、経営学を使ってデータを用い

て経営を考えることのできる人材、具体的には

「経営学部・研究科出身だけれど自分でデータ分析を行って経営に活かすことができる」

「経営に必要な分析を設計し、高度なデータ分析能力を持つ理系人材に対して指示できる」

「データ分析に詳しくない人材とデータ分析に長けた人材の橋渡しを行う翻訳者となれる」

ような人材を輩出しようとするものです。

一般に、経営学の科学的アプローチを基礎とするデータ分析・データサイエンスに必要な能力として

は、以下が考えられます。

 [1]課題設定能力：経営学の知識に基づき、データを用いて解明すべき課題を自ら設定することが

できる

 [2]データ整備能力：企業等で日々の業務から得られる多種多様なデータを自ら収集し、整理して、

分析可能な形にまで整備することができる。

 [3]データ分析能力：自らデータの特性を理解してその意味を読み取り、統計学・データサイエンス

等の分析手法を使って分析して結果を出すことができる。

 [4]データ解釈能力：経営学の知識に基づき、分析された結果を解釈し、経営意思決定のための実践

的示唆を導くことができる。

神戸経営 DSP は、これらの能力を身に付けるための体系的な教育プログラムです。 

３つのプログラム：「5 年一貫 DSP」、「学部 DSP」、「修士 DSＰ」 

神戸経営 DSP は、 

① 「経営データ科学特別学修プログラム（5 年一貫）」（通称「5 年一貫 DSP」）

とその構成要素である

② 「経営データ科学特別学修プログラム（学部）」（通称「学部 DSP」）

③ 「経営データ科学特別学修プログラム（修士）」（通称「修士 DSP」）

から成りたっています。

①5 年一貫 DSP は、神戸経営 DSP の中心となるプログラムで、②学部 DSP と③修士 DSP を共に修了

するとともに、学部早期卒業（3.5 年間）と博士前期課程早期修了（1.5 年間）を組み合わせ、合計 5 年
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間で高度なデータ分析を理解・実践し、企業等で活かすことのできる修士人材を養成するプログラムで

す。5 年一貫 DSP には、学部３年次に所属申請を行う必要があります。 

①５年一貫 DSP 修了 ＝ ②学部 DSP 修了 ＋ 学部早期卒業（3.5 年）

＋③修士 DSP 修了 ＋ 博士前期課程早期修了（1.5 年）

②学部 DSP と③修士 DSP は、それぞれ神戸大学経営学部と大学院経営学研究科（博士前期課程）の教

育プログラムです。特定科目の単位修得を次の科目の履修条件とし、積み上げ式で必要な単位を修得し

て、結果的に要件を満たせば修了となります。修了要件を満たした学生には認定証を発行します。

学部 DSP と修士 DSP は 5 年一貫 DSP のために設計されています。ただし、5 年一貫 DSP に所属せ

ず、学部 DSP、修士 DSP のいずれかのみを修了することも可能です。それぞれのプログラムを終了した学

生には修了証を発行します。

求められる能力と学部・修士 DSP の内容 

学部 DSP では、上記 4 つの能力のうち主に[3]と[4]の能力を身に付け、経営学の各分野において、学

部レベルで必要と考えられる一定のデータ分析を行うことができること、具体的には以下ができるよう

になることを目指します。

① 与えられたデータを統計パッケージに読み込み、

② 基本的な記述統計を示しながらデータの意味を理解し、

③ 基礎的な分析（回帰分析）を行って結果を得て、

④ 統計的推論に基づきその結果を解釈することで、

⑤ 経営学の基本的な理論（仮説）を検証し、

⑥ その理論の現実妥当性を判断したうえで、

⑦ 当該理論が示す実践的示唆に基づき、

⑧ 当該経営現象に対して科学的根拠を持つ実践的示唆を提示する

修士 DSP では、学部 DSP には含まれない[1]と[2]に加え、[3]と[4]も含めて４つの能力を全て身に付

け、経営学の各分野の知識とデータ分析の手法を習得し、企業等での実際の経営の現場でデータ分析を活

用できるようになること、具体的には上記①～⑦に加えて以下ができるようになることを目指します。

⑨ 経営学の理論に基づきデータ分析により解明すべき課題を自ら設定し、

⑩ データによる検証が可能な理論（仮説）に落とし込み、

⑪ 仮説の検証のために必要とされる分析を設計し、

⑫ その分析のために必要なデータを特定し、

⑬ 経営の現場で得られる多種多様なデータの中から元となるデータを入手、あるいは自らアンケ

ート調査等を設計・実施して入手し、

⑭ 分析可能なデータセットを整備するために必要な処理（結合・整理・加工等）を特定し、

⑮ その処理を行って分析可能な整備されたデータセットを実際に構築し、

⑯ 自らが設計した仮説を検証してその結果に基づく実践的示唆を得る。
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学部 DSP 科目と修了要件 

学部 DSP 修了要件 

・「経営データ分析（各分野）」について 

この科目は複数の科目が同時に開講されます。取り扱う分野・テーマを表す括弧内（「（各分野）」）

によって異なる科目になります。

「経営データ分析（プログラミング）」と「経営データ分析（入門演習）」は「経営データ分（各

分野）」科目には含まれません。

実際に各年度で開講される「経営データ分析（各分野）」については都度案内します。

・各科目の履修条件等

・「経営データ分析（入門演習）」を履修するためには「経営統計」の単位を修得している必要

があります。また 2026 年度入学生からは「経営データ分析（プログラミング）」の単位も修得し

ている必要があります。

・「経営データ分析（各分野）」を履修するためには「経営データ分析（入門演習）」の単位を修

得している必要があります。

・各科目には推奨する履修の順番等に応じて独自の履修条件が設定されることがあります。ま

た演習科目には定員が設定されることもあります。各科目のシラバスを確認してください。

単位数
（参考）学部卒業

要件
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

経営科学の基礎 2 2単位

経営統計 2 2単位

経営数学 2 2単位

経営データ分析（プログラミング） 1 1単位

経営データ分析（入門演習） 2 2単位

演習（専門） 経営データ分析（各分野）（複数科目開講） 1or2 4単位以上

演習（専門） （学部ゼミ）

128単位

（原則としてDSP対応大学院ゼミに所属）

演習（入門）

科目 DSP修了要件

基礎

13単位以上
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学部 DSP 科目とその年次配当 

学部 DSP ではまず「経営統計」と「経営数学」でデータ分析に必要な統計・数学の知識を学び、「経営

科学の基礎」で経営学の科学的アプローチを学びます。その後、「経営統計」で学んだ統計理論を「経営

データ分析（入門演習）」で復習しつつ、統計分析ソフト「R」を用いて分析方法を学び、複数開講される

「経営データ分析（各分野）」で実際のデータを用いて分析を行うことで、上記 4 つの能力のうち主に[3][4]

を修得します。

学部
前期 後期

1Q 2Q 3Q 4Q

1 年次 （初年次セミナー） （経営の最前線と経

営学）
（1 群科目：市場システム基礎論） 

（1 群科目：経営学基礎論、会計学基礎論） 
〇経営統計 

経営データ分析（プログラミング） 

2 年次 〇経営数学 

（2 群科目：経営戦略、管理会計、財務会

計、マーケティング、経営史、金融システム）

（2 群科目：簿記、交通論、経営管理、コー

ポレートファイナンス）

〇経営科学の基礎 

経営データ分析（入門演習） 経営データ分析（各分野） （複数開講） 

3 年次  経営データ分析（各分野） （複数開講） 経営データ分析（各分野） （複数開講）

（3 群科目） （3 群科目）

（研究指導（ゼミ）） 

4 年次 経営データ分析（各分野） （複数開講） 

（3 群科目） 

（研究指導（ゼミ））

（注）太枠の科目が学部 DSP 修了要件科目です。〇印の科目は、DSP 用に設計された科目ではないが、

その内容から修了要件に含まれている科目です。

・学部ゼミについて：5 年一貫 DSP（修士 DSP）では、原則として学部ゼミの指導教員が大学院の指導

教員となるため、学部 3 年前期から 4 年前期まで学部ゼミに所属する必要があります。大学院で 5 年一貫

DSP 生を受け入れる（5 年間指導できる）教員のゼミ「DSP 対応大学院ゼミ」は、ゼミを選択する際（2
年後期）に一覧を示します（ほとんどのゼミは DSP 対応大学院ゼミです）。

・DSP 対応大学院ゼミ以外のゼミに所属している学生も、5 年一貫 DSP（修士 DSP）に進めます（大学

院での指導教員を変更します）。

・学部 DSP だけの修了も可能：5 年一貫 DSP 所属（早期卒業）でなくても、上記の配当学年・セメスタ

ーより遅れて履修しても、卒業までに修了要件を満たせば学部DSP修了を認定し、修了証を発行します。

大学院科目（修士 DSP 修了要件科目）の先行履修 

3 年次前期または後期の終了後に 5 年一貫 DSP に申請した学生は、一定の要件を満たした場合、その

後のセメスターに開講される修士 DSP 科目を履修し、大学院進学後に修士 DSP 修了要件に参入できま

す。5 年一貫 DSP は先行履修を前提としており、推奨する科目は別途お知らせします。 
【先行履修とは】 学部在学時に大学院授業科目を履修する制度。先行履修で修得した科目の単位

は、学部の卒業要件単位に含まれませんが、大学院に進学した際に、大学院修了（修士 DSP 修了）

の要件に算入することができます。詳しくは先行履修の募集要項を確認してください。
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Kobe International Business Education and Research (KIBER) Program 

プログラムの目的 

＊ 1年間の留学を実りあるものとして、国際社会と文化を理解したグローバルな社会環境で活躍できる経

営人材を育成するプログラムです。 

＊ 留学時に必要な英語でのコミュニケーションスキルについての授業を追加し、留学を含め4年間で卒業

できるように制度設計されたものです。 

プログラムのメリット 

1．海外提携校において授業料が発生しない。

（留学中は神戸大学経営学部の授業料は納めなければならない。）

2．KIBER 協力ゼミナールに参加する場合は4年で卒業ができる。

3．海外提携校での取得単位の単位互換が認められる。（単位換算後上限は49単位） 

4．KIBER プログラム登録時に成績優秀者については、初年度のCAP制度による履修科目の登録の

上限を追加で6単位まで緩和することができる。（申請必要） 

5．留学の際、資金面のサポートがある。 

－日本学生支援機構 (JASSO)

－兵庫・アジア太平洋交流ネットワーク 

－神戸大学基金 

－トビタテ留学 JAPAN 

－業務スーパージャパンドリーム財団 

－フクシマグローバル人材支援奨学財団 

6．海外の評価の高い大学で経営学を英語で学べる。 

評価の高い大学には世界中からレベルの高い留学生（交換留学生を含む）が集まるので、異文化交流

をすることで幅広い経験が可能になる。 

プログラムの内容（開講予定） 

◆2年生  第1Ｑ（クォーター）～ 第4Ｑ（クォーター） 

・Business Communication Ⅰ、Ⅱ

・Academic Reading and Writing for Business Ⅰ、Ⅱ

・International Business Law Ⅰ

・Entrepreneurial Mindset

・Entrepreneurial Global Strategy

・Overview of Corporate Financing

・Portfolio Theory

・The Role of Asset Management in the future
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◆3年生 第1Ｑ（クォーター）～ 第2Ｑ（クォーター）

・ゼミナール

・学部での英語での専門科目履修

◆3年生 第3Ｑ（クォーター）～ ◆4年生 第2Ｑ（クォーター）

・留学

・留学中に取得した単位は本学の認定をうければ卒業単位として認められる

◆4年生 第3Ｑ（クォーター）～ 第4Ｑ（クォーター）

・卒業論文

留学の認定 

プログラム指定科目の履修と修得状況、英語外部試験TOEFLのスコア、2年次第2クォーター終了時のGPA

により判断し、KIBERプログラムの派遣留学生として認定します。 

※留学先によりTOEFLではなくIELTsのスコアで判断する場合があります。

※交換留学派遣募集締切（留学前年の10月末頃）までに英語外部試験のスコア提出が必要となりま

す。

当該プログラムは経営学の領域においてグローバルに活躍できる人材育成を目指しており、短期の

語学留学とは違う点をよく理解した上でプログラムへの参加を促します。 

プログラム修了要件 

プログラムで指定した授業科目の単位をすべて修得し、協定校に1年間（アカデミックイヤー）の交換

留学をすること。 

修了認定証の授与 

・プログラムを修了した学生には、修了認定証を授与する。

・修了認定証の様式は、別記様式のとおりとする。

・修了認定証は、原則として学位記授与式の日に交付する。
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別記様式 
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国際経営5年プログラム (KIMERAプログラム)について

Kobe International Management Education and Research Accelerated Program (KIMERA Program) 

神戸大学経営学部・研究科のKIMERAプログラムは、国際社会と文化を理解した，グローバルな社会環境

で活躍できる⾼度な経営⼈材を育成するプログラムです。5年⼀貫教育を特徴とし，KIMERAプログラムに

登録された学生（以下、「KIMERA生」という）は，学部3年半と大学院1年半の最短5年間で経営学または商

学の学士号および修士号を取得することができます。

KIMERAプログラムでは，学部の2 年次から，経営学部のKIBER (Kobe International Business 

Education and Research)プログラムに参加し，⼀般の授業と並⾏して英語教育を受け留学の準備をしま

す。3年次の後期から1年間，経営学部の海外パートナー・スクールへ単位互換留学をし，早期卒業に必要

な単位を修得して，3 年半で学部を卒業します。卒業後，経営学研究科のKIMAP (Kobe University 

Interdisciplinary Master Program) in Management に秋入学し，1 年半で修士号を取得することになり

ます。KIMAP in Management は，神戸大学のキャンパスにおいてすべての授業が英語で⾏われ，

KIMERA生は神戸や海外から招聘した著名な経営学の研究者による授業を集中的に受講します。さらに，

提携企業とのグループ・フィールド研究や修士論文研究を受講し，修士論文又はプロジェクト・ペーパー

を英語で書きます。経営学部のKIBERプログラムと経営学研究科のKIMAP in Management を統合する

ことで，5年間で加速度的 (Accelerated)に国際ビジネスにおける即戦⼒となるようにデザインされたプロ

グラムです。 

1．参加時期

学部3年生後期から大学院修了までとする。3年半での学部早期卒業及び1年半の大学院早期修了により

最短5年間でプログラムを修了することが可能である。 

2．参加条件 

標準的には，KIBERプログラムに所属し，1年間の交換留学に参加している学生を対象とする。あるい

は交換留学に参加していないが，その結果得られる英語能力に相当するものを有する学生を対象とする。 

3．募集時期 

学部3年生の8月と1月に掲示により募集する。 

4．プログラムの対象となる授業 

学 部 ： KIBERプログラムの授業

大学院 ： KIMAP in Managementの授業
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5．学部3年半早期卒業と大学院秋入学 

学部修了要件を満たし，成績の優秀（経営学部の専門科目で3年生後期までに修得した単位の秀又は優

が1／2以上）な学生は，学部を3年半で早期卒業し，推薦入試により大学院に秋入学することができる。 

6．大学院早期修了 

博士課程前期課程KIMAP in Management 履修コースにおいて，「体系的な学力を修得した者」につ

いては，在学期間に関しては1年半以上在学すれば足りるものとする。 

7．プログラム修了要件 

○プログラムの学部卒業要件 ： 経営学部の卒業要件と同じ 

○プログラムの大学院修了要件 ： 博士課程前期課程KIMAP in Management 履修コースの修了要

件と同じ 

上記学部卒業要件及び大学院修了要件を満たし，プログラムを修了した学生には，「国際経営5年プログ

ラム修了証書」を授与する。 

本プログラムは，平成28年4月1日から実施する。 
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第 号 

国際経営5年プログラム
Kobe International Management Education and Research Accelerated Program

修 了 証 書

（氏    名） 

（生 年 月 日） 

本学部及び本研究科の国際経営 5年プログラム（KIMERA 

Program）に所属し所定の単位を修得したのでその努力を認め、

国際経営5年プログラム修了証書を授与する

令和○○年○○月○○日 

神戸大学大学院経営学研究科長 

神戸大学経営学部長 

○ ○ ○ ○ （公印） 
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ビジネス価値共創・起業家教育プログラム（KEEL） 

＜事業創造から承継までを統合する学部・大学院シームレス教育＞ 

※プログラムの運営上、内容や要件等が変更される可能性があります

神戸大学経営学部・経営学研究科では、2026 年度より、自分自身の希望の実現や、社会

における様々な課題を解決するために、熟達起業家の行動原理であるエフェクチュエーシ

ョンに基づいて、価値共創できる起業家型人材を育成することを目指し、事業創造から承継

までを統合する「ビジネス価値共創・起業家教育プログラム」（KEEL: Kobe Effectual 

Entrepreneurship Launchpad）を開始します。 

 KEEL は、2024 年度より大学院博士課程前期課程で開始した「対話型ビジネス価値共創人

材養成（BVCC）プログラム」を発展させ、2026 年度より学部にも教育プログラムを展開し、

起業家として新規事業を創造し承継するまでの一貫教育を、学部・大学院博士課程を通じて

実施するものです。 

育成する人材像：経営学の最先端の知識に基づき、自分自身の希望や期待を価値として社会

に提供し、事業として組織化できる能力を持つ起業家型人材 

基礎理論としてのエフェクチュエーション：不確実な状況下で予測ではなくコントロール

できるリソースを使って行動することで未来を切り開く、熟達起業家に関する研究から導

出された考え方。本プログラムでは、自分は誰であるか、何ができるかを出発点に、行動で

きる人材を育成します。 

科目体系 

①価値共創・起業科目

・ビジネス価値共創（1 単位）：ビジネス価値共創や起業を行うための基本考え方とその基

礎となる理論を学びます。 

・起業と経営学（1 単位）：経営管理、マーケティング、会計、ファイナンスなど経営学の

基本的な知識を起業のためにどのように活用できるかを学びます。 

・事業の創造と承継（2 単位）：事業を創造し、それを承継する企業のライフサイクルと論

理を学びます。 

・事業承継と中堅・中小企業の M&A（1 単位）：事業創造の出口である事業継承について課題

とそれを解決する方法について学びます。 

②個人を起点として行動し、他者と協力する力を養うセミナー

・個人と組織のパーパス発見セミナー（2 単位）：「自分は何もので、何がしたいのか」がす

べての出発点になります。本セミナーでは、それを自分のパーパスとして発見し、実現する
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ことに大切さを学びます。 

・コ・ファウンダーシップセミナー（2 単位）：起業は、一人よりも、二人以上で取り組ん

だ方がはるかに効果がでます。本セミナーでは、一人ではなく、複数で事業に取り組むため

の演習を行います。 

・起業家的思考と行動法則（2 単位）：バブソン大学の起業メソッドを取り入れた演習科目

です。「行動がすべてに勝る(Action trumps everything)」を合言葉に自分のアイデアを実

践にまでもっていく思考と方法を学びます。 

③起業指導科目

・起業指導 A（２単位）、起業指導 B（2 単位）：EA モデルキャンバス(Effectual Art Thinking 

Model Canvas) を活用して、学生のアイデアの創発から PMF（Product Market Fit）までの

実践的指導を行います。 

④対話型ビジネス価値共創人材養成プログラム（BVCC）科目

2024 年度より開始した大学院博士課程前期課程のプログラムで、小樽商科大学、和歌山大

学と協力して三大学共同で運営するプログラムです。対話型価値共創の観点から、地域や社

会の課題をビジネスを通じて解決すことのできる人材の養成を目指します。 

大学院進学希望者で、条件を満たす学生は、BVCC 科目を選考履修することができます。 

※本プログラムは、三宅卓氏のご寄附を原資にしてスタートすることができました。ご支援

に対し厚くお礼申し上げます。 
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神戸大学数理・データサイエンス・AI 教育プログラム実施要領 

令和４年１⽉ 18 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会決定

令和４年 2 ⽉ 8 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会⼀部改正

令和４年 11 ⽉ 10 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会⼀部改正

令和 5 年１⽉ 26 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会⼀部改正

令和 6 年 2 ⽉ 19 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会⼀部改正

令和 7 年 2 ⽉ 27 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会⼀部改正

令和 8 年 2 ⽉ 26 ⽇ 神⼾⼤学数理・データサイエンスセンター運営委員会⼀部改正

（趣旨）
第１条 この要領は、神⼾⼤学の各学部規則の規定に基づき設置される神⼾⼤学数理・データサ

イエンス・AI 教育プログラム（以下「プログラム」という。）の実施に関し必要な事項を定め
るものとする。

（⽬的）
第２条 プログラムは、学⼠課程において、数理的思考、データ分析・活⽤⼒、AI 活⽤能⼒に

関する基礎的素養を有する⼈材を育成することを⽬的とする。

（レベル）
第 3 条 プログラムは、リテラシーレベルと応⽤基礎レベルに区分する。

（授業科⽬名，単位数及び修了要件）
第４条 プログラムにおける授業科⽬名、単位数及び修了要件は、別表のとおりとする。

（修了認定）
第５条 プログラム修了については、当該プログラムを修了した学⽣が所属する学部の教授会

の議を経て年度末ごとに認定を⾏い、修了を認定した者については、オープンバッジを発⾏す
る。

（雑則）
第６条 この要領に定めるもののほか、プログラムの実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
この要領は、令和４年４⽉１⽇から実施する。

附 則
この要領は、令和４年 11 ⽉ 10 ⽇から実施する。

附 則
1 この要領は、令和 5 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。
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2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 5 年 4 ⽉ 1 ⽇以後に
おいて在学者の属する年次に編⼊学、転⼊学⼜は再⼊学する者については、改正後の要領に
かかわらず、なお従前の例による。 

附 則 
1 この要領は、令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。 
2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 6 年 4 ⽉ 1 ⽇以後に

おいて在学者の属する年次に編⼊学、転⼊学⼜は再⼊学する者については、改正後の要領に
かかわらず、なお従前の例による。 
 

  附 則 
1 この要領は、令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。 
2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇以後に 

おいて在学者の属する年次に編⼊学、転⼊学⼜は再⼊学する者については、改正後の要領に 
かかわらず、なお従前の例による。 
 

附 則 
1 この要領は、令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施する。 
2 この要領実施の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇以後に 

おいて在学者の属する年次に編⼊学、転⼊学⼜は再⼊学する者については、改正後の要領に 
かかわらず、なお従前の例による。 
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別表（第4条関係）
（1）神⼾⼤学数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル）

授業科⽬名 授業科⽬の区分 単位数
必要修得
単位数

情報基礎 教養科⽬（基盤系） 1
データサイエンス基礎学 教養科⽬（基盤系） 1

2単位

（2）神⼾⼤学数理・データサイエンス・AI教育プログラム（応⽤基礎レベル）
経営学部

授業科⽬名 授業科⽬の区分 単位数
必要修得
単位数

データサイエンス概論Ａ 教養科⽬（総合系） 1
データサイエンス概論Ｂ 教養科⽬（総合系） 1
統計学Ａ 教養科⽬（⾃然系） 1
統計学Ｂ 教養科⽬（⾃然系） 1
線形代数⼊⾨１ 共通専⾨基礎科⽬ 1
線形代数⼊⾨２ 共通専⾨基礎科⽬ 1
線形代数１ 共通専⾨基礎科⽬ 1
線形代数２ 共通専⾨基礎科⽬ 1
線形代数３ 共通専⾨基礎科⽬ 1
線形代数４ 共通専⾨基礎科⽬ 1
微分積分⼊⾨１ 共通専⾨基礎科⽬ 1
微分積分⼊⾨２ 共通専⾨基礎科⽬ 1
微分積分１ 共通専⾨基礎科⽬ 1
微分積分２ 共通専⾨基礎科⽬ 1
微分積分３ 共通専⾨基礎科⽬ 1
微分積分４ 共通専⾨基礎科⽬ 1
経営統計 専⾨科⽬ 2
経営数学 専⾨科⽬ 2
データサイエンス基礎演習 教養科⽬（総合系） 1
データサイエンスＰＢＬ演習 教養科⽬（総合系） 1

8単位以上必要修得単位数の合計

必修 2単位

選択必修
4単位以上

2単位

必修 2単位

必要修得単位数の合計
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学生の心得 

Ｉ 卒業要件，単位の修得方法 

卒業要件，単位の修得方法については，「神戸大学全学共通授業科目履修規則」，「神戸大学経営学部

規則（以下本学部規則という）。」及び下記の注意事項を十分熟読した上で，卒業に必要な単位を修得し

てください 。本学部における授業科目の区分は，教養科目（人文系，自然系，社会系，総合系，基盤

系，外国語系，健康スポーツ科学系），共通専門基礎科目，初年次セミナー，第1群科目，第2群科目，第

3群科目，グローバル科目群，関連科目及びその他必要と認める科目から構成されます。 

また，外国人留学生のための日本語科目は、グルーバル教育センターが開講します。 

１．教養科目 

大学教育の基盤として，調和のとれた全人教育を行うことを目的とし，現代におけるさまざまな課題

を認識し，それに対処する態度を学ぶ科目です。 

（1）教養科目（人文系・自然系・社会系・総合系）は，計12単位の修得が必要です。

なお，教養科目（社会系）の「経営学」は，履修は可能ですが、修得しても卒業に必要な単位に含

まないので，注意してください。 

（2）教養科目（基盤系）は，4科目計4単位の修得が必要です。

（3）教養科目（外国語系）は，外国語第Ⅰが4単位，外国語第Ⅱが4単位の修得が必要です。

２．共通専門基礎科目 

共通専門基礎科目は，専門科目と有機的連携を図るために設けられた科目です。 

なお，共通専門基礎科目を6単位以上修得した場合，2単位まで「その他必要と認める科目」に算入す

ることができます。 

３．初年次セミナー，第1群科目（専門科目） 

初年次セミナー及び第1群科目の計4科目7単位の修得が必要です。 

４. 第2群科目及び第3群科目及びグローバル科目群（専門科目）

「卒業論文」は，第8条に規定する「履修科目の登録の上限」に含みません。

「研究指導」，「卒業論文」の単位は同時に認定し，どちらか一方のみを修得することはできません。

第2群科目は12単位以上選択必修，第3群科目は自由選択，グローバル科目群は4単位以上選択必修の

うえ合計55単位以上の修得が必要です。
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５．関連科目（専門科目）及びその他必要と認める科目 

「その他必要と認める科目」として卒業要件単位数に算入できる単位数は12単位以内です。12単位を

超える修得単位は卒業要件単位数に算入できません。 

６. 日本語・日本語事情（外国人留学生のための正規授業科目としての日本語）

外国人留学生のための日本語科目を修得した場合は，外国語科目の修得単位数のうち，6単位まで算

入することができます。（英語，その他の外国語を問いません。） 

詳細は、経営学部規則 別表第2 履修要件を確認してください。 

専門科目の取扱いについて 

専門科目に関する取扱いについて，下記のとおりとする。 

1．他学部専門科目

経営学部規則別表第2に掲げる授業科目等の「本学部生の履修を許可された法学部・経済学部の専門科

目（共通専門基礎科目を除く。）」および「本学部生の履修を許可された他学部（法学部・経済学部を除く。）

の専門科目（共通専門基礎科目を除く。）」（以下，合わせて「他学部専門科目」という。）とは，当該学部

において経営学部生の履修を認める専門科目（共通専門基礎科目を除く。）である授業科目とする。 

この条件を満たすかどうかについては，各自当該学部の学生便覧で必ず確認した上で履修すること。判

断に迷う場合には，教務グループに相談すること。 

具体的な取扱いについては，次の表に整理している。 

(1) 他学部専門科目となるもの

原  則 
専門科目であるかどうかの判断は，当該学部が定めている，授業科目の区分等にお

いて専門科目に属している授業科目かどうかで行う。 

具体的な授業 

科目名(例示) 

理科教育方法論Ａ（国際人間科学部：専門科目） 

人格形成論（国際人間科学部：専門科目） 

※注：同一科目名でも，開講する学部および開講年度により授業科目の取扱い（専門

科目，資格免許の科目，共通専門基礎科目など。）が異なるので注意すること。

(2) 他学部専門科目にならないもの

原  則 
当該学部におけるその科目が，専門科目以外の区分の科目である場合には，たとえ

当該学部における卒業要件の授業科目であっても，他学部専門科目にならない。 

例 「資格免許のための科目」は，他学部専門科目にならない。 

具体的な授業 

科目名(例示) 

理科教育論Ａ，理科教育論Ｂ（国際人間科学部：資格免許のための科目） 

※注：同一科目名の授業科目の取扱いの注意は，上記(1)の場合と同じです。
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2．特殊講義・外国書講読・外国文献講義 

経営学特殊講義，会計学特殊講義，市場システム特殊講義，外国書講読，外国文献講義については，既

に単位を修得している場合でも，新たに同名授業科目が開講された場合，担当教員が異なる場合，または

担当教員が同じであっても，授業内容，教科書が異なる場合は，繰り返し履修することができます。 

3．経営データ分析 

経営データ分析については，すでに単位を修得している場合でも、授業内容が異なる場合は、それぞれ

独立の授業科目として履修することができます。 

4．他大学において修得した単位 

本学部と協定している他大学において修得した単位は，教授会の審査を経て，第3群科目の修得単位と

することができます。 
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Ⅱ 修学，学生生活について 

経営学部学生は，全学部学生が主に1，2年次の間に教養科目や共通専門基礎科目等の全学共通授業科

目を受講する鶴甲第一キャンパスと，経営学部学生が主に2年次以降に専門科目等の授業科目を受講す

る六甲台第一キャンパスで修学，学生生活を送ることになります。 

 

１．教務学生事務の取扱いについて 

「学生生活案内」（神戸大学Webページ掲載）を参照してください。なお，在学期間を通じ，次の事務

は経営学研究科教務グループ（六甲台第一キャンパス）が担当します。 

① 学生の休学・復学・退学願，学生証交付願の提出   ② 欠席届，身上異動届の提出 

③ 諸証明書の交付，発行   ④ 既修得単位の認定 ⑤ 外国人留学生関係     

上の連絡は，本学部（六甲台第一キャンパス及び鶴甲第一キャンパス）のWebページによっ

て行うので日頃からWebページを見る習慣を身につけてください。 

また，電子メール（学籍番号@stu.kobe-u.ac.jp，学籍番号@gsuite.kobe-u.ac.jp）にて連

絡する場合があります。 

 

２．授業科目の履修方法について 

授業は対面及び遠隔で開講されます。対面授業は指定された教室で受講して下さい。対面授業の前後

に，リアルタイムの遠隔授業がある場合は，アクセスポイントを利用して受講してください。アクセス

ポイントについては経営学部Webページに掲載しますので適宜確認してください。 

学生は，毎学期初めにWebページで公開する授業時間割表及びシラバス（講義要綱）等により履修し

ようとする授業科目を選び，定められた期間内に履修手続きを行う必要があります。 

神戸大学では，教務情報システム（うりぼーネット）によるWeb上での履修登録を行っています。 

履修登録については，経営学部の新入生オリエンテーション等で説明を行いますが，操作方法等の詳

細については，Webページ掲載のマニュアル（「教務情報システム利用の手引き（学生用）」）を参照して

ください。 

ただし，全学共通授業科目（教養科目，共通専門基礎科目）の履修方法の詳細については，高等教育

推進機構教養教育院のWebページに掲載しますので，こちらで確認してください。 

 

３．定期試験について 

経営学部専門科目では，原則として各クォーター末又は学期末に定期試験を行います。 

 

４．定期試験における受験上の注意事項について 

(1) 受験中に不正行為を行った者は，所定の手続きにより厳重な処分を行います。 

(2) 受験のため試験室に入るときは，必ず学生証を携帯してください。 
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試験は指定された席で受験し，受験中は必ず学生証の写真面を表にし，座席番号の下に置くこと。 

(3) 試験時間は授業科目により異なります。 

(4) 試験開始後20分を経過した後は，受験者の入室はできません。 

(5) 経営学部専門科目の定期試験においては，受験者の途中退室はできません。 

(6) 答案用紙は，解答の成否にかかわらず必ず試験科目名，学部名，学籍番号，氏名，教室名，座席番

号を明記してください。 

(7) 答案用紙は白紙であっても一切持ち出すことはできません。また，持ち出した場合，理由の如何に

かかわらずその答案は無効となります。また，不正行為とみなす場合があります。 

(8) 机の上には，鉛筆，消しゴム及び持込を許可されたもの以外は，筆箱も含めすべて鞄の中に入れて

ください。携帯電話も電源を切り鞄の中に入れてください。なお，携帯電話を時計の代わりに使用

することは出来ません。 

(9) その他については，監督者の指示に従ってください。 

 

５．定期試験における追試験及び再試験について 

(1) 学部専門科目の追試験については学部規則関係の「追試験に関する内規」を参照してください。 

(2) 学部専門科目の再試験はいかなる理由であっても認められません。 

 

６．研究指導について 

(1) 研究指導を受けようとする者は，通常，2年次の後期に掲示によりその年度の担当教員，募集人員

等の募集要項を発表するので，指定された期日までに「研究指導志望申請書」を提出してください。 

また，研究指導の応募についてのガイダンスを実施するので，必ず出席してください。 

(2) 担当教員所属学生の選考は，当該教員により面接，書類選考その他の適切な方法により行われ，教

授会において決定します。 

(3) 詳細は，「単位修得状況審査細則」及び「研究指導細則」を参照してください。 

(4) 論文の提出については「卒業論文の提出について」等を参照してください。 

 

７．交通機関の運休，台風等の場合における授業，定期試験の取扱いについて 

全学共通授業科目関係の「交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時に

おける授業，定期試験の休講措置について」を参照して下さい。 
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８．授業時間について 

授業時間（90分） 

1 時 限 8時50分 ～ 10時20分 

2 時 限 10時40分 ～ 12時10分 

3 時 限 13時20分 ～ 14時50分 

4 時 限 15時10分 ～ 16時40分 

5 時 限 17時00分 ～ 18時30分 

6 時 限 18時50分 ～ 20時20分 

（注）全学的に開始時間は統一されています。 

９．学業成績評価の基準及び履修科目の登録の上限について（ＣＡＰ制） 

次のように評価し，可以上を合格とします。 

秀 90点以上100点まで 

優 80点以上90点未満 

良 70点以上80点未満 

可 60点以上70点未満 

不可 60点未満 

注）全学的に統一されています。 

経営学部専門科目においては，定期試験を受験しない場合，成績は「不可」となります。 

定期試験を受験し，合格点に満たない場合も「不可」となります。 

成績は各学期末（9月，3月）に発表し，教務情報システム（Web）上で閲覧・プリントアウトするこ

とができます。詳しくは「教務情報システム利用の手引き（学生用）」を参照してください。 

◎ 履修科目の登録の上限について（ＣＡＰ制）

ＣＡＰは，履修登録した単位数です。修得単位数ではありません。（不可の科目も含まれます）

※ 履修科目の登録の上限：年間49単位

10．教務関係連絡事項について 

本学部生への連絡事項は，原則として経営学部Webページによって伝えることになっています。普段

から経営学部Webページを見る習慣を身につけておいてください。また，電子メール（学籍番号

@stu.kobe-u.ac.jp，学籍番号@gsuite.kobe-u.ac.jp）にて連絡する場合があります。 
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11．諸証明書の交付，発行について 

(1) 学 生 証

学生は入学時に，写真（上半身脱帽3㎝×2.4㎝）1枚を提出して学生証の交付を受け，常時携帯して

ください。なお，通学証明は，「学生証」と「通学定期乗車券発行控」の両方を交通機関に提示すれ

ば，大部分の交通機関において通学定期乗車券が購入できます。 

 学生証及び通学定期乗車券発行控は卒業，退学，除籍又は有効期間が経過した時は，直ちに返納し

てください。なお，学生証の再発行を受けようとするときは，再交付願に必要事項を記入し，経営学

研究科教務グループへ提出してください。 

(2) 在学証明書・卒業見込証明書・学業成績証明書

六甲台第三学舎1階の学生コーナーに，証明書自動発行機（ＡＭ8：30～ＰＭ5：00，月～土曜日）を

設置しているので，学生証により操作を行い，各自がパスワード等を入力して受け取ってください。

なお，証明書自動発行機は，鶴甲第一キャンパス等に設置されているものも利用することができます。 

(3) 学 割 証（ＪＲ）

在学証明書と同じ。ただし，発行枚数は1人当たり年間15枚を限度としています。

(4) 仮 受 験 票

試験時等に学生証を忘失した際に証明書自動発行機で交付します。

仮受験票は発効日に限り有効とし，1学期に5枚を限度として交付します。

(5) 健康診断証明書

本学保健管理センターにおいて健康診断を受検した者に限り，奨学金及び就職用に発行します。

12．学生登録票の提出について 

入学時に指定された期間に提出してください。記載内容に変更が生じた場合は，直ちに届出てくださ

い。 

13．休学・復学・退学願等の願出について 

神戸大学共通細則に規定している所定の様式により願い出てください。病気による休学，復学又は退

学を願い出る場合は，診断書（復学のときは健康診断書）の添付を必要とします。 

14．授業料の納付について 

授業料は，所定の時期に「口座振替」（自動引き落し）により行います。 

15．六甲台地区における車両入構制限について 
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交通安全及び騒音防止等のため許可者以外の車両（自動車）の入構を制限しています。車両による人

構を希望する学生は，所定の時期に申請書を提出して許可を受けてください。 

なお，バイク，原動機付自転車，モペット，電動キックボードは，構内入構禁止につき教務グループ

でバイク駐輪登録の手続きをしたうえで，所定の駐輸場（巻末の附録「六甲台キャンパス建物配置図」

参照）に置いてください。バイク駐輪登録をしていなかった場合，学生研究災害保険（学研災）の通学

特約が適用されないことがありますので，注意してください。 

 

16．教室等の使用について 

授業，学部行事等に支障のない限り，研究又は勉強会等のため経営学部が管理する六甲台学舎の教室

等施設を使用することができます。ただし，原則として土曜・日曜，祝日，年末年始及び平日17時以降

の使用はできません。使用する場合は，使用責任者があらかじめ教室使用許可願を教務グループに提出

し，許可を得てください。 

 

17．掲示物について 

掲示物については，所定の掲示板に掲示することとなっています。従って所定の掲示板以外の掲示物

については，大学側で撤去しますので注意してください。 

 

18．禁煙について 

六甲台キャンパスでは，健康増進法第2条及び第25条の規定に基づき，受動喫煙を防止し，学生及び

教職員の健康増進を図るため，全キャンパスにおいて，学舎内外を問わず，敷地内全面禁煙となってい

ます。 
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Ⅲ 学生アカウント利用上の注意 

本学では，入学時に学生アカウントを全員に配布しています。このアカウントは必修の情報基礎の受

講のみならず，学内のネットワークの利用，メールのやりとりや，インターネット上の情報収集，成績

確認や履修届の提出，休講掲示板の閲覧等，学生生活に不可欠なものです。情報基盤センター（以下「セ

ンター」という）からの通知書を紛失しないよう十分気を付けてください。

また，使い方を間違えると他人に多大な迷惑をかけ，管理義務を問われることになりますので，注意

事項をよく読んで使用してください。 

１．学生アカウントの利用について 

学生アカウントで，以下のサービスを利用することができます。 

詳細は，情報基盤センターのWebページをご覧ください。 https://www.istc.kobe-u.ac.jp/ 

(1)個人メール

神戸大学ドメインを含んだ個人用メールアドレスを使用することができます。

(2)全学ソフトウェアライセンス

大学が包括的なライセンス契約を結ぶことで，ソフトウェアを全学のコンピュータで利用できるサー

ビスです。Microsoft365 Appsが利用できます。

(3)全学用無線LAN

キャンパス内に設置された無線LANアクセスポイントを利用して，ご自分のパソコンを大学のネット

ワークに接続できます。

(4)神戸大学LMS BEEF+

学習管理システムで，教材配布，課題提出等の学修支援をはじめとし，教員と学生のコミュニケーシ

ョンをサポートする機能があります。

(5)VPN接続サービス

自宅など学外から外部プロバイダーなどを通して，学内とほぼ同様なネットワーク環境を実現できま

す。

(6)オンラインストレージ

Webブラウザまたはアプリを利用してオンラインでファイルの共有及び同期が簡単にできます。

(7)個人Webページ

個人のホームページを作成しWebに公開できます。 コンテンツの作成からアップロード手順までマニ

ュアルをご案内しています。

２．利用上の注意 

配布されたアカウント通知書の封筒裏面および以下に記載されている注意事項をよく読んで遵守し

てください。 
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・メールによる連絡

アカウント通知書に記載されているメールアドレスに対して，神戸大学からの事務的な連絡を行う

ことがあります。定期的にメールを読むようにしてください。 

・配布されるアカウント通知書の管理義務

本学のアカウントは，神戸大学の全構成員に発行されています。本通知書は，本学に所属している

間は，大切に保管・管理してください。本アカウントは，情報基盤センターだけでなく，教務・図書

館システム等において個人を認証するものであるため，複数人で共有することを禁止します。したが

って，パスワードを他人に教えたり，本通知書やパスワードを書いたメモ等を人の目に触れるところ

に放置したりしないようにしてください。本通知書を紛失した場合は，速やかに情報基盤センターに

て，再交付の手続きをしてください。

・教育・学術・研究に関係のない利用の禁止

本学のネットワークは，学術情報ネットワークの一部です。営利目的など，教育・学術・研究目的

及びそれを支援する目的以外の使用は禁止されています。

・迷惑メールの禁止

転送を強要する回覧メールや不特定多数対象のメール送信などは，禁止されています。

・「学内ネットワーク及びサーバの利用に関するガイドライン」の遵守 

本学で定めている「学内ネットワーク及びサーバの利用に関するガイドライン」の内容を遵守して

ください。 

・SNS等の利用について

インターネットを通して広く一般の人に公開されるSNS等の利用は，様々な注意が必要です。

不用意な情報を掲載すると，場合によっては訴訟などの対象にされることもあり得ます。 

３．センターからの連絡 

電子メール，インターネットを利用する場合の注意事項については，センターWebページ http:// 

www.istc.kobe-u.ac.jp/ に詳しく掲載していますのでよく読んでください。 

なお，機器の利用停止日等の連絡も上記Webページ上で行いますので，定期的にチェックするように

お願いします。 
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交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験の

休講措置について 

平成28年1月27日 全学教務委員会 決定 

平成30年9月26日 全学教務委員会 一部改正 

平成31年2月20日 全学教務委員会 一部改正 

令和元年9月18日 全学教務委員会 一部改正 

令和3年5月26日 全学教務委員会 一部改正 

令和4年3月23日 全学教務委員会 一部改正 

令和5年7月26日 全学教務委員会 一部改正 

令和8年2月18日 全学教務委員会 一部改正 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時の対応については，下記

のとおり取り扱うものとする。 

記 

1．交通機関の運休の場合

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり交通機関が運休した場合は，当日のその

後に予定されている授業(定期試験を含む。以下同じ。)を休講とする。 

ただし，交通機関が運行を再開した場合は，次のとおり授業を実施する。 

① 午前6時までに，交通機関が運行を再開した場合は，1時限目の授業から実施する。

② 午前10時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後1時以降に開始する授業から実

施する。

③ 午後2時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後5時以降に開始する授業から実施

する。

＜１＞六甲台地区 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））のうち2線が同時に運休した場合

(2) 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合

＜２＞楠地区  

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合

(2) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神

中央駅））が同時に運休した場合

＜３＞名谷地区 

次の(1) 又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合

(2) 神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神中央駅））が運休した場合

＜４＞深江地区 

JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 
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2．気象警報の発表の場合  

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又

は特別警報が発表された場合，当日のその後に予定されている授業を休講とする。 

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用す

る。 

ただし，気象警報が解除された場合は，次のとおり授業を実施する。 

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，1時限目の授業から実施する。

(2) 午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後 1時以降に開始する授業から実施

する。

(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施す

る。

＜１＞ 六甲台地区 

神戸市灘区に警報又は特別警報が発表された場合 

＜２＞ 楠地区 

神戸市中央区に警報又は特別警報が発表された場合 

＜３＞ 名谷地区 

神戸市須磨区に警報又は特別警報が発表された場合 

＜４＞ 深江地区 

神戸市東灘区に警報又は特別警報が発表された場合 

3．避難指示・緊急安全確保の発令の場合 

各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難指示・緊急

安全確保が発令された場合，当該地区で当日のその後に予定されている全ての授業を休講とする。

ただし，午前6時までに避難指示・緊急安全確保が解除された場合は，１時限目の授業から実施

する。  

4. 休講措置の特例

上記1～3の場合にかかわらず，授業開講部局の長が，学生の安全確保のため必要があると判断

した場合は，当該部局の授業等について，休講等の措置をとることがある。 

5．休講の周知方法 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令が事前に予想される場合は，

学内掲示板，うりぼーネット，各部局のホームページ等により，あらかじめ周知する。  

(注) 1.交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により交通機関が運行休止と

なる場合をいう。  

2.気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」による。

3.気象警報の発表及び解除，避難指示・緊急安全確保の発令及び解除の確認は，テレビ・ラ

ジオ・インターネット等の報道による。

4.演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。ただし，避難指

示・緊急安全確保の発令の場合は除く。

5.このほか，必要な事項は各部局において別に定める。

6.この取扱いは，対面授業及び一部対面授業の実施にあたって適用する。

7.この取扱いは，令和 8 年 3 月 17 日から適用する。
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５．研究科規則関係 



神戸大学大学院経営学研究科規則 

（平成16年4月1日制定） 

改正 平成19年3月30日 平成20年2月20日 

  平成20年10月10日  平成21年2月18日 

平成22年8月12日 平成23年3月31日 

平成24年3月21日 平成25年3月27日 

平成26年3月26日 平成26年6月26日 

平成27年3月31日 平成28年3月16日 

平成29年3月7日 平成30年3月14日 

令和2年3月31日 令和2年12月31日 

令和3年3月31日   令和4年3月31日 

令和5年3月31日   令和5年9月27日 

令和6年3月29日   令和7年3月31日 

令和8年3月31日 

目 次 

第1章 総則（第1条－第7条） 

第2章 入学及び進学及び編入学（第8条－第12条） 

第3章 教育方法等（第13条－第17条） 

第4章 履 修 方 法（第18条－第22条） 

第5章 試験（第23条－第24条の2） 

第6章 課程修了及び学位（第25条－第28条） 

第7章 留学及び休学（第29条・第30条） 

第8章 研究生，特別聴講学生，特別研究学生及び科目等履修生（第31条－第34条） 

第9章 補則（第35条） 

附 則 

第 1 章 総則 

（趣旨） 

第1条 この規則は，国立大学法人神戸大学学則（平成16年4月1日制定）及び神戸大学教学規則（平成16年

4月1日制定。以下「教学規則」という。）に基づき，神戸大学大学院経営学研究科（以下「研究科」とい

う。）に関する必要な事項について定めるものとする。 

（課程） 

第2条 研究科に博士課程及び専門職学位課程を置く。 

2 博士課程は，これを前期2年の課程（以下「前期課程」という。）及び後期3年の課程（以下「後期課程」

という。）に区分し，前期課程は，これを修士課程として取り扱うものとする。 

3 専門職学位課程は，学校教育法（昭和22年法律第26号。以下「法」という。）第99条第2項に規定する専
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門職大学院の課程とする。 

（教育研究上の目的） 

第2条の2 研究科は，わが国における経営学・会計学・商学の中核的教育研究拠点（Center of Excellence）

（以下「COE」という。）として，その各分野における先端的な教育研究を行う。 

2 研究科は，経営学・会計学・商学の領域において深い学識と高度で卓越した専門的能力を身に付け，人

間性，創造性，国際性において優れた研究者及び専門的職業人を育成する。各課程における人材の育成

に関する目的は，次のとおりとする。 

(1) 前期課程 

 経営学・会計学・商学に関連する学問分野の高度な専門知識を身に付け，科学的な研究方法を修得

し，大学，研究機関及び産業界で当該分野の発展に寄与する人材の育成を目的とする。 

(2) 後期課程 

 わが国における経営学・会計学・商学のCOEとして研究科で行われる先端的研究を通じて，経営学・

会計学・商学に関連する学問分野の高度かつ先端的な専門知識に精通し，科学的な研究方法を駆使し

て独創的研究を行う能力を身に付け，大学や研究機関等において当該分野の高度な研究・教育に従事

し，その発展に主導的役割を果たすとともに，その成果を世界に及ぼし，人類の進歩と発展に寄与す

る人材の育成を目的とする。 

(3) 専門職学位課程 

 経営学の全般についての高度な専門知識と特定分野についての深い専門知識，論理的思考能力と実

践への適用能力，国際社会に通用する思考力，判断力及びコミュニケーション能力を修得し，日本の

ビジネス社会の中核となる人材の育成を目的とする。 

（専攻及び講座） 

第3条 博士課程に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。 

専攻 講座 

経営学 

経営学，会計学，商学，※国際戦略分析，△マネジメント・システム設計，

△経営戦略システム設計，△ファミリービジネス，△M&A戦略設計，△人的

資本経営，△地域創生ツーリズム講座 

(注) ※印は，協力講座，△印は，連携講座を示す。 

2 専門職学位課程に次の表に掲げる専攻及び講座を置く。 

専攻 講座 

現代経営学 

経営学，会計学，商学，※国際戦略分析，△マネジメント・システム設計，

△経営戦略システム設計，△ファミリービジネス，△M&A戦略設計，△人的

資本経営，△地域創生ツーリズム講座 

(注) ※印は，協力講座，△印は，連携講座を示す。 

（履修コース） 

第4条 前期課程の経営学専攻に次の履修コースを置く。 
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(1) 本科履修コース 

(2) Kobe University Interdisciplinary Master Program in Management(異分野共創型卓越人材育成

プログラム。以下「KIMAP in Management」という。)履修コース 

2 後期課程の経営学専攻に次の履修コースを置く。 

(1) 本科履修コース 

3 専門職学位課程の現代経営学専攻に次の履修コースを置く。 

(1) 標準履修コース 

(2) 短期履修コース 

4 第1項の履修コースの変更を希望する者がある場合は，教授会の議を経て履修コースを変更することが

ある。 

（研究科教授会） 

第5条 研究科に神戸大学大学院経営学研究科教授会（以下「教授会」という。）を置く。 

2 教授会の組織及び運営に関し必要な事項は，別に定める。 

（研究科長） 

第6条 研究科に，研究科長を置く。 

2 研究科長は，研究科に関する事項を総括する。 

3 研究科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

（副研究科長） 

第6条の2 研究科に，副研究科長2人を置く。 

2 副研究科長は，研究科長の職務を補佐する。 

3 副研究科長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

（専攻長） 

第7条 専攻に，専攻長を置く。 

2 専攻長は，専攻に関する事項を総括する。 

3 専攻長の任期は，1年とする。 

4 専攻長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 

 

第 2 章  入学及び進学 

 

（前期課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第8条 前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者 
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(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における16年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が

別に指定するものに限る。）において，修業年限が3年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること

及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものに

おいて課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号） 

(9) 法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって，教授会において，研究科における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(10) 教授会において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で，22歳に達したもの 

（前期課程への早期入学） 

第9条 前条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者であって，研究科の定める単位を優

秀な成績で修得したと認めるものを，教授会の議を経て，前期課程に入学させることができる。 

(1) 大学に3年以上在学した者 

(2) 外国において，学校教育における15年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における15年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

（進学） 

第10条 神戸大学（以下「本学」という。）の大学院の修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了し，

引き続き後期課程に進学を志望する者については，選考の上，進学させる。 

（後期課程の入学資格） 

第11条 後期課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 
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(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位

に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和51年法律

第72号）第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学

の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 外国の学校，第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基

準（昭和49年文部省令第28号）第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の

学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第118号） 

(8) 研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で，24歳に達したもの 

（選考方法等） 

第12条 入学志願者に対する選考方法等については，教授会の議を経て，研究科長が定める。 

 

第 3 章  教育方法等 

 

（教育方法） 

第13条 研究科における教育は，授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）により行う。 

2 前項に掲げる授業及び研究指導は，夜間その他特定の時間又は時期において行うことができる。 

（研究指導の担当教員） 

第13条の2 研究指導を担当する教員(以下「研究指導教員」という。)は，研究科に配置された本学の専任

の教授とする。 

2 前項の規定にかかわらず，必要があるときは，教授会の議を経て，次の各号に掲げる者を研究指導教員

とすることができる。 

(1) 研究科に配置された本学の専任の准教授，講師，助教，特命教授又は特命准教授 

(2) 連携講座の教授又は准教授(客員教授又は客員准教授を含む) 

（授業科目及び単位数） 

第14条 研究科における授業科目及び単位数は，別表第1から別表第3のとおりとする。 
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2 前項に定める授業科目のほか，臨時に授業科目を増設することがある。ただし，その取扱い及び単位

数等については，教授会の議を経て，研究科長がその都度定める。 

3 開講する授業科目は，学年の初めに公示する。 

（研究指導） 

第15条 学生は，前期課程，後期課程及び専門職学位課程の初めにおいて志望する研究指導教員を研究科

長に申請し，教授会の議を経て承認を得なければならない。 

2 前項により定められた研究指導教員は，前期課程，後期課程及び専門職学位課程の中途において，そ

の変更は原則として認めない。 

3 前2項の規定にかかわらず，前期課程KIMAP in Management履修コースの学生の研究指導に関すること

は，別に定める。 

（研究指導除籍） 

第16条 研究指導教員は，学生が研究指導に不適当と認められるときは，研究科長の承認を経て研究指導

から除籍することができる。 

（単位の計算基準） 

第17条 研究科における授業科目の単位の計算は，毎週1時間15週の授業をもって1単位とする。ただし，

別表第2に掲げる授業科目については，毎週2時間15週の授業をもって1単位とする。 

2 他の研究科における授業科目の単位の計算については，当該研究科の定めるところによる。 

3 他大学（外国の大学を含む。以下同じ。）の大学院における授業科目の単位の計算については，当該大

学の定めるところによる。 

 

第 4 章  履修方法 

 

（授業科目の履修） 

第18条 前期課程本科履修コースの学生は，研究指導教員の承認を得て第14条に規定する授業科目のうち

から，次の各号に定めるところにより30単位以上を修得しなければならない。 

(1) 演習 12単位 

(2) 演習を除く授業科目のうちから18単位以上 

2 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生は，研究指導教員の承認を得て第14条に規定する授業

科目のうちから，次の各号に定めるところにより30単位以上を修得しなければならない。 

(1) Seminar  8単位 

(2) Seminarを除く授業科目のうちから22単位以上 

3 専門職学位課程の学生は，研究指導教員の承認を得て第14条に規定する授業科目のうちから，次の各

号に定めるところにより34単位以上を修得しなければならない。 

(1) 現代経営学演習 8単位 
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(2) 現代経営学演習を除く授業科目のうちから26単位以上 

4 後期課程の学生は，研究指導教員の承認を得て論文作成セミナー1単位，博士候補者ワークショップ1

単位及び演習8単位を修得しなければならない。 

5 本研究科の他の課程又は他の研究科の授業科目については，研究指導教員の承認を得て履修すること

ができる。この場合において，本研究科の他の課程又は他の研究科において修得した単位は，第1項第2

号又は第3項第2号に規定する単位数に算入することができる。 

（他大学大学院の授業科目の履修） 

第18条の2 学生は，研究指導教員の承認を得て，研究科と協定している他大学（外国の大学を含む。）の

大学院の授業科目を履修することができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生は，教授会の議を経て，協定に基づか

ずに外国の大学の大学院の授業科目を履修することができる。 

3 前2項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，教授会の議を経て，15単位を限度とし

て研究科において修得したものとみなして前条第1項，第2項又は第4項に規定する単位として，15単位

を限度として研究科において修得したものとみなして前条第3項に規定する単位として認めることがで

きる。 

（休学期間中に外国の大学の大学院において履修した授業科目の単位の取扱い） 

第18条の3 学生が教授会の議を経て，休学期間中に研究科と協定を締結している外国の大学の大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位を，研究科において修得したものとみなすことができる。 

2 前項の規定にかかわらず，やむを得ない事情があるときは，学生が休学期間中に協定に基づかずに外

国の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を，教授会の議を経て，研究科にお

いて修得したものとみなすことができる。 

3 前2項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は，前条第3項により研究科において修

得したものとみなす単位と合わせて15単位を限度として第18条第1項，第2項又は第4項に規定する単位

として，前条第3項により研究科において修得したものとみなす単位と合わせて15単位を限度として第

18条第3項に規定する単位として認めることができる。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第19条 教学規則第75条の規定に基づく既修得単位の認定は，教授会の議を経て行う。 

2 既修得単位の認定を受けようとする者は，指定の期日までに必要な書類を研究科長に提出しなければ

ならない。 

3 第1項の規定により認定された単位数は，転入学及び再入学の場合を除き，本学において修得した単位

以外のものについては，15単位を限度（ただし，第18条の2第3項並びに前条第1項及び第2項の規定によ

り研究科において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。）として第18

条第1項，第2項又は第4項に規定する単位数に，第18条の2第3項及び前条第1項及び第2項により研究科

において修得したものとみなす単位と合わせて15単位を限度として第18条第3項に規定する単位として
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認めることができる。 

4 神戸大学経営学部（以下「学部」という。）において，研究科の授業科目であって，特に学部の授業科

目として指定されているものを履修し，かつ，試験に合格している者については，その単位の一部又は

全部を除いても学部を卒業するのに必要とされる単位数を満たしている場合に限り，教授会の議を経て，

10単位を限度として，当該授業科目の単位数を別表第4に定める必要修得単位数に算入することができ

る。 

（他大学大学院等の研究指導） 

第20条 学生は，教授会の議を経て，研究科と協定している他大学の大学院又は研究所等（外国の研究機

関を含む。）において研究指導を受けることができる。ただし，前期課程の学生については，当該研究指

導を受けることができる期間は，1年を超えないものとする。 

（履修手続） 

第21条 学生は，指定の期日までに履修願を提出し，研究科長の許可を受けなければならない。 

2 他の研究科及び他大学大学院の授業科目の履修については，研究科長を通じて当該研究科長等の許可

を受けなければならない。 

（専門職学位課程の履修科目登録の上限） 

第22条 教学規則第73条の規定に基づく履修科目の登録の上限は，40単位とする。 

 

第 5 章  試験 

 

（単位の認定） 

第23条 授業科目を履修した者に対しては，その授業の終了した学期末において試験の上，合格者に所定

の単位を与える。ただし，後期課程の演習については，別に定める。 

2 試験は，研究報告，筆記試験，口頭試験等によって行う。 

（学位論文審査及び最終試験） 

第24条 学位論文審査及び最終試験については，神戸大学学位規定（平成16年4月1日制定）及び神戸大学

学位規程経営学研究科細則（平成16年4月1日制定）に定めるところによる。 

（成績評価基準） 

第24条の2 教学規則第73条の2に規定する成績評価基準については，別に定める。 

 

第 6 章  課程修了及び学位 

 

（前期課程の修了要件） 

第25条 前期課程本科履修コースの修了要件は，当該課程に2年以上在学し，別表第4に定めるところに従

い，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文の審査及び最終試験に合格する
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こととする。 

2 前期課程KIMAP in Management履修コースの修了要件は，当該課程に2年以上在学し，別表第5に定める

ところに従い，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題につ

いての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。 

3 前2項の規定にかかわらず，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，前期課程に1年

以上在学すれば足りるものとする。 

4 第2項の規定にかかわらず，前期課程KIMAP in Management履修コースにおいて，体系的な学力を修得

した者については，在学期間に関しては，1年6か月以上在学すれば足りるものとする。 

5 前項に定める体系的な学力を修得した者に関する事項は，別に定める。 

6 第 1 項の規定にかかわらず，本研究科と協定を締結している外国の大学院から，ダブル・ディグリー

の取得を目的として，本研究科に入学した学生に係る前期課程の修了要件については，別に定める。 

（専門職学位課程の修了要件） 

第26条 専門職学位課程の修了要件は，当該課程に2年以上在学し，別表第6に定めるところに従い，34単

位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，専門職学位論文の審査及び最終試験に合格するこ

ととする。 

2 前項の規定にかかわらず専門職学位課程短期履修コースに所属する者は，在学期間に関しては，1年6

か月以上在学すれば足りるものとする。 

（博士課程の修了要件） 

第27条 博士課程の修了要件は，修士課程，前期課程又は専門職学位課程修了後，後期課程に3年以上在

学し，別表第7に定めるところに従い，10単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の

審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げたもの

と認めた者については，後期課程に1年（2年未満の在学期間をもって修士課程，前期課程又は専門職学

位課程を修了した者にあっては，当該在学期間を含めて3年）以上在学すれば足りるものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，本研究科と協定を締結している外国の大学院から，ダブル・ディグリーの

取得を目的として，本研究科に入学した学生に係る博士課程の修了要件については，別に定める。 

（学位の授与） 

第28条 前期課程を修了した者には，修士の学位を授与する。 

2 博士課程を修了した者には，博士の学位を授与する。 

3 専門職学位課程を修了した者には，専門職学位を授与する。 

4 前3項の学位を授与するに当たっては，次に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。 

   経営学又は商学（専門職学位の場合は経営学） 

 

第 7 章  留学及び休学 
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（留学） 

第29条 第18条の2又は第20条の規定に基づき外国の大学院又は研究機関に留学しようとする者は，研究

科長の許可を受けなければならない。 

2 前項の許可を受けて留学した期間は，標準修業年限に算入する。 

（休学） 

第30条 学生が疾病その他の事由により，3か月以上修学を休止しようとするときは，研究科長の許可を

受けて休学することができる。 

2 前項の休学期間は，1年以内とする。ただし，特別の理由があると認めるときは，研究科長は，更に1年

を超えない範囲内において休学期間の延長を認めることができる。当該延長に係る期間が満了した場合

において，これを更に延長しようとするときも，同様とする。 

3 休学期間は，通算して前期課程及び専門職学位課程にあっては2年，後期課程にあっては3年を超える

ことができない。 

4 休学期間は，在学年数に算入しない。 

 

第 8 章  研究生，特別聴講学生，特別研究学生及び科目等履修生 

 

（研究生） 

第31条 研究生に関する事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第32条 特別聴講学生を志願できる者は，研究科と協定している他大学大学院の学生とする。 

2 特別聴講学生を志願する者は，所定の手続を経て研究科長に願い出るものとする。 

3 特別聴講学生として許可する時期は，学期の初めとする。 

4 特別聴講学生の履修した授業科目の試験については，第23条の規定を準用する。ただし，特別の理由

があると認めた場合は，この限りでない。 

（特別研究学生） 

第33条 特別研究学生を志願できる者は，研究科と協定している他大学大学院の学生とする。 

2 特別研究学生を志願する者は，所定の手続を経て研究科長に願い出るものとする。 

（科目等履修生） 

第34条 科目等履修生に関する事項は，別に定める。 

 

第 9 章  補則 

 

（補則） 

第35条 この規則に定めるもののほか，必要な事項については教授会の議を経て，研究科長が定める。 
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附 則 
1 この規則は，平成16年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則(以下「新規則」とい

う。)の規定にかかわらず，神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神

戸大学大学院経営学研究科規則(以下「旧規則」という。)の規定の例による。 
3 旧規則の規定により存続するものとされた現代経営学専攻の前期課程は，新規則第3条第1項の規定にかかわら

ず，平成16年3月31日に当該課程に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

 

附 則(平成17年3月31日) 
1 この規則は，平成17年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則(平成18年1月8日) 
この規則は，平成18年1月18日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定は，平成17年12月1日

から適用する。ただし，改正後の第8条第2号の規定は，平成17年10月1日から適用する。 

 
附 則(平成18年3月31日) 

1 この規則は，平成18年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の第18条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 
附 則(平成19年3月30日) 

この規則は，平成19年4月1日から施行する。 
 

附 則(平成20年2月20日) 
1 この規則は，平成20年4月1日から施行し，改正後の第2条及び第8条の規定は，平成19年12月26日から適用する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の第18条第2項，別表第1及び別表第2の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 
附 則(平成20年10月10日) 

1 この規則は，平成21年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 
附 則(平成21年2月18日) 

1 この規則は，平成21年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 
附 則(平成22年8月12日) 

この規則は，平成23年4月1日から施行する。 

 
附 則(平成23年3月31日) 

1 この規則は，平成23年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則(平成24年3月21日) 
1 この規則は，平成24年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の第3条，第18条第3項，別表第1及び別表第2の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

 
附 則(平成25年3月27日) 

1 この規則は，平成25年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という｡)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年

次に再入学する者については，改正後の第9条及び第11条の規定を除き，なお従前の例による。 
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附 則(平成26年3月26日) 
1 この規則は，平成26年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の別表第2及び別表第3の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 

 
附 則(平成26年6月26日) 

この規則は，平成26年6月26日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定は，平成26年4月1日か

ら適用する。 
附 則(平成27年3月31日) 

1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の第4条第1項，第15条第3項，第18条第2項，第25条，別表

第3及び別表第5の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
 

附 則(平成28年3月31日) 
この規則は，平成28年4月1日から施行する。 

 

附 則(平成28年9月30日) 
この規則は，平成28年10月1日から施行する。 

 

附 則(平成29年3月31日) 
1 この規則は，平成29年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，なお従前の例による。 

 

附 則(平成30年3月30日) 
1 この規則は，平成30年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者については，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 
 

附 則(令和2年3月31日) 
1 この規則は，令和2年4月1日から施行する。 
2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年

次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の別表第1，別表第2及び別表第3の規定に関わらず，な

お従前の例による。 

 
附 則(令和2年12月1日) 

この規則は，令和2年12月1日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科規則の規定は，平成31年4月1日か

ら適用する。 
 

附 則(令和3年3月31日) 

 この規則は，令和3年4月1日から施行し，改正後の第18条の2第3項，第18条の3第3項及び第19条第3項の規定は，令

和2年6月30日から適用する。 

 

附 則(令和4年3月31日) 

1 この規則は，令和4年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年

次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第3の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則(令和5年3月31日) 

1 この規則は，令和5年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年

次に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

3  前項の規定にかかわらず，改正後の別表第1の規定中，第7群科目に係る規定は，在学者及び令和5年4月1日以後

において在学者の属する年次に転入学する者から適用する。 

 

附 則(令和5年9月27日) 

1 この規則は，令和5年10月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年10月1日以後において在学者の属する年
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次に転入学又は再入学する者については，なお従前の例による。 

3 前項の規定にかかわらず，改正後の規定は，令和5年4月1日に前期課程本科履修コースに入学した者(以下「入学

者」という。)及び入学者の属する年次に転入学する者から適用する。 

 

附 則(令和6年3月29日) 

 この規則は，令和6年4月1日から施行する。 

 

附 則(令和7年3月31日) 

1 この規則は，令和7年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次

に転入学又は再入学する者については，改正後の第22条及び別表第1の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

附 則(令和8年3月31日) 

1 この規則は，令和8年4月1日から施行する。 

2 この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という)及び令和8年4月1日以後において在学者の属する年次

に転入学又は再入学する者については，改正後の別表第2，別表第3及び別表第5の規定にかかわらず，なお従前の

例による。 
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別表第1 授業科目（特論・演習）及び単位数（第14条関係） 

区分  授 業 科 目 単位 

第 

1 

群 

科 

目 

前
期
課
程
本
科
履
修
コ
ー
ス 

経営管理特論 2 

経営制度特論 2 

決定分析特論 2 

財務会計特論 2 

会計制度特論 2 

管理会計特論 2 

マーケティング特論 2 

ファイナンス特論 2 

市場経済分析特論 2 

科
目 

第
2
群 

本
科
履
修
コ
ー
ス 

前
期
課
程 

数学的方法論研究 2 

統計的方法論研究 2 

定性的方法論研究 2 

第 

3 

群 

科 

目 

前
期
課
程
本
科
履
修
コ
ー
ス 

経営管理特殊研究 1又は2 

経営制度特殊研究 2 

決定分析特殊研究 2 

財務会計特殊研究 2 

会計制度特殊研究 2 

管理会計特殊研究 2 

マーケティング特殊研究 2 

ファイナンス特殊研究 2 

市場経済分析特殊研究 2 

統計的方法論特殊研究 1又は2 

経営データ分析特殊研究 1又は2 

経営学特殊研究 1又は2 

（臨時増設科目） 1又は2 

第
4
群
科
目 

後
期
課
程 

論文作成セミナー 1 

博士候補者ワークショップ 1 

第
6
群
科
目 

本
科
履
修
コ
ー
ス 

前
期
課
程 

演習 6 

課
程

後
期 

演習 8 

第

７

群

科

目 

課
程 

後
期 

ジョブ型研究インターンシップ 2 

（臨時増設科目） 1又は2 
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第

8

群

科

目

専

門

職

学

位

課

程

Sales and Marketing 3 

Technology and Operations Management 3 

Individuals and Groups 3 

Controlling and Reporting 3 

Strategy 3 

ビジネスエコノミクス応用研究 2 

ファイナンス応用研究 2 

統計解析応用研究 2 

経営史応用研究 2 

経営倫理 1 

需要予測と意思決定 1 

グローバル経営学応用研究 2 

現代経営学応用研究 1又は2 

ケースプロジェクト研究 2 

テーマプロジェクト研究 2 

現代経営学演習 8 
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別表第2 授業科目（基礎研究）及び単位数（第14条関係） 

区分  授 業 科 目 単位 

第 
 

5 
 

群 
 

科 
 

目 

前 

期 

課 

程 

本 

科 

履 
修 

コ 

ー 

ス 

経営学基礎研究 1 

経営管理研究 1 

経営戦略研究 1 

経営史研究 1 

経営数学研究 1 

経営統計研究 1 

コーポレートファイナンス研究 1 

人的資源管理研究 1 

工業経営研究 1 

戦略マネジメント研究 1 

公益事業経営研究 1 

ゲーム理論研究 1 

組織と情報研究 1 

経営学特別研究 1 

会計学基礎研究 1 

簿記研究 1 

財務会計研究 1 

管理会計研究 1 

監査研究 1 

国際会計研究 1 

税務会計研究 1 

原価計算研究 1 

社会環境会計研究 1 

会計学特別研究 1 

市場システム基礎研究 1 

マーケティング研究 1 

金融システム研究 1 

交通研究 1 

流通システム研究 1 

マーケティング・マネジメント研究 1 

顧客関係管理研究 1 

金融機関研究 1 

リスク・マネジメント研究 1 

証券市場研究 1 

国際交通研究 1 

Basic on Globalization and International Trade 1 

市場システム特別研究 1 
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別表第3 授業科目（前期課程KIMAP in Management履修コース）及び単位数（第14条関係） 

区分 授 業 科 目 単位 

第K1群 

Social Science Basic 

Courses 

（社会科学基礎科目群）

Japanese Legal System I 2 

Japanese Legal System II 2 

KIMAP Intermediate Microeconomics 2 

KIMAP Intermediate Macroeconomics 2 

第K2群 

Methodology 

Courses 

（方法論科目群） 

Qualitative Method 2 

Econometrics for Business Economics 2 

Econometric Analysis I 2 

Research Method I 1 

Research Method IIA 1 

Research Method IIB 1 

（臨時増設科目） 
1又

は2 

第K3群 

Elective 

Courses 

（KIMAP選択科目群） 

KIMAP Introduction to Finance 2 

KIMAP Introduction to Marketing 2 

Business Economics 2 

Econometric Analysis II 2 

International Trade 2 

Financial Management 2 

Corporate Finance 2 

Advanced International Business 2 

Public Administration and Project Evaluation 2 

Sustainability Accounting and Reporting 2 

Advanced Entrepreneurial Finance 2 

（臨時増設科目） 1又

は2 

法学研究科及び経済学研究科が開講するKIMAP授業科目 1又

は2 

第K6群 
Seminar 

（演習及び論文指導）
Seminar 8 

別表第4 修了要件（前期課程本科履修コース）（第25条第1項関係） 

区分 必要修得単位数 

第1群 4単位以上 

18単位以上 第2群 2単位以上 

第3群 2単位以上 

第5群 

第6群 演習 12単位 

合計 30単位以上 
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区分 必要修得単位数 

第K1群 

Social Science Basic 

Courses 

（社会科学基礎科目群） 

4単位 

第K2群 

Methodology 

Courses 

（方法論科目群） 

Research Method I 1単位 

5単位 
Research Method IIA 1単位 

Research Method IIB 1単位 

第K3群 

Elective 

Courses 

（KIMAP選択科目群） 

経営学研究科が開講する

KIMAP科目 
6単位以上 

13単位以上 
法学研究科及び経済学研究

科が開講するKIMAP科目 

第K6群 
Seminar 

（演習及び論文指導） 
Seminar 8単位 

合計 30単位以上 

別表第6 修了要件(専門職学位課程)(第26条関係) 

区分 授業科目 必要修得単位数 

第8群 

ケースプロジェクト研
究，テーマプロジェクト
研究，現代経営学演習を
除く授業科目

22単位以上 

ケースプロジェクト研究 2単位 

テーマプロジェクト研究 2単位 

現代経営学演習 8単位 

合計 34単位以上 

別表第7 修了要件（後期課程）（第27条関係） 

区分 授業科目 必要修得単位数 

第4群 
論文作成セミナー 1単位 

博士候補者ワークショップ 1単位 

第6群 演習 8単位 

合計 10単位 

別表第5 修了要件(前期課程KIMAP in Management履修コース)(第25条第2項関係) 
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神戸大学大学院経営学研究科履修細則 

 

（平成16年4月1日制定） 

改正 平成17年3月31日  平成18年3月31日 

平成20年2月20日  平成20年10月10日 

平成21年1月14日  平成22年12月15日 

平成24年1月18日  平成25年2月12日 

平成26年3月6日  平成26年9月10日 

令和3年4月1日    令和5年9月6日 

 

第1条 神戸大学大学院経営学研究科規則第18条に定める博士課程前期課程本科履修コース，後期課程及び

専門職学位課程の履修要件については，この細則の定めるところによる。 

第2条 授業科目については，神戸大学大学院経営学研究科規則別表第1及び別表第2のとおり第1群から第

8群までに区分する。なお，同表にある授業科目の他，臨時に授業科目を増設することがある。その取扱

い及び単位数等については，教授会においてその都度定める。 

第3条 前期課程本科履修コースの学生は，別表Aに定める修了要件に従って修得しなければならない。専

門職学位課程の学生は別表Bに定める修了要件に従って修得しなければならない。後期課程の学生は別表

Cに定める修了要件に従って修得しなければならない。 

第4条 前期課程本科履修コースの学生において演習（第6群）は，同一教員によるものを2か年にわたり12

単位修得することを原則とする。ただし，教授会において特に必要があると認めたときは，6単位に限り

他の演習又は演習を除く授業科目に代えることができる。 

第5条 本研究科の他の履修コース，他の課程，他の研究科，又は本研究科と協定している他大学の大学院

で修得した単位は，第3群，第5群，第6群又は第8群の単位数に算入することができる。 

 

   附 則（平成17年3月31日） 

1 この細則は，平成17年4月1日から施行する。 

 

   附 則（平成18年3月31日） 

1 この細則は，平成18年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者については，第6条及び別表Ｂの規定を除き，なお従前の例による。 

 

  附 則（平成20年2月20日） 

1 この細則は，平成20年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者については，改正後の別表Ａ，別表Ｂ及び別表Ｃの規定にかかわらず，なお従

前の例による。 

 

  附 則（平成20年10月10日） 

1 この細則は，平成21年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者については，改正後の第4条，別表Ａ，別表Ｂ及び別表Ｃの規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

 

  附 則（平成21年1月14日） 

1 この細則は，平成21年4月1日から施行する。 
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2 この細則施行の際現に在学する者については，改正後の別表Ａの規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

  附 則（平成22年12月15日） 

1 この細則は，平成23年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者については，改正後の別表Ａの規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 

  附 則（平成24年1月18日） 

1 この細則は，平成24年4月1日から施行する。 

2 この細則施行の際現に在学する者については，改正後の第2条，第3条，第5条，別表Ａ，別表Ｂ及び別表Ｃの規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

 

  附 則（平成25年2月12日） 

この細則は，平成25年4月1日から施行する。 

 

  附 則（平成26年3月6日） 

この細則は，平成26年4月1日から施行する。 

 

  附 則（平成26年9月10日） 

この細則は，平成27年4月1日から施行する。 

 

 附 則(令和3年4月1日) 

この規則は，令和3年4月1日から施行する。  

 

附 則(令和5年9月6日) 

この規則は，令和5年10月1日から施行する。  
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別表A 修了要件（前期課程本科履修コース） 

授業科目 
区  分 必要修得単位数 備考 

第1群 4単位以上 

18単位以上 

注1）研究科規則別表第3に定める授業科目で修得した単位は，第3群の単位数に

含める。 

注2）第8群の授業科目（ケースプロジェクト研究，テーマプロジェクト研究，現

代経営学演習を除く。）で修得した単位は，6単位を上限として，第3   群

の単位数に含める。 

注3）本学の他研究科の授業科目で修得した単位は，第3群の単位数に含める。 

ただし，本学の他研究科の授業科目を履修するためには，研究指導教員及 

び授業担当教員の許可を得なければならない。 

注4）大阪大学大学院経済学研究科，大阪大学大学院国際公共政策研究科，京都

大学大学院経済学研究科及び京都大学大学院経営管理教育部との相互履修

により修得した単位の扱いは，注3に準ずる。 

注5）第5群の授業科目を修得した場合は，4単位を上限として，修了に必要な修

得単位数に含めることができる。 

ただし，第5群・第8群を合計して6単位を上限とする。 

第2群 2単位以上 

第3群 2単位以上 

第5群  

第6群 12単位 

合計 30単位以上 

【特記事項】 

 外国の大学の大学院（修業年限が2年又はそれと同等以上の課程）を修了し，かつ，日本の大学の修士の

学位（専門職学位を含む）に相当する学位を授与された者で，外国人特別学生入学試験に合格した者につ

いては，教授会において，優れた研究業績を上げたと認めた場合には，前期課程での1年の修了を認める。 

 その場合には，学生は次の要件を満たさなければならない。 

① 次の表の条件により単位を修得すること。 

② 第1学期において，演習を除く授業科目から8単位以上を修得していること。 

③ 外国の大学の大学院で修得した単位（既修得単位）については，教育上有益と認める場合には，

10単位までを研究科において修得したものと認定することができる。 

 ただし，既修得単位については，上記の修了要件中，第3群，第5群の授業科目の単位に読み替えて

認定するものとする。 

授業科目 
区  分 必要修得単位数 

第1群 4単位以上 

24単位以上 
第2群 2単位以上 

第3群 2単位以上 

第5群  

第6群 6単位 

合計 30単位以上 

 

《付 記》 

 研究科規則第19条の規定に基づき既修得単位の認定（科目等履修生として修得した単位を含む。）を受

けようとする学生は，入学した年度の指定の期日までに，申請に必要な書類〔申請書，成績証明書，講義

内容を明示できる書類（講義要綱等）〕を研究科長に提出しなければならない。 

 ただし，日本語又は英語以外の言語による書類については必ず日本語訳を添付すること。 
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別表B 修了要件（専門職学位課程） 

授業科目区分 
必要修得 
単 位 数 備考 

第8群 

ケースプロジェクト研究， 
テーマプロジェクト研究， 
現代経営学演習 
を除く授業科目 

22単位以上 

注1）第8群以外の研究科の授業科目で修得した単位は，2単位を

上限として，この区分の単位数に含める。ただし，第1群，

第2群，第3群，研究科規則別表第3に定める授業科目のう

ち，第K1群，第K2群の授業科目を履修するためには，研究

指導教員等の許可を得なければならない。また，第5群の授

業科目を履修するためには，研究指導教員及び授業担当教

員の許可を得なければならない。 

注2）本学の他研究科の授業科目を履修するためには，研究指導

教員及び授業担当教員の許可を得なければならない。修得

した単位は，2単位を上限として，この区分の単位数に含め

る。 

注3）研究科と協定している他大学の大学院の授業科目を履修す

るためには，研究指導教員及び授業担当教員の許可を得な

ければならない。修得した単位は，この区分の単位数に含

める。 

ケースプロジェクト研究 2単位 
注4）テーマプロジェクト研究，現代経営学演習の履修に先立

ち，ケースプロジェクト研究を修得しておかなければなら

ない。 
テーマプロジェクト研究 2単位 

現代経営学演習 8単位 

合計 34単位以上  

 

《付 記》 

 研究科規則第19条の規定に基づき既修得単位の認定（科目等履修生として修得した単位を含む。）を受

けようとする学生は，入学した年度の指定の期日までに，申請に必要な書類〔申請書，成績証明書，講義

内容を明示できる書類（講義要綱等）〕を研究科長に提出しなければならない。 

 ただし，日本語又は英語以外の言語による書類については必ず日本語訳を添付すること。 

 

別表C 修了要件（後期課程） 

授業科目区分 
必要修得 
単 位 数 備考 

第4群 
論文作成セミナー 1単位 

 
博士候補者ワークショップ 1単位 

第6群 演習 8単位  

合計 10単位  

 

《付 記》 

この細則施行の際現に在学する第 2論文ワークショップをすでに単位修得済みの者については，改正

後の別表 C の規定にかかわらず，なお従前の例による。 
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神戸大学大学院経営学研究科前期課程KIMAP in Management履修コース履修細則 

 

令和5年7月19日制定 

令和8年1月14日改正 

 

第1条 神戸大学大学院経営学研究科規則第18条に定める前期課程KIMAP in Management履修コースの履修

要件については，この細則の定めるところによる。 

第2条 授業科目については，神戸大学大学院経営学研究科規則別表第3のとおり第K1群から第K6群までに

区分する。なお，同表にある授業科目の他，臨時に授業科目を増設することがある。その取扱い及び単

位数等については，教授会においてその都度定める。 

第3条 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生は，別表Ｋに定める修了要件に従って修得しなけ

ればならない。 

第4条 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生において，第K2群の授業科目からResearch Method 

I （1単位）,Research Method IIA(1単位)及びResearch Method IIB(1単位)を修得するものとする。 

第5条 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生において，第K3群の授業科目から経営学研究科が

開講する科目を6単位以上修得するものとする。 

第6条 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生において第K6群の授業科目 Seminarは，8単位を修

得するものとする。 

 

附 則 

この細則は，令和8年10月1日から施行する。 
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別表第K 修了要件(前期課程KIMAP in Management履修コース)(第25条第2項関係) 
 

授業科目区分 必要修得単位数 

第K1群 

Social Science  

Basic Courses 

（社会科学基礎科目群） 

  4単位 

第K2群 

Methodology 

Courses 

（方法論科目群） 

Research Method I 1単位 

5単位 
Research Method IIA 1単位 

Research Method IIB 1単位 

  

第K3群 

Elective 

Courses 

（KIMAP選択科目群） 

経営学研究科が開講するKIMAP科目 
6単位
以上 13単位

以上 法学研究科及び経済学研究科が開講する 

KIMAP科目 
 

第K6群 
Seminar&Thesis 

（演習および論文指導） 
Seminar  8単位 

合計 30単位以上 

 

《付 記》 

研究科規則第19条の規定に基づき既修得単位の認定（科目等履修生として修得した単位を含む。）を受

けようとする学生は，入学した年度の指定の期日までに，申請に必要な書類〔申請書，成績証明書，講義

内容を明示できる書類（講義要綱等）〕を研究科長に提出しなければならない。 

ただし，日本語又は英語以外の言語による書類については必ず日本語訳を添付すること。 
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博士課程前期課程 KIMAP in Management 履修コースにおける 

Field 認定に関する内規 
令和 5 年 9月 6 日制定 

（趣旨） 

第 1 条 この内規は，神戸大学大学院経営学研究科博士課程前期課程 KIMAP in 

Management 履修コースにおける Field 認定に関する必要な事項を定めるものとする。 

（Field の届出） 

第 2 条 KIMAP in Management 履修コースの学生は、入学後速やかに次に掲げる Field の

うち 1 つを届け出るものとする。ただし，複数の Field の届出は認めない。 

1 International Business Field 

2 Entrepreneurship & Finance Field 

3 Sustainable Development & Public Policy Field 

（Field の変更） 

第 3 条 第 2 条で届出した Field から変更を希望する者は、修士論文又は特定の課題につ

いての研究の成果の題目届提出時に、その旨を届けるものとする。 

（Field の認定） 

第 4 条 修了時に別表(a)，(b)又は(c)の要件を満たす場合は，該当の Field を認定し，認

定証を発行するものとする。 

 

 

附 則 

この内規は，令和 5 年 10 月 1 日から施行する。 
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別表 認定要件 

(a) International Business Field 

KIMAP 選択科目群の 

同 Field 指定科目 

13 単位 選択必修 

うち経営学研究科開講科目 6 単位以上 

 

(b) Entrepreneurship & Finance Field 

KIMAP 選択科目群の 

同 Field 指定科目 

13 単位 選択必修 

うち経営学研究科開講科目 6 単位以上 

 

(c) Sustainable Development & Public Policy Field 

KIMAP 選択科目群の 

同 Field 指定科目 

13 単位 選択必修 

うち経営学研究科開講科目 6 単位以上 
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博士課程前期課程KIMAP in Management履修コースの 

早期修了要件に関する申合せ 

 

                                 令和5年7月19日制定 

 

 

 神戸大学大学院経営学研究科規則（平成16年4月1日制定。）第25条第5項に定める「体系的な学力を修

得した者」とは，修了要件と特定のフィールド認定要件を満たすもので，KIMAP/KIBER運営委員会によ

る授業科目の体系的修得の判定を得て，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題に

ついての研究の成果の審査及び最終試験に合格したものとする。 

 

 

 

 

 

    附 則 

この申合せは，令和5年10月1日に施行する。 

 

 

 

 

 

－197－



 

 

神戸大学学位規程経営学研究科細則 

 

（平成16年4月1日制定）改正 

平成19年1月10日 平成20年2月20日 

平成30年9月26日  令和5年9月27日 

令和8年2月9日 

（趣旨） 

第1条 神戸大学学位規程(以下「規程」という。)第24条により，神戸大学大学院経営学研究科において規

程の施行に必要な事項は，この細則の定めるところによる。 

（専門職学位論文） 

第2条 規程第7条から第9条及び第15条の規定は，神戸大学大学院経営学研究科規則第26条第1項の規定に

基づく専門職学位論文について準用する。この場合において，規程第7条第3項中「修士」とあるのは，

「専門職学位」と読み替えるものとする。 

（修士論文，特定の課題についての研究の成果及び専門職学位論文の提出） 

第3条 規程第7条第1項に規定する修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」と

いう。)の提出期間は，1月10日から同月20日までとする。ただし，研究指導教員の認める事由により期

間内に修士論文等を提出しなかった者及び修士論文等の審査又は最終試験に合格しなかった者は，次年

度の7月10日から同月20日までに修士論文等を提出することができる。 

2 専門職学位論文の提出期間は，8月10日から同月24日まで及び1月10日から同月31日までとする。 

3 修士論文等及び専門職学位論文を提出しようとする者は，前2項に規定する提出期間が満了する日の少

なくとも2月前までに研究指導教員の承認を得た上，修士論文等又は専門職学位論文の題目を研究科長

に届け出なければならない。 

（博士論文の提出） 

第4条 規程第7条第1項に規定する博士論文の提出期間は，原則として7月10日から同月20日まで及び1月

10日から同月20日までとする。 

2 前項の規定による博士論文の提出は，十分な総合学力を有すると判定された者について認める。 

3 第1項の規定による博士論文を提出しようとする者は，論文提出期間が満了する日の少なくとも2月前

までに研究指導教員の承認を得た上，論文の題目を研究科長に届け出なければならない。 

4 規程第10条及び第13条第1項に規定する学位論文は，随時提出することができる。 

（最終試験及び試験の実施期日） 

第5条 規程第9条に規定する修士の最終試験は，第3条第1項本文の規定により修士論文等を提出した者に

ついては，1月21日から2月末日までの期間内に行う。ただし，同項ただし書の規定により修士論文等を

提出した者については，7月21日から8月末日までの期間内に行う。 

2 第3条第2項の規定により専門職学位論文を提出する者の最終試験は，8月25日から同月末日まで及び2

月1日から同月末日までの期間内に行う。 
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3 規程第9条に規定する博士の最終試験及び規程第11条に規定する試験(以下「試験」という。)は，論文

審査の終了後1月以内に行う。 

（試問委員） 

第6条 規程第12条第2項に規定する試問(以下「試問」という。)を行う場合は，教授会において5名以上

の試問委員を互選する。 

2 前項の場合において，教授会が必要があると認めるときは，教授会の構成員以外の者に試問を委嘱す

ることができる。 

3 試問委員は，論文審査委員と同一であることを妨げない。 

（試問の範囲） 

第7条 試問は，本研究科における授業科目のうち教授会の定めるものについて行う。 

（試問の範囲の決定及び通知） 

第8条 教授会は，論文の提出があったときは，速かに試問する科目を決定し，学位申請者に通知する。 

（試問の実施期日） 

第9条 試問は原則として試験と並行して行うものとし，その実施期日は，その都度学位申請者に通知す

る。 

（専攻分野の名称） 

第10条 規程第20条に規定する専攻分野の名称については，論文を又は特定の課題についての研究の成果

を提出しようとするときに研究指導教員の承認を得た上，願い出るものとする。 

附 則（令和8年2月9日） 

この細則は，平成8年4月1日から施行する。 
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学位論文評価基準について 

神戸大学大学院経営学研究科は，学位論文について，研究科のディプロマ・ポリシーに基づき，以下の

基準により総合的に評価する。 

（修士論文の評価基準） 

1 新しい経営学的知見を提供していること。 

2 論旨が明確かつ一貫し，構成の体系性が確保されていること。 

3 資料および先行研究の取扱いが適切であること。 

4 表現・表記法が適切であること。 

（博士論文の評価基準） 

1 経営学に関する学術上の貢献が認められること。 

2 独創性あるいは創造性が認められること。 

3 論旨が明確かつ一貫し，構成の体系性が学術的に高い水準で確保されていること。 

4 資料および先行研究の取扱いが学術的に高い水準で適切であること。 

5 表現・表記法が適切であること。 

（専門職学位論文の評価基準） 

1 論文に対して誠実かつ真摯に取り組んでいること。  

2 仕事で抱いた問題意識に関連したテーマを設定していること。  

3 現実に対して意味のある結果と含意を導出していること。  

4 その結果と含意を導くプロセスが信頼に足り，説得力があること。  

（プロジェクト・ペーパーの評価基準） 

1 特定の課題に対して誠実かつ真摯に取り組んでいること。 

2 経営学に関連したテーマを設定していること。 

3 現実に対して意味のある結果と含意を導出していること。 

4 その結果と含意を導くプロセスが信頼に足り，説得力があること。 
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経営学研究科「課程後博士」について 

 

平成23年1月19日 教授会決定 

 

 博士課程後期課程在学後退学した者のうち，博士課程後期課程進学後6年未満（休学期間を除く。）の者

は，「課程博士に準ずる扱いによる論文博士（課程後博士）」として学位論文提出・学位授与申請をするこ

とができる。ただし，総合学力試験に全群合格していることをその条件とする。その審査等の手続きに関

しては課程博士に準ずる。なお，総合学力試験の合格の有効期間については，神戸大学経営学研究科博士

課程総合学力試験実施要項に定めるところによる。 

 

 この取扱いは，平成15年4月1日博士課程後期課程入学者及び進学者から適用する。 

 

【補足説明】 

 対象者は総合学力試験に全群合格し，退学した者（単位修得退学した者に限らない。）で，進学（編入学）

後6年未満の者です。 

 （例えば，休学期間を除き3年間在学した場合は，退学後3年未満であれば課程後博士の取り扱いになり

ますが，6年間在学した場合は，課程後博士としては取り扱われません。） 

 論文提出方法，審査方法などは課程博士論文の手続きと同じ（ただし，論文審査料が必要）ですが，授

与される学位は博士課程を経ない者と同じ（いわゆる論文博士）となります。 

 なお，単位修得退学後1年以内に博士論文審査を受け合格した場合は，特例により，課程修了による学

位を授与します。（いわゆる課程博士授与。また，論文審査料も不要で，手続き方法なども在学生と同じ。

総合学力試験の合格の有効期間については，神戸大学経営学研究科博士課程総合学力試験実施要項に定め

るところによる。） 
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神戸大学大学院経営学研究科前期課程KIMAP in Management実施要項 

 

令和5年9月6日制定  

1．趣旨 

 この要項は，神戸大学大学院経営学研究科規則（平成16年4月1日制定。以下「研究科規則」という。）

第4条第1項及び第2項に基づき，神戸大学大学院経営学研究科(以下「研究科」という。）前期課程の経営

学専攻に置くKobe University Interdisciplinary Master Program（異分野共創型卓越人材育成プログ

ラム。以下，「KIMAP in Management」という。）の実施に関して必要な事項について定める。 

2．履修コース 

 研究科博士課程前期課程の経営学専攻にKIMAP in Management履修コースを置く。これに伴い経営学

専攻における従来の履修コースを本科履修コース（以下「本科コース」という。）と呼ぶ。 

【参考】研究科規則第4条第1項及び第2項 

3．プログラムの目的 

本プログラムは，広く社会的課題解決に向けた政策・戦略企画，実行能力を備えた人材育成を目的 

とする。分野横断的な専門的知識と複眼的思考，分析能力を備え，広範な社会的課題解決を行える人 

材を育成することを目標とする。 

4．KIMAP/KIBER運営委員会等 

前期課程KIMAP in Management履修コースに関する教務，入学試験および社会連携に関する事項の企

画立案および実施のために，研究科にKIMAP/KIBER運営委員会を置く。 

5．授業科目及び単位数 

前期課程KIMAP in Management履修コースの授業科目及び単位数は，研究科規則別表第3のとおりとす

る。 

6．研究指導 

(1) 前期課程KIMAP in Management履修コースの研究指導教員は，前期課程の初めにKIMAP/KIBER運営

委員会が指定し，教授会の議を経て決定する。 

【参考】研究科規則第15条第3項 

(2) 前期課程入学年度翌年の4月1日にKIMAP/KIBER運営委員会は指導教員を再指定し，教授会の議を経

て決定する。 

【参考】研究科規則第15条第2項 

7．所属コースの決定と変更 

(1) 前期課程入学者の前期課程KIMAP in Management履修コースへの所属については，KIMAP/KIBER運

営委員会が入学年度の10月1日に決定する。なお，決定に際しては，前期課程本科コース推薦入学試

験合格者の前期課程KIMAP in Management履修コースへの所属については，入学願書において指定し

た志望研究指導教員との協議を経るものとする。 
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(2) 学生の前期課程KIMAP in Management履修コースから前期課程本科履修コース，または前期課程本

科履修コースから前期課程KIMAP in Management履修コースへの所属変更については，毎年7月と1月

に変更申請を受け付け，KIMAP/KIBER運営委員会委員が申請した学生を面接して所属変更の可否を決

定し，申請月の翌々月の教授会の承認を得た後，すみやかに申請学生に連絡する。なお，KIMAP /KIBER

運営委員会が所属変更の可否を決定する際には， 前期課程KIMAP in Managementコースから前期課

程本科履修コースへの所属変更の場合は前期課程本科コースでの受入予定指導教員，前期課程本科

コースから前期課程KIMAP in Management履修コースへの所属変更の場合は本科コースでの指導教員

との協議を経るものとする。 

【参考】研究科規則第4条第1項 

(3) 学生の前期課程KIMAP in Management履修コースから前期課程本科コース，または前期課程本科コ

ースから前期課程KIMAP in Management履修コースへの所属変更に伴う指導教員の変更は，研究科規

則第15条第2項の例外として取り扱う。 

【参考】研究科規則第15条第2項 

8．授業科目の履修 

(1) 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生は，研究指導教員の承認を得て研究科規則別表第

3に掲げる授業科目のうちから，30単位以上を修得しなければならない。 

【参考】研究科規則第18条第2項 

(2) 前期課程KIMAP in Management履修コースの学生は，研究科規則別表第5に定める修了要件に従っ

て修得しなければならない。 

【参考】研究科規則第25条第2項 

9．KIMAP in Management履修コースにおけるField認定 

KIMAP in Management履修コースの学生は，入学後速やかに次に掲げる Fieldのうち1つを届け出るもの

とする。届け出たFieldの指定科目から，13単位（うち経営学研究科開講科目6単位以上）修得した場合は，

該当のFieldを認定し，認定証を発行するものとする。 

1 International Business Field 

2 Entrepreneurship & Finance Field 

3 Sustainable Development & Public Policy Field 

10．成績評価基準 

前期課程KIMAP in Managementコースの授業科目の成績評価の基準は次のようにする。 

Ｓ秀 90点以上100点以下 

Ａ優 80点以上90点未満 

Ｂ良 70点以上80点未満 

Ｃ可 60点以上70点未満 

Ｆ不可  0点以上60点未満 

11．後期課程への進学要件 
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前期課程KIMAP in Management履修コースを修了後に，博士課程後期課程に進学を志望する者について

は，修士論文を作成することとし，10月の修士論文題目提出時に後期課程への進学の希望について確認し，

後期課程進学判定により選考のうえ，進学させるものとする。なお，特定の課題についての研究の成果の

作成では，進学を認めない。 

進学判定は，修士論文と前期課程KIMAP in Management履修コースの授業科目を通じた体系的な学習能

力の判定の総合成績をもとに合否を決定する。 

また，1年半の在学期間で早期修了見込の者は，修士論文題目提出までの総合学力試験において，第1群

科目または第2群科目のうち1科目に合格していることし，2年以上の在学期間で修了見込の者は，修士論

文題目提出までの総合学力試験において，第1群科目のうち1科目，第2群科目のうち1科目に合格している

こととする。 

【参考】「博士課程前期課程KIMAP in Management 履修コースから後期課程への進学要件について」 

 

 

附 則 

この実施要項は，令和5年10月1日から施行する。 
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神戸大学大学院経営学研究科博士課程総合学力試験実施要項 

 

（平成16年4月1日 制定） 

改正  平成17年11月16日  平成18年6月14日 

         平成20年6月18日  平成22年3月22日 

          平成23年2月7日   平成24年2月6日 

平成28年12月21日   平成29年3月7日 

令和3年4月1日   令和7年3月6日 

令和8年2月9日 

1．趣旨 

 博士課程総合学力試験（以下「総合学力試験」という。）は，神戸大学学位規程経営学研究科細則第4

条第2項に基づき，専門分野及び関連分野について，十分な総合学力を有するか否かを判定するために

行う。総合学力試験の受験科目については，指導教員の事前の承認が必要である。 

2．試験科目 

第1群 経営管理，経営制度，決定分析，財務会計，会計制度，管理会計，マーケティング， 

 ファイナンス，市場経済分析 

第2群 統計的方法論，数学的方法論，定性的方法論 

第3群 博士候補者資格論文試験 

3．十分な総合学力の保有の判定 

 第1群から2科目，第2群から1科目及び第3群に合格することをもって，十分な総合学力を有するもの

と判定する。ただし，方法論科目を専門に論文を書く予定の学生は，第1群から1科目，第2群から2科目

を選択することも可能とする。 

4．委員会 

 総合学力試験は，入試委員会が行う。 

5．標準的参考文献の指定・公表 

 第1群及び第2群の各科目について，関連講義科目を設け，その講義要綱等で標準的参考文献を指定し，

公表する。 

6．試験方法 

 第1群及び第2群は標準的参考文献に基づき筆記試験を行う。解答は英語で記すこともできる。 

 第3群は，提出された博士候補者資格論文をもとに，本教授会の指名する教員3名による面接試験によっ

て行う。 

 第3群の博士候補者資格論文試験は，研究指導教員の承認を得た上で，当該専門分野の単著又は共著

の査読付き論文の提出に代替することができる。この査読付き論文については面接試験を実施せず，論

文提出をもって第3群の合否判定を行う。 

 ダブルディグリープログラムの学生については，別途定める。 
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7．試験時間 

 第1群及び第2群の各科目の試験時間は，1科目につき1.5時間とする。 

8．実施時期 

第1群及び第2群の試験は，原則として年2回，8･9月及び2･3月に実施し，その都度全科目について行

うものとする。第3群の試験は，博士課程後期課程第2学期以降に行う。博士候補者資格論文及び博士候

補者資格論文に代替する査読付き論文の提出時期，並びに博士候補者資格論文の面接試験の時期は，修

士論文と同一とする。 

9．受験申請時期 

総合学力試験は,博士課程前期課程,後期課程及び専門職学位課程のいずれの年次においても受験す

ることができる。ただし,休学中の学生は受験申請できない。 

10．採点 

第1群及び第2群の採点は点数により，100点満点中60点以上を合格とする。第3群は合否によって判定

する。 

11．合否決定 

 合否原案の作成は,入試委員会が行い,合否決定は教授会が行う。なお,発表は合否のみによる。 

12．査読付き論文提出による博士候補者資格論文試験の代替 

第3群試験として提出される査読付き論文は，研究指導教員の承認があれば，いずれの時期に作成さ

れた論文でも博士候補者資格論文と代替可能とする。また,査読雑誌の掲載が認められた段階以降であ

れば論文を提出することができる。ただし，休学中の学生は申請できない。 

なお，博士論文に関する専門分野に該当しない論文で，博士候補者資格論文に代替することはできな

い。 

13．合格の有効期間 

 合格した試験科目の有効期間は，8・9月実施科目については当該実施年の10月1日，2･3月実施科目に

ついては当該実施年の4月1日から起算して10年間とする。 

 博士論文の提出（神戸大学学位規程経営学研究科細則第4条第1項及び第3項）は，当該有効期間内に

おいて行うことができる。 

 十分な総合学力の保有の判定に必要な合格科目のうち一つでも当該有効期間を超えるものがある場合

には，当該科目について総合学力試験を再受験し，合格しなければ，博士論文を提出することができな

い。 

附 則 

この要項は，平成6年4月1日以降に実施の総合学力試験（平成16年4月1日前の旧実施要項により実施したものを含

む）について適用する。なお規定7は，平成18年8･9月，規定13は平成11年8月期の総合学力試験から適用する。 
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附 則（平成20年6月18日） 

この要項は，平成20年10月1日から施行する。なお，規定6・8・12に定める査読付き論文による博士候補者資格論

文試験の代替については，平成20年度2・3月期（平成21年2月実施）の総合学力試験から適用する。 

附 則（平成22年3月22日） 

この要項は，平成22年4月1日から施行する。 

附 則（平成23年2月7日） 

この要項は，平成23年4月1日から施行する。 

附 則（平成24年2月6日） 

この要項は，平成24年4月1日から施行する。 

附 則（令和3年4月1日） 

1 この要項は，令和3年4月1日から施行する。 

2 この要項施行の際現に在学する第2論文をすでに合格済みの者については，改正後の要項にかかわらず，なお

従前の例による。  

附 則（令和7年3月6日） 

1 この要項は，令和7年4月1日から施行する。 

2 この要項施行の際現に在学する者については，改正後の規定6にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（令和8年2月9日） 

この要項は，令和8年4月1日から施行する。 
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博士課程後期課程演習単位修得認定試験細則 

平成16年4月１日 制定 

改正 平成20年2月12日 平成24年１月18

平成24年7月18日 令和8年 2月9日 

第1条 神戸大学大学院経営学研究科規則第23条第1項ただし書に定める演習の単位修得認定は，この細則

の定めるところによる。 

第2条 博士課程後期課程における演習の単位を修得しようとする者は，最終年度の1月10日から同月20日

までに博士課程後期課程演習単位修得認定論文（以下「演習単位修得認定論文」という。）を提出しなけ

ればならない。提出方法は，その都度公示する。 

2 演習単位修得認定論文の提出は，神戸大学大学院経営学研究科博士課程総合学力試験実施要項に定め

る総合学力試験（以下「総合学力試験」という。）を全群合格と判定された者について認める。 

3 演習単位修得認定論文の書式は課程博士論文の書式にしたがうものとする。 

第3条 演習単位修得認定論文の提出があったとき，研究指導教員が審査する。審査に合格した者は，博

士課程後期課程の演習単位の修得者と認める。 

2 課程博士論文を提出し，課程博士論文審査委員会により，その論文を演習単位修得認定論文として推

薦された者は，博士課程後期課程の演習単位の修得者と認める。 

第4条 第2条に定める期間に演習単位認定論文を提出しなかった者及び審査に不合格となった者につい

ては，演習単位認定論文を次年度の7月10日から同月20日までに提出することができる。演習単位認定

論文の提出方法は，その都度公示する。 

附 則（平成16年4月1日） 

この細則は，平成16年4月1日から施行する。 

 附 則（令和8年2月9日） 

この細則は，令和8年4月1日から施行する。 
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博士課程後期課程の早期修了要件に関する申し合わせ 

平成17年9月21日 研究科教授会決定 

令和3年7月21日 研究科教授会改正 

1．神戸大学大学院経営学研究科規則第27条（博士課程の修了要件）ただし書きに規定する「優れた研究業

績を上げたもの」とは，博士論文論題提出時点において，研究科教授会が次のいずれかの場合に該当す

るものと判定したものとする。 

（1）権威ある査読付学術雑誌または権威ある学会が発行する雑誌に掲載または受理された論文が学会

賞を受賞した場合 

（2）学術書が権威ある学会において学会賞を受賞した場合

（3）権威ある査読付学術雑誌または権威ある学会が発行する雑誌に複数の論文が掲載または受理され

た場合 

2．早期修了の申請は，申請時点において博士論文草稿が完成し，当該論文草稿による研究業績に照らし

て，論文指導委員会の全員による推薦があることを前提として行う。 

附 則 

本申し合わせは，平成17年10月1日以降の早期修了の申請に適用する。 

附 則（令和3年7月21日） 

本申し合わせは，令和3年8月1日以降の早期修了の申請に適用する。 
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神戸大学大学院経営学研究科研究生規程 

（平成16年4月1日制定） 

改正 平成16年11月11日 平成18年1月18日 

平成20年3月31日 平成21年3月31日 

平成24年11月16日 平成27年3月31日 

令和2年12月1日    令和5年11月21日 

（趣旨） 

第1条 この規程は，神戸大学大学院経営学研究科規則（平成16年4月1日制定）第31条の規定に基づき，神

戸大学大学院経営学研究科（以下「本研究科」という。）の研究生に関する必要な事項を定めるものとす

る。 

（許可） 

第2条 研究生として入学を志願する者があるときは，選考の上，神戸大学大学院経営学研究科教授会(以

下「教授会」という。)の議を経て，これを許可する。 

（入学資格） 

第3条 研究生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）

(5) 本研究科において，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

（出願手続） 

第4条 研究生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に掲げる

書類を神戸大学大学院経営学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。 

(1) 研究生願書（所定の用紙）

(2) 履歴書（所定の用紙）

(3) 出身大学の卒業証明書又は修了証明書

(4) 出身大学の成績証明書

(5) 振替払込受付証明書（所定の用紙）

(6) その他本研究科において必要と認める書類

2 日本に居住している外国人にあっては，前項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し（提出日前30日

以内に作成されたものに限る。）又はこれに代わる書類を提出しなければならない。 

（選考方法） 

第5条 入学志願者に対する選考は，書類審査等により行う。 

（入学料及び授業料） 

第6条 選考に合格した者は，所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。 
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（入学の時期） 

第7条 研究生の入学の時期は，学年の初めとする。ただし，特に教授会が認めたときは，この限りではな

い。 

（研究期間） 

第8条 研究生の研究期間は，1年以内とする。ただし，教授会が特別の理由があると認めたときは，この

限りではない。 

2 研究期間の延長については，教授会の議を経て，連続して4年を超えない範囲内で，6月又は1年ごとに

許可することがある。 

（研究） 

第9条 研究生は，教授会の決定した指導教員の下で研究を行うものとする。 

（授業科目の聴講） 

第10条 研究生は，指導教員の承認及び授業科目の担当教員の許可を得て，研究に関連のある授業科目を

聴講することができる。 

（施設の使用） 

第11条 研究生は，本研究科の学生に準じて本学の施設を利用することができる。 

（退学及び除籍） 

第12条 研究生の退学及び除籍については，本研究科の学生の取扱いに準ずる。 

（雑則） 

第13条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会が定める。 

 

   附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

  附 則（平成16年11月11日） 

この規程は，平成16年11月11日から施行する。 

  附 則（平成18年1月18日） 

この規程は，平成18年1月18日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科研究生規程の規定は，平成17年10

月1日から適用する。 

  附 則（平成20年3月31日） 

この規程は，平成20年3月31日から施行し，改正後の第3条第2号の規定は，平成19年12月26日から適用する。 

  附 則（平成21年3月31日） 

この規程は，平成21年4月1日から施行する。 

  附 則（平成24年11月16日） 

この規程は，平成24年11月16日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科研究生規程の規定は，平成24年

7月9日から適用する。 

  附 則（令和2年12月1日） 

この規程は，令和2年12月1日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科研究生規程の規定は，平成31年4月

1日から適用する。 

  附 則(令和5年11月21日) 

この規程は，令和5年12月1日から施行する。 
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神戸大学大学院経営学研究科科目等履修生規程 

 

（平成16年4月1日 制定） 

改正  平成16年11月11日 平成18年1月18日 

平成19年1月10日  平成19年8月1日 

平成20年3月31日 平成21年3月31日 

平成24年11月16日 平成27年3月31日 

令和2年12月1日 

（趣旨） 

第1条 この規程は，神戸大学大学院経営学研究科規則（平成16年4月1日制定）第34条の規定に基づき，神

戸大学大学院経営学研究科（以下「本研究科」という。）の科目等履修生に関する事項を定めるものとす

る。 

（許可） 

第2条 科目等履修生として入学を志願する者があるときは，本研究科学生の修学に差し支えない範囲に

おいて，選考の上，神戸大学大学院経営学研究科教授会（以下「教授会」という。）の議を経て，神戸大

学大学院経営学研究科長（以下「研究科長」という。）がこれを許可する。 

2 履修の許可は，学期の初めに行う。 

（入学資格） 

第3条 科目等履修生として入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者 

(4) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号） 

（出願手続） 

第4条 科目等履修生として入学を志願する者は，所定の期日までに，検定料を納付した上，次の各号に

掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。 

(1) 科目等履修生願書（所定の用紙） 

(2) 志願理由書（所定の用紙） 

(3) 出身大学の卒業証明書及び成績証明書 

(4) 振替払込受付証明書（所定の用紙） 

(5) その他本研究科において必要と認める書類 

2 日本に居住している外国人にあっては，前項各号に掲げる書類のほか，住民票の写し（提出日前30日

以内に作成されたものに限る。）又はこれに代わる書類を提出しなければならない。 

（選考方法） 

第5条 入学志願者に対する選考は，筆記試験，面接，書類審査等により行う。 

（入学料及び授業料） 
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第6条 科目等履修生の選考に合格した者は，所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければなら

ない。 

（履修期間） 

第7条 履修期間は，履修を許可された授業科目の開講期間とし，1年以内とする。 

2 特別の理由により，前項の履修期間に引き続き履修を志願する者については，前項の規定にかかわら

ず，教授会の議を経て，履修期間を延長することがある。ただし，その場合の履修期間は，通算して2年

を限度とするものとする。 

（履修科目） 

第8条 履修することのできる授業科目は，学期ごとに別に定める。 

（試験） 

第9条 科目等履修生は，履修した授業科目について，試験を受けることができる。 

（単位修得証明書） 

第10条 科目等履修生に対しては，前条の試験に合格した授業科目について，単位修得証明書を交付する。 

（退学及び除籍） 

第11条 科目等履修生の退学及び除籍については，本研究科学生の取扱いに準ずる。 

（雑則） 

第12条 この規程に定めるもののほか，この規程の実施に関し必要な事項は，教授会が定める。 

 

  附 則 

この規程は，平成16年4月1日から施行する。 

  附 則（平成16年11月11日） 

この規程は，平成16年11月11日から施行する。 

  附 則（平成18年1月18日） 

この規程は，平成18年1月18日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科科目等履修生規程の規定は，平成

17年10月1日から適用する。 

附 則（平成19年1月10日） 

この規程は，平成19年4月1日から施行する。 

  附 則（平成19年8月1日） 

この規程は，平成19年8月1日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科科目等履修生規程の規定は，平成

19年4月1日から適用する。 

  附 則（平成20年3月31日） 

この規程は，平成20年3月31日から施行し，改正後の第3条第2号の規定は，平成19年12月26日から適用する。 

  附 則（平成21年3月31日） 

この規程は，平成21年4月1日から施行する。 

  附 則（平成24年11月16日） 

この規程は，平成24年11月16日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科科目等履修生規程の規定は，平

成24年7月9日から適用する。 

 附 則（平成27年3月31日） 

この規程は，平成27年4月1日から施行する。 

  附 則（令和2年12月1日） 

この規程は，令和2年12月1日から施行し，改正後の神戸大学大学院経営学研究科科目等履修生規程の規定は，平成

31年4月1日から適用する。 
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成績評価基準に関する内規 
 

（平成19年12月19日 制定） 

改正  平成20年7月16日  平成23年1月19日 

平成24年1月18日  平成26年2月10日 

（趣旨） 

第1条 この内規は，経営学研究科における成績評価基準等について，必要な事項を定めるものとする。 

（成績評価の方法） 

第2条 授業科目の成績評価は，期末試験，中間試験，随時の小テスト，レポート，平常点，その他の方法

のうちの一つにより，又はそのうち複数の方法を組み合わせて行う。 

 なお，経営学研究科履修細則に定めるすべての授業科目（第4群，第6群及び第8群を除く）について，

期末試験を実施するものとする。 

（成績評価方法の公表） 

第3条 成績評価方法は，各教員が，授業シラバス（講義要綱）に記入し公表する。 

（成績評価基準） 

第4条 授業科目の成績は，100点を満点として次の区分により評価し，秀，優，良及び可を合格，不可を

不合格とする。 

2 秀，優，良，可及び不可の評価基準は，次の各号のとおりとする。 

(1) 秀 学修の目標を達成し，特に優れた成果を収めている。 

(2) 優 学修の目標を達成し，優れた成果を収めている。 

(3) 良 学修の目標を達成し，良好な成果を収めている。 

(4) 可 学修の目標を達成している。 

(5) 不可 学修の目標を達成していない。 

（成績の合格基準） 

第5条 授業科目の成績は，秀，優，良，可，不可に分け，可以上を合格とする。 

 

   附 則 

この内規は，平成20年4月1日から施行する。 

  附 則（平成20年7月16日） 

この内規は，平成21年4月1日から施行する。 

  附 則（平成23年1月19日） 

1 この内規は，平成23年4月1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成23年4月1日以後において在学者の属する

年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の成績評価基準に関する内規の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

  附 則（平成24年1月18日） 

1 この内規は，平成24年4月1日から施行する。 

2 この内規施行の際現に在学する者（以下「在学者」という。）及び平成24年4月1日以後において在学者の属する

年次に編入学，転入学又は再入学する者については，改正後の成績評価基準に関する内規の規定にかかわらず，

なお従前の例による。 

  附 則（平成26年2月10日） 

この内規は，平成26年4月1日から施行する。 
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学生からの成績評価に対する申し立て手続きに関する申し合わせ 

 

平成25年11月13日 教授会制定 

（趣旨） 

第1条 経営学研究科（経営学部）において開講している授業科目の成績評価について，次のとおり申し

立てができるものとする。 

この申し合わせは，学生から成績評価に対する申し立てがあった場合，成績評価の透明性，厳格性を

確保するため，必要な事項を定めるものとする。 

（申し立ての理由） 

第2条 学生は受講した授業科目の成績評価について，当該授業科目の成績評価基準等に照らして疑義が

ある場合は，経営学研究科長（経営学部長）に申し立てを行い，授業担当教員に説明を求めることがで

きるものとする。 

（申し立ての手続き） 

第3条 成績評価に対する申し立ては，成績発表後原則として1週間以内に行うこととし，申し立てを行う

授業科目名，担当教員名，申し立ての内容及びその理由等を所定の様式により，経営学研究科の学部・

大学院教務係に提出することとする。 

（申し立てへの対応） 

第4条 申し立てを受けた授業科目の担当教員は，申し立てた学生に対し成績評価について速やかに経営

学研究科の学部・大学院教務係を通じ，回答を行うものとする。 

また，その結果については，授業担当教員等が書面により経営学研究科長（経営学部長）に報告する

こととする。 

  

－215－



定期試験・到達度確認等における不正行為に関する 

措置についての内規（大学院） 

 

令和3年11月17日制定   

 

本研究科在籍学生の定期試験・到達度確認，それに代わるレポート試験，総合学力試験（博士候補者資

格論文を含む）における不正行為に関し，不正事実の確認とその措置について次のとおり定める。なお，

専門職大学院在籍学生においては，本内規を適用しない。 

第1条 不正行為の事実確認は，授業担当者または試験監督者が行う。 

第2条 不正行為の事実確認に基づき，教務委員は当該学生と面談を行い，不正行為を認定する。 

第3条 不正行為が認定された場合，教授会は以下の措置をとるものとする。 

(1) 不正を行った学生に反省文を提出させる。 

(2) 当該学期に履修した授業科目の成績（総合学力試験を含む）を全て無効とする。 

(3) 当該学期に学位論文が提出された場合は，審査及び最終試験を不合格とする。 

第4条 意図的で計画的な不正行為を企てる等，悪質と認められた場合には，追加で以下の措置をとるこ

とがある。 

(1) 演習を除く，次学期の授業科目の成績（総合学力試験を含む）をすべて無効とする。（休学をした

場合には復学後の半期に本措置をとる。） 

(2) 保護者等に対し不正行為の事実とその措置について文書で通告する。 

(3) 特に悪質と認められた場合には，神戸大学学生懲戒規則による懲戒処分（訓告，停学又は懲戒退

学）の手続きに付する。 

 

 

附 則 

この内規は，令和3年11月17日から施行する。 
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定期試験・到達度確認等における不正行為に関する 

措置についての内規（専門職学位課程） 

令和3年12月15日制定 

本研究科専門職学位課程在籍学生の定期試験・到達度確認，それに代わるレポート試験，総合学力試験

における不正行為に関し，不正事実の確認とその措置について次のとおり定める。 

第1条 不正行為の事実確認は，授業担当者または試験監督者が行う。 

第2条 不正行為の事実確認に基づき，教務委員は当該学生と面談を行い，不正行為を認定する。 

第3条 不正行為が認定された場合，教授会は以下の措置をとるものとする。 

(1) 不正を行った学生に反省文を提出させる。

(2) ケースプロジェクト研究, テーマプロジェクト研究, 現代経営学演習を除く，当該学期に履修し

た授業科目の成績（総合学力試験を含む）を全て無効とする。 

(3) 当該学期に学位論文が提出された場合は，審査及び最終試験を不合格とする。

第4条 意図的で計画的な不正行為を企てる等，悪質と認められた場合には，追加で以下の措置をとるこ

とがある。 

(1) ケースプロジェクト研究, テーマプロジェクト研究, 現代経営学演習を除く，次学期の授業科目

の成績（総合学力試験を含む）をすべて無効とする。（休学をした場合には復学後の半期に本措置を

とる。） 

(2) 特に悪質と認められた場合には，神戸大学学生懲戒規則による懲戒処分（訓告，停学又は懲戒退

学）の手続きに付する。 

※履修した授業科目がどの学期に該当するのかについては, 開講時期ではなく,教務での履修登録時期に

基づいて判断する。 

附 則 

この内規は，令和3年12月15日から施行する。 
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課程博士論文における共同研究の取り扱いに関する申合せ 

 

令和4年1月19日制定 

                         改正 令和6年6月19日 令和8年1月14日 

 

1．以下の要件が満たされる場合に，公刊済共著論文，掲載予定や投稿中の共著論文，現在進行中の共同研

究（以下，共同研究と呼ぶ）の内容を，課程博士論文の一部とすることを認める。 

（1）共同研究の内容を課程博士論文の一部とすることの必要性が認められること 

（2）学位論文申請者が，共同研究において主導的役割を果たしたと認められること 

（3）すべての共同研究者が，共同研究部分を課程博士論文とすることを承諾していること 

2．申請者は，論題提出時に，研究指導教員の承認を得た上で，様式1に基づき，共同研究を課程博士論文

に含めることを申請する。 

3．共同研究の申請について，FD委員会及び教授会の議を経て，課程博士論文に共同研究の内容を含める

ことの必要性および共同研究において申請者の役割を確認の上，承認する。共同研究を学位論文に含め

ることの必要性が認められない場合，申請者が共同研究において主導的役割を果たしたと認められない

場合は，共同研究の内容を学位論文の一部とすることを認めない。 

4．課程博士論文の本文中に，共同研究の箇所および当該箇所における学位申請者の役割を明記するもの

とする。 

5．研究指導教員が共同研究者である場合は，論文審査の公正性を確保する措置を講じた上で，論文審査

委員会を構成し，教授会で審議を経て承認を得るものとする。 

6．学位申請者は，学位論文提出時に，様式2に基づき，すべての共同研究者の承諾書を提出する。共同研

究者は，承諾書において，同一論文に基づく学位請求の権利の放棄並びに課程博士論文の開示の承諾の

意思表示を自署で行う。 

 

附 則 

この申合せは，令和4年4月1日から施行する。 

附 則（令和8年1月14日） 

この申合せは，令和8年4月1日から施行する。 
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様式1 
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様式2 

 

承  諾  書 

 
 

私どもは，下記の共著論文・共同研究を         氏の学位論文とする

ことを承諾します。なお，この論文を再び他の学位論文に使用することはありませ

ん。また，神戸大学学術成果リポジトリに登録し公開することに異議ありません。 

 

記 

 

論文題目 

 

令和   年   月   日 

 

共著者 

氏名             印 

氏名             印 

氏名             印 
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在学者の学位論文作成要領（博士） 

 

（昭和63年9月21日 研究科委員会） 

最終改正 令和4年3月7日 

 

 本研究科在学中に学位論文の審査を願い出る者は，あらかじめ指導教員に提出書類の点検を受け，承認

を得ること。 

 

1．提出書類 

1．学位論文審査願 

2．論文目録 

3．学位論文 

4．履歴書 

5．宣誓書 

6．承諾書（共同研究の場合） 

2．作成要領 

1．学位論文審査願 

別紙様式1により1通作成すること。 

2．論文目録 

別紙様式2により1通作成すること。 

3．学位論文 

① 学位論文は単著を原則とするが，その一部において自らが主導した共同研究を含めることができ

る。学位論文の一部とできる共同研究は，研究指導教員の許可を得たうえで，課程博士論文におけ

る共同研究に関する申合せで定める様式により，論題提出時に申請を行い認められたものに限る。 

② 単著及び共著の公刊済論文及び公刊予定論文を，学位論文の一部に含める場合，その著作権が出

版社，学会等に帰属しているときは，自らの責任において許諾を得ること。 

③ 日本語又は英語で記述すること。学位論文を母国語以外で記述する場合は，校閲を自らの責任で

行うこと。 

④ 論文は，原則としてワードプロセッサー等を使用すること。 

⑤ 記載は，縦位置，横書とすること。 

⑥ 原則として，日本語によるものは50,000字以上，英語によるものは，20,000語以上とすること。

サイズはA4とし，文字サイズは10ポイントから12ポイントとすること。1頁の文字数は，日本語の

場合は概ね，1,000字から1,600字，英語の場合は300語から600語とし，30行から40行とすること。 

⑦ 表紙には提出年月日，論文題目（英文の場合は和訳をつける），所属研究室（所属教員名），専攻

名，学籍番号，氏名を明記すること。また，頁番号は本文1枚目から開始し，1，2，･･･のようにア

ラビア数字を用いること。表紙には頁番号をつけないこと。目次に頁番号はつけてもつけなくても

構わないが，つける場合はi，ii，･･･のようにアラビア数字以外を用い，本文と明確に区別するこ

と。 

⑧ 別途，電子媒体（CD-R）1部提出すること。CD-Rは作成要領を基に作成すること。 

4．履歴書 

5．宣誓書 

  所定の様式により作成すること。 

6．承諾書（共同研究の場合） 

課程博士論文における共同研究に関する申合せで定める様式により，共同研究ごとに，1通作成す
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ること。なお，同一共同研究について，共同研究者ごとに承諾書を作成しても構わない。 

7．公表の方法及び時期 

① 公表は単行の書籍又は学術雑誌等の公刊物（以下「公刊物」という。）に掲載して行うこと。 

② 公表は原則として学位論文そのものを全文公開すること。 

③ 自費出版等によるもので，購読できる者が限定されている出版物であっても，大学，その他の学

術機関等に配付されたものについては，公刊物として扱うことができる。 

 なお，学位論文の公表については，神戸大学学位規程第19条のとおり規定されている。 

 

   附 則 

この内規は，平成27年11月1日から施行する。 

   附 則（令和4年3月7日） 

この内規は，令和4年4月1日から施行する。 
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別紙様式1 

別紙様式2 

各様式及び作成要領 研究科Webサイトを参照のこと 

  年  月  日

経営学研究科長 殿 

学籍番号 

氏  名

学位論文審査願 

神戸大学学位規程第 7条の規定により下記の書類を提出いたしますから審査をお願いします。

記

学位論文 通 

論文目録 通 

以上

  年  月  日 

論 文 目 録 

氏 名

論   文 

1 題  目 

2 印刷公表の方法及び時期 

方 法

時 期

3 冊 数 冊 

参考論文

1 題 目 

2 冊 数 冊 
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博士課程後期課程演習単位修得認定試験に係る資料作成に関する申合せ 

 

（平成20年2月12日 制定） 

最終改正 令和4年3月7日 

 

 博士課程後期課程演習単位修得認定試験細則第2条第5項に定める，資料作成の詳細については，本申合

せの定めるところによる。 

 

1．提出資料 

(1) 研究経過報告書 

(2) 博士課程後期課程演習単位修得認定論文（以下「単位修得認定論文」という。） 

(3) 宣誓書 

 

2．作成要領 

(1) 研究経過報告書 

 別紙様式1により作成し，提出すること。 

(2) 単位修得認定論文 

 下記の要領に基づき作成し，提出すること。なお，提出にあたっては，あらかじめ研究指導教員の

点検を受け，承認を得ること。 

① 論文は単著を原則とするが，その一部において自らが主導した共同研究を含めることができる。

学位論文の一部とできる共同研究は，課程博士論文における共同研究の取扱いに準ずる。 

② 単著及び共著の公刊済論文及び公刊予定論文を，学位論文の一部に含める場合，その著作権が出

版社，学会等に帰属しているときは，自らの責任において許諾を得ること。 

③ 日本語又は英語で記述すること。学位論文を母国語以外で記述する場合は，校閲を自らの責任で

行うこと。 

④ 論文は，原則としてワードプロセッサー等を使用すること。 

⑤ 記載は，縦位置，横書とすること。 

⑥ 原則として，日本語によるものは50,000字以上，英語によるものは20,000語以上とすること。

サイズはA4とし，文字サイズは10ポイントから12ポイントとすること。1頁の文字数は，日本語の

場合は概ね，1,000字から1,600字，英語の場合は300語から600語とし，30行から40行とすること。 

⑦ 表紙には提出年月日，論文題目，所属研究室（所属教員名），専攻名，学籍番号，氏名を明記する

こと。また，頁番号は本文1枚目から開始し，1，2，･･･のようにアラビア数字を用いること。表紙

には頁番号をつけないこと。目次に頁番号はつけてもつけなくても構わないが，つける場合はi，

ii，･･･のようにアラビア数字以外を用い，本文と明確に区別すること。 
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(3)宣誓書 

  所定の様式により作成すること。 

 

   附 則 

この申合せは，平成20年4月1日より施行する。 

   附 則（平成24年1月18日） 

この申合せは，平成24年4月1日より施行する。 

   附 則（平成27年10月21日） 

この申合せは，平成27年11月1日より施行する。 

附 則（令和4年3月7日） 

この申合せは，令和4年4月1日より施行する。 
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別紙様式1 

各様式は研究科Webサイトを参照のこと 
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修士論文，専門職学位論文及び博士候補者資格論文作成に関する申合せ 

 

（昭和63年11月9日 研究科委員会） 

最終改正 令和4年3月7日 

 

 修士論文，専門職学位論文及び博士候補者資格論文は，下記要領に従って作成すること。なお，論文の提

出にあたっては，あらかじめ研究指導教員の点検を受け，承諾を得ること。 

 

1．論文は，日本語又は英語で記述すること。論文を母国語以外で記述する場合は，校閲を自らの責任で 

行うこと。 

2．日本語によるものは，20,000字以上とし，Ａ4の用紙を用い，文字サイズは10ポイントから12ポイントと

すること。概ね、1頁1,000字から1,600字とし、30行から40行とすること。 

3．英語によるものは，8,000語以上とし，Ａ4の用紙を用い，文字サイズは10ポイントから12ポイントとす

ること。概ね、1頁300語から600語とし、30行から40行とすること。 

4．表紙には提出年月日，論文題目，所属研究室（所属教員名），学籍番号，氏名を明記すること。 

5．頁番号は本文1枚目から開始し，1，2，･･･のようにアラビア数字を用いること。表紙には頁番号をつけ

ないこと。目次に頁番号はつけてもつけなくても構わないが，つける場合はi，ii，･･･のようにアラビ

ア数字以外を用い，本文と明確に区別すること。 

6．修士論文の提出に際しては，併せて所定の修士論文要旨を提出すること。 

専門職学位論文の提出に際しては，併せて所定の研究概要を提出すること。 

博士候補者資格論文の提出に際しては，併せて所定の研究計画書を提出すること。 

7．修士論文，専門職学位論文及び博士候補者資格論文の提出に際しては，所定の様式に基づき宣誓書を 

提出すること。 

 

  附 則 

この申合せは，令和2年11月1日より施行する。 

   附 則（令和3年4月1日） 

この申合せは，令和3年4月1日より施行する。 

附 則（令和4年3月7日） 

この申合せは，令和4年4月1日より施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

※体裁，様式等は研究科Webサイト及び通知を参照のこと。 
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プロジェクト・ペーパー作成に関する申合せ 

令和6年3月13日制定 

 博士課程前期課程（KIMAP in Management履修コース）の学生は「特定の課題についての研究の成果」と

して，プロジェクト・ペーパーを作成することができる。プロジェクト・ペーパーは，下記要領に従って作

成すること。 

なお，プロジェクト・ペーパーの提出にあたっては，あらかじめ研究指導教員の点検を受け，承諾を得

ること。 

1．プロジェクト・ペーパーは，英語で記述すること。

2．4,000語以上とし，A4の用紙を用い，文字サイズは10ポイントから12ポイントとすること。概ね，1頁300

語から600語とし，30行から40行とすること。 

3．表紙には「プロジェクト・ペーパー」と明記したうえで，提出年月日，題目，所属研究室（所属教員

名），学籍番号，氏名についても明記すること。 

4．頁番号は本文1枚目から開始し，1，2，･･･のようにアラビア数字を用いること。表紙には頁番号をつけ

ないこと。目次に頁番号はつけてもつけなくても構わないが，つける場合はi，ii，･･･のようにアラビ

ア数字以外を用い，本文と明確に区別すること。

5．プロジェクト・ペーパーの提出に際しては，併せて所定の様式に基づきプロジェクト・ペーパー要旨を

提出すること。 

6．プロジェクト・ペーパーの提出に際しては，所定の様式に基づき宣誓書を提出すること。 

附 則 

この申合せは，令和6年4月1日より施行する。 

※体裁，様式等は研究科Webサイト及び通知を参照のこと。
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博士論文の公表に関する申合せ 

（平成28年3月7日制定） 

改正 令和8年2月9日 

 経営学研究科では，所定の審査に合格し博士の学位を授与された者は，神戸大学学位規程第19条第1項

及び3項の規定に基づき，原則として1年以内に神戸大学学術成果レポジトリの利用により公表しなければ

ならない。ただし，学位規程第19条第2項に規定にしたがい，教授会において，やむを得ない理由があると

認められた場合は，博士論文の全文に代えて，その内容を要約したもの（以下「要約」という。）を公表す

ることができる。「やむを得ない理由がある場合」とは，次の場合をいう。 

(1) 博士論文が，著作権保護，個人情報保護等の理由により，博士の学位を授与された日から１年を超え

てリポジトリの利用により公表することができない内容を含む場合 

(2) 出版刊行，多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載・投稿（投稿中及び投稿予定を含む），特許

の出願等との関係で，リポジトリの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者

にとって，明らかな不利益が博士の学位を授与された日から１年を超えて生じる場合 

上記のいずれかに該当することが，教授会で認められた場合は，博士論文の全文の公表時期を審査合格後

2年間延期することができる。継続を希望する場合にはその都度申請を必要とする。 

 附 則（令和8年2月9日） 

この附則は，令和8年4月1日から施行する。 
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６．経営学研究科学生関係 



大学院生のための学習の手引き 

 大学院での学生生活に関する各種の公式の規則は，学生便覧「5. 研究科規則関係」に記載されていま

す。その内容は，入学年度ごとに毎年新しく改訂され，新しい規則が適用されていきます。入学年度が異

なると，異なる規則が適用されることがあるので十分注意してください。学生便覧は，いわば皆さんと経

営学研究科との間に交わされる契約書であり，きわめて重要なものですから，その内容を常に確認するよ

うにしてください。学生便覧は下記のウェブサイトで公開されています。 

https://b.kobe-u.ac.jp/handbooks/ 

 大学院の諸規則を記した学生便覧は，経営学研究科が行おうとする大学院教育を，仕組みを通じて実現

する仕方を表したものです。大学院のそれぞれの規則が，どのような教育の実現を意図したものであるか，

どのような主旨で設けられているかは規則集には記載されていません。そこで，以下で，大学院のそれぞ

れの規則がどのような教育の実現を意図したものであるか，そして，その教育を最大限に活かすには学生

諸君がどのような事柄に注意して学習すべきかを説明します。まず，「神戸大学大学院経営学研究科の教

育体系について」を読んだ上で，それぞれのコースの履修のガイドラインを続けて読んでください。 

・神戸大学大学院経営学研究科の教育体系について

・博士課程前期課程本科履修コース・後期課程履修のガイドライン

・博士課程前期課程KIMAP in Management履修コース履修のガイドライン

・専門職学位課程（MBAプログラム）履修のガイドライン
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神戸大学大学院経営学研究科の教育体系について 

1. 課程について

経営学研究科の教育は，博士課程（PhDプログラム）前期課程・後期課程と専門職学位課程（MBAプロ

グラム）の，2つの独立した課程で行われています。博士課程（PhDプログラム）の前期課程には，さらに

本科履修コースとKIMAP in Management履修コースの2つの履修コースが設けられています。

 博士課程も専門職学位課程も，経営学の大学院教育課程として，大学学部の経営学教育とは異なる共通

の目的を持って運営されています。それは，その教育を通じて，学生に，経営に関する専門化された仕事

ができる能力を与えるという目的です。経営学部の教育では，学生は経営に関する専門的な知識，専門的

な理解が得られればよいのですが，経営学研究科の教育では，単に経営の理解ができるだけでなく，経営

に関する専門化された仕事ができるようにならなければなりません。 

 これは，博士課程でも専門職学位課程でも，その課程が想定している仕事を学生ができるようになるた

めには，その仕事に必要な能力を組織的に開発していくことが，教育を与える側にも，受ける側にも求め

られるということを意味します。教育を与える側である経営学研究科は，その仕組みとして，博士課程と

専門職学位課程に，それぞれ体系的な教育プログラムを用意しています。その教育を受ける学生諸君は，

漫然と学習するのではなく，また単なる知的好奇心を満たすのではなく，そのプログラムにおける学習を

必要な能力開発に効果的に結びつけなければなりません。 

 このように博士課程と専門職学位課程は専門的な能力の開発を目的とする点では同じですが，他方で，

できるようにならなければならない，経営に関する専門化された仕事が異なっています。博士課程が行う

教育は，経営に関する，広い意味でのリサーチという仕事ができる能力を与えます。広い意味でのリサー

チというのは，経営に関する事実を科学的方法によって立証するという応用的なレベルから，経営を理解

する枠組みとしての経営学の発展をもたらす事実や理論を発見するという狭い意味での研究，つまり経営

学研究までを広く指します。 

 これに対して，専門職学位課程が行う教育は，経営するという仕事ができる能力を与えます。経営する

という仕事は，非常に複雑な仕事であって，多様な能力を必要とすることは言うまでもありません。経営

学研究科は，この多様な能力のうち，経営学の知見を実践と結びつける能力を与えることを，専門職学位

課程の教育によって行います。 

 博士課程と専門職学位課程とのそれぞれで，想定している能力を着実に得るにはどのように学習すれば

よいかについては，それぞれのあとで掲げる履修のガイドラインで詳しく述べます。 

2. 修業年限，専攻，学位について

大学院の修業年限は，博士課程前期課程及び専門職学位課程は2年，博士課程後期課程は3年です。この

修業年限の2倍の期間を超えて在学することはできません（学生便覧「神戸大学教学規則第72条」）。なお，

専門職学位課程（MBAプログラム）には，2年で修了する標準履修コースと1年半で修了する短期履修コー
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スがありますが，後者でのコース修了を強く薦めています。経営学研究科の専攻については，博士課程に

経営学専攻，専門職学位課程に現代経営学専攻が設けられています。博士課程前期課程修了に際して，修

士（経営学）あるいは修士（商学）の学位が授与され，専門職学位課程修了に際しては，経営学修士（専

門職）の学位が授与されます。また，博士課程後期課程修了に際しては，博士（経営学）あるいは博士（商

学）の学位が授与されます。 

 

3. 授業について 

 経営学研究科の授業時間は，8時50分から20時20分までで，この時間帯に1時限を90分とする授業が，1

時限目から6時限目まで行われています。ただし，専門職学位課程（MBAプログラム）の学生を主として

対象とする授業は，平日（主に金曜）の18時20分から21時30分まで1時限90分の授業2コマ（オンライン）

と，土曜日の8時50分から18時30分まで（日によっては20時20分まで）の集中講義（六甲台キャンパス）が

開講されています。経営学研究科の授業は，前期・後期の主にセメスターで運用しますが，クォーターで

開講する授業もあります。 

 

4. 単位制について 

 大学院の授業は単位制となっています。1単位は，標準的には15時間の授業を受け，30時間の予習復習

をすることを前提に設定されています。大学院の授業では，実際にはもっと長い自習時間が必要です。単

に授業を聞くだけでなく，自分自身で積極的に勉学に取り組んでください。毎週1回の講義が半年間行わ

れる大学院授業の場合，その単位は2単位となります。 

 博士課程（PhDプログラム）の学生については，前期課程の修了には合計30単位以上が必要です。この

中には，本科履修コースでは演習12単位が含まれます（学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科規則第25

条」）。 

 KIMAP in Management履修コースではSeminar 8単位が含まれます（学生便覧「神戸大学大学院経営

学研究科規則第25条」）。 

 後期課程の修了には，論文作成セミナー1単位，博士候補者ワークショップ1単位及び演習8単位を修得

しなければなりません（学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科規則第27条」）。 

 専門職学位課程（MBAプログラム）の学生については，修了するためには合計34単位以上が必要です。

そのうち12単位がケースプロジェクト研究（2単位），テーマプロジェクト研究（2単位），現代経営学演習

（8単位）からの単位です。それ以外に専門職学位課程（MBAプログラム）のために開講されているコア

科目（3単位5科目），応用研究等の他の科目から，最低22単位（全て2単位の科目の場合，11科目）を履修

して合格する必要があります（学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科規則第26条」）。 

 博士課程前期課程と専門職学位課程（MBAプログラム）の学生については，必修科目と選択必修科目が

いくつかありますので，学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科履修細則」で修了要件を確認してくださ

い。 
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5. 授業科目の区分について

経営学研究科の大学院授業科目は，第1群から第8群までおよび第K1群から第K6群までの各グループから

構成されています（学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科規則第14条」）。 

 第1群（特論）は，経営学研究に必要な各分野の専門的な基礎知識について講義することをねらいとし

て，毎年開講されている授業科目のグループです。 

 第2群（方法論研究）は，経営学研究に必要となる数学的・統計的・定性的な分析手法について講義する

ことをねらいとして，毎年開講されている授業科目のグループです。 

 第3群（特殊研究）は，第1群，第2群科目が講義する基礎的知識を補完する内容を講義する科目です。こ

の補完ということには，2つの異なる種類があります。第1は，第1群，第2群科目の内容に直接関わり，そ

れを補助したり，補足したりするものです。この種類の第3群科目は，研究に必要な基礎的知識を教える

科目です。第2の種類は，専門分野ごとの先端的研究や個別的研究を教える第3群科目です。この種類の第

3群科目は，発展的な内容の科目と言えます。 

第4群は後期課程の学生を対象とした博士論文作成のための指導セミナーおよびワークショップです。 

 第5群（基礎研究）は，経営学研究についての基礎知識を補う授業科目です。なお，1科目の単位が1であ

ることに注意してください。 

第6群（演習）は，研究論文の作成指導を行う授業科目です。 

専門職学位課程（MBAプログラム）の学生向けには，第8群を設けており，経営学の全般について基礎

的知識（コア科目）から専門的知識（その他応用研究等の科目）までを取得してもらうことをねらいとし

た授業科目のグループです。 

第K1群から第K6群は，KIMAP in Management履修コースの学生向けの科目です。第K1群は，社会科学

における基礎知識について，第K2群はKIMAP in Management履修コース履修に必要な分析方法について，

第K3群はKIMAP in Management履修コースにおける経営学の専門的分野や経済学や法学といった学際

分野の科目から構成されています。第K6群は，KIMAP in Managementの教育目的を達成するために少人

数で行われる演習授業 Seminarとなります。

シラバス及び成績確認表には授業科目の科目ナンバリングが記載されており，ナンバリングコードによ

って授業科目がどのグループに属するかを確認できるようになっています。後掲の「科目ナンバリングに

ついて」を参照してください。 

6. 履修について

大学院教育の目的を達成するには，各科目が何を教えようとする科目かをよく理解した上で，自分に必

要な科目を，適切な順序で履修する履修計画を慎重に立てる必要があります。毎年度，その年度に開講さ

れる科目の一覧が，履修要綱にまとめられています。履修要綱および神戸大学教務情報システム「うりぼ

ーネット」や神戸大学のウェブサイトで公開されている各科目の講義要綱（シラバス）をよく読んで履修

－234－



計画を立ててください。履修計画の立て方については，あとで掲げる「博士課程前期課程本科履修コース・

後期課程履修のガイドライン」「博士課程前期課程KIMAP in Management履修コース履修のガイドライ

ン」および「専門職学位課程（MBAプログラム）履修のガイドライン」をよく読んでください。

授業を履修して単位を修得するには，あらかじめ履修届を提出する必要があります。履修届は決められ

た期間内にオンラインで提出します。届け出期間等は年度によって異なるので，詳しい手続き等はウェブ

サイトにて周知されます。

博士課程（PhDプログラム）の学生が履修届を出す際には，その履修届によって行おうとする学習の計

画に対して，研究指導教員の承認が必要です。これは，博士課程（PhDプログラム）の場合，履修計画に

ついて研究指導教員の指導を受けることが，その教育の成果にとって重要だからです。 

 それに加えて，授業は，授業科目の区分に応じて，その教育のねらいと想定する受講者が違うので，そ

の想定外の受講者が履修を希望する場合には，許可が必要です。 

具体的には，博士課程（PhDプログラム）の学生の場合，第5群及び第8群の授業科目を履修するために

は，研究指導教員及び授業担当教員の許可が必要です。また，博士課程本科コースの学生が第K1群から第

K3群までの科目を履修することもできますが，履修制限に気をつけることと，研究指導教員の許可が必要

です。 

専門職学位課程（MBAプログラム）の学生の場合，第1群，第2群，第3群，第K1群，第K2群，第K3群の

授業科目を履修するためには，研究指導教員等の許可が必要であり，また第5群の授業科目を履修するた

めには，研究指導教員及び授業担当教員の許可が必要となります。 

7. 試験について

試験は，通常，各学期の終わりに行われます。試験の方法は，通常の筆記試験によるものや，自宅持ち

帰り形式の試験（take-home examinationと言います）によるもの等，さまざまあります。試験の時期，

方法，評価方法は，講義要綱（シラバス）に記載されており，場合によっては授業の中あるいは経営学研

究科ウェブサイト，神戸大学MBAウェブサイトで追加的な指示があるので，それらの指示に従ってくださ

い。 

8. 演習について

演習（K6群Seminarを含む。）とは，同一の研究指導教員のもとで行われる少人数教育のことです。演習

の期間は，前期課程では2年（K6群Seminarは2年次の1年），後期課程では3年です。前期課程，後期課程と

も，演習を履修して研究指導を受け，前期課程の修了のためには修士論文または特定の課題についての研

究の成果（プロジェクト・ペーパー）を，後期課程の修了のためには課程博士論文を提出しなければなり

ません。これらの論文の最低字数は，修士論文の場合，日本語によるものは2万字以上，英語によるものは

8千語以上です（学生便覧「修士論文，専門職学位課程論文及び博士候補者資格論文作成に関する申合せ」）。

プロジェクト・ペーパーは英語で4千語以上です（学生便覧「プロジェクト・ペーパー作成に関する申合
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せ」）。また，博士論文の場合，日本語によるものは5万字以上，英語によるものは2万語以上です（学生便

覧「在学者の学位論文作成要領（博士）」）。その他，論文の提出時期などの詳細については，学生便覧「神

戸大学学位規程経営学研究科細則」を参照するとともに，経営学研究科ウェブサイト，神戸大学MBAウェ

ブサイトの在学生へのお知らせを確認してください。 

9. 前期課程・専門職学位課程の修了要件について

博士課程（PhDプログラム）の学生が前期課程を修了するためには，本科履修コースの場合には2年以

上在学し，演習を含めて30単位を修得し，修士論文の審査と最終試験に合格する必要があります。KIMAP 

in Management履修コースの場合には2年以上在学（授業科目の体系的修得判定を得た者については，1年

6カ月以上在学）し，社会基礎科目群から4単位，方法論科目群から5単位修得するとともに，KIMAP選択

科目群13単位（その内，経営学研究科提供科目が6単位以上）以上およびSeminar 8単位を修得し，かつ修

士論文または特定の課題についての研究の成果（プロジェクト・ペーパー）の審査および最終試験に合格

することが必要です。 

専門職学位課程（MBAプログラム）の学生が専門職学位課程を修了するためには，現代経営学演習を含

めて34単位を修得し，専門職学位論文の審査と最終試験に合格する必要があります。 

また，博士課程（PhDプログラム）の外国人特別学生（ただし，外国の大学の大学院をすでに修了して

いる者）については，前期課程を1年で修了する可能性を認めています。詳しくは，学生便覧の履修細則を

参照するとともに，学生便覧に掲載されている大学院博士課程の標準的タイム・テーブルを目標に研究を

すすめてください。 

10. 総合学力試験について

総合学力試験は，課程博士論文を提出しようとする者が，専門分野および関連分野について，十分な総

合学力を有するかどうかを判定するために設けられています。試験科目は，第1群，第2群，第3群（博士候

補者資格論文（Qualifying Paper））に分かれ，第1群から2科目，第2群から1科目，及び第3群（博士候補

者資格論文）に合格することをもって，「十分な総合学力を有する」ものと判定されます。総合学力試験の

科目の定義，実施の方法については，学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科博士課程総合学力試験実施

要項」を参照してください。 

 総合学力試験第1群，第2群の各科目については，関連する大学院授業科目が開講されています。「5. 授

業科目の区分について」の項で述べたように，これらの科目は，経営学研究に必要な各分野の専門的な基

礎知識と分析手法の基礎知識を講義するものです。科目の単位はこれらの基礎知識の習得に対して与えら

れます。しかし，総合学力試験は，学生が単にこれらの基礎知識を習得しただけでなく，単位修得によっ

て得た基礎学力を，さらに博士論文作成のために必要な水準にまで拡張する能力を持っているかどうかを

判定するために行います。したがって，総合学力試験での筆記試験の合格レベルは，単なる単位修得のた

めの試験よりも高く設定されます。分野によっては，基礎学力を博士論文作成のために必要な水準まで拡
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張する能力を備えるには，第1群，第2群の各科目の範囲にとどまらず，第3群科目のうち第1群，第2群科

目の内容に直接関わり，それを補助したり，補足したりする科目の内容を修得することが求められます。

総合学力試験については，標準的な参考文献が指定され，公表されていますから，各分野にどの範囲のど

のレベルの試験が行われるかを確認してください。 

 総合学力試験の第3群（博士候補者資格論文）は，博士課程後期課程で行う博士論文の研究の最初の，あ

るいは初期の成果を審査する試験です。そして，学生が，博士論文で求められている経営学研究のための

能力を十分身につけたかどうかを判定します。修士論文が経営に関する広い意味でのリサーチの基礎的能

力を身につけるという前期課程の教育の目的を達したかどうかを審査するのに対し，博士候補者資格論文

は，博士論文にいたる一連の研究の始まりとして，経営を理解する枠組みとしての経営学の発展をもたら

す事実や理論を発見するという狭い意味での研究の能力が十分準備されたかどうかを審査します。この意

味で，博士候補者資格論文は，修士論文とは異なり，博士論文の一部となるべき内容あるいはそれに該当

するレベルが求められます。総合学力試験の第3群（博士候補者資格論文）に合格することにより，課程博

士論文を提出する能力を有するものとして，博士候補者という名称が与えられます。 

 なお，博士候補者資格論文の提出は，研究指導教員の承認を得たうえで，査読付き論文の提出によって

代替することができます。 

 総合学力試験は，毎年原則として8月と2月頃に行われ，第3群（博士候補者資格論文）の試験について

は，後期課程第2学期以降に行われます。 

 

11. 後期課程への進学要件について 

 前期課程の学生が後期課程へ進学するための要件については，後掲の「博士課程前期課程本科履修コー

ス学生のための後期課程への進学・編入学ガイド」「博士課程前期課程KIMAP in Management履修コー

スから博士課程後期課程への進学要件について」「専門職学位課程（MBAプログラム）学生のための進学・

編入学ガイド」に記載されています。 

 進学するには，以下の三つの要件を満たすことが必要です。（1）原則として入学後第3学期（つまり，第

2学年前期）の総合学力試験終了までに，総合学力試験第1群のうち1科目，第2群のうち1科目に合格して

いること（KIMAP in Management履修コースで1年半で修了する者においては，第1群のうち1科目また

は第2群のうち1科目に合格すること），（2）修士論文の試験に合格すること，（3）後期課程進学判定で進

学可と判定されること。 

 （2）の修士論文の試験に合格することと，（3）の後期課程進学判定で進学可と判定されることの違い

は，次のように理解してください。修士論文は，学生が経営に関する広い意味でのリサーチができる基礎

的能力を身につけたことを，実際にリサーチを行うことで証明するものです。博士課程の前期課程では，

この能力を身につけて課程が想定する教育目標を達成したことを証明するものとして，修士号を与えます。

これに対して，博士課程の前期課程から後期課程に進学するには，後期課程で行おうとする経営学研究者

の養成という目的にふさわしい，経営学の発展をもたらす事実や理論を発見するという狭い意味での研究，
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つまり経営学研究の能力が備わっていることが必要です。同じ修士論文に対して，後期課程進学判定を行

うのは，学生が修士論文で行ったリサーチが，この基礎的能力が備わっていることを示しているかどうか

を判断するためです。 

12. 課程博士論文又は博士課程後期課程演習単位修得認定論文の提出要件について

課程博士論文，博士課程後期課程演習単位修得認定論文を提出するには，総合学力試験第1群から2科目，

第2群から1科目，及び第3群（博士候補者資格論文）に合格していることが必要です。課程博士論文の提出

については，他にも細かな規定がありますので，後掲の「博士課程前期課程本科履修コース・後期課程の

標準的タイム・テーブル」に掲載されている課程博士論文等提出のフローチャートを参照してください。 

13. 留学について

経営学研究科は海外の大学と交流協定を結んでいます。大学院生の場合，協定を結んで いる大学等に，

入学料および授業料を負担することなく留学する機会が設けられています。また，協定校で修得した単位

の内，所定の条件に合致するものは，経営学研究科の単位として認定され，修了要件の一部に組み入れる

ことができます。留学に際して，文部科学省の短期留学推進制度を利用することにより，奨学金を得るこ

とも可能です。留学希望者の中から候補者の選抜を行う際には，外国人を対象とした英語能力（TOEFL

やIELTS）の点数が参考にされます。

 以上，経営学研究科の関係規則を中心に，学生便覧の主要な内容について解説してきました。詳しくは

学生便覧の目次を参考に，該当箇所を参照してください。 

－238－



博士課程前期課程本科履修コース・後期課程履修のガイドライン 

1. 博士課程前期課程本科履修コース・後期課程の目的と教育方法

博士課程前期課程本科履修コース・後期課程（以下，博士課程本科コース）は，経営に関する，広い意

味でのリサーチができる人材を育成することを目的としています。広い意味でのリサーチというのは，経

営に関する事実を科学的方法によって立証するという応用的なレベルから，経営を理解する枠組みとして

の経営学の発展をもたらす事実や理論を発見するという狭い意味での研究，つまり経営学研究までを広く

指します。 

 博士課程本科コースは，この目的を，前期課程（2年）と後期課程（3年）の2つのプログラムを通じて次

のように実現します。前期課程は，各学生に経営に関する広い意味でのリサーチの基礎的能力を与えます。

具体的には， 

(1) 経営学・会計学・商学に関連する学問分野の高度な専門知識を身につけ，

(2) 科学的な研究方法を修得して，経営に関するリサーチを行うことができる人材を育成します。

 後期課程は，経営に関するリサーチの基礎的能力を身につけた者の中から，経営学研究に特に優れた能

力を持つ者を選び出し，その経営学研究の能力を育成します。具体的には， 

(3) 経営学・会計学・商学に関する学問分野の高度かつ先端的な専門知識に精通し，

(4) 科学的な研究方法を駆使して，独創的研究を行う能力を身につけた人材を育成します。経営学研究と

いう狭い意味でのリサーチができる人材の育成に限ってみると，前期課程の教育と後期課程の教育は連続

的に接合されており，博士課程本科コースは経営学研究者の5年間での一貫教育のコースとなっています。 

 博士課程5年間の一貫教育を修了した学生は，主として大学や研究機関等で当該分野の高度な研究・教育

に従事して，経営学・会計学・商学の各分野の発展に主導的役割を果たすことを期待されています。さらに

は，その研究能力を発揮して経営学・会計学・商学の発展に寄与する発見をし，その成果を世界に及ぼすこ

とが期待されます。 

 また，前期課程を修了した場合に，後期課程に進学して経営学の研究職の道に進むのではなく，その間

に修得した経営に関するリサーチの基礎的能力を活かして，コンサルティング会社，シンクタンク，各種

公的機関などの研究職につく道を選ぶことも可能です。さらに，身につけた能力を研究職に限らず一般の

職業で活かすことも可能です。 

 このガイドラインは，博士課程本科コースで経営に関するリサーチの能力を身につけようとする学生諸

君が，適切に博士課程本科コースのカリキュラムを活用し，その能力を伸ばせるよう，履修の標準的な考

え方を示そうとするものです。 

2. 教育の仕組み

経営に関するリサーチの能力を身につけるには，2種類のトレーニングが必要です。1つはコースワーク，

もう1つは実際の研究です。 
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 コースワークは，リサーチを行うのに必要な，基礎的な知識と技法を，知識として学ぶことです。経営

学にはある程度長い研究の歴史があり，その間に生み出された経営に関する科学的な知見の蓄積と，リサ

ーチの方法ないし分析技法の集積を持っています。先人が開拓してきたこの成果を知識として学ぶことに

よって，我々は，効率的に，また過ちの可能性を少なくして，それぞれが直面する研究課題を研究できる

ようになります。 

 これは，スポーツにたとえて言うと，競技しようとするスポーツで成果をあげるには，その競技につい

て積み上げられてきた戦略や戦術，さらにそれを実行するヒトの運動生理に関する科学的知見を理解する

ことが必要だということにあたります。たとえ身体能力がその競技に向いている個人がいたとしても，専

門的なコーチの指導を受けることなく全くの我流で競技をしたのでは，よい成果は生まれません。 

 博士課程では，コースワークは，提供される講義を受講することによって行います。これは，通常，前

期課程に行います。そして，もう1種類のトレーニングである，実際に研究を行うのに先立って行います。 

 経営学・会計学・商学のそれぞれの専門分野でリサーチを行えるようになるのにどのような種類と量の

知識を身につけねばならないかは，分野ごとに様々です。分野によっては，博士課程前期課程の2年間を

通して，あるいはさらにそれより長くかかる場合もあります。 

リサーチの能力を身につけるのに必要なもう1種類のトレーニングは，実際に研究をすることです。コ

ースワークを通じて学んだ基礎的な知識と技法を実際に自分で用いて，具体的な問題に適用し，リサーチ

を行うことです。リサーチを行うのに必要な基礎的な知識と技法を知識として学ぶことと，リサーチがで

きるようになることとは同じではありません。知識を運用して，実際にある事柄を立証することは，知識

を連携させて問題を解決するという別の能力を必要とします。そして，その能力を身につけるには，実際

に研究することしかありません。 

 これは，スポーツにたとえて言うと，その競技についての戦略や戦術，さらには運動の仕組みを知識と

して知っていても，それだけでは優れた競技成果をあげることとはほとんど何の関係もないということに

対応しています。成果をあげるには，まず，その人がその競技に向いた運動能力，素質を持っている必要

があります。その上で，その素質を用いてその知識を実際の競技の中で実現できるようになって，初めて

成果となって現れます。そして，それができるようになるには，練習しかありません。いくら素質がある

人であっても，その能力を練習によって磨かなければ，いかなる戦略も戦術も実現できません。 

 博士課程では，実際に研究するということが，様々なレベルと程度において求められます。その中で，

最も重要なものが，修士論文と博士論文です。そして，それらの論文の研究を，研究指導教員の助言の下

に行う仕組みが演習です。演習では，1人の研究指導教員のもとで，学生が自分自身の研究テーマを決め，

そのテーマの研究を実際に行って，研究成果を出す訓練をします。どのような研究テーマを選択するか，

そのテーマをどのように研究するか，それら全てに，コースワークで身につけた知識を動員します。そし

て，その動員の仕方について，研究指導教員が助言をします。 

 経営に関するリサーチの能力を身につけるには，ここで述べたコースワークと研究とを適切に組み合わ

せることが大切です。コースワークの講義は，リサーチの能力のもととなる知識を学ぶためであり，単に
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知識を学ぶためではありません。研究指導は，コースワークで学んだ知識を研究に用いるトレーニングを

するためであり，単に何かを発見するためではありません。規則によって細かく定められている授業と講

義の仕組みは，このような意図で体系化されていることをよく理解してください。 

 

3. 履修のガイドライン 

 履修計画は，自分の関心と潜在的能力とに対応して伸ばすべきリサーチ能力を見定め，それを効果的に

引き出せるよう，よく考えて設計することが大切です。特に，自分がどのようなリサーチに向いているか，

そのリサーチをするためにはコースワークでどのような知識を，どの手順で身につける必要があるか，そ

の知識を実際の研究にどのように結びつけることができるか，等の見通しをもって計画を立てることが必

要です。以下でその際によく理解しておくべき事柄を述べます。 

 

3.1 博士課程前期課程での履修 

考え方 

 前期課程は，広い意味でのリサーチの基礎的能力を身につける期間です。それは，コースワークと修士

論文の研究を中心に行います。そして，まずコースワークで知識を学び，それから修士論文の研究を通じ

て知識を用いてリサーチする能力をトレーニングします。 

 コースワークの体系は，基本的に2次元で構成されています。1つ目の次元は第1群科目です。それは，蓄

積されている経営学の知見を，その知見が取り扱っている現象の分野で分類したものです。その分野には，

次の9つがあります。 

 経営管理，経営制度，決定分析 

 財務会計，会計制度，管理会計 

 マーケティング，ファイナンス，市場経済分析 

 もう1つの次元は第2群科目です。それは，経営学の知見を支えている，あるいはこれからも引き続いて

発展させていくリサーチの方法で分類したものです。その方法には，次の3つがあります。 

 数学的方法，統計的方法，定性的方法 

 コースワークを通じてリサーチに必要な基礎知識を学ぶ上で，どの分野の現象とどのリサーチ方法を学

ばねばならないか，その組み合わせの設計を適切に行う必要があります。 

 さらに，ある分野の現象に関するリサーチの能力を身につけたいということが決まった場合に，それを

どの手順で行うか，を慎重に設計する必要があります。なぜなら，これら第1群と第2群の科目は，分野の

知識なり方法の知識の中心部分を教える講義ですが，その中心部分を理解するには，その前提条件となる

知識が必要であったり，あるいはその補完的知識を学ばねば実際に役に立たない，ということがあるから

です。これらの必要性を満たすため，第1群科目，第2群科目の直接的な補完機能を持つ第3群科目が用意

されています。これら，第1群科目，第2群科目と第3群科目が相互にどのように連携して学生のリサーチ

能力を形成するよう設計されているかは，毎年の履修要綱に，その解説と履修例が掲載されていますから，
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それをよく読んで，正確な理解に基づいてコースワークの履修計画を立ててください。 

 今説明した科目は，コースワークの中心部分をなす，研究に必要な基礎的知識を教える科目ですが，そ

れ以外の目的で履修する科目もあります。その第1は，第3群科目で，第1群科目，第2群科目の直接的な補

完機能を持つ科目以外の科目です。その科目は，様々な個別研究分野の発展的な内容，あるいは先端的な

内容を講義する科目です。これらの講義を聞くことによって，実際の研究に直結した事柄を学ぶことがで

きます。 

 第2は，第5群の基礎研究です。経営学以外の専門分野から進学してきた学生は，第1群，第2群，第3群で

教えられている内容を理解する上で必要な知識が欠けている場合があります。その場合に博士課程本科コ

ースのカリキュラムが効果を上げるには，これらの前提となる知識を補っておく必要があります。第5群

の科目は，本来学部学生用に行われている講義ですが，それを受講することが，これらの大学院教育の前

提となる知識を吸収するもっとも確実な方法です。履修要綱に掲載されている標準的履修例では，これら

第5群科目の活用を想定した部分もありますから，参考にしてください。 

 コースワークの履修計画を立てる際に何を，どの手順で学ぶかを正しく理解することが必要ですが，そ

れを学生が自分で理解することは容易ではありません。なぜなら，学部教育はリサーチ能力の開発を目的

に行われてはいないので，たとえ学部で経営学の専門教育を受けたとしても，その知識では，経営学のリ

サーチとは何か，その能力はどう育てられるかを理解することは難しいからです。それを理解出来ている

人は，教員しかいません。したがって，コースワークの履修計画を立てる際には，自分の学部教育の知識

に基づいて即断せず，あるいは他の学生の個人的見解に左右されるのではなく，研究指導教員の指導を受

け，正しい理解を持つようにしてください。 

 リサーチの能力を身につけるために，何をどれだけ学ぶ必要があるかは分野によって様々です。ある分

野の研究を行うには，9つある第1群科目と3つある第2群科目，それらに接続する第3群科目の多くを学ぶ

必要があるということもあります。したがって，研究分野に応じたトレーニングの多様性もよく理解する

必要があります。 

 前期課程で行うトレーニングのもう1つである修士論文の研究では，実際にリサーチを行い，コースワ

ークで学んだ基礎的知識を動員して結果を出す能力をトレーニングします。修士論文が，直接経営学の発

展に寄与する発見を含む可能性もありますが，修士論文の目的は，あくまでもリサーチ能力のトレーニン

グという教育上の目的であることを理解してください。したがって，きちんとしたリサーチができるよう

になるということがもっとも大切です。 

 その意味では，リサーチによって明らかにする事柄は，経営に関する事実を科学的方法によって立証す

るという応用的なものから，経営を理解する枠組みとしての経営学の発展をもたらす事実や理論を発見し

ようとするものまで，様々あり得ます。 

 後期課程に進学し，経営学の研究者を目指そうとする学生は，後者のタイプの研究をすることが望まし

いと言えます。そして，その場合には，自分が研究しようとする分野の最近の研究を広く学び，この分野

の専門家の間でどのような研究が行われているか，何が分かっていて，何が分かっていないのか，そのた
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めにどのような研究をどのような方法で行うべきかを明確にするように心がけてください。 

 修士論文の研究にどの程度の時間を必要とするか，あるいは教育上の観点からどの程度の時間を投入す

べきかは，その学生のキャリア設計や，その学生の研究分野に応じて様々あります。研究指導教員の指導

に従って，必要な量のトレーニングを行うようにしてください。 

 最後に，単位を認定する科目以外に，博士課程本科コースの学生あるいは教員を対象としたリサーチセ

ミナーが随時行われています。リサーチセミナーは，1人の研究者がかなりまとまった時間を与えられ，

自分が行った研究について，かなり詳しく説明するものです。そのような機会を設ける目的は様々ですが，

実際の研究について，その内容を詳しく聞く，しかもその研究を行った当人からそれを聞くという機会は，

リサーチの能力を伸ばす上で大変貴重な機会です。コースワークで学ぶ研究に必要な知識を，実際の自分

の研究に応用して成果に結びつけるということを，自分だけでやることは大変です。すでに一人前の研究

者がそれをどのように行っているかを実際に詳しく見聞することは，自分のリサーチの実力を向上させる

有効な方法です。したがって，リサーチセミナーが開かれるときには，それに進んで出席してください。 

 また，たとえ発表者が取り上げている研究対象が自分の専門分野でなくても，リサーチの方法や成果を

だす工夫等々，学べる事柄は非常に多くあります。あるいは，自分の研究分野に閉じこもっていたのでは

知ることのできない，しかし自分の研究分野にも応用できる知見が述べられる可能性もあります。したが

って，既存の研究分野で縦割りになった狭い研究分野に閉じこもり，他の分野の研究者から学ばないとい

うことは，自ら教育機会を捨てているようなものです。リサーチセミナーが開かれたなら，発表される分

野を問わず，積極的に参加してください。 

 

タイム・テーブル 

 前期課程を修了する上で重要ないくつかのタイム・テーブルがあります。その第1は修士論文です。そ

の標準的なタイム・テーブルは，2年目の10月に修士論文題目の提出，1月20日（土曜・日曜の場合はその

翌日）までに修士論文の提出，2月に口述試験を含む修士論文の審査，3月に修士論文の合否判定，という

ものです。 

 重要なタイム・テーブルの第2は，総合学力試験です。後期課程へ進学を希望する学生は，前期課程の2

年目の8月（ないし9月）に行われる総合学力試験までに，第1群と第2群からそれぞれ1科目合格する必要

があります。博士論文の提出要件は，これにさらに第1群科目1つを合格しなければなりません。総合学力

試験は原則として毎年8月と2月頃に行われます。博士論文の研究に必要な基礎的能力が準備できているか

どうかを審査するという総合学力試験の主旨に照らすと，前期課程の間に，第1群2科目，第2群1科目に合

格しておくのが望ましいと言えます。 

 修士論文や総合学力試験は前期課程の修了や後期課程への進学要件ですから，修了や進学を標準的なタ

イム・テーブルで実現するには，今述べたタイム・テーブルで試験に合格する必要があります。しかし，

学生諸君が，経営学研究科での勉学をこの必要のために行うとしたら，それは，経営学研究科の教育の目

的を台無しにするものであることを肝に銘じてください。博士課程前期課程は経営に関するリサーチとい

－243－



う専門能力を育成するところですから，能力を身につけてリサーチの結果が出せる人にならなければ，た

とえ試験に合格してもここに来たことの意味はまったくありません。 

3.2 博士課程後期課程での履修 

考え方 

 後期課程は，前期課程で培ったリサーチの基礎的能力の土台の上に，経営を理解する枠組みとしての経

営学の発展をもたらす事実や理論を発見するという狭い意味での研究，つまり経営学研究の能力を飛躍的

に向上させるトレーニングを行います。そのトレーニングは，博士論文の研究を行うことを通じて行いま 

す。博士論文の研究は，経営学の発展に寄与する発見を行うものです。そして，その成果を出すことが求

められます。ただし，その発見は，経営学上の大発見である必要はありません。とにかく，経営学上の発

見を行うことができる能力を身につけるということが求められます。きちんとした科学的方法を用いて，

経営学の発展の観点から意味のある発見を行うことが求められます。博士論文の研究を通じて，経営学研

究の成果を出す能力をきちんと身につけることが，これからの長い研究者生活の基盤となります。 

 経営学研究の能力を身につけることは，前期課程で行うリサーチの基礎的能力を身につけること以上に

難しい作業です。研究を行うための基礎的知識は前期課程ですでに学んでいるので，それを組み合わせ，

あるいは研究している問題を解決するために追加的に必要な知識を探し出して組み合わせ，研究成果を出

さなければなりません。どうすれば成果が出るかは，やってみなければわからないし，そもそも1つ1つの

研究ごとの事情が異なるので，一般論として，知識の形でそれを言うことはできません。唯一の方法が，

すでに自分で研究を行い，成果を出して，その経験を持つ教員からの助言をもとによく考えて研究を進め，

その結果について自分自身でチェックし，演習での報告によって研究指導教員の指導を受け，さらに外部

での報告によって他の専門家の意見も参考にして研究指導教員とも相談しながら修正していくことです。

大事なことはこうしたプロセスを通じて，どうすれば知識を用いて研究成果が出せるかを理解することで

す。博士課程後期課程では，こうしたプロセスを通じて経営学研究の能力を身につけてもらうために，第

4群科目の「論文作成セミナー」（1単位）および「博士候補者ワークショップ」（1単位）ならびに第6群科

目の「演習」（8単位）の修得を求めています。 

 「論文作成セミナー」では，主に後期課程1年生が，2年次以上の学生の作成する博士候補者資格論文の

公開発表会に参加することによって，自分の研究課題または研究方法に近い発表論文に対する教員の指導

から自分の研究の問題点を見つけ改善を図るようにしてください。「博士候補者ワークショップ（Doctoral 

Candidate Workshop）」は，主に2年次以上の学生が，総合学力試験第3群科目として作成し審査に合格し

た博士候補者資格論文の内容を，研究科教員および学生の参加する公開の場で発表し，その内容について

研究指導教員以外の教員から指導を受けるものです。これらの第4群科目の履修を通じて幅広い分野の教

員からの指導および学生からの助言を受けることによって，博士論文の質の向上に努めてください。博士

候補者ワークショップについては，後掲の「博士候補者ワークショップの手引き」も参考にしてください。 

「演習」は，主に研究指導教員がそれを行います。しかし，研究の突破口は様々なところから開かれる
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ので，経営学研究科の全ての教員が，常にあなたの研究の助言者となりうると考えてください。特に，総

合学力試験第3群の博士候補者資格試験に合格すると，あなたは経営学研究の準備が整ったと判定され，

あなたのために課程博士論文指導委員会が作られます。この指導委員会は，あなたの研究指導教員を中心

に，あなたの研究に関連する他の2人の教員から構成され，あなたの研究に多角的な助言を与えて，成果

が出せるように補助します。研究指導教員以外の助言者を指導委員会として制度的に用意することで，広

い視野で研究を進めていくトレーニングをする，という意味もあります。 

 以上の後期課程の教育の仕組みに加えて活用すべき仕組みも他にあります。その第1は，前期課程での

履修でも述べた，リサーチセミナーです。後期課程の教育では，前期課程と同様，あるいはそれ以上に，

リサーチセミナーから多くのことを学ぶことができます。なぜなら，後期課程で身につけるべき能力とは，

知識に基づいてリサーチの成果を出す能力に尽きるのであり，それは教科書の外の実地でしか学べないか

らです。 

 活用すべき第2の仕組みは，自分の研究を発表して，他の研究者から研究への批判を受ける様々な機会

です。経営学研究科では，博士候補者ワークショップに加えて，博士論文の題目を提出した学生が論文の

内容を報告する博士論文発表会という機会を設けています。これら研究科で用意された機会以外にも，自

分の研究が或る程度の成果を生んだ段階でそれを発表する機会があれば，発表するようにしましょう。発

表すると，その研究に不備があれば，他の研究者がそれに気づきます。そして，それを指摘してくれます。

その不備1つ1つを埋めることによって，自分の研究は，単なる何かの発見ではなく，経営学の発展にとっ

て意味のある発見と言えるものになるよう，研究の成果を改善していくことができます。単なる何かの発

見ではなく，意味のある発見をすることが，あなたの経営学研究者としての存在価値となります。そして，

自分の発見が経営学の発展にとって意味があるかどうかを，その研究をした自分の目で見るより，他の研

究者の目で見た方が良く分かることが多いのです。他の研究者の目を学ぶことで，自分自身が自分の研究

を反省する能力，つまり経営学の発展の中で相対化する（学問的な位置付けをする）能力を身につけるこ

とができます。 

 以上，後期課程の履修の考え方を述べましたが，あなたが経営学研究科博士課程後期課程の教育をあな

たのその後の研究者生活で十分に活かすことができるようになるには，それと並んで重要なことがありま

す。それは，あなたが研究者として生きることに喜びを感じることができるかどうかということです。そ

の喜びは，経営学上の発見をすることからもたらされるものです。研究に喜びを見いだせなければ，教育

を通じて研究能力を身につけたとしても，その能力をあなたの人生において十分には発揮できないでしょ

う。したがって，経営学研究科の5年間の生活を通じて，研究することの喜びを見いだし，確認すること

が，教育を受け，能力を身につけることと同様に重要です。 

タイム・テーブル

後期課程を修了する上で重要ないくつかのタイム・テーブルがあります。その第1は，毎年，春と秋に開

かれる「論文作成セミナー」です。これは，2年次以上の学生が作成した博士候補者資格論文の公開発表会
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に出席して，質疑・討論に参加し，報告論文についての研究の動機および重要性，問題の所在，研究方法，

結果およびインプリケーション，限界などを検討するものです。これを通じて，博士論文に要求される水

準を認識してください。 

 第2ステップは，総合学力試験の一部をなす博士候補者資格論文です。博士候補者資格論文には，トレ

ーニングという面と試験という面の，2つの面があります。トレーニングとしての博士候補者資格論文は，

広く経営学のリサーチと呼ぶもののうち，経営学の発展をもたらす事実や理論を発見するという狭い意味

での研究を本格的に行うことを要求する側面です。経営学の研究者としての最初の本格的な研究が求めら

れるということです。その研究をする仕方を，実際に研究をすることを通じてトレーニングする，という

ことです。試験としての博士候補者資格論文は，この経営学研究を本格的にやり抜く能力が十分身につい

たかどうかを確かめる仕組みです。しがって，博士候補者資格論文は，後期課程進学に合格する上で修士

論文が示さねばならない，経営学研究の基礎的能力が備わっているということ以上の内容とレベルが求め

られます。 

 博士候補者資格論文の最も早いタイム・テーブルは，後期課程1年目の10月に博士候補者資格論文題目

の提出，1月20日（土曜・日曜の場合はその翌日）までに博士候補者資格論文提出，2月に口述試験を含む

審査，3月に合否判定，というものです。 

 博士候補者資格論文に合格すると，課程博士論文指導委員会が組織されます。上で述べたように，これ

は，1人の学生が博士論文研究を通じて行う研究トレーニングを，複数の教員の専門を活かして行う仕組

みです。試験としての博士候補者資格論文は，この複数指導体制のトレーニングに進むかどうかの判定で

す。 

 第3のステップは「博士候補者ワークショップ」です。これは，博士候補者資格論文が合格した次の学期

に開かれる公開発表会でその内容を報告し，指導教員以外の教員からの指導と学生からの助言を受けるも

のです。たとえば，1年次の3月に博士候補者資格論文に合格した場合には，2年次の5月か6月に開催され

る博士候補者ワークショップで報告することになります。これを通じて，グローバルに通用する研究能力

を磨いてください。 

 重要なタイム・テーブルの最終段階は，課程博士論文です。その標準的なタイム・テーブルは，次の通

りです。まず後期課程の3年目の10月に論文題目を提出します。課程博士論文の一部に共同研究を含める

場合は，論文題目の提出時に，指導教員の許可を得たうえで，所定の様式に基づき申請を行わなければな

りません。課程博士論文における共同研究の取り扱いについては，学生便覧の「課程博士論文における共

同研究の取り扱いに関する申合せ」を参考にしてください。論文題目を提出すると，11月に課程博士論文

の事前審査委員会が組織されますので，11月末までに事前審査委員会に博士論文の予定原稿を提出し，12

月末までに事前審査を受けます。また，公開の博士論文発表会において，その内容を報告します。博士論

文発表会については，後掲の「博士論文発表会の手引き」を参考にしてください。事前審査では，予定し

ている博士論文が，経営学研究科が要求する課程博士論文の水準を満たしているかどうかを判断します。

さらに，事前審査では，どのような改善を行うべきか指導します。これは，その論文の，課程博士号合格
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基準を明示する機能を果します。その論文で博士号を取得しようとする場合には，要求された改善を行っ

た上で，課程博士論文の最終稿を1月20日（土曜・日曜の場合はその翌日）までに提出します。2月に口述

試験を含む課程博士論文の審査が行われ，3月に課程博士論文の合否判定が行われます。 
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博士課程前期課程本科履修コース・後期課程の標準的タイム・テーブル 

 

  博士課程前期課程本科履修コース・後期課程学生は，以下の標準的タイム・テーブルを目標にして研

究することが望ましい  

前期課程1年 原則として第1群から2科目，第2群から1科目に合格 

8月 総合学力試験（9月初めになることもある。） 

2月 総合学力試験（3月初めになることもある。） 

 

前期課程2年 8月 総合学力試験 

10月 修士論文題目提出 ----------------- 

1月 修士論文提出 

2月 修士論文審査 

3月 修士論文合否判定，合格 

   後期課程進学判定，進学可（進学要件） 

 

後期課程1年 4月～6月および10月～12月 論文作成セミナー 

 3月 博士候補者資格論文提出 

 

後期課程2年 4月 課程博士論文指導委員会組織（※博士候補者資格論文合格者に対して） 

課程博士論文作成 

        課程博士論文指導委員会の指導に基づき論文を作成 

 4月～6月  博士候補者ワークショップ 

10月～12月 博士候補者ワークショップ 

 

後期課程3年 10月 課程博士論文題目提出  -------  

11月 事前審査委員会組織 

   （博士論文の原稿を事前審査委員会に提出する） 

 12月 公開の博士論文発表会において，博士論文の内容を報告する。 

   事前審査委員会において，博士論文提出の可否について，事前審査を受ける 

 1月 事前審査委員会により博士論文としての推薦を受ける 

   課程博士論文提出 

2月 審査委員による博士論文審査及び最終試験 

3月 課程博士の学位授与 

※博士候補者資格論文については，次ページ参照 

このときまでに，総合学力試験に全群合格
していなければならない。(提出要件) 

進学するためには，このときまでに少なく
とも第1群1科目，第2群1科目に合格してい
なければならない。(進学要件) 
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 ※博士候補者資格論文について 

 

博士候補者資格論文とは，修士論文を書いた後，博士論文を提出するまでに作成する論文で，博士論

文を提出する能力を審査するための論文です。博士候補者資格論文は，総合学力試験の第3群であり，

それに合格することは，博士論文を提出するための要件になります。博士候補者資格論文の提出時期は，

その他学位論文の提出時期と同じで，前期と後期に1回ずつありますが，後期課程の1年目の後期もしく

は2年目の前期までに提出することが望ましいです。 

後期課程に入ると，「論文作成セミナー」（後期1年次配当）と「博士候補者ワークショップ」（後期2年

次配当）の2科目を学習する必要がありますが，1年次は先輩の博士候補者資格論文の内容を学習し，2

年次は自分自身の論文を発表して討議を行うことになりますので，この科目と連動させて準備してくだ

さい。 

また，査読付雑誌に掲載された論文をもって，博士候補者資格論文に代替することも可能です。この

場合は，指導教員の指示に従って，しかるべく手続きをしてください。 
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課程博士論文等提出のフローチャート 

 

論文題目の提出 
(10月または４月) 

事前審査論文の提出 
事前審査(６月または12月) 

論文の提出 
(1月20日または7月20日) 

課 程 博 士 論 文 の 論 文 題 目 提 出 

事前審査委員の決定 

博 士 論 文 発 表 会 ・ 事 前 審 査 

課 程 博 士 論 文 相 当 

博士論文として推薦 

審 査 委 員 の 決 定 

審 査 報 告 

博 士 号 授 与 

最 終 試 験 

課 程 博 士 論 文 の 提 出 
未 提 出 の 場 合 
論文題目提出に戻る 

演習単位修得認定論文相当 
不 可 の 場 合 
論文題目提出に戻る 

「課程後博士」の制度については、

経営学研究科「課程後博士」につ

いてを参照すること 

共同研究を含める場合は 

申請書も提出 

共同研究を含める場合は 

承諾書も提出 

不 可 の 場 合 
論文題目提出に戻る 
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博士候補者ワークショップの手引き

総合学力試験の第3群「博士候補者資格論文（Qualifying Paper）」は，博士論文で求められている経営

学研究のための能力を十分身につけたかどうかを判定するものです。博士論文にいたる一連の研究の始ま

りとして，経営を理解する枠組みとしての経営学の発展をもたらす事実や理論を発見するという狭い意味

での研究の能力が十分準備されたかどうかを審査します。この意味で，博士候補者資格論文は，修士論文

とは異なり，博士論文の一部となるべき内容あるいはそれに該当するレベルが求められます。

博士候補者資格論文試験に合格した学生は博士候補者（Doctoral Candidate）と認められ，合格期の直

後の博士候補者ワークショップ（Doctoral Candidate Workshop）において研究の内容を報告する必要が

あります。もちろん，博士候補者資格論文の内容及びその審査から報告までの間になされた改善を含めて

もかまいません。これは，合格後に組織される論文指導委員会以外の教員からも論文の指導を受けること

ができる機会でもあります。

 博士候補者ワークショップにおいて，報告者は，博士論文を執筆するための研究能力が十分に身につい

たことを示す必要があります。具体的には，報告者の研究領域の中で妥当と見なされる一連の研究過程を

適切に踏まえていることを示してください。その上で，参加者が報告をフォローすることにより，研究過

程を追体験できるようにする必要があります。そのためには，次のような事項を示し，参加者に研究の適

切性・妥当性を説得することが求められます。研究のアプローチによって必要な内容は異なりますので，

以下に示された事項がすべてではありません。

・先行研究のレビュー：問題に応じた過去の研究が適切に選択され，検討されているか。また，先行研究

で未解決の問題等が適切に導かれているか

・研究目的：先行研究に照らし合わせて適切であるか，また貢献が明確に示されているか

・リサーチデザイン：問題意識や研究目的に即して適切な研究方法が選択されているか

・論理：議論は適切なプロセスを経て展開されているか，論理展開に誤りや飛躍は存在しないか

・データ：データが必要な時，それは適切な方法により収集されたものか，またデータは問題に正しく対

応したものであるか

・分析：当該領域において適切と見なされる方法で分析されているか。また，報告者が採用する方法の妥

当性や前提，その限界を正しく理解しているか

ただし，博士候補者資格論文は博士論文そのものではありません。論文そのものの結論を強調するよりも，

問題の導出や研究方法，分析など，結論に至る過程が十分であることにより力点を置いて報告をするよう

にしてください。時間は，1報告について発表と討論を合わせて55分です。 
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博士論文発表会の手引き 

 

 博士論文発表会は，課程博士論文の題目を提出した学生が，実際の論文を提出する前にその内容を公開

し，発表する機会を提供することを目的としています。毎年，6月及び12月に開催されます。広く論文の

内容を公開し，討論することにより，学位授与の透明性と課程博士論文のクオリティーを維持することも

併せて目的としています。そのため，博士論文発表会は，教員，研究員，学生を問わず参加が認められて

います。 

 博士論文発表会において，報告者は，自らが独立した研究者として研究を遂行する能力を備えているこ

とを示す必要があります。そのため，「博士候補者ワークショップの手引き」を参考にしつつ，次のような

点に注意して報告を準備してください。 

 

・ 報告すべき内容は，結論や発見事項ではなく，結論に至る研究そのものです。そのため，報告時間の

ほとんどを提出予定の課程博士論文の各章の概要を示すことに用いるのではなく，論文の中で重要

な位置を占める1ないし2章に焦点を当てる方が，多くの場合適切でしょう。そして，その研究の目

的・リサーチデザイン・論理・データ・分析を詳しく説明してください。 

・ 報告は，報告者に研究プロセスを遂行するのに十分な能力が備わっており，また論文の（あるいは論

文中の各章の）結論が適切に導かれたものであることを，異なる研究領域の研究者に対しても納得

させるものでなければなりません。 

・ 研究報告の概要を示す上で，構造化抄録（structured abstract）が参考になるかもしれません。報告

では，構造化抄録で要求される諸事項が，説得力のある形で示されているかを確認してください。 

・ 課程博士論文が学界に対してもたらした貢献が何であるかを明確にしてください。 

・ 博士論文発表会に引き続き事前審査委員会による審査が行われ、合計90分です。博士論文発表会の

発表時間・討論時間は事前審査委員会から伝えられます。 
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科目ナンバリングについて 

 

神戸大学では，各学部および研究科における教育課程の系統性，順次性及び科目の水準を明らかにし，

学生の履修計画，学修活動の手助けとなるように，平成28年度の入学者対象のカリキュラムから，科目ナ

ンバリングを導入しています。 

 

1．基本方針 

 各授業科目のナンバリングコードは，以下のとおり7桁の英数字で構成されます。 

 

（例）Ｂ ２ Ｈ Ｍ １ ０ ０ 

 

第1桁 第2桁 第3～第4桁 第5桁 第6～第7桁 

アルファベット 数字 アルファベット 数字 数字 

科目提供母体の
部局 

課程 学科，専攻等 科目のカテゴリー 科目のナンバー 

部局コード 
（経営学研究
科： 
B） 

1：学士課程 
2：博士課程前期課程 
3：博士課程後期課程 

専攻コード 
（経営学専攻： 
BB） 

別表のとおり 開講部局毎に設定 

（例）B 2 BB 6 01 

経営学研究科 博士課程前期課程 経営学専攻 基礎科目 経営管理特論 

 

第5桁 科目のカテゴリー 

 別表 

1 学

士

課

程 

全学共通授業科目・専門授業科目 

初級レベルの科目 

2 中級レベルの科目 

3 上級レベルの科目 

4 最上級レベルの科目（卒業論文関連科目を含む） 

5 大
学
院
課
程 

博士課程前期課程，専門職学位課程の
専門授業科目 

博士課程前期課程，専門職学位課程の基礎科目 

6 
博士課程前期課程，専門職学位課程の発展科目 
（修士論文関連科目） 

7 博士課程後期課程の専門授業科目 

0 卒業要件外の科目（教職科目等資格関連科目） 
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第6桁～第7桁 開講部局で設定 

・ 5桁目は「ナンバリング導入のための基本方針」に沿って，科目のカテゴリーごとに付番しています。 

・ 経営学研究科授業科目の6，7桁目については，第1群科目は01，第2群科目は02，第3群科目は03，第

4群科目は04，第5群科目は05，第6群科目は06，第8群科目は08を，KIMAPの科目は09を，それぞれ

振っています。 

第1群科目は特論科目（本科履修コース向けコア科目），第2群科目は方法論科目，第3群科目は特殊研

究科目，第4群科目は論文作成セミナーおよび博士候補者ワークショップ関連科目，第5群科目は学部

開講科目，第6群科目は演習，第8群科目は応用研究科目（専門職学位課程向け科目）です。 

 

2．科目ナンバリングの確認方法及び活用方法 

・ 各授業科目のナンバリングコードは，シラバスで確認してください。 

 

3．科目ナンバリング一覧表 

桁 別表 区 分 

経営学研究科 

博士課程前期課程 
博士課程 
後期課程 本科履修 

コース 
KIMAP 
コース 専門職大学院 

第 1・2 桁 
  

B2 B4 B3 

第 3・4 桁 BB 

第 5～7 桁 

第 1 

第 1 群科目 601    
第 2 群科目 602    
第 3 群科目 703    
第 4 群科目    804 
第 6 群科目 706   806 

第 8 群科目 

  608 
①，②，③を除く 

 

  
708 

①ケースプロジェクト研究 
②テーマプロジェクト研究 
③現代経営学演習   

 

第 2 第 5 群科目 605    

第 3 ＊＊＊  609   
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博士課程前期課程本科履修コース学生のための 

後期課程への進学・編入学ガイド 

 

1. 進学と編⼊学の違いについて 
進学・編入学の選択や条件は,次の通りです。 

 

A. 前期課程を3月に修了見込みで，以下の要件をすべて満たしている場合:「進学」 

(1) 前期課程2年次前期（8－9月期）までの総合学力試験において，総合学力試験第1群科目のうち1科

目，第2群科目のうち1科目に合格していること。 

 ※ 前期課程2年次の後期に合格しても，要件を満たしたことにはなりませんので，注意してくださ

い。 

 ※ 総合学力試験については，学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科博士課程総合学力試験実施要

項」を参照してください。 

(2) 修士論文の審査に合格すること。 

(3) 修士論文の審査において，（修士論文のレベルが）後期課程へ進学可と判定されること。 

 ※ (2)と(3)の違いについては，神戸大学大学院経営学研究科の教育体系について「11. 後期課程への

進学要件について」を参照してください。 

※ 本研究科前期課程に在学中の学生が，後述する「編入学試験」を受験することもできます。編入

学試験に合格して，後期課程に進む場合には，学籍上は「進学｣と扱われ，前期課程の学籍データを

引き継ぎます。また，この場合，編入学試験受験にかかる検定料及び合格した場合の入学料は不要

です。(この扱いは在学中における編入学受験・合格者に限ります。前年度以前の修了や9月修了な

どのようにいったん修了して学籍を離れた者は，検定料および入学料が必要となります。） 

 

B. 本研究科前期課程を9月や前年度以前に修了して，2月又は3月に実施される本研究科後期課程編入学

試験を受験・合格した場合:「編入学」 

 

C. 他大学の前期課程，修士課程，専門職学位課程の修了者又は修了見込みの者が，本研究科後期課程

編入学試験を受験・合格した場合:「編入学」 
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2. 編⼊学試験について 
 上記のB，Cの編入学をするためには，後期課程「編入学試験」を受験する必要があります。この試験は，

年1回，2月又は3月に実施されます。その概要は以下のとおりです。 

 

 編入学試験は,下記の3種類の試験科目から構成されます。 

(1) 学力試験科目のうち，第1群科目（1科目)，第2群科目（1科目)。 

 ただし，上記の学力試験科目のうち，前期課程在学中に総合学力試験において合格した同一科目（合

格後10年以内の科目に限る）については，受験を免除されます。 

(2) 英語（英語外部試験を使用）。 

(3) 口述試験（修士論文等提出論文の内容，及び今後の研究計画について）。 
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博士課程前期課程KIMAP in Management履修コース履修のガイドライン

1. KIMAP in Managementコースの目的と教育方法

異分野共創型卓越人材育成プログラムを構成するKIMAP（Kobe University Interdisciplinary Master

Program）は法学研究科，経済学研究科，経営学研究科の3研究科が連携し，学際的かつ国際的な視野を

持ち，複雑な社会問題にも対応できる人材を育成することを目的として設置されました。 

経営学研究科のKIMAP in Management履修コースは，社会科学基礎科目のコースワークに加え，分野

横断的なカリキュラムを提供し，数量分析に基づくエビデンス・ベースド・マネジメント及び政策決定が

できる能力を備え，それぞれの専門的知識をグローバルに展開できる卓越人材を育成することを目標とし

ています。 

この目的と目標を達成するために，KIMAP in Management履修コースは，International Business 

Field, Entrepreneurship & Finance FieldおよびSustainable Development & Public Policy Fieldの3つ

のフィールド（領域）を設定し，それぞれ基礎知識に関する授業科目，分析方法に関する授業科目，およ

びこれらを補完する経済学，法学といった異分野間の融合的なカリキュラムを提供しています。これらの

授業は，その分野において世界的に著名な教員によって，すべて英語で行われます。

2. 教育の仕組み

KIMAP in Management履修コースの教育は，本科履修コースと同様にコースワークと研究から構成さ

れますが，コースワークをより重視するところに特徴があります。授業はすべて英語で行われます。しか

も，その内容は高度かつ豊富です。したがって，授業に出席するだけでは不十分であり，綿密な予習と確

実な復習が毎回必要とされます。 

KIMAP in Managementは，10月入学で，「体系的な学力を修得した者」については，在学期間に関し

ては1年6カ月以上在学すれば足りるものとされています。ここで「体系的な学力を修得した者」とは，修

了要件と特定のフィールド認定要件を満たすもので，KIMAP/KIBER運営委員会による授業科目の体系的

修得の判定を得て，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文又はプロジェクト・ペーパーの審査及び

最終試験に合格した者です。授業科目の体系的な学力の修得の判定を得ることができなかった学生は，2

年以上在籍しないといけないことになります。 

KIMAP in Management履修コースの授業のもう1つの特徴として，本科履修コースのように毎週1回の

授業が半年間開講されるのだけではなく，1つの授業科目が短期間に集中して開講されることが挙げられ

ます。したがって，学生には集中力と忍耐力が要求されます。

入学直後に指導教員が指定されます。修士論文等の作成に向けて，1年次の春学期以降にSeminarが開

講されます。また，Seminarの開始に先立って，修士論文等の指導に適した指導教員が再指定されます。 
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3. 履修のガイドライン

KIMAP in Managementの授業科目は，社会基礎科目群（K1群），方法論科目群（K2群），KIMAP選択

科目群（K3群），演習及び論文指導（K6群）から構成されており，履修申請は神戸大学教務情報システム

「うりぼーネット」で行います。

前期課程の修了には，2年以上在学（授業科目の体系的修得判定を得た者については，1年6カ月以上在

学）し，社会基礎科目群から4単位，方法論科目群から5単位修得するとともに，KIMAP選択科目群13単

位（その内，経営学研究科提供科目が6単位以上）以上およびSeminar 8単位を修得し，かつ修士論文また

は特定の課題についての研究の成果（プロジェクト・ペーパー）の審査および最終試験に合格することが

必要です（学生便覧「神戸大学大学院経営学研究科規則第25条」）。最終試験は修士論文等の審査と併せて

行われます。修士論文等の提出・審査に関する標準的なタイム・テーブルは，2年次の10月に修士論文また

は特定の課題についての研究の成果（プロジェクト・ペーパー）の題目の提出，1月20日までに修士論文又

は特定の課題についての研究の成果（プロジェクト・ペーパー）の提出，2月に修士論文等の審査（修士論

文は口述試験が必須），3月に合否判定，というものです（後掲「大学院博士課程の標準的タイム・テーブ

ル（KIMAP in Management履修コース向け）」参照）。
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大学院博士課程の標準的タイム・テーブル 

（前期課程KIMAP in Management履修コース向け）

KIMAPの学生は，以下の標準的タイム・テーブルを目標にして研究することが望ましい

前期課程1年（KIMAP in Management）
2月 総合学力試験（3月初めになることもある。） 

8月 総合学力試験（9月初めになることもある。） 

前期課程2年（KIMAP in Management）
10月 修士論文又は特定の課題についての研究の成果（以下，修士論文等という）の題目

提出 ---------------------- 

1月 修士論文等の提出 

2月 修士論文等の審査 

3月 Field認定 

修士論文等の合否判定，合格 

後期課程進学判定，進学可（進学要件） 

後期課程1年  4月～6月および10月～12月 論文作成セミナー 

3月 博士候補者資格論文提出 

後期課程2年  4月 課程博士論文指導委員会組織（※博士候補者資格論文合格者に対して） 

4月～6月および10月～12月 博士候補者ワークショップ 

後期課程3年  10月 課程博士論文題目提出 --- 

11月 事前審査委員会組織 

（博士論文の原稿を事前審査委員会に提出する） 

12月 公開の博士論文発表会において，博士論文の内容を報告する。 

事前審査委員会において，博士論文提出の可否について，審査を受ける 

1月 事前審査委員会により博士論文としての推薦を受ける 

 課程博士論文提出 

2月 審査委員による博士論文審査及び最終試験 

3月 課程博士の学位授与 

課程博士論文指導委員会の

指導に基づき論文を作成 

1年半の在学期間で後期課程へ進学する場合は，この時ま

でに，総合学力試験1科目合格していなければならない。 

さらに，修士論文を作成すること。 

この時までに，総合学力試験

に全群合格していなければな

らない。 
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博士課程前期課程 KIMAP in Management 履修コースから 

博士課程後期課程への進学要件について 

 

令和 5 年 7月 19 日 研究科教授会決定 

 

博士課程前期課程 KIMAP in Management 履修コースの学生が，本研究科の博士課程後期

課程へ進学するためには，以下の要件を満たすことを必要とする。 

・ 修士論文を作成することとし，10 月の修士論文題目提出時に後期課程への進学を希望

したうえで，修士論文の審査を受けること。 

・ 修士論文の審査に合格し，後期課程進学判定で進学可と判定されること。 

・ 1 年半の在学期間で早期修了見込の者は，修士論文題目提出までの総合学力試験にお

いて，第 1群科目または第 2 群科目のうち１科目に合格していること。 

・ 2 年以上の在学期間で修了見込の者は，修士論文題目提出までの総合学力試験におい

て，第 1 群科目のうち 1 科目，第 2群科目のうち 1 科目に合格していること。 

 

なお，後期課程への進学時期は，4月のみとする。 
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神戸大学ＭＢＡプログラムの履修ガイドライン 

1. 専門職学位課程（MBAプログラム）の概要

神戸大学MBA(専門職大学院)は，「真に良い理論は実践的である」という立場から，1989年の創設以来，

最先端の研究に基礎をおく教育（Research-based Education）を追求してきました。その特色は，後述す

る「プロジェクト方式」に凝縮されています。 

本MBAプログラムでは，原則すべての科目をオリジナルに設計しています。博士課程（将来研究者にな

る大学院生のためのPhDプログラム）の科目とは別個にMBAプログラム用の講義を提供する理由は，実

務経験者に，よりふさわしい内容を学んでもらうためです。社会人が平日に勤務しながら履修できるよう，

土曜日全日の授業は六甲台キャンパスで，金曜日を中心とした平日夜間の授業はオンラインで開講します。

これらのMBAプログラム科目に加えて，MBA学生の皆さんは，平日の昼間・夜間に開講される博士課程

（PhDプログラム），平日の昼間に開講されるKIMAP in Managementコース（英語コース）の科目も履修で

きます。また，神戸大学MBAは，京都大学経営管理大学院と授業科目の相互履修に関する協定を締結して

います。同大学院が提供する科目を定められた範囲内で履修することも可能です。さらに，対話型ビジネ

ス価値共創人材養成（BVCC）プログラムを小樽商科大学大学院商学研究科及び和歌山大学大学院観光学研

究科と共同で運営し，大学間協定による相互履修が可能です。 

 また，神戸大学大学院経営学研究科は教育をめぐる国際交流ネットワークを築き，その拠点となること

を目指して，数多くの海外の大学と交流協定を結んでいます。海外の提携校に留学する場合は，修了に2

年以上を要することとなります。希望される方は早めに情報収集し，計画を立てておいてください。 

 なお，入学時のオリエンテーションで詳細な履修のガイダンスを実施しますが，それ以降に履修につい

て疑問が生じた場合は，この学生便覧をひもといてください。もし学生便覧の記述で不明な点があれば，

教務グループに問い合わせてください。 

2. 専門職学位課程（MBAプログラム）の目的と教育方法

神戸大学MBA（専門職大学院）は，国際的に活躍できる経営プロフェッショナルの育成を目指していま

す。実社会で既に活躍している社会人を受け入れ，教員の高い教育・研究能力を活用しながら，日本のビ

ジネス社会の中核人材を養成することを目的に30年にわたりカリキュラムを練り上げてきました。 

ここでの日本のビジネス社会の中核となる人材とは， 

（1）企業を構成する基本職能について横断的な知識をもち，

（2）経営の特定分野について深い専門知識をもち，

（3）長くて広い視野から具体的な経営上の問題をとらえることができ，

（4）創造的な解決策を自ら提示して実行に移すことができる

人材のことを言います。 

－261－



 

 このような経営プロフェッショナルの育成のために，神戸大学MBAではコースワークとプロジェクト

方式を組み合わせたカリキュラムを用意しています。神戸大学MBAでは，様々な職能分野についての基

礎知識と高度な専門知識を付与するために，世界標準の教科書に準じた授業をコースワークとして提供し

ています。インタラクティブな教授法，ケースディスカッション，映像の使用，シミュレーション，ロー

ルプレイング，自社分析，グループでの事業計画や戦略案などの作成といった，多種多様なイノベーティ

ブな教育方法が生み出されています。 

そして神戸大学MBAは，欧米のビジネススクールに匹敵するコースワークの提供だけに満足せず，プロ

ジェクト方式による問題解決と学生同士の相互触発の涵養を重視してきました。1989年に神戸大学MBA

では，他の国立大学に先駆けて大学院レベルにおける社会人の経営教育を開始しました。その準備にあた

っては，「日本型経営教育システム構想委員会」を設置し，日本を代表する企業の人事責任者に参加を呼

びかけ，議論を重ねました。安易に欧米のMBA教育を輸入し模倣するのではなく，わが国産業界で求めら

れている高度経営教育のあり方を考え，具体化する場としてこの委員会を活用したのです。そこから生ま

れたのが，日本型MBA教育の基軸とわれわれが考えるプロジェクト方式です。プロジェクト方式は現在

では国内外で広く採用される経営教育の方法ですが，これを先駆的に開発し，先導してきたのが神戸大学

MBAであるため，「神戸方式」とも呼ばれています。現在の神戸大学MBAでは，プロジェクト方式による

科目（プロジェクト科目）は必修科目となっており，ケースプロジェクト研究，テーマプロジェクト研究，

現代経営学演習の3科目を提供しています。 

 現在の神戸大学MBAの3つのプロジェクト科目では，実際に働きながら学ぶ約69名のパワーを生かすこ

とを大事にしています。実務における現実の問題を，フィールドで収集したデータにもとづいて議論し，

そこから経営学の進歩にも役立つ理論的・実践的な分析を行います。経営という舞台において実践と理論

を結びつけるプロジェクト科目は，①同種の課題をもった人たちのグループで相互に刺激を与え合うこと

ができる，②グループでの調査プロジェクトから生まれた洞察を，仕事の場で成り立つかどうか試すこと

ができる, ③そこで得られた知見をさらに専門職学位論文として深めることができる，④ひとりひとりの

課題が具体化できる，といったメリットがあります。プロジェクト科目においては，本プログラムの教員

はファシリテータの役割を担い，学生自らが議論のなかから問題の解決策を導出できるよう，プロセスマ

ネジメントを行います。加えて，プロジェクト方式による学びに参加していく皆さんは，そこで皆さんに

課せられることになる最も重要な使命は，獲得した知的成果を社会に還元し，日本のビジネス社会の発展

に貢献することであることを心に留めておいてください。 

 

3. 「プロジェクト方式」で求められる学習姿勢 

 プロジェクト方式による教育効果を高めるためには，皆さんの自覚，学んだことに対する内省，そして

適切な専門科目の選択が必須です。プロジェクト方式に挑むには，学生各人が常に問題意識を研ぎ澄まし

ておかなければなりません。本プログラムを志願した段階における皆さんの問題意識をさらに深め，より

先鋭なものにしていくように，入学後の学びを進め，自覚を研ぎ澄ましていってください。そのためには，
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ビジネス社会が抱える問題や職場で皆さんが直面する課題にとって通説が果たして処方箋となりうるの

かを常に疑うとともに，未来を構想し，構想を実現する手段を探求する姿勢が必要です。 

 入学後のプロジェクト科目への参加にあたっては，入学志願の段階でもっていた問題意識に必ずしもこ

だわる必要はありません。問題意識の背景を明確にして，解決策に関する仮説が浮かぶたびに，またデー

タ分析から新たな洞察を得るたびに，当初の問題意識を改訂したり更新したりする内省はとても大切です。

学びのなかで新たに気付き，日常の仕事の中で新しい問題意識が芽生えることもあります。日々学内外に

向けて幅広い関心を持ち続けるようにしてください。 

 神戸大学MBAは「井の中の蛙，天の深きを知る」をモットーにしています。本プログラムでは，一般的

問題だけでなく，身近な具体的問題に対して天を見上げ続けることで形成される鋭い問題意識をもつこと

も大切にしています。それは，小さな問題を深く掘り下げていけば，これまで気づかなかった新しい知見

を得ることができると考えるからです。このことを学生同士や教員との相互触発から体得してほしいと思

います。 

 

4. 履修の流れ 

 本プログラムでは，1年半での履修を推奨しています。毎週土曜日全日に開講（祝祭日でも原則開講）さ

れる科目のほぼすべてを履修すれば，この標準の期間で専門職学位課程を修了することができます。ただ

し勤務の都合や海外留学をする場合も含め, 1年半での修了が困難な場合もあるでしょう。しかし，専門

職学位論文そのものは，最初の1年半の間に同期の仲間とペースをあわせて仕上げておくようにしてくだ

さい。そうしないと，修了までの期間がずるずると長引く傾向があります。また2年を越えて長びく場合，

年限までに修了できないケースも発生します。この点に注意して，2年在籍するつもりの人も, 1年半で修

了する同期の仲間とタイミングを合わせて計画的に論文を完成させてください。 

 海外大学との交流協定などを活用して，留学を計画している人は，最初からどれだけの学期数ですべて

を修了するのか，この学生便覧の説明だけでなく, MBA教務委員や現代経営学演習（ゼミ）担当教員など

とよく相談しながら，前倒しで段取りしてください。 

 履修する科目については，学生自身が神戸大学ウェブサイトで履修登録を行う必要があります。ただし，

必修科目とコア科目については全員が必ず受講する科目ですので，あらかじめ大学側で登録を済ませてい

ます。必修科目とコア科目の履修取り消しは認められません。 

それ以外の科目，すなわち専門科目の履修登録については，以下の「各年次の履修の流れ」などを参照

しながら各人が履修計画をたてて，前期と後期のそれぞれの指定された期間に，神戸大学ウェブサイトの

神戸大学教務情報システム「うりぼーネット」から履修登録を行ってください。履修登録終了後は，各人

が「履修科目一覧表」をプリントアウトし，定められた期日までに経営学研究科教務グループに提出して

ください。 

注意が必要なのは，指定された期間以外での専門科目の履修登録は原則として認められないことです。

登録後の専門科目の履修取り消しについては，原則として，当該科目の最終授業日の一週間前までに教
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務グループへの申請をすませる必要があります。 

また，年間に履修できる単位数の上限が40単位となっていることにも注意してください。 

 以下では，本プログラムの学習を実り多いものにしていただくため，「各年次の履修流れ」を示します。

なお，日程の詳細等は，必ず神戸大学MBAウェブサイト等で確認して下さい。 

 

4.1 専門職学位課程（MBAプログラム）1年次 

 1年次にはコア科目（Sales and Marketing，Technology and Operations Management，Individuals and 

Groups，Controlling and Reporting，Strategy）をすべて受講するとともに，各人の履修計画にしたが

って選択した専門科目を履修するようにしてください。5つのコア科目と3つのプロジェクト科目（ケース

プロジェクト研究，テーマプロジェクト研究，現代経営学演習）を除いた第8群科目が，MBA向けの専門科

目となります。これらの専門科目は，いずれも経営のプロフェッショナルにとって重要な専門知識をつく

り上げるようデザインされています。なお,授業時間割には年次配当を記載しています。さらに，希望者

は，研究方法に関する科目など，六甲台キャンパスで主に平日昼間・夜間に開講される博士課程（PhDプ

ログラム）向けの講義を履修することも可能です。 

 大学院の授業はいずれも多大なエネルギーの投入が必要です。各自の必要や関心に応じて，履修プラン

をていねいに作成してください。なお，より詳しい取り決めについては『学生便覧』の「5. 研究科規則

関係」にある「神戸大学大学院経営学研究科規則」「神戸大学大学院経営学研究科履修細則」を確認してく

ださい。 

 1年次には必修科目のプロジェクト科目を履修することも必要です。真っ先に受講していただくのが「ケ

ースプロジェクト研究」で，6名内外のチームに分かれて，課題に挑むことになります。成果発表会は7月

最終週または8月第一週に行われます。8月に入ると「ケースプロジェクト研究」を拡張し，問題意識を共

有する大学院生同士でチームを形成して取り組む「テーマプロジェクト研究」が開講されます。また，「現

代経営学演習」も始まります。 

 なお土曜日（一部休日を含む）だけで10以上の講義科目の履修が可能になるようにカリキュラムは設計

されています。これに加えて，ケースプロジェクト研究，テーマプロジェクト研究と現代経営学演習があ

り，現代経営学演習は2年次前期まで続きます。平日夜間にも授業が開講されます。また定められた範囲

内で，京都大学経営管理大学院の提供科目を履修することもできます。このように，非常に幅広い選択肢

が用意されていますので，できれば1年目の終わりまでに26単位を修得することをお勧めします。そうす

れば，2年次のゼミで専門職学位論文に向けた研究に専念できますし，追加的関心で2年次の前期にコース

ワークを履修する際にも，ゆとりをもって臨むことができるでしょう。 

 なお，ケースプロジェクト研究を履修済でみないと，テーマプロジェクト研究と現代経営学演習の履修

は認められませんので，その点も注意しておいてください。 

 

4.2 専門職学位課程（MBAプログラム）2年次の前半（4月から9月まで） 
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 いくつかのコースワークの履修も可能ですが，この期間に「プロジェクト方式」の最終仕上げ段階とも

言える「現代経営学演習」が本格化します。本プログラムの中でもっとも重要な期間と言えます。「現代経

営学演習」では，研究の進捗状況をゼミで報告し，研究の成果を蓄積して各自が専門職学位論文を作成し

ていきます。その際には，以下に示す専門職学位論文の評価基準を意識しておいてください。 

 1 論文に対して誠実かつ真摯に取り組んでいること。 

 2 仕事で抱いた問題意識に関連したテーマを設定していること。 

 3 現実に対して意味のある結果と含意を導出していること。 

(1) 経営にインパクトを与えることを志向し，現状の問題解決と未来への構想あるいは普遍性がある。 

(2) 通説や固定観念にとらわれないオリジナルな考察がある。 

 4 その結果と含意を導くプロセスが信頼に足り，説得力があること。 

(1) 必要に応じて先行研究・調査を参照している。 

(2) 結果と含意を支持するエビデンスがロジカルな調査・分析により導かれている。 

(3) 学術的な意味における方法論の厳密性にこだわる必要はない。 

 2年次の4月には，テーマとプランが固まり，実際の調査やデータ収集・分析が始まります。5月には，副

指導教員が選任され，指導に加わります。原則的には，副指導教員は論文の合否を判定する副査を兼ねま

す。6月には，上記の評価基準に照らして，優れた論文に仕上がりそうな研究が各ゼミより推薦されます。

それらは7月に公開で実施される卓越論文候補中間発表会において他の教員からコメントをもらいます。

卓越論文候補中間発表会の目的は，そこに選ばれることを大学院生の励みにしてもらうことと，優れた論

文の条件とは何かについての理解をMBA生全体で共有することです。そして8月下旬には専門職学位論文

の提出期限を迎えます。 

 9月上旬には，主査と副査の査読により，専門職学位論文の合否判定が行われます。これに合格すると

「現代経営学演習」の8単位が認められ，すでに修得しているであろう授業科目の26単位以上の修得とあ

わせて，修了に必要な34単位に到達します。その後，9月下旬には，修了者全員の論文の公開発表会が行わ

れます。このようにして，本プログラムを修了する資格があると認められた場合に, 9月末に「経営学修

士（専門職）」，世界レベルで使われる通称では，「MBA（Master of Business Administration）」を取得

することができます。 

 

4.3 専門職学位課程（MBAプログラム）2年次の後半（10月から3月まで） 

 冒頭に述べたとおり，標準としてMBA生に勧められるのは，1年半での修了です。これに続く2年次の後

半は，2年間で修了しようとするMBA生が不足単位を修得するための学期です。また，原則としてすでに

必要な単位を修得し，語学力など所定の要件を満たしていれば，海外の協定大学院に留学することも可能

です。海外で修得した科目も，修了要件に含まれる単位としての認定を受けられます。海外に留学した大

学院生は，2年以上の履修期間を要することになる点には注意してください。先にも強調しましたとおり，

留学する場合を含め，2年以上をかけて修了するという計画を持っている場合にも，論文執筆は他の仲間
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とともに「現代経営学演習」の期間に仕上げることを強く勧めます。 

 この学期に専門職学位論文を提出する大学院生は，原則として論文を1月末までに提出しなければなり

ません。なお，論文題目の提出期限は10月中旬（詳細は神戸大学MBAウェブサイトで確認してください。）

となっています。専門職学位論文の合否判定は2月中旬に行われます。 

 

4.4 要約 

 本プログラムに在籍している1年半，場合によっては2年以上の期間を過ごすためのガイドラインを，

4.1から4.3までで述べてきました。なお，全体の流れを，次ページの「専門職学位課程（MBAプログラ

ム）の標準的タイム・テーブル」に要約しておきます。 
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専門職学位課程（MBAプログラム）の標準的タイム・テーブル 

専門職学位課程の学生は，以下の標準的タイム・テーブルを目標にして研究することが望ましい 

専門職学位課程 1年 コア5科目，ケースプロジェクト研究，テーマプロジェクト研究，現代経営学演習，

その他の専門科目を中心に履修開始 

7月 ケースプロジェクト研究 最終発表会 

8月 現代経営学演習 主指導教員による指導開始 

1月 テーマプロジェクト研究 最終発表会 

専門職学位課程 2年（1.5年コース選択者） 2年（2年コース選択者） 

1年次に引き続き授業と演習を履修 1年次に引き続き授業と演習を履修  

5月 副指導教員選任 5月 副指導教員選任 

  （主指導教員とともに指導開始）  （主指導教員とともに指導開始） 

6月 専門職学位論文題目提出 

7月 卓越論文候補中間公開発表会 7月 卓越論文候補中間公開発表会 

8月 専門職学位論文提出 

専門職学位論文審査，合否判定 

9月 修了公開発表会，学位授与 

10月 専門職学位論文題目提出 

1月 専門職学位論文提出 

2月 専門職学位論文審査，合否判定 

3月 学位授与 
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専門職学位課程（MBAプログラム）学生のための進学・編入学ガイド 

1. 進学と編⼊学の違いについて
進学・編入学の選択や条件は, 次の通りです。

A. 専門職学位課程を3月に修了見込みで，以下の要件をすべて満たしている場合:「進学」

(1) 2年次の8月までの総合学力試験において，第1群科目のうち1科目，第2群科目のうち1科目に合格し

ていること。

※ 2年次の2月に合格しても，要件を満たしたことにはなりませんので，注意してください。 

※ 総合学力試験については，学生便覧の「神戸大学大学院経営学研究科総合学力試験実施要項」を

参照してください。 

(2) 専門職学位論文の審査に合格すること。

（合格の時期は，9月でも2月でもかまいません。） 

(3) 毎年，2月又は3月に実施される「進学試験」を受験し，合格すること。

進学試験は，英語及び口述試験（専門職学位論文の内容，及び今後の研究計画について）により構

成されます。 

※ なお，本研究科専門職学位課程に在学中の学生が，後述する「編入学試験」を受験することもで

きます。編入学試験に合格して，後期課程に進む場合には，学籍上は「進学｣ と扱われ，専門職学

位課程の学籍データを引き継ぎます。また，この場合，編入学試験受験にかかる検定料及び合格し

た場合の入学料は不要です。(この扱いは在学中における編入学受験・合格者に限ります。前年度

以前の修了や9月修了などのようにいったん修了して学籍を離れた者は，検定料・入学料が必要と

なります。） 

B. 本研究科専門職学位課程を9月や前年度以前に修了して，2月又は3月に実施される本研究科後期課程

編入学試験を受験・合格した場合:「編入学」

C. 他大学の前期課程，修士課程，専門職学位課程の修了者又は修了見込みの者が，本研究科後期課程

編入学試験を受験・合格した場合:「編入学」
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2. 編⼊学試験について 
 上記のB，Cの編入学をするためには，後期課程「編入学試験」を受験する必要があります。この試験は，

年1回，2月又は3月に実施されます。その概要は以下のとおりです。 

 

 編入学試験は,下記の3種類の試験科目から構成されます。 

(1) 学力試験科目のうち，第1群科目(1科目)，第2群科目(1科目)。 

※ 上記の学力試験科目のうち，専門職学位課程在学中に総合学力試験において合格した同一科目

(合格後10年以内の科目に限る）については，受験を免除されます。 

(2) 英語（英語外部試験を使用）。 

(3) 口述試験（専門職学位論文等提出論文の内容，及び今後の研究計画について）。 

 

※ 編入学試験とは別に，博士課程後期特別推薦入学試験がありますが，これに関心のある学生は，教

務グループと指導教員に相談して下さい。 
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対話型ビジネス価値共創人材養成プログラム 

（BVCC プログラム）（単位互換科目履修） 

※プログラムの運営上、内容や要件等が変更される可能性があります 

 

本プログラムは、文部科学省における大学教育再生戦略推進費人文・社会科学系ネットワーク型大学院構築

事業として、神戸大学、小樽商科大学、和歌山大学が協力して、地域/社会における課題を、創造的対話を通し

て利害関係者とともにビジネス視点で共創的に解決する能力を養成するプログラムです。 

 

本プログラムでは、価値共創の手法として創造的対話を用いて、様々な利害関係者と協力して地域や社会に

おける課題を解決できる対話型ビジネス価値共創人材の養成を目的としています。課題解決のためのアイデア

や価値の創発から社会実装までを対象とした一貫教育プログラムによって、実際の地域/社会の課題を見出し、

それをビジネスの視点から解決できる人材を養成します。 

 

地域/社会課題の解決に実績と強みをもつ企業や自治体と連携して、共同研究を通じて地域/社会課題を特定

し、それを PBL やインターンシップ教育に応用することで、多様なニーズを持つ学生に対して具体的に学ぶ機

会を提供し、就職・キャリア支援までを実施します。 

 

履修対象学生 

経営学研究科経営学専攻博士課程前期課程の学生 

経営学研究科現代経営学専攻専門職学位課程の学生 

 

授業料等 

小樽商科大学、和歌山大学の授業科目を履修するための授業料・入学料・検定料等は徴収しません。 

（ただし、別途、実習費・教材費等が必要となる場合があります。別途必要となる費用の有無については、

シラバスを確認してください。） 

 

登録申請と履修願 

本プログラムに登録して終了を目指す場合には、期日までに「プログラム登録申請書」を提出してください。

また、他大学の科目を履修希望する場合は、プログラムの履修申請期限までに、「単位互換科目等履修願」を

提出してください。 

詳細は、下記に公開される「対話型ビジネス価値共創人材養成プログラム（単位互換科目履修生）募集要項」

をご確認ください。 

https://b.kobe-u.ac.jp/bvcc/entry.html 

 

プログラムの修了要件 

価値創発科目群、社会実装科目群、プロジェクト科目の各科目群から１科目以上履修し、合計 10 単位以上

を修得してください。 
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修了証の発行 

プログラムの修了要件を充たした者にプログラム修了証、およびオープンバッジを発行します。 

修了証の発行は、修了年次となります。 

 

BVCC プログラム授業科目（単位互換科目） 

授業科目については、BVCC プログラム Web サイトに掲載の授業科目一覧とシラバスをご覧ください。 

 https://b.kobe-u.ac.jp/bvcc/ 

 

① 価値創発科目群 

 

価値創発科目群は、価値の源泉となる新たなアイデアをゼロから着想し育てるための価値創発基盤科目とア

イデアを事業として成立させるための新規事業創造科目から構成されます。 

 

② 社会実装科目群 

 

社会実装科目群は、事業として価値を実現・実装し、考案された事業モデルを立ち上げて駆動させる事業モ

デル駆動科目と実際のビジネス課題の解決に資するビジネス課題解決科目から構成されます。 

 

③ プロジェクト科目群 

 

プロジェクト科目群は、ビジネス価値共創（Business Value Co-Creation：BVCC）に関するチーム型学習の

科目群で、BVCC 演習と BVCC インターンから構成されます。 

現実の地域/社会課題に取り組むために、価値創発、社会実装といった価値共創に関わる各段階の個別の知

識・スキルを、個々ばらばらにではなく、創造的対話を実践して、課題解決のために総動員することを学びま

す。 
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学 生 生 活 に つ い て 

1．諸証明書の交付，発行について

(1) 学生証

学生は入学手続時に，写真（上半身脱帽たて3㎝×よこ2.4㎝）1枚を提出して学生証の交付を受け，

常時携帯してください。 

 学生証は卒業，退学，除籍又は有効期間が経過した時は，直ちに返納してください。なお，学生証

の再発行を受けようとするときは，再交付願を教務係へ提出してください。 

通学証明が必要な者は申し出てください。 

(2) 在学証明書

六甲台第三学舎1階の学生コーナーの，証明書自動発行機（ＡＭ8：30～ＰＭ5：00，月～土曜日）

で，各自が学生証と，パスワード等を入力して受け取ってください。 

(3) 学割証（ＪＲ）

在学証明書と同じ。ただし，1回の交付は2枚以内で，発行枚数は1人当たり年間15枚を限度としま

す。 

(4) 修了・単位修得（見込）証明書

就職その他で必要な場合，所定の申込簿に使用目的等を記入して申し込んでください。（3日後発

行） 

ただし，前期課程2年生は前述の証明書自動発行機で即時発行できます。 

(5) 学業成績証明書

前項に準じて取り扱います。

(6) 健康診断証明書

本学保健管理センターにおいて健康診断を受検した者に限り，奨学金及び就職用に発行します。

2．学生登録票の提出について 

入学時に指定された期間に提出してください。記載内容に変更事項が生じた場合は，直ちに届出てく

ださい。 

3．休学・復学・退学願等の願出について 

神戸大学共通細則に規定している所定の様式により願い出てください。病気による休学，復学又は退

学を願い出る場合は，診断書の添付を必要とします。 

4．授業料の納付について 

授業料は，所定の時期に口座振替（自動引き落し）により行います。 
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5．教室等の使用について 

授業，学部行事等に支障のない限り，研究又勉強会等のため六甲台学舎の教室等施設を使用するこ

とができます。ただし，原則として土曜・日曜，祝日，年末年始及び平日17時以降の使用はできません。

使用する場合は，使用責任者があらかじめ使用許可願を所管部局に提出し，許可を得てください。 

場 所 所 管 部 局 

教室（六甲台学舎本館東側） 経営学研究科教務グループ 

教室（  同  本館西側） 経済学研究科学部・大学院教務係 

教室（  同  第二学舎） 法学研究科教務グループ 

教室（  同  第三学舎） 
経営学研究科教務グループ 

又は経済学研究科学部・大学院教務係 

教室（  同  第五学舎） 国際協力研究科教務係 

教室（ 同 アカデミア館） 経済学研究科学部・大学院教務係 

教室（ 同 フロンティア館） 法学研究科教務グループ 

運動場 学務部学生支援課 

 

6．学生の集会及び団体結成について 

学生が本研究科内で集会及び団体を結成しようとするときは，所定の様式によりあらかじめ許可を得

なければなりません。なお，全学的な集会及び団体等の結成は，学務部を通じて学長の許可を得なけれ

ばなりません。（詳しくは，学生生活案内を参照してください） 

 

7．学生への通知及び掲示について 

本研究科における学生への連絡事項は，経営学研究科Webページ、経営学研究科MBAWebページのお知

らせ欄等への掲載によって伝えます。ただし、通知の内容により電子メールや教務情報システム「うり

ぼーネット」の掲示板システムを活用する場合があります。Webページや電子メールを確認する習慣を

身につけてください。 

 

8．交通機関の運休，台風等の場合における授業，定期試験・到達度確認の取扱いについて 

「交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験の休

講措置について」のとおり取り扱います。 

 

9．六甲台キャンパスヘの車両入構規制について 

交通安全及び騒音防止等のため許可者以外の車両（自動車）の入構を制限しています。車両による人

構を希望する学生は，課外活動のための資材運搬等臨時に入構する必要が生じた場合は，入構する3日
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前までに経営学研究科総務係へ所定の時期に申請書を提出して許可を受けてください。 

なお，バイク，原動機付自転車，モペット，電動キックボードは，構内入構禁止につき教務グループ

でバイク駐輪登録の手続きをしたうえで，所定の駐輸場（巻末の附録「六甲台キャンパス建物配置図」

参照）に置いてください。バイク駐輪登録をしていなかった場合，学生研究災害保険（学研災）の通学

特約が適用されないことがありますので，注意してください。 

 

10．授業時間及び学業成績評価の基準について 

(1) 授 業 時 間 

課程 
 

時限 

博 士 課 程 
（前期課程・後期課程） 

（PhD） 

専 門 職 学 位 課 程（ＭＢＡ） 

土曜日 金曜日 

1 時 限 8時50分 ～ 10時20分 8時50分 ～ 10時20分  

2 時 限 10時40分 ～ 12時10分 10時40分 ～ 12時10分  

3 時 限 13時20分 ～ 14時50分 13時20分 ～ 14時50分  

4 時 限 15時10分 ～ 16時40分 15時10分 ～ 16時40分  

5 時 限 
 17時00分 ～ 18時30分※ 
(演習17時00分 ～ 20時00分) 

17時00分 ～ 18時30分 18時20分 ～ 19時50分 

6 時 限 18時50分 ～ 20時20分 18時50分 ～ 20時20分 20時00分 ～ 21時30分 

 ※5時限目の講義科目は，場合によっては開始時間が異なる場合があるので時間割で確認してください。 

(2) 学業成績評価の基準 

 次のように評価し，可以上を合格とします。 

秀  90点以上100点まで 

優  80点以上90点未満 

良  70点以上80点未満 

可  60点以上70点未満 

不可 60点未満 

注）全学的に統一されています。 

 

11．禁煙について 

六甲台キャンパスでは，健康増進法第2条及び第25条の規定に基づき，受動喫煙を防止し，学生及び

教職員の健康増進を図るため，全キャンパスにおいて，学舎内外を問わず，敷地内全面禁煙となってい

ます。 

 

12．学生アカウント利用上の注意 

本学では，入学時に学生アカウントを全員に配布しています。このアカウントは必修の情報基礎の受
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講のみならずネットワークを利用したメールのやりとりや，インターネット上の情報収集，成績確認や

履修届の提出，休講掲示板の閲覧等，学生生活に不可欠なものです。情報基盤センター（以下「センタ

ー」という）からの通知書を紛失しないよう十分気を付けてください。 

また，使い方を間違えると他人に多大な迷惑をかけたり，管理義務を問われることになりますので，

次の注意事項をよく読んで使用してください。 

ア．学生アカウントの利用について

学生アカウントで，以下のサービスを利用することができます。

詳細は，情報基盤センターのWebページをご覧ください。 https://www.istc.kobe-u.ac.jp/

(1)個人メール

神戸大学ドメインを含んだ個人用メールアドレスを使用することができます。

(2)全学ソフトウェアライセンス

大学が包括的なライセンス契約を結ぶことで，ソフトウェアを全学のコンピュータで利用できるサー

ビスです。Microsoft365 Appsが利用できます。

(3)全学用無線LAN

キャンパス内に設置された無線LANアクセスポイントを利用して，ご自分のパソコンを大学のネット

ワークに接続できます。

(4)神戸大学LMS BEEF+

学習管理システムで，教材配布，課題提出等の学修支援をはじめとし，教員と学生のコミュニケーシ

ョンをサポートする機能があります。

(5)VPN接続サービス

自宅など学外から外部プロバイダーなどを通して，学内とほぼ同様なネットワーク環境を実現できま

す。

(6)オンラインストレージ

Webブラウザまたはアプリを利用してオンラインでファイルの共有及び同期が簡単にできます。

(7)個人Webページ

個人のホームページを作成しWebに公開できます。 コンテンツの作成からアップロード手順までマニ

ュアルをご案内しています。

イ．利用上の注意

配布されたアカウント通知書の封筒裏面及び以下に記載されている注意事項をよく読んで遵守して

ください。

・メールによる連絡

アカウント通知書に記載されているメールアドレスに対して，神戸大学からの事務的な連絡を行う
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ことがあります。定期的にメールを読むようにしてください。 

・配布されるアカウント通知書の管理義務

本学のアカウントは，神戸大学の全構成員に発行されています。本通知書は，本学に所属している

間は，大切に保管・管理してください。本アカウントは，情報基盤センターだけでなく，教務・図書

館システム等において個人を認証するものであるため，複数人で共有することを禁止します。したが

って，パスワードを他人に教えたり，本通知書やパスワードを書いたメモ等を人の目に触れるところ

に放置したりしないようにしてください。本通知書を紛失した場合は，速やかにセンターにて，再交

付の手続きをしてください。

・教育・学術・研究に関係のない利用の禁止

本学のネットワークは，学術情報ネットワークの一部です。営利目的など，教育・学術・研究目的

及びそれを支援する目的以外の使用は禁止されています。

・迷惑メールの禁止

転送を強要する回覧メールや不特定多数対象のメール送信などは，禁止されています。

・「学内ネットワーク及びサーバの利用に関するガイドライン」の遵守 

本学で定めている「学内ネットワーク及びサーバの利用に関するガイドライン」の内容を遵守して

ください。 

・SNS等の利用について

インターネットを通して広く一般の人に公開されるSNS等の利用は，様々な注意が必要です。

不用意な情報を掲載すると，場合によっては訴訟などの対象にされることもあり得ます。 

ウ．センターからの連絡

電子メール，インターネットを利用する場合の注意事項については，センターWebページ http://

www.istc.kobe-u.ac.jp/ に詳しく掲載していますのでよく読んでください。

なお，機器の利用停止日等の連絡も上記Webページ上で行いますので，定期的にチェックするように

お願いします。 
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交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時における授業，定期試験の

休講措置について 

平成28年1月27日 全学教務委員会 決定 

平成30年9月26日 全学教務委員会 一部改正 

平成31年2月20日 全学教務委員会 一部改正 

令和元年9月18日 全学教務委員会 一部改正 

令和3年5月26日 全学教務委員会 一部改正 

令和4年3月23日 全学教務委員会 一部改正 

令和5年7月26日 全学教務委員会 一部改正 

令和8年2月18日 全学教務委員会 一部改正 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令時の対応については，下記

のとおり取り扱うものとする。 

記 

1．交通機関の運休の場合

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり交通機関が運休した場合は，当日のその

後に予定されている授業(定期試験を含む。以下同じ。)を休講とする。 

ただし，交通機関が運行を再開した場合は，次のとおり授業を実施する。 

① 午前6時までに，交通機関が運行を再開した場合は，1時限目の授業から実施する。

② 午前10時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後1時以降に開始する授業から実

施する。

③ 午後2時までに，交通機関が運行を再開した場合は，午後5時以降に開始する授業から実施

する。

＜１＞六甲台地区 

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））のうち2線が同時に運休した場合

(2) 神戸市バス16系統及び36系統が同時に運休した場合

＜２＞楠地区  

次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合

(2) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神

中央駅））が同時に運休した場合

＜３＞名谷地区 

次の(1) 又は(2)のいずれかに該当する場合 

(1) JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅））

及び阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合

(2) 神戸市営地下鉄（西神・山手線（谷上駅～西神中央駅））が運休した場合

＜４＞深江地区 

JR西日本（神戸線(大阪駅～姫路駅）），阪急電鉄（神戸本線（大阪梅田駅～神戸三宮駅）），

阪神電気鉄道（阪神本線（大阪梅田駅～元町駅））が全て同時に運休した場合 
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2．気象警報の発表の場合  

各地区において，次の＜１＞から＜４＞のとおり警報（ただし暴風，大雪，暴風雪に限る）又

は特別警報が発表された場合，当日のその後に予定されている授業を休講とする。 

なお，気象警報が広域に発表された場合は，神戸市が含まれている場合にこの取扱いを適用す

る。 

ただし，気象警報が解除された場合は，次のとおり授業を実施する。 

(1) 午前6時までに，気象警報が解除された場合は，1時限目の授業から実施する。

(2) 午前 10 時までに，気象警報が解除された場合は，午後 1時以降に開始する授業から実施

する。

(3) 午後2時までに，気象警報が解除された場合は，午後5時以降に開始する授業から実施す

る。

＜１＞ 六甲台地区 

神戸市灘区に警報又は特別警報が発表された場合 

＜２＞ 楠地区 

神戸市中央区に警報又は特別警報が発表された場合 

＜３＞ 名谷地区 

神戸市須磨区に警報又は特別警報が発表された場合 

＜４＞ 深江地区 

神戸市東灘区に警報又は特別警報が発表された場合 

3．避難指示・緊急安全確保の発令の場合 

各地区（六甲台地区，楠地区，名谷地区，深江地区）の所在地に市町村等から避難指示・緊急

安全確保が発令された場合，当該地区で当日のその後に予定されている全ての授業を休講とする。

ただし，午前6時までに避難指示・緊急安全確保が解除された場合は，１時限目の授業から実施

する。  

4. 休講措置の特例

上記1～3の場合にかかわらず，授業開講部局の長が，学生の安全確保のため必要があると判断

した場合は，当該部局の授業等について，休講等の措置をとることがある。 

5．休講の周知方法 

交通機関の運休，気象警報の発表，避難指示・緊急安全確保の発令が事前に予想される場合は，

学内掲示板，うりぼーネット，各部局のホームページ等により，あらかじめ周知する。  

(注) 1.交通機関の運休とは，事故，気象現象，地震，その他の理由により交通機関が運行休止と

なる場合をいう。  

2.気象警報は，「神戸地方気象台が発表する警報」による。

3.気象警報の発表及び解除，避難指示・緊急安全確保の発令及び解除の確認は，テレビ・ラ

ジオ・インターネット等の報道による。

4.演習又は研究指導等の少人数の授業については，授業を行うことがある。ただし，避難指

示・緊急安全確保の発令の場合は除く。

5.このほか，必要な事項は各部局において別に定める。

6.この取扱いは，対面授業及び一部対面授業の実施にあたって適用する。

7.この取扱いは，令和 8 年 3 月 17 日から適用する。
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７．大学間交流協定 



学 部 間 交 流 協 定（海 外） 

経営学部・経営学研究科は以下の大学と交流協定を結んでいます。毎年11月頃，掲示により短期派遣留学生

を募集します。派遣開始時期は8月及び9月，派遣期間は原則1年間です。応募要件と注意事項については，以

下に詳細に述べます。 

国  名 大 学 等 名 称 Ｕ Ｒ Ｌ 受入数 派遣数 

米  国 
University of Washington， 
Seattle, USA http://www.washington.edu/ 6 4 

英 国
Cardiff University， 
Wales, United Kingdom http://www.cardiff.ac.uk/ 4(1) 7 

ア イ ル ラ ン ド
University of Galway 
Galway, Ireland http://www.nuigalway.ie/ 2 5 

ド イ ツ
WHU 
Koblenz, Germany http://www.whu.edu/ 9(4) 0 

ド イ ツ
Georg-August-Universitat 
Gottingen, Germany 

http://www.uni- 
goettingen.de/en/1.html 0 0 

ド イ ツ
EBS Universitat 
Wiesbaden, Germany https://www.ebs.edu/en 2(1) 0 

ド イ ツ
Kiel University 
Kiel, Germany 

http://www.uni-kiel.de/en/ 
3 2 

オ ー ス ト リ ア
Vienna University of 
Economics and Business 
Vienna, Austria 

http://www.wu.ac.at/en/ 8 12 

ス ウ ェ ー デ ン
University of Gothenburg 
Gothenburg, Sweden 

https://www.gu.se/en 
7 9 
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フ ラ ン ス 
KEDGE Business School 
Marseille, France https://student.kedge.edu/ 0 0 

フ ラ ン ス 
ESSEC Business School 
Cergy, France https://www.essec.edu/en/ 18 0 

ノ ル ウ ェ ー Norwegian School of Economics https://www.nhh.no/en/ 7 3 

イ タ リ ア 
University of Parma 
Parma, Italy https://en.unipr.it/ 3 0 

ベ ル ギ ー 
Ghent University 
Ghent, Belgium http://www.ugent.be/en 3 4 

ベ ル ギ ー 
University of Liege 
Liege, Belgium 

http://www.hec.ulg.ac.be/en/ho
me 1 3 

ト ル コ 
Koc University 
Istanbul, Turkey https://www.ku.edu.tr/en/ 2 0 

オ ラ ン ダ 
The University of Groningen 
Groningen, Netherlands https://www.rug.nl/ 12 4 

ハ ン ガ リ ー 
Budapest University of  
Economics and Business 
Budapest, Hungary 

https://uni-bge.hu/ 5 0 

メ キ シ コ 
National Autonomous University of 
Mexico 
Mixico city, Mexico 

http://english.unam.mx/ 7 0 

タ イ 
Chulalongkorn University 
Bangkok, Thailand https://www.chula.ac.th/en/ 3 0 

台 湾 
国立台湾大学 
台北，台湾 

http://www.ntu.edu.tw/ 
english/ 10(1) 0 

香 港 
香港中文大学 
新界，香港 

http://www.cuhk.edu.hk/ 
english/index.html 7 0 
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香 港
香港大学
薄扶林，香港

https://www.hku.hk/ 3 0 

中 国
北京大学
北京、中国

http://english.pku.edu.cn/ 0 1

韓 国
高麗大学
安岩，韓国

http://www.korea.edu/ 3 1 

＊ 協定による可能な交換留学生数は，その都度のバランスとして確認が必要。 

＊ 受入数・派遣数は過去5年間（21, 22, 23, 24, 25 年度）の合計 

＊ 2021年度は派遣中止 

＊ () はオンラインでの受入 (内数) 
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大 学 院 間 交 流 協 定（海 外） 

 

 

国  名 大 学 等 名 称 Ｕ Ｒ Ｌ 受入数 派遣数 

英 国 
Cardiff University， 
Wales, United Kingdom http://www.cardiff.ac.uk/ 0 0 

ド イ ツ 
WHU 
Koblenz, Germany https://www.whu.edu/en/  5(3) 0 

ド イ ツ 
Georg-August-Universitat 
Gottingen, Germany 

http://www.uni- 
goettingen.de/en/1.html 5(1) 0 

ド イ ツ 
EBS Universitat 
Wiesbaden, Germany https://www.ebs.edu/en 2(2) 0 

ド イ ツ 
Kiel University 
Kiel, Germany 

http://www.uni-kiel.de/en/ 
 4 0 

オ ー ス ト リ ア 
Vienna University of 
Economics and Business 
Vienna, Austria 

http://www.wu.ac.at/en/ 9 0 

ス ウ ェ ー デ ン 
University of Gothenburg 
Gothenburg, Sweden https://www.gu.se/en 3 0 

フ ラ ン ス 
ESCP  
Paris, France http://www.escpeurope.eu/ 0 0 

フ ラ ン ス 
KEDGE Business School 
Marseille, France https://student.kedge.edu/ 10 0 

ノ ル ウ ェ ー Norwegian School of Economics https://www.nhh.no/en/ 0 0 

－283－



イ タ リ ア
University of Parma 
Parma, Italy https://en.unipr.it/ 12(2) 0 

ベ ル ギ ー
Ghent University 
Ghent, Belgium http://www.ugent.be/en 6 0 

ベ ル ギ ー
University of Liege 
Liege, Belgium http://www.hec.ulg.ac.be/en/home 0 0 

ト ル コ
Koc University 
Istanbul, Turkey https://www.ku.edu.tr/en/ 0 0 

ハ ン ガ リ ー
Budapest University of  
Economics and Business 
Budapest, Hungary 

https://uni-bge.hu/ 0 0 

メ キ シ コ
National Autonomous 
University of Mexico 
Mixico city, Mexico 

http://english.unam.mx/ 0 
0 

タ イ
Chulalongkorn University 
Bangkok, Thailand https://www.chula.ac.th/en/ 0 0 

台 湾
国立台湾大学
台北，台湾

http://www.ntu.edu.tw/ 
english/ 0 0 

韓 国
高麗大学
安岩，韓国

http://www.korea.edu/ 0 0 

＊ 協定による可能な交換留学生数は，その都度のバランスとして確認が必要。 

＊ 受入数・派遣数は過去５年間（20, 21, 22, 23, 24 年度）の合計 

＊ 2020，2021年度は派遣中止 

＊ () はオンラインでの受入 (内数) 
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交流協定校への留学要項（海外） 

1） 本学との協定詳細は教務グループ留学生担当者に問合せ，また各大学の内容は各大学のWebページ（上記

表中のURL）を参照のこと。

2） 応募にあたってはTOEFL（iBT）の得点が必要となるのでそれまでに取得をしておくこと。（米国ワシン

トン大学（学部生）の場合，TOEFL（iBT）83点以上，英国カーディフ大学の場合，IELTS Level 6.0相

当以上（英国VISA取得には各section5.0以上）が要求されている）

3） 学部生，院生ともにゼミを抜ける期間について，ゼミの指導教員の了解，推薦を得ること。とくに渡航時

期，滞在期間，神戸大学の卒業修了要件，卒業修了時期を慎重に検討すること。院生は論文提出日，論文

審査日程にも注意すること。

4） 留学期間は最長1年間，協定校で各学期，神戸大学換算値10単位以上（経営学に関連する科目）取得のこ

と。

5） 応募者多数の場合は希望に応じられないこと，あるいは希望校を変更してもらうこともありうる。協定

による派遣可能数は，毎年相互のバランスの観点から確認し確定する。

6） 応募にあたっては指導教員，家族とも十分相談すること。とりあえず応募だけ行い，渡航は後日条件が

整ってから考える学生がいるが，これは協定校と折衝の段階で本学のほかの希望学生ならびに協定校に

迷惑が及ぶので，面接で聴取審査する。また学部の4月からの4年生で，就職活動の結果次第で辞退の可

能性がある学年も同様である。また資金面も検討すること。協定校であるので，本学に 支払う授業料以

外は不要になる。従い，休学中の交換留学は認めない。

7） 学部生に対しては，交換留学を支援するためのKIBER（Kobe International Business Education and

Reseach）プログラムが2回生第1クォーターより開講されている。

8） 交換留学の募集，KIBERプログラムの募集等の詳細は経営学研究科Webサイトに掲示される。
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大 学 院 間 交 流 協 定（国 内） 

1．京都大学大学院経済学研究科

2．大阪大学大学院経済学研究科 

3．大阪大学大学院国際公共政策研究科 

4．京都大学大学院経営管理教育部 

5．小樽商科大学大学院商学研究科 

6．和歌山大学大学院観光学研究科 

詳細については，学期の始めに掲示されます。 
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８．奨学及び福利厚生について 



授 業 料 及 び 授 業 料 免 除 制 度 

１）授業料納付について

ア 納付時期は，前期分は4月，後期分は10月（年1回払い希望者は4月）となります。

イ 納付方法は，入学手続時に提出していただく「神戸大学授業料預金口座振替依頼書」に記載され

た口座からの引き落し（口座振替）によって行います

なお，口座振替は以下の2つの方法から選択していただきます。 

Ａ．年2回払い（前期分4月，後期分10月に振替） 

Ｂ．年1回払い（1年間の授業料を4月に振替） 

ウ 定められた期日までに納入しない者は本学教学規則第47条により除籍されます。

前期分 4月1日から 4月30日まで 

後期分10月1日から10月31日まで 

２）授業料免除制度

学業優秀で学資の支弁が困難な者に対し，本人の申請に基づき，選考の上，授業料を免除する制度が

あります。免除の申請は各期の指定した期日までに所定の願書を提出してください。免除額は各期分の

授業料の全額又は半額です。 

なお，申請に関する手続き等の詳細は，神戸大学ホームページでお知らせします。 

※神戸大学HP 経済支援のページを参照してください。

 https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/index.html 

奨 学 制 度

本学で取り扱っている奨学金には、独立行政法人日本学生支援機構  、民間奨学団体・地方公共団体及

び神戸大学独自の奨学金があります。 

奨学生募集時期は、主に 4・5月に集中していますが、詳細については、神戸大学ホームページでお知

らせしますので、定期的に確認するように注意してください。 

※神戸大学HP 経済支援のページを参照してください。

 https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/index.html 
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アルバイトの紹介業務について

 本学では、学生アルバイトの紹介業務は、神戸大学生活協同組合 (以下、神戸大学生協という。) 及び

株式会社学生情報センターが行っております。 

※神戸大学HP 学生支援のページを参照してください。

https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/support/proposal/index.html 

就職に関する相談・情報収集について

(1) 神戸大学キャリアセンター

神戸大学キャリアセンターは，キャリアセンターは，鶴甲第1キャンパスA棟１階にあります。

キャリア・就職ガイダンスの開催，インターンシップやキャリア形成・就職情報等の提供のほか

進路・就職相談を行っています。 

※神戸大学HP 神戸大学キャリアセンターのページを参照してください。

http://www.career.kobe-u.ac.jp/ 

(2) 六甲台就職相談センター

六甲台就職相談センターはアカデミア館の2階にあり，社会科学系すなわち法・経済・経営の学

部生・大学院生および大学院国際協力研究科の学生を対象に，就職とインターンシップを支援する

業務を推進しています。相談には凌霜会会員が当たっています。  

※神戸大学HP 神戸大学キャリアセンターのページを参照してください。

https://www.ryosokai.net/student/job/ 

(3) 神戸大学東京オフィス・キャリアセンター東京分室

神戸大学東京オフィス・キャリアセンター東京分室は，東京方面で就職等の活動をする学生（学

部を問わない）のための情報提供や就職相談などを行っています。自由に使えるパソコンもありイ

ンターネット利用も可能です。

※神戸大学HP 神戸大学東京オフィス・キャリアセンター東京分室のページを参照してください。 

https://www.kobe-u.ac.jp/info/outline/facilities/tokyo-office/index.html 
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保健管理センター 

 保健管理センターは，本部庁舎2階にあり，定期健康診断のほか，学生及び教職員の精神的，身体的

保健管理に関する専門的業務を行う施設で，健康上のあらゆる相談，救急処置などのほか，「学生相談

室」を設け，心の悩みの相談にも応じています。 

１）定期健康診断等年間行事

２） 健康相談（「からだの健康相談」と「こころの健康相談」）

３）保健指導

４）ＴＨＰ（Total Health promotion Plan：心と身体の健康づくり運動）

５）健康教育

※神戸大学HP 保健管理センターのページを参照してください。

http://www.health.kobe-u.ac.jp 
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附 録



経営学部入学志願者数及び入学者数 

【学 部】 （志願者数には，国費外国人留学生を除く。） 

区 分 志 願 者 数 入 学 者 数 

昭和24年度～昭和61年度累計 32,216 7,830 

〃 62 年度 1,742 272 

〃 63 年度 1,959 273 

平成 元 年度 1,714 273 

〃 ２ 年度 2,615 274 

〃 ３ 年度 2,803 272 

〃 ４ 年度 1,962 272 

〃 ５ 年度＊ 2,142 294 

〃 ６ 年度＊ 1,934 290 

〃 ７ 年度＊ 2,326 285 

〃 ８ 年度＊ 1,675 283 

〃 ９ 年度＊ 1,355 284 

〃 10 年度＊ 1,595 274 

〃 11 年度＊ 1,263 267 

〃 12 年度＊ 1,499 265 

〃 13 年度＊ 1,471 269 

〃 14 年度＊ 1,663 277 

〃 15 年度＊ 1,718 272 

〃 16 年度＊ 1,455 281 

〃 17 年度＊ 1,389 272 

〃 18 年度 1,572 274 

〃 19 年度 1,869 273 

〃 20 年度 1,649 265 

〃 21 年度 1,646 267 

〃 22 年度 1,520 269 

〃 23 年度 1,656 265 

〃 24 年度 1,035 260 

〃 25 年度 1,126 266 

〃 26 年度 1,111 268 

〃 27 年度 919 263 

〃 28 年度 865 265 

〃 29 年度 1,114 268 

〃 30 年度 1,146 269 

令和 元 年度 938 266 

令和 ２ 年度 1,076 260 

令和 ３ 年度 957 268 

令和 ４ 年度 951 263 

令和 ５ 年度 1,029 261 

令和 ６年度 1,077 264 

令和 ７年度 970 267 

合 計 90,674 18,400 

＊昼間主コース学生 
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【第二課程・夜間主コース】 

区 分 志 願 者 数 入 学 者 数 

昭和24年度～昭和61年度累計 7,469 2,228 

〃 62 年度 399 70 

〃 63 年度 381 70 

平成 元 年度 233 70 

〃 ２ 年度 308 76 

〃 ３ 年度 218 70 

〃 ４ 年度 154 70 

〃 ５ 年度＊＊ 189 50 

〃 ６ 年度＊＊ 617 50 

〃 ７ 年度＊＊ 323 51 

〃 ８ 年度＊＊ 464 50 

〃 ９ 年度＊＊ 259 55 

〃 10 年度＊＊ 194 50 

〃 11 年度＊＊ 196 52 

〃 12 年度＊＊ 197 51 

〃 13 年度＊＊ 244 50 

〃 14 年度＊＊ 153 21 

〃 15 年度＊＊ 143 25 

〃 16 年度＊＊ 168 22 

〃 17 年度＊＊ 113 20 

合 計 12,422 3,201 

＊＊夜間主コース学生 平成18年度より夜間主コース募集停止 
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卒 業 者 数
【学 部】 

【第二課程・夜間主コース】 

区 分 
学 部 第二課程・夜間主コース 

合 計 ＊ 
学士(経営学) 

＊＊ 
学士(商 学) 計 

＊ 
学士(経営

学) 

＊＊ 
学士(商 学) 計 

昭和24年度～昭和63年度累

計 
 5,101 2,339 7,440 1,348 266 1,614 9,054 

平成 元 年度 132 102 234 41 16 57 291 

〃   ２ 年度 172 89 261 42 13 55 316 

〃   ３ 年度 147 99 246 46 17 63 309 

〃   ４ 年度 250 24 274 39 9 48 322 

〃   ５ 年度 189 52 241 37 27 64 305 

〃   ６ 年度 254 22 276 23 28 51 327 

〃   ７ 年度 240 25 265 30 21 51 316 

〃   ８ 年度 185 78 263 28 (22) 13 41 (22) 326 

〃   ９ 年度 238 106 344 17 (29) 8 ( 1) 25 (30) 399 

〃   10 年度 194 86 280 11 (26) 1 ( 9) 12 (35) 327 

〃   11 年度 158 131 289 2 (16) 0 (14) 2 (30) 321 

〃   12 年度 169 122 291 3 (30) 0 (19) 3 (49) 343 

〃   13 年度 146 100 246 1 (22) 0 (19) 1 (41) 288 

〃   14 年度 191 95 286 17 12 29 315 

〃   15 年度 188 87 275 26 15 41 316 

〃   16 年度 172 85 257 31 13 44 301 

〃   17 年度 189 94 283 19 5 24 307 

〃   18 年度 193 103 296 27 1 28 324 

〃   19 年度 206 84 290 25 2 27 317 

〃   20 年度 181 93 274 14 0 14 288 

〃   21 年度 177 108 285 5 0 5 290 

〃   22 年度 142 120 262 1 0 1 263 

〃   23 年度 165 103 268 1 0 1 269 

〃   24 年度 183 86 269 269 

〃   25 年度 206 59 265 265 

〃   26 年度 214 79 293 293 

〃   27 年度 196 74 270 270 

〃   28 年度 167 102 269 269 

〃   29 年度 167 96 263 263 

〃   30 年度 169 110 279 279 

令和 元 年度 184 95 279 279 

令和 ２ 年度 172 89 261 261 

令和 ３ 年度 178 91 269 269 

令和 ４ 年度 212 79 291 291 

令和 ５ 年度 160 97 257 257 

令和 ６ 年度 160 99 259 259 

計 11,747 5,503 17,250 
1,834 

(145) 

467 

(62) 

2,301 

(207) 
19,758 

＊平成２年度までは，経営学士 ＊＊平成２年度までは，商学士 

平成８年度から平成13年度の（ ）は夜間主コースで外数 

平成14年度以降の数は夜間主コースの数 
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経営学研究科入学志願者数及び入学者数 

【大学院】 

区 分 
前期課程（修士課程） 専門職大学院 後期課程進学者 

（編 入 学 者） 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 

昭和24年度～昭和61年度累計 1,379 437 252（ 20） 

平成 元 年度  81 30 9（  1） 

〃 ２ 年度 79 29 15（  1） 

〃 ３ 年度 95 36 11（  1） 

〃 ４ 年度 92 31 15（  1） 

〃 ５ 年度 105 42 19（  5） 

〃 ６ 年度 132 63 15（  1） 

〃 ７ 年度 125 74 25（ 10） 

〃 ８ 年度 140 62 25（  4） 

〃 ９ 年度 128 65 38（  9） 

〃 10 年度 254 105 25（  4） 

〃 11 年度 229 113 24（  6） 

〃 12 年度 301 98 17（  5） 

〃 13 年度 364 96 21（  5） 

〃 14 年度 376 110 19（  9） 

〃 15 年度 171 43 242 65 23（  4） 

〃 16 年度 158 39 174 67 22（  7） 

〃 17 年度 129 36 185 69 17（  6） 

〃 18 年度 113 37 187 85 19（  6） 

〃 19 年度 88 39 129 71 19（ 10） 

〃 20 年度 137 51 197 72 11（  9） 

〃 21 年度 152 52 194 71 16（ 11） 

〃 22 年度 174 58 187 72 22（ 10） 

〃 23 年度 181 55 178 69 15（ 9） 

〃 24 年度 172 51 212 72 16（ 17） 

〃 25 年度 224 52 192 72 9（ 27） 

〃 26 年度 146 54 167 72 12（ 17） 

〃 27 年度 158 51 133 72 23（ 12） 

〃 28 年度 143 48 146 70 14（ 12） 

〃 29 年度 136 44 150 71 1（ 23） 

〃 30 年度 170 55 141 72 10（ 15） 

令和 元 年度 182 50 136 69 9（ 12） 

令和 ２ 年度 281 50 133 69 7（ 11） 

令和 ３ 年度 220 48 145 67 10（ 12） 

令和 ４ 年度 223 50 178 69 10（  8） 

令和 ５ 年度 260 50 181 69 7（ 13） 

令和 ６ 年度 392 53 176 71 15（ 15） 

令和 ７ 年度 331 48 243 69 9（ 12） 

合 計 8,221 2,505 4,006 1,627 846（360） 

（編入学者で外数） 
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修了者・単位修得者数 

【大学院】

区 分 

前期課程 
専門職学位 

課程 
後期課程 

後 期 課 程 

単位修得者 ＊ 
修士(経営学) 

＊＊ 
修士(商学) 経営学修士(専門職) 

＊＊＊ 
博士(経営学) 

＊＊＊＊ 
博士(商学) 

昭和24年度～昭和61年度累計 310 82 1 0 169 

平成 元 年度 10 7 1 1 4 

〃 ２ 年度 25 3 2 0 6 

〃 ３ 年度 7 19 0 1 7 

〃 ４ 年度 26 8 2 0 5 

〃 ５ 年度 25 7 0 0 4 

〃 ６ 年度 46 3 4 1 6 

〃 ７ 年度 41 11 7 5 3 

〃 ８ 年度 64 13 5 3 3 

〃 ９ 年度 47 10 7 2 2 

〃 10 年度 44 6 9 1 9 

〃 11 年度 83 9 15 5 9 

〃 12 年度 94 7 14 5 4 

〃 13 年度 84 9 18 1 7 

〃 14 年度 82 7 13 4 9 

〃 15 年度 106 3 21 5 3 

〃 16 年度 36 7 60 13 6 2 

〃 17 年度 35 7 63 17 5 4 

〃 18 年度 27 8 70 19 7 5 

〃 19 年度 26 9 83 11 4 1 

〃 20 年度 24 14 68 18 10 2 

〃 21 年度 32 18 67 18 4 3 

〃 22 年度 27 20 70 8 3 5 

〃 23 年度 34 21 73 16 4 1 

〃 24 年度 33 19 68 18 3 3 

〃 25 年度 36 8 71 10 2 1 

〃 26 年度 32 17 73 15 9 4 

〃 27 年度 30 18 72 16 1 4 

〃 28 年度 37 13 70 18 1 2 

〃 29 年度 30 14 68 19 2 6 

〃 30 年度 17 25 71 19 5 5 

令和 元 年度 30 14 72 15 4 2 

令和 ２ 年度 32 17 69 12 2 5 

令和 ３ 年度 25 23 70 9 4 2 

令和 ４ 年度 28 15 67 13 2 2 

令和 ５ 年度 21 23 69 11 4 6 

令和 ６ 年度 31 16 67 8 4 2 

合 計 1,719 531 1,461 420 119 317 

＊ 平成２年度までは，経営学修士 ＊＊ 〃 商学修士 

＊＊＊ 〃     経営学博士 ＊＊＊＊ 〃 商学博士 
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一般社団法人凌霜会について

 凌霜会は、旧制神戸高等商業、神戸商業大、神戸経済大の流れを汲む同窓会で、今や その対象範囲は

経済・経営・法学部をはじめ経済・経営・法学・国際協力の各研究科、社会人MBA・法科大学院等々の在

学生、卒業（修了）生を包含するに至っております。大正13(1924)年創立の輝かしい伝統と強固な組織を

誇る同窓会です。  

皆さんの入会を心から歓迎いたします。 

凌霜会HP https://ryosokai.net/about/index.html 
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経営学研究科・経営学部教員専攻別一覧表 

研究科長 

学部長  鈴 木 竜 太 

令和8年4月1日現在 

専 攻 講 座 教 授 准 教 授 講師／助教 

経営学 

経営学 上 林 憲 雄 
原 田 勉 
鈴 木 竜 太 
宮 原 泰 之 
松 嶋 登 
森 直 哉 
宮 尾 学 
服 部 泰 宏 
中 村 絵 理 
西 村 成 弘 
吉 村 典 久 
小 沢 貴 史 
溝 渕 健 一 

安 部 浩 次 
庭 本 佳 子 
原 泰 史 
分 寺 杏 介 
塩 谷 剛 
定 兼 仁 
砂 口 文 兵 － 

会計学 國 部 克 彦 
三 矢 裕 
音 川 和 久 
松 尾 貴 巳 
梶 原 武 久 
清 水 泰 洋 
堀 口 真 司 
髙 田 知 実 
北 川 教 央 
黒 木 淳 

與 三 野 禎 倫 
佐 久 間 智 広 
安 間 陽 加 

－ 

商学 藤 原 賢 哉 
内 田 浩 史 
栗 木 契 
松 井 建 二 
三 古 展 弘 
馬 岩 
山 﨑 尚 志 
善 如 悠 介 

〇森 村 文 一 
吉 田 満 梨 

畠 田 敬 
結 城 祥 
角 田 侑 史 
田 頭 拓 己
于 キ ン
早 木 祥 夏 
水 田 誠 一 郎 

－ 

研究科共通 Tongurai Jittima 
西 村 幸 宏 
（ 特 命 教 授 ） 
佐 藤 正 和 
（ 特 命 教 授 ） 
小 田 展 正 
（ 特 命 教 授 ） 

〇中 島 忠 博 
（ 特 命 教 授 ） 

戸 梶  奈 都 子 
本 田 朋 史 
（特命准教授） 
石 野 亜 耶 
（特命准教授） 
久 保  雄 一 郎 
（特命准教授） 

翁 怡 婷 
（ 助 教 ） 
菊 池 百 々 帆  
（ 特 命 助 教 ） 
伍 一 昌 
（ 特 命 助 教 ） 
忽 那 佳 奈 
（ 特 命 助 教 ） 
堂 西 晴 香 
（ 特 命 助 教 ） 
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協力講座 
（経済経営研究所） 

 
西 谷 公 孝 
江 夏  幾 多 郎 

 

 
 

－ 

 
連携講座 
（野村総合研究所） 

－ － － 

 
連携講座 
（アクセンチュア） 

森 川 大 輔 
奥 村 真 之 

－ － 

 
連携講座 
（三菱UFJ銀行） 

 
岡 田 将 稔 － － 

 
連携講座 
（日本M&Aセンター） 

 
三 宅  卓 
横 井  伸 

 
西 井 正 博 

 
－ 

 
連携講座 
（インソース） 

 
舟 橋 孝 之 
藤 本 茂 夫 

－ － 

 
連携講座 
（アンカー・シップ・
パートナーズ） 

 
篠 田 哲 郎 － － 

 

※〇は社会システムイノベーションセンター主配置 
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(経済)
(経営)

（経営） (経営)

玄関

研究科長室 事務長室 総務係 研究科長室事務長室
（経済） （経営） (経済・経営）

(経済)

学部・大学院教務係 教務グループ 会計統括室

印刷室
研究助成室
（経営）

小会議室 国際交流室 小会議室 応接室

教員控室 教員控室
EV

102

１階

バリアフ
リートイレ

情報活用支援室トイレ
（男）

総務係
（経済）

ト
イ
レ
（

女
）

機械室トイレ
（男）

EV

230 224 212 210

232 206

223 219 217 215

312 310

大会議室

208

会議室 貴賓室

２階

323 319 315 313 311

211 209

EV

324 320

第一学舎（本館） 平面図

３階332 306
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第二学舎

 掲示板

 ラ・クール(模擬法廷棟)

模擬法廷室

傍聴席

バ
リ
ア
フ

リ
ー

ト
イ
レ

法学研究科 法政情報室

事務室
210 204 202

休養室 研究科長室

トイレ トイレ
教育

(男) (女)
法学部・ 応接室

163

教　室

162 161

教　室 教　室

演習室 演習室 演習室

120 倉庫 103

106 104 102

玄　関

教　室

401

演習室
バ
リ
ア
フ

リ
ー

ト
イ
レ

404

研究助成室

準備室１

101
トイレ トイレ

406

第二学舎（法学部） ，ラ・クール（模擬法廷棟）　平面図

３階 ４階

402412湯
沸
室

303

302308

(男)

306

研　　　 究　　　 室

405

研　　　　 究　　　　 室

(女) (男)

409 403407
ト
イ
レ

EV

ト
イ
レ

201

 研　　 　究　　　 室

312

中会議室小会議室

倉　庫

310

法
学
部
・
法
学
研
究
科
　
学
生
用
掲
示
版

教員控室

EV

準備室２

(男) (女)
倉　庫

１階

EV

EVEV

院生
研究室

研　　　　 究　　　　 室
院生

談話室

湯沸室
410 408

320 420301305307309
ト
イ
レ

ブ
ー
ス

ト
イ
レ

(女)

教　　室

203

大会議室 院生研究室

304

EV

263

２階

準
備
室
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院生研究室

（経営） （経営）

（東）（西）

演習室

203207

KIMAP Lounge会議室

２
階

210

５
階

研 究 室

307

演習室

院生研究室

研　　究　　室

１
階

バリアフ
リー

トイレ

トイ
レ(男)

EV

トイ
レ(女)

トイ
レ(男)

研　　究　　室

206

院生研究室

第三学舎 平面図

（経営）

演習室

30６

329

３
階

303

４
階

研　　究　　室

323

院　生　研　究　室（経済）

2３０

共同研究室

トイ
レ(男)

演習室

トイ
レ(男)

院生研究室

（経営）

研究室

EV

研究室

2２６

院生研究室

(経済)

2１７2２１

トイ
レ(女)

EV

給湯室

演習室 情報処理演習室

（大学院）

トイレ(女)

研 究 室
トイ

レ(女)

2２９ トイ
レ(女)

EV

32１

研 究 室

トイ
レ(男)

EV

証明書
自動発行機 中会議室

（経営）

学生コーナー中会議室（経済）

（経済）

情報処理教室 共同研究室
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兼松
史料室

第2書庫 Collaboration Room

非常勤
講師控室

教員
研究室

書庫
サーバ室
複写室

貴重資料保管室 電気室
ホール

ＥＶ

１
階書 庫

110 108 102

企業資料ラボ 情報
管理室

教　　員　　研　　究　　室

111 109 101
玄関

共同利用
会議室

218 216 214 212 210 208

バリアフ
リー

トイレ

マイクロ
保管室

企業資料保管室 教員
研究室 ＥＶ

２
階

206 204 202

Student Commons 院生研究室(経営) 院生研究室(法学)

215 213 209 207 201
トイレ(女)

企業資料総合ｾﾝﾀｰ

院生研究室
（経営）ＥＶ

３
階

316 310 302

トイレ(男)

Room3 Room2 Room1
演習室
(経営)

院生研究室(経営) 演習室
(経営)

402

教 員 研 究 室

313 311 309 307 305 303 301

４
階

408 406 404

資料室
書庫③

資料室
書庫④ＥＶ

420 418 416 414 412 410

教 員 研 究 室

417 413 409 407 401
トイレ(女)

資料室書庫① 法学研究科資料室 資料室書庫②

520 518 516 514 512 510

トイレ(男)
教　　員　　研　　究　　室 倉 庫

ＥＶ

５
階

508 506 504 502

トイレ
（男）

第四学舎 平面図

519 517 515 513 511 509 507 501
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Storage Storage

第五学舎（国際協力研究科） 平面図

518 618
515 615

英語ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ室Ⅱ 研究室
共同資料室

GNPハイブリッドミーティングルーム
（シミュレーションルーム）

517 617
GSICS Library

GNP Hybrid Meeting Room
（Simulation Room）客員教授室 研究室

514 516 614 616

研究室 客員教授室 研究室 研究室

513 506 613 606

研究室 研究室 研究室 研究室

512 505 612 605
トイレ

Restroom
トイレ

Restroom研究室 研究室 研究室 研究室
(M) (M)

511 504 611 604

研究室 研究室 研究室 研究室トイレ
Restroom

トイレ
Restroom

510 503 610 603
(F) (F)

研究室 研究室 研究室 研究室EV EV

509 502 609 602

研究室 研究室 研究室 研究室

会議室 会議室508 501 608 601

研究室 Conference Room 研究室 研究室 Conference Room 研究室

５階 ６階

409 410 411
308 309

Students Room 情報処理準備室 情報処理管理室 情報処理演習室
院生研究室 院生研究室

Conputing seminar RoomTEL  803-7138 TEL  803-7139 Computing Room

コピー室
Copy Machine

語学トレーニングルーム307 303 408

院生研究室 院生研究室 情報演習室
TEL  803-7137 トイレ

Restroom

TEL  803-7134 トイレ
Restroom

402

(M) (M) プレゼンテーションルーム給湯
306 302Hot Water

Supplyトイレ
Restroom

トイレ
Restroom

Presentation Room
院生研究室 院生研究室

407
(F) (F)TEL  803-7136 TEL  803-7133

客員教授室EV EV

406 401
305 301

客員教授室 共同研究室
談話コーナー 談話コーナー院生研究室 院生研究室

405
英語インストラクター室TEL  803-7135 Lounge TEL  803-7132 Lounge

客員教授室

３階 ４階

109 209
110 111 210

キャンパスアジア室
大会議室 院生研究室（法学研究科）

国際化加速推進室Conference Room

108

教員ラウンジ
Faculity Lounge

112

208
北出入口 204

共同研究室Entrance (North Side)

演習室

トイレ
Restroom

会計係 トイレ
Restroom 203

(M) Accounting Section (M)
倉庫 207 倉庫 演習室

資料作成室
総務係

共同研究室Facility Room トイレ
Restroom

トイレ
Restroom

General Affairs Section

202
(F) (F)

102 演習室EV EV

201
研究科長室 共同研究室Academic

Affairs Office 演習室Dean's Office
Main Entrance

玄関

１階 ２階

101
106 206

教務係
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ト
イ
レ

Ｅ
Ｖ

３階 ７階

６階２階

ト
イ
レ

502

504

(女)

ト
イ
レ

５階

第六学舎（アカデミア館） 平面図

放送大学

兵庫学習センター

放送大学

１階

兵庫学習センター

503

ト
イ
レ

Ｅ
Ｖ

Ｅ
Ｖ

(男)

Ｅ
Ｖ

門衛所

４階地階

ﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾅｰ

Ｅ
Ｖ

ト
イ
レ

401

ト
イ
レ ト

イ
レ(女)

(女)

研
究
室

研究室

501

(女)

(男)

403 402

404
研究室

院　生

社会人

駐　　輪　　場

ト
イ
レ

(女)

ト
イ
レ

Ｅ
Ｖ

屋
　
上
　
庭
　
園

食　　堂
（ 生 協 ）

売店
書籍販売

（ 生 協 ）

ト
イ
レ

406

六甲台就職
情報センター

(男)

(男)

(男)

食　　堂
（ 生 協 ）
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（男） (女)

（男） (女)

 EV 

 EV

 EV 

 EV
（男） (女)

（男） (女)  EV 

 EV

 EV 
（女） (男)

 EV

 EV 

 EV

（男） (女)

 EV 

 EV

 EV 

 EV

（女） (男)

 EV 

 EV

Ｂ２階 流
し
台

４０１
院生研究室

４０２
院生研究室

４０３
共用ゼミ室

書庫（保存書庫） 平面図省略

４階

Ｂ１階
４０６

共用ゼミ室
４０５

共用ゼミ室
４０４

共用ゼミ室
バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ
書庫（製本雑誌書庫・周密）　　平面図省略

トイレ トイレ

給
湯
室

 E 
 V

５０２
院生研究室

（国際協力研究科）

５０１
共同研究室

（経営学研究科）

５０３
演習室

（経済学研究科）

開架図書室

５階

防災センター
複
写
室

５０６
GEEPLS
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ｵﾌｨｽ

５０５
院生研究室

（経済学研究科）

５０４
院生研究室

（法学研究科）
機械管理室 バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ

流
し
台 ６０１

学務部国際課
国際連携グループ

６０２
院生研究室

（経営学研究科）

６０３
院生研究室

（経営学研究科）

１階

 V

606
コモンルーム

605

研
究
室

604

研
究
室

６０８
院生研究室

（経営学研究科）

６０７
  国際共創推進本部

バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ

バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ

貴重書庫 貴重書庫

マイクロ資料室 ６階

 E 

７２１　～　７１２　教員研究室バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ

給
湯
室

２階

７０１　～　７１１　教員研究室

新館２階
書　　庫トイレ トイレ

計算社会
科学研究
センター

３０２
演習室

３０３　演習室
３０４

共用ゼミ室

７階

給
湯
室

８０１　～　８１１　教員研究室

ホワイエ 機材室バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ

トイレ トイレ

フロンティア館 平面図

３階 ８階

プレゼンテーションホール
８２３　～　８１２　教員研究室バ

リ

ア

フ

リ
ー

ト

イ

レ

トイレ トイレ

トイレ トイレ

トイレ トイレ

トイレ トイレ
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多目的室 
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神戸大学大学院経営学研究科 

神 戸 大 学 経 営 学 部

〒657-8501 神戸市灘区六甲台町２－１ 電話（078）803－ 7260 

令和  年入学 

現 住 所 
〒 

 

学籍番号 

氏 名 
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